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※日程が変更される可能性がありますので，掲示板・時間割表等も合わせて確認してください。

1日 前期開始 1日 前期開始 1日 前期開始

3日 【経済学、学術(経済学系)】
博士論文提出資格試験申請期間(～10日）

3日 【9月修了者】
博士論文提出期間 (～6月20日)

3日 履修登録期間 (～21日) 3日 履修登録期間 (～21日) 3日 履修登録期間 (～21日)

3日 入学式・新入生ガイダンス・
オリエンテーション (GSICS)

3日 入学式・新入生ガイダンス・
オリエンテーション (GSICS)

10日 前期授業開始 (日本語・英語コース) 10日 前期授業開始 (日本語・英語コース) 10日 前期授業開始 (日本語・英語コース)

17日  【9月修了者】
修士論文題目届提出期限

24日 【前期・1Q】　履修取消期間 (～30日) 24日 【前期・1Q】　履修取消期間 (～30日) 24日 【前期・1Q】　履修取消期間 (～30日)

1日 木曜日の授業実施日 5 1日 木曜日の授業実施日 5 1日 木曜日の授業実施日

2日 金曜日の授業実施日 2日 金曜日の授業実施日 2日 金曜日の授業実施日

15日 本学創立記念日 15日 本学創立記念日 15日 本学創立記念日

17日 【経済学、学術(経済学系)】
　博士論文提出資格試験

31日 研究計画書提出期限 31日 研究計画書提出期限 31日 研究計画書提出期限

8日 授業の予備日 8日 授業の予備日 8日 授業の予備日

20日 【9月修了者】
博士論文提出期限

23日 【2Q】　履修取消期間 (～29日) 23日 【2Q】　履修取消期間 (～29日) 23日 【2Q】　履修取消期間 (～29日)

14日 月曜日の授業実施日 14日 月曜日の授業実施日 14日 月曜日の授業実施日

 18日  【9月修了者】　修士論文提出期限

28日 前期授業終了(日本語・英語コース)
　2Q授業は8月4日まで

28日 前期授業終了(日本語・英語コース)
　2Q授業は8月4日まで

28日 前期授業終了(日本語・英語コース)
　2Q授業は8月4日まで

31日 期末試験期間 (～4日) 31日 期末試験期間 (～4日) 31日 期末試験期間 (～4日)

7日 授業の予備日 7日 授業の予備日 7日 授業の予備日

8日 夏季休業期間(～9月30日) 8日 夏季休業期間(～9月30日) 8日 夏季休業期間(～9月30日)

8日 集中講義期間 (～9月30日) 8日 集中講義期間 (～9月30日) 8日 集中講義期間 (～9月30日)

22日 【9月修了者】 修士論文 終試験

29日  【 終試験から１週間以内】
　修士論文差し替え期限

25日 修士学位記授与式 (GSICS) 25日 博士学位記授与式 (全学・GSICS)

28日 履修登録期間 (～10月16日) 28日 履修登録期間 (～10月16日) 28日 履修登録期間 (～10月16日)

30日 前期終了 30日 前期終了 30日 前期終了

1日 後期開始 1日 後期開始 1日 後期開始

2日 後期授業開始 (日本語コース) 2日 後期授業開始 (日本語コース) 2日 後期授業開始 (日本語コース)

2日 【経済学、学術(経済学系)】
博士論文提出資格試験申請期間(～10日)

2日  【3月修了者】博士論文提出期間
　 (～12月20日)

3日 入学式・新入生ガイダンス
（英語コース)

3日 入学式・新入生ガイダンス
（英語コース)

5日 後期授業開始 (英語コース) 5日 後期授業開始 (英語コース) 5日 後期授業開始 (英語コース)

17日 【後期・3Q】履修取消期間（～23日） 17日 【後期・3Q】履修取消期間（～23日） 17日 【後期・3Q】履修取消期間（～23日）

31日
【3月修了者】
修士論文題目届提出期限

14日 金曜日の授業実施日 14日 金曜日の授業実施日 14日 金曜日の授業実施日

15日 【経済学、学術(経済学系)】
博士論文提出資格試験

22日 授業の予備日 22日 授業の予備日 22日 授業の予備日

1日 授業の予備日 1日 授業の予備日 1日 授業の予備日

18日 【4Q】履修取消期間（～24日） 18日 【4Q】履修取消期間（～24日） 18日 【4Q】履修取消期間（～24日）

20日 【3月修了者】博士論文提出期限

25日 冬季休業期間 (～1月7日) 25日 冬季休業期間 (～1月7日) 25日 冬季休業期間 (～1月7日)

12日 休講 12日 休講 12日 休講

16日 金曜日の授業日 16日 金曜日の授業日 16日 金曜日の授業日

17日 授業の予備日 17日 授業の予備日 17日 授業の予備日

31日 【3月修了者】
修士論文提出期限

1日 後期授業終了(日本語コース)
　4Q授業は2月8日まで

1日 後期授業終了(日本語コース)
　4Q授業は2月8日まで

1日 後期授業終了(日本語コース)
　4Q授業は2月8日まで

2日 期末試験期間 (～8日)(日本語コース) 2日 期末試験期間 (～8日)(日本語コース) 2日 期末試験期間 (～8日)(日本語コース)

2日 期末試験期間(8日,9日,13日,14日)(英語コース) 2日 期末試験期間(8日,9日,13日,14日)(英語コース) 2日 期末試験期間(8日,9日,13日,14日)(英語コース)

7日 後期授業終了(英語コース) 7日 後期授業終了(英語コース) 7日 後期授業終了(英語コース)

15日 集中講義期間 (～3月15日) 15日 集中講義期間 (～3月15日) 15日 集中講義期間 (～3月15日)

22日 【3月修了者】
修士論文 終試験

29日  【 終試験から１週間以内】
修士論文差し替え期限

25日 博士学位記授与式 (全学・GSICS)

26日 修士学位記授与式 (全学・GSICS)

31日 後期終了 31日 後期終了 31日 後期終了
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則

平成 年 月 日 定

改正    平成 年 月 日 平成 年 月 日 平成 年 月 日

  平成 年 月 日   平成 年 月 日 平成 年 月 日

平成 年 月 日 平成 年 月 日    平成 年 月 日

平成 年 月 日   平成 年 月 日 平成 年 月 日

平成 年 月 日 平成 年 月 日    平成 年 月 日

平成 年 月 日   平成 年 月 日 平成 年 月 日

平成 年 月 日 平成 年 月 日    平成 年 月 日

平成 年 月 日   平成 年 月 日 平成 年 月 日

平成 年 月 日 平成 年 月 日    平成 年 月 日

令和 年 月 日   令和 年 月 日 令和 年 月 日

令和 年 月 日 令和 年 月 日    令和 年 月 日

令和 年 月 日   令和 年 月 日

第 1章 則(第 1条 第 9条)

第 2章

第 1 (第 10条 第 21条)

第 2 業年 の (第 22条 第39条)

第 3 (第40条 第 44条)

第 4 (第45条 第 47条)

第 5 業 の (第 48条 第49条)

第 6 授業料(第 50条 第54条)

第 7 (第 55条 第 55条の 2)

第 3章

第 1 (第 56条 第 62条)

第 2 業年 (第 63条 第 71条)

第 3 (第 72条 第 77条)

第 4章 (第 77条の 2)

第 5章 (第 78条 第 83条)

第 6章 の (第 83条の 2)

第 7章 授業料 料 料の (第 84条 第 84条の 2)

第 8章 許 (第 85条)

附則

第 1章 則

( )

第 1条 この規則は， 学 学学則(平成16年4月1日 定。以下「学則」という。)第29条の規定に基づき，

学生の 学に関し必要な事項を定めるものとする。

( 章)

第 2条 本学の教 は， 学教 (平成14年5月16日 定)に則り，行うものとする。

－ 3－
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( 章)

第 2条 本学の教 は， 学教 (平成14年5月16日 定)に則り，行うものとする。
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( )

第 3条 本学の学部に く学科は，次のとおりとする。

学部 学科

間科学部 学科， 学科， 生学科， も教 学科

学部 学科

経 学部 経 学科

経 学部 経 学科

理学部 数学科， 理学科， 学科，生 学科， 学科

学部 学科， 学科

学部 学科， 学科， 学科， 学科， 学科， 学科

学部 料 学科， 生 科学科，生 科学科

海洋政策科学部 海洋政策科学科

( )

第 4条 本学の 学 科に く 及びその 程は，次の に るとおりとする。

科 程の別

学 科 ， 会 程

学 科 相関 ， 程

間 学 科 間 ， 間 学 程

学 科 学政 学 程

実 学 程

経 学 科 経 学 程

経 学 科 経 学 程

経 学 学 程

理学 科 数学 ， 理学 ， 学 ，生 学 ，

学

程

学 科 程

科学 程

成 学 程

学 科 学 程

学 科 学 ， 学 ， 学 ，

学 ， 学

程

学 科 学 程

学 科 料 生 学 ， 生 科学 ，生

科学

程

海事科学 科 海事科学 程

協 科 政策 ， 協 政策 ， 協 政

策

程

科学 科 科学 程

2 学 科， 学 科， 間 学 科， 学 科，経 学 科，経 学 科，理学 科，

学 科 成 学 ， 学 科， 学 科， 学 科， 学 科，海事科学 科， 協

科及び科学 科の 程は，これを前期2年の 程(以下「前期 程」という。)及び後期

3年の 程(以下「後期 程」という。)に 分し，前期 程は，これを 程として取り扱うものとする。

3 学 科実 及び経 学 科 経 学 の 学 程は，学 教 ( 和22年 第26号。以

下「 」という。)第99条第2項に規定する 学 の 程とし， 学 科の 学 程は， 学

基 (平成15年 部科学 令第16号)第18条第1項に規定する 科 学 とする。

( )

第 5条 本学に く乗 実 科に関することは， 学乗 実 科規則(平成16年4月1日 定)で定める。

( )

第 6条 本学の収 定員は，別 のとおりとする。

( 年)

第 7条 学年は，4月1日に まり， 年3月31日に る。

( )

第 8条 学年を分けて，次の2期とする。

前期 4月1日から9月30日まで

後期 10月1日から 年3月31日まで

2 前項に定める各学期に の期間 以下「 」という。 を くことができる。

3 各 の 期及び 期に いては，別に定める。

( 業 日)

第 9条 定期の 業日は，次のとおりとする。

日 日及び 日

の 日に関する ( 和23年 第178号)に規定する 日

業 8月8日から9月30日まで

業 12月 25日から 年1月7日まで

2 の 業日は，学長が定める。

3 教 必要と認めるときは，第1項の規定にかか らず， 及び 業の期間は，各学部及び各 科において学長

の 認を得て することができる。

4 教 必要と認めるときは，第1項から前項までの規定にかか らず， 業日において授業等を行うことができる。

第 2章

第 1

( 許 可)

第 10条 学長は，次の各号のいずれかに該当し， 学 に した者で，第17条に規定する 学 続を した者(第1

8条の規定により 学料の免除を申請している者及び第19条の規定により 学料の徴収猶予を申請している者を 。)

に し， 学を許可する。

(1) 等学 は中等教 学 を 業した者

(2) の 程による12年の学 教 を した者 は の 程以 の 程により，前号に相当する学 教 を し

た者

(3) において学 教 における12年の 程を した者 はこれに ずる者で 部科学 の 定したもの

(4) 部科学 が 等学 の 程と 等の 程を するものとして認定した 教 施 の当該 程を した者

(5) 学 の 等 程( 業年 が3年以 であることその他の 部科学 が定める基 を たすものに る。)で 部

科学 が別に 定するものを 部科学 が定める日以後に した者
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( )

第 3条 本学の学部に く学科は，次のとおりとする。

学部 学科

間科学部 学科， 学科， 生学科， も教 学科

学部 学科

経 学部 経 学科

経 学部 経 学科

理学部 数学科， 理学科， 学科，生 学科， 学科

学部 学科， 学科

学部 学科， 学科， 学科， 学科， 学科， 学科

学部 料 学科， 生 科学科，生 科学科

海洋政策科学部 海洋政策科学科

( )

第 4条 本学の 学 科に く 及びその 程は，次の に るとおりとする。

科 程の別

学 科 ， 会 程

学 科 相関 ， 程

間 学 科 間 ， 間 学 程

学 科 学政 学 程

実 学 程

経 学 科 経 学 程

経 学 科 経 学 程

経 学 学 程

理学 科 数学 ， 理学 ， 学 ，生 学 ，

学

程

学 科 程

科学 程

成 学 程

学 科 学 程

学 科 学 ， 学 ， 学 ，

学 ， 学

程

学 科 学 程

学 科 料 生 学 ， 生 科学 ，生

科学

程

海事科学 科 海事科学 程

協 科 政策 ， 協 政策 ， 協 政

策

程

科学 科 科学 程

2 学 科， 学 科， 間 学 科， 学 科，経 学 科，経 学 科，理学 科，

学 科 成 学 ， 学 科， 学 科， 学 科， 学 科，海事科学 科， 協

科及び科学 科の 程は，これを前期2年の 程(以下「前期 程」という。)及び後期

3年の 程(以下「後期 程」という。)に 分し，前期 程は，これを 程として取り扱うものとする。

3 学 科実 及び経 学 科 経 学 の 学 程は，学 教 ( 和22年 第26号。以

下「 」という。)第99条第2項に規定する 学 の 程とし， 学 科の 学 程は， 学

基 (平成15年 部科学 令第16号)第18条第1項に規定する 科 学 とする。

( )

第 5条 本学に く乗 実 科に関することは， 学乗 実 科規則(平成16年4月1日 定)で定める。

( )

第 6条 本学の収 定員は，別 のとおりとする。

( 年)

第 7条 学年は，4月1日に まり， 年3月31日に る。

( )

第 8条 学年を分けて，次の2期とする。

前期 4月1日から9月30日まで

後期 10月1日から 年3月31日まで

2 前項に定める各学期に の期間 以下「 」という。 を くことができる。

3 各 の 期及び 期に いては，別に定める。

( 業 日)

第 9条 定期の 業日は，次のとおりとする。

日 日及び 日

の 日に関する ( 和23年 第178号)に規定する 日

業 8月8日から9月30日まで

業 12月 25日から 年1月7日まで

2 の 業日は，学長が定める。

3 教 必要と認めるときは，第1項の規定にかか らず， 及び 業の期間は，各学部及び各 科において学長

の 認を得て することができる。

4 教 必要と認めるときは，第1項から前項までの規定にかか らず， 業日において授業等を行うことができる。

第 2章

第 1

( 許 可)

第 10条 学長は，次の各号のいずれかに該当し， 学 に した者で，第17条に規定する 学 続を した者(第1

8条の規定により 学料の免除を申請している者及び第19条の規定により 学料の徴収猶予を申請している者を 。)

に し， 学を許可する。

(1) 等学 は中等教 学 を 業した者

(2) の 程による12年の学 教 を した者 は の 程以 の 程により，前号に相当する学 教 を し

た者

(3) において学 教 における12年の 程を した者 はこれに ずる者で 部科学 の 定したもの

(4) 部科学 が 等学 の 程と 等の 程を するものとして認定した 教 施 の当該 程を した者

(5) 学 の 等 程( 業年 が3年以 であることその他の 部科学 が定める基 を たすものに る。)で 部

科学 が別に 定するものを 部科学 が定める日以後に した者
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(6) 部科学 の 定した者( 和23年 部 第47号)

(7) 等学 業程 認定 規則(平成17年 部科学 令第1号)による 等学 業程 認定 に した者( 規則

則第2条の規定による 前の 学 学 定規程( 和26年 部 令第13号。以下「 規程」という。)による

学 学 定(以下「 定」という。)に した者を 。)

(8) 第90条第2項の規定により 学に 学した者であ て，本学において， 学における教 を受けさ るに さ し

い学 があると認めたもの

(9) 本学において， 別の 学 により， 等学 を 業した者と 等以 の学 があると認めた者で，18 に

したもの

( )

第 11条 前条の規定にかか らず，次の各号のいずれかに該当する者であ て，本学の定める分 において に れた

を すると認めるものを，教授会の議を経て， 学さ ることができる。

(1) 等学 に2年以 学した者

(2) 中等教 学 の後期 程， 等 学 は 別 学 の 等部に2年以 学した者

(3) において，学 教 における9年の 程に き続く学 教 の 程に2年以 学した者

(4) 部科学 が 等学 の 程と 等の 程を するものとして認定した 教 施 ( 等学 の 程に相当する

程を する者として 定したものを 。)の当該 程に2年以 学した者

(5) 学 教 施行規則( 和22年 部 令第11号。以下「施行規則」という。)第150条第3号の規定により 部科学

が別に 定する 学 の 等 程に 号に規定する 部科学 が定める日以後において2年以 学した者

(6) 部科学 が 定した者(平成13年 部科学 第167号)

(7) 等学 業程 認定 規則第4条に定める 科 の 部( の免除を受けた 科 を除く。)に いて

を得た者( 規程第4条に規定する受 科 の 部( 定の 部免除を受けた者に いては，その免除を受けた科 を除

く。)に いて を得た者を 。)で，17 に したもの

2 前項に関して必要な事項は，関 の学部規則で定める。

( )

第 12条 学の 期は，学年の めとする。ただし，学年の 中においても，学期の 分に い，学生を 学さ ることが

できる。

( )

第 13条 次の各号のいずれかに該当する者で，本学に 学を する者があるときは，第10条の規定にかか らず，学

期の めにおいて，教授会の議を経て， 学を許可することがある。

(1) 学を 業した者

(2) 第104条第7項の規定により学 の学 を授 された者

(3) 施行規則 則第7条に規定した者

2 前項に規定する者のほか，次の各号のいずれかに該当する者で 学部， 学部，経 学部，経 学部 は 学部に 学

を する者があるときは，教授会の議を経て， 学を許可することがある。

(1) 学に2年以 学し， 定の を 得した者

(2) 期 学を 業した者

(3) 等 学 を 業した者

(4) において，前3号と 程 の 程を した者

3 第1項に規定する者のほか，次の各号のいずれかに該当する者で 間科学部，理学部， 学部 は海事科学部に

学を する者があるときは，教授会の議を経て， 学を許可することがある。

(1) 学に2年以 学し， 定の を 得した者

(2) 期 学を 業した者

(3) 等 学 を 業した者

(4) において，前3号と 程 の 程を した者

(5) 学 の 程( 業年 が2年以 であることその他の 部科学 の定める基 を たすものに る。)を

した者(第10条各号のいずれかに該当する者に る。)

4 第1項に規定する者のほか，次の各号のいずれかに該当する者で 学部 学科に 学を する者があるときは，教

授会の議を経て， 学を許可することがある。

(1) 学に2年以 学し， 定の を 得した者

(2) 期 学を 業した者

(3) において，前2号と 程 の 程を した者

(4) 学 の 程( 業年 が2年以 であることその他の 部科学 の定める基 を たすものに る。)を

した者(第10条各号のいずれかに該当する者に る。)

( )

第 14条 他の 学に に 学する者で，本学に 学を する者があるときは，第10条の規定にかか らず，学期の

めにおいて，教授会の議を経て， 学を許可することがある。

( )

第 15条 本学を第45条の規定により中 学した者 は除 された者で， び の学部に 学を する者があるとき

は，第10条の規定にかか らず，学期の めにおいて，教授会の議を経て， 学を許可することがある。

( )

第 16条 学を する者は， 定の日までに， 定料を納付したうえ， 学 書， 定料 明書及び別に 定する書

類を しなければならない。

2 納の 定料は， 付しない。ただし，次の各号のいずれかに該当するときは，当該額に相当する額を 付するものとす

る。

(1) 学部の 学 において 書類等により第 の を行い，その 者に り学 その他により第

の を行う において，第 の で とな た者が第 の に る額の を申し たとき。

(2) 学部の 学 において 学の を受理した後に本学が 学 において受 することを した教

科 科 を受 していないことにより， の がないことが判明した者が第 の に る額の を申し

たとき。

(3) 定料を納付した者が， 定の日までに 学 書を しなか た において， を申し たとき。

(4) 定料を納付し， 学 書を した者が，受 を認められなか た において， を申し たとき。

( 者 )

第 16条の 2 学者の は，学則第27条の2第3号の規定により定める に基づき， 正か 当な により，

な を えて行うものとする。

( )

第 17条 学 に した者は， 定の期日までに， 学料を えて 学 続を行 なければならない。

2 納の 学料は， 付しない。

( 料の )

第 18条 学料の納付が な者に しては，本 の申請により 学料の 額 は 部を免除することがある。

2 学料の免除の取扱いに いては，別に定める。

( 料の )

第 19条 学料の納付期 までに納付が な者に しては，本 の申請により 学料の徴収を猶予することがある。
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(6) 部科学 の 定した者( 和23年 部 第47号)

(7) 等学 業程 認定 規則(平成17年 部科学 令第1号)による 等学 業程 認定 に した者( 規則

則第2条の規定による 前の 学 学 定規程( 和26年 部 令第13号。以下「 規程」という。)による

学 学 定(以下「 定」という。)に した者を 。)

(8) 第90条第2項の規定により 学に 学した者であ て，本学において， 学における教 を受けさ るに さ し

い学 があると認めたもの

(9) 本学において， 別の 学 により， 等学 を 業した者と 等以 の学 があると認めた者で，18 に

したもの

( )

第 11条 前条の規定にかか らず，次の各号のいずれかに該当する者であ て，本学の定める分 において に れた

を すると認めるものを，教授会の議を経て， 学さ ることができる。

(1) 等学 に2年以 学した者

(2) 中等教 学 の後期 程， 等 学 は 別 学 の 等部に2年以 学した者

(3) において，学 教 における9年の 程に き続く学 教 の 程に2年以 学した者

(4) 部科学 が 等学 の 程と 等の 程を するものとして認定した 教 施 ( 等学 の 程に相当する

程を する者として 定したものを 。)の当該 程に2年以 学した者

(5) 学 教 施行規則( 和22年 部 令第11号。以下「施行規則」という。)第150条第3号の規定により 部科学

が別に 定する 学 の 等 程に 号に規定する 部科学 が定める日以後において2年以 学した者

(6) 部科学 が 定した者(平成13年 部科学 第167号)

(7) 等学 業程 認定 規則第4条に定める 科 の 部( の免除を受けた 科 を除く。)に いて

を得た者( 規程第4条に規定する受 科 の 部( 定の 部免除を受けた者に いては，その免除を受けた科 を除

く。)に いて を得た者を 。)で，17 に したもの

2 前項に関して必要な事項は，関 の学部規則で定める。

( )

第 12条 学の 期は，学年の めとする。ただし，学年の 中においても，学期の 分に い，学生を 学さ ることが

できる。

( )

第 13条 次の各号のいずれかに該当する者で，本学に 学を する者があるときは，第10条の規定にかか らず，学

期の めにおいて，教授会の議を経て， 学を許可することがある。

(1) 学を 業した者

(2) 第104条第7項の規定により学 の学 を授 された者

(3) 施行規則 則第7条に規定した者

2 前項に規定する者のほか，次の各号のいずれかに該当する者で 学部， 学部，経 学部，経 学部 は 学部に 学

を する者があるときは，教授会の議を経て， 学を許可することがある。

(1) 学に2年以 学し， 定の を 得した者

(2) 期 学を 業した者

(3) 等 学 を 業した者

(4) において，前3号と 程 の 程を した者

3 第1項に規定する者のほか，次の各号のいずれかに該当する者で 間科学部，理学部， 学部 は海事科学部に

学を する者があるときは，教授会の議を経て， 学を許可することがある。

(1) 学に2年以 学し， 定の を 得した者

(2) 期 学を 業した者

(3) 等 学 を 業した者

(4) において，前3号と 程 の 程を した者

(5) 学 の 程( 業年 が2年以 であることその他の 部科学 の定める基 を たすものに る。)を

した者(第10条各号のいずれかに該当する者に る。)

4 第1項に規定する者のほか，次の各号のいずれかに該当する者で 学部 学科に 学を する者があるときは，教

授会の議を経て， 学を許可することがある。

(1) 学に2年以 学し， 定の を 得した者

(2) 期 学を 業した者

(3) において，前2号と 程 の 程を した者

(4) 学 の 程( 業年 が2年以 であることその他の 部科学 の定める基 を たすものに る。)を

した者(第10条各号のいずれかに該当する者に る。)

( )

第 14条 他の 学に に 学する者で，本学に 学を する者があるときは，第10条の規定にかか らず，学期の

めにおいて，教授会の議を経て， 学を許可することがある。

( )

第 15条 本学を第45条の規定により中 学した者 は除 された者で， び の学部に 学を する者があるとき

は，第10条の規定にかか らず，学期の めにおいて，教授会の議を経て， 学を許可することがある。

( )

第 16条 学を する者は， 定の日までに， 定料を納付したうえ， 学 書， 定料 明書及び別に 定する書

類を しなければならない。

2 納の 定料は， 付しない。ただし，次の各号のいずれかに該当するときは，当該額に相当する額を 付するものとす

る。

(1) 学部の 学 において 書類等により第 の を行い，その 者に り学 その他により第

の を行う において，第 の で とな た者が第 の に る額の を申し たとき。

(2) 学部の 学 において 学の を受理した後に本学が 学 において受 することを した教

科 科 を受 していないことにより， の がないことが判明した者が第 の に る額の を申し

たとき。

(3) 定料を納付した者が， 定の日までに 学 書を しなか た において， を申し たとき。

(4) 定料を納付し， 学 書を した者が，受 を認められなか た において， を申し たとき。

( 者 )

第 16条の 2 学者の は，学則第27条の2第3号の規定により定める に基づき， 正か 当な により，

な を えて行うものとする。

( )

第 17条 学 に した者は， 定の期日までに， 学料を えて 学 続を行 なければならない。

2 納の 学料は， 付しない。

( 料の )

第 18条 学料の納付が な者に しては，本 の申請により 学料の 額 は 部を免除することがある。

2 学料の免除の取扱いに いては，別に定める。

( 料の )

第 19条 学料の納付期 までに納付が な者に しては，本 の申請により 学料の徴収を猶予することがある。

－ 6－ － 7－



2 前条第1項の 学料の免除 は前項の 学料の徴収猶予を申請した者に る 学料は，免除 は徴収猶予を許可し， は

許可とするまでの間は，徴収を猶予する。

3 学料の免除 しくは徴収猶予を 許可とされた者 は 部免除の許可をされた者(次項により徴収猶予の申請をした者

を除く。)は，免除 しくは徴収猶予の 許可 は 部免除の許可を した日から 算して14日以 に納付す き 学

料を納付しなければならない。

4 学料の免除を 許可とされた者 は 部免除の許可をされた者が，第1項に規定する徴収猶予を受けようとする は，

免除の 許可 は 部免除の許可を した日から 算して14日以 に徴収猶予の申請を行 なければならない。

5 学等における 学の に関する (令和 年 第8 号。以下「 学 」という。)第12 条第1項の規定によ

り 学料 免の認定を取り消された者は，取消しを した日から 算して14 日以 に納付す き 学料を納付しなけ

ればならない。

6 学料の徴収猶予の取扱いに いては，別に定める。

( に る 料の )

第 20条 前条第1項 は前条第2項の規定により 学料の徴収を猶予されている者が，その期間 において したことに

より除 された は，未納の 学料の 額を免除する。

2 学料の免除 しくは徴収猶予を 許可とされた者 は 部免除を許可された者が，前条第3項に規定する 学料の納付

期間 において したことにより除 された は第47条第1項第1号の規定により除 された は，その者に

る未納の 学料の 額を免除する。

3 学 第12条第1項の規定により 学料 免の認定を取り消された者が，前条第5項に規定する 学料の納付期間

において したことにより除 された は第47条第2項の規定により除 された は，その者に る未納の

学料の 部を免除する。

( )

第 21条 学者は， 定の により を行 なければならない。

第 2 業年 の

( 業 年 )

第 22条 学部の 業年 は，4年とする。ただし，本学に3年以 学した者(施行規則第149条に規定する者を 。)が，

業の要 として学部規則に定める を な成 で 得したものと認められ，か ，学生が 業を する には

業することができる。

2 前項ただし書に規定する 業の認定の基 は，学部規則において定め， するものとする。

3 学部 学科に いては，第1項の規定にかか らず，その 業年 は6年とする。

4 学生が， 業を している等の事 により， 業年 を えて 定の期間に たり計 に教 程を し 業するこ

とを する を申し たときは，教授会の議を経て，その計 な を認めることができる。

5 前項に関して必要な事項は，関 の学部規則で定める。

( 業年 の )

第23条 学の学生以 の者のう 科 等 生 は第83条の2に規定する 別の 程の 生(以下「 別の 程 生」

という。)として本学において 定の を 得した者が本学に 学する においては，当該 の 得により本学の

教 程の 部を したと認められるときは，教授会の議を経て， 得した 数その他の事項を して前条の 業

年 の2分の1を えない期間を 業年 に 算することができる。

( 年 )

第 24条 学生は， 業年 の2 を えて 学することはできない。

2 第22条第4項の規定により を認められた学生(以下「長期 学生」という。)の 学年 に いては，関 の学部

規則で定める。

( )

第 25条 学部は，学則第27条の2第1号及び第2号の規定により定める に基づき，必要な授業科 を次条第1項に定

める 分に て し， に教 程を 成するものとする。

(授業 の )

第 26条 授業科 の 分は，次のとおりとする。

基 教 科

教 科

科

科

科学

教 科

科 ( 基 科 及び 基 科 を 。)

関 科

免許のための科

その他必要と認める科

2 前項に規定するもののほか， 学生のための授業科 として，日本 及び日本事 に関する科 を くことができ

る。

(授業の )

第 27条 授業は， ， ，実 ，実 しくは実 のいずれかにより はこれらの により行うものとする。

2 前項に規定する授業は， 部科学 が別に定めるとこ により， な を に して，当該授業を行う教

等以 の で さ ることができる。

3 第1項に規定する授業は， において さ ることができる。前項の規定により， な を に して，

当該授業を行う教 等以 の で さ る に いても， とする。

4 第1項に規定する授業の 部は， 部科学 が別に定めるとこ により， 及び 施 以 の で行うことがで

きる。

5 前4項に関して必要な事項は，関 の学部規則で定める。

( )

第 28条 第26条第1項の 分に て される授業科 及びその びに に関することは，各学部規則，

学 学 授業科 規則(平成16年4月1日 定。以下「 規則」という。)及び 学 学教

教 教 教 科 規程(平成28年3月22日 定)で定める。

2 第26条第2項の規定により される授業科 (以下「日本 等授業科 」という。)及びその びに に関

することは，各学部規則及び 学日本 等授業科 規則(平成16年4月1日 定)で定める。

( の の )

第 29条 学生が各年次に た て に授業科 を するため， 業の要 として学生が 得す き 数に いて，学

生が1年間に 科 として することができる 数の は各学部規則において定めるものとする。

2 各学部規則の定めるとこ により， 定の を れた成 をも て 得した学生に いては，前項に定める を え

て 科 の を認めることができる。

(成 )

第 30条 各学部は，各授業における学 成のための授業の 及び計 を明 するとともに，学生の授業 の

取 等を した な成 基 を定め， するものとする。
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2 前条第1項の 学料の免除 は前項の 学料の徴収猶予を申請した者に る 学料は，免除 は徴収猶予を許可し， は

許可とするまでの間は，徴収を猶予する。

3 学料の免除 しくは徴収猶予を 許可とされた者 は 部免除の許可をされた者(次項により徴収猶予の申請をした者

を除く。)は，免除 しくは徴収猶予の 許可 は 部免除の許可を した日から 算して14日以 に納付す き 学

料を納付しなければならない。

4 学料の免除を 許可とされた者 は 部免除の許可をされた者が，第1項に規定する徴収猶予を受けようとする は，

免除の 許可 は 部免除の許可を した日から 算して14日以 に徴収猶予の申請を行 なければならない。

5 学等における 学の に関する (令和 年 第8 号。以下「 学 」という。)第12 条第1項の規定によ

り 学料 免の認定を取り消された者は，取消しを した日から 算して14 日以 に納付す き 学料を納付しなけ

ればならない。

6 学料の徴収猶予の取扱いに いては，別に定める。

( に る 料の )

第 20条 前条第1項 は前条第2項の規定により 学料の徴収を猶予されている者が，その期間 において したことに

より除 された は，未納の 学料の 額を免除する。

2 学料の免除 しくは徴収猶予を 許可とされた者 は 部免除を許可された者が，前条第3項に規定する 学料の納付

期間 において したことにより除 された は第47条第1項第1号の規定により除 された は，その者に

る未納の 学料の 額を免除する。

3 学 第12条第1項の規定により 学料 免の認定を取り消された者が，前条第5項に規定する 学料の納付期間

において したことにより除 された は第47条第2項の規定により除 された は，その者に る未納の

学料の 部を免除する。

( )

第 21条 学者は， 定の により を行 なければならない。

第 2 業年 の

( 業 年 )

第 22条 学部の 業年 は，4年とする。ただし，本学に3年以 学した者(施行規則第149条に規定する者を 。)が，

業の要 として学部規則に定める を な成 で 得したものと認められ，か ，学生が 業を する には

業することができる。

2 前項ただし書に規定する 業の認定の基 は，学部規則において定め， するものとする。

3 学部 学科に いては，第1項の規定にかか らず，その 業年 は6年とする。

4 学生が， 業を している等の事 により， 業年 を えて 定の期間に たり計 に教 程を し 業するこ

とを する を申し たときは，教授会の議を経て，その計 な を認めることができる。

5 前項に関して必要な事項は，関 の学部規則で定める。

( 業年 の )

第23条 学の学生以 の者のう 科 等 生 は第83条の2に規定する 別の 程の 生(以下「 別の 程 生」

という。)として本学において 定の を 得した者が本学に 学する においては，当該 の 得により本学の

教 程の 部を したと認められるときは，教授会の議を経て， 得した 数その他の事項を して前条の 業

年 の2分の1を えない期間を 業年 に 算することができる。

( 年 )

第 24条 学生は， 業年 の2 を えて 学することはできない。

2 第22条第4項の規定により を認められた学生(以下「長期 学生」という。)の 学年 に いては，関 の学部

規則で定める。

( )

第 25条 学部は，学則第27条の2第1号及び第2号の規定により定める に基づき，必要な授業科 を次条第1項に定

める 分に て し， に教 程を 成するものとする。

(授業 の )

第 26条 授業科 の 分は，次のとおりとする。

基 教 科

教 科

科

科

科学

教 科

科 ( 基 科 及び 基 科 を 。)

関 科

免許のための科

その他必要と認める科

2 前項に規定するもののほか， 学生のための授業科 として，日本 及び日本事 に関する科 を くことができ

る。

(授業の )

第 27条 授業は， ， ，実 ，実 しくは実 のいずれかにより はこれらの により行うものとする。

2 前項に規定する授業は， 部科学 が別に定めるとこ により， な を に して，当該授業を行う教

等以 の で さ ることができる。

3 第1項に規定する授業は， において さ ることができる。前項の規定により， な を に して，

当該授業を行う教 等以 の で さ る に いても， とする。

4 第1項に規定する授業の 部は， 部科学 が別に定めるとこ により， 及び 施 以 の で行うことがで

きる。

5 前4項に関して必要な事項は，関 の学部規則で定める。

( )

第 28条 第26条第1項の 分に て される授業科 及びその びに に関することは，各学部規則，

学 学 授業科 規則(平成16年4月1日 定。以下「 規則」という。)及び 学 学教

教 教 教 科 規程(平成28年3月22日 定)で定める。

2 第26条第2項の規定により される授業科 (以下「日本 等授業科 」という。)及びその びに に関

することは，各学部規則及び 学日本 等授業科 規則(平成16年4月1日 定)で定める。

( の の )

第 29条 学生が各年次に た て に授業科 を するため， 業の要 として学生が 得す き 数に いて，学

生が1年間に 科 として することができる 数の は各学部規則において定めるものとする。

2 各学部規則の定めるとこ により， 定の を れた成 をも て 得した学生に いては，前項に定める を え

て 科 の を認めることができる。

(成 )

第 30条 各学部は，各授業における学 成のための授業の 及び計 を明 するとともに，学生の授業 の

取 等を した な成 基 を定め， するものとする。
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( の授 )

第 31条 の授業科 を した者に しては， その他の な により学 の成 を して， を える。

( の )

第 32条 各授業科 の 数を定めるに当た ては，1 の授業科 を45 間の学 を必要とする をも て 成す

ることを とし，第27条第1項に規定する授業の に じ，当該授業による教 ，授業 間 に必要な学 等

を して，おお 15 間から45 間までの で各学部規則で定める 間の授業をも て1 として 数を計

算するものとする。ただし， 等の分 における による実 の授業に いては，当該学部規則で定める 間の

授業をも て1 とすることができる。

2 学 授業科 ( 規則で定める 学に する授業科 をいう。)に いては，次の基 により 数を計算するも

のとする。

(1) に いては，15 間の授業をも て1 とする。

(2) ，実 ，実 及び実 に いては，30 間の授業をも て1 とする。

(3) の授業に いて， ， ，実 ，実 は実 のう 2以 の の により行う に いては，その み

に じ，前2号に規定する基 を して別に定める 間の授業をも て1 とする。

3 日本 等授業科 に いては，30 間の授業をも て1 とする。

4 第1項の規定にかか らず， 業 ， 業 ， 業 等の授業科 に いては，これらの学 の成 を して

を授 することが 当と認められる には，これらに必要な学 等を して， 数を各学部規則で定めることが

できる。

( の授業 の )

第 33条 学生は，他の学部の授業科 を することができる。この は， 学部長を経て，当該学部長の許可を受け

なければならない。

( の に る授業 の )

第 34条 教 と認めるときは，他の 学 は 期 学( の 学 は 期 学を 。)との協定に基づき，学生に

当該 学 は 期 学の授業科 を さ ることがある。

2 前項の規定にかか らず， を得ない事 があるときは，教授会の議を経て，協定に基づかずに学生に の 学 は

期 学の授業科 を さ ることがある。

3 前2項の規定により した授業科 に いて 得した は，60 を えない で本学において 得したものと

みなすことがある。

4 前3項の規定は， の 学 は 期 学が行う 教 における授業科 を が において さ る 及び の

学 は 期 学の教 程を するものとして当該 の学 教 において 付けられた教 施 であ て，

部科学 が別に 定するものの当該教 程における授業科 を が において さ る に いて する。

5 前4項に関して必要な事項は，協定に定めるもののほか，関 の学部規則で定める。

( に の に した授業 の の取 )

第 34条の 2 教 と認めるときは，学生が 学期間中に本学と協定を している の 学 は 期 学において

した授業科 に いて 得した を，本学において 得したものとみなすことができる。

2 前項の規定にかか らず， を得ない事 があるときは，教授会の議を経て，学生が 学期間中に協定に基づかずに

の 学 は 期 学において した授業科 に いて 得した を，本学において 得したものとみなすことがで

きる。

3 前2項により 得したものとみなすことができる 数は，前条第3項及び第4項により本学において 得したものとみ

なす 数と て60 を えないものとする。

4 前3項に関して必要な事項は，関 の学部規則で定める。

( の に る )

第 35条 教 と認めるときは，学生が行う 期 学 は 等 学 の 科における学 その他 部科学 が別

に定める学 を，本学における授業科 の とみなし， を えることができる。

2 前項により えることができる 数は，第34条第3項及び第4項 びに前条第1項及び第2項により本学において

得したものとみなす 数と て60 を えないものとする。

3 前2項に関して必要な事項は，関 の学部規則で定める。

( の の )

第 36条 教 と認めるときは，学生が本学に 学する前に 学 は 期 学( の 学 は 期 学を 。)にお

いて した授業科 に いて 得した (科 等 生 は 別の 程 生として 得した を 。以下「

得 」という。)を，本学に 学した後の本学における授業科 の により 得したものとみなすことができる。

2 教 と認めるときは，学生が本学に 学する前に行 た前条第1項に規定する学 を，本学における授業科 の

とみなし， を えることができる。

3 前2項により 得したものとみなし， は えることのできる 数は， 学， 学及び 学の を除き，本学

において 得した 以 のものに いては，第34条第3項及び第4項，第34条の2第1項及び第2項 びに前条第1

項により本学において 得したものとみなし， は えることのできる 数と て60 を えないものとする。

4 前3項に関して必要な事項は，関 の学部規則で定める。

( 者の 業年 )

第 37条 第13条から第15条までの規定により 学する者の 業す き年数， す き科 及びその に いては，教

授会の議を経て，これを定める。

( )

第 38条 学長は，学生で 学部長の 認を得て 学部を する者があるときは， 学部の教授会の議を経て，許可す

ることがある。

( )

第 39条 学長は，学生で 学科を する者があるときは，教授会の議を経て，許可することがある。

第 3

( )

第 40条 第34条第1項 は第2項の規定に基づき， の 学 は 期 学に 学しようとする者は， 学部長の許可

を受けなければならない。

2 前項の許可を受けて 学した期間は，第22条の 業年 に算 するものとする。

( の許可)

第 41条 学生が， その他の理由により，3か月以 学を しようとするときは， 学部長の許可を得て 学する

ことができる。

2 前項の 学期間は，1年以 とする。ただし， 別の理由があると認めるときは，学部長は， に 年を えない

において 学期間の 長を認めることができる。当該 長に る期間が した において，これを に 長しようと

するときも， とする。

第 41条の 2 前条の規定にかか らず， 学部 学科の学生であ て，第60条第1項の規定により 学 科 科学

の 程に 期 学するときは， 学部長の許可を得て， 学することができる。

2 前項の 学期間は，4年以 とする。ただし， 別の理由があると認めるときは， 学部長は， に1年を えない

において 学期間の 長を認めることができる。当該 長に る期間が した において，これを に 長しよう

とするときも， とする。
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( の授 )

第 31条 の授業科 を した者に しては， その他の な により学 の成 を して， を える。

( の )

第 32条 各授業科 の 数を定めるに当た ては，1 の授業科 を45 間の学 を必要とする をも て 成す

ることを とし，第27条第1項に規定する授業の に じ，当該授業による教 ，授業 間 に必要な学 等

を して，おお 15 間から45 間までの で各学部規則で定める 間の授業をも て1 として 数を計

算するものとする。ただし， 等の分 における による実 の授業に いては，当該学部規則で定める 間の

授業をも て1 とすることができる。

2 学 授業科 ( 規則で定める 学に する授業科 をいう。)に いては，次の基 により 数を計算するも

のとする。

(1) に いては，15 間の授業をも て1 とする。

(2) ，実 ，実 及び実 に いては，30 間の授業をも て1 とする。

(3) の授業に いて， ， ，実 ，実 は実 のう 2以 の の により行う に いては，その み

に じ，前2号に規定する基 を して別に定める 間の授業をも て1 とする。

3 日本 等授業科 に いては，30 間の授業をも て1 とする。

4 第1項の規定にかか らず， 業 ， 業 ， 業 等の授業科 に いては，これらの学 の成 を して

を授 することが 当と認められる には，これらに必要な学 等を して， 数を各学部規則で定めることが

できる。

( の授業 の )

第 33条 学生は，他の学部の授業科 を することができる。この は， 学部長を経て，当該学部長の許可を受け

なければならない。

( の に る授業 の )

第 34条 教 と認めるときは，他の 学 は 期 学( の 学 は 期 学を 。)との協定に基づき，学生に

当該 学 は 期 学の授業科 を さ ることがある。

2 前項の規定にかか らず， を得ない事 があるときは，教授会の議を経て，協定に基づかずに学生に の 学 は

期 学の授業科 を さ ることがある。

3 前2項の規定により した授業科 に いて 得した は，60 を えない で本学において 得したものと

みなすことがある。

4 前3項の規定は， の 学 は 期 学が行う 教 における授業科 を が において さ る 及び の

学 は 期 学の教 程を するものとして当該 の学 教 において 付けられた教 施 であ て，

部科学 が別に 定するものの当該教 程における授業科 を が において さ る に いて する。

5 前4項に関して必要な事項は，協定に定めるもののほか，関 の学部規則で定める。

( に の に した授業 の の取 )

第 34条の 2 教 と認めるときは，学生が 学期間中に本学と協定を している の 学 は 期 学において

した授業科 に いて 得した を，本学において 得したものとみなすことができる。

2 前項の規定にかか らず， を得ない事 があるときは，教授会の議を経て，学生が 学期間中に協定に基づかずに

の 学 は 期 学において した授業科 に いて 得した を，本学において 得したものとみなすことがで

きる。

3 前2項により 得したものとみなすことができる 数は，前条第3項及び第4項により本学において 得したものとみ

なす 数と て60 を えないものとする。

4 前3項に関して必要な事項は，関 の学部規則で定める。

( の に る )

第 35条 教 と認めるときは，学生が行う 期 学 は 等 学 の 科における学 その他 部科学 が別

に定める学 を，本学における授業科 の とみなし， を えることができる。

2 前項により えることができる 数は，第34条第3項及び第4項 びに前条第1項及び第2項により本学において

得したものとみなす 数と て60 を えないものとする。

3 前2項に関して必要な事項は，関 の学部規則で定める。

( の の )

第 36条 教 と認めるときは，学生が本学に 学する前に 学 は 期 学( の 学 は 期 学を 。)にお

いて した授業科 に いて 得した (科 等 生 は 別の 程 生として 得した を 。以下「

得 」という。)を，本学に 学した後の本学における授業科 の により 得したものとみなすことができる。

2 教 と認めるときは，学生が本学に 学する前に行 た前条第1項に規定する学 を，本学における授業科 の

とみなし， を えることができる。

3 前2項により 得したものとみなし， は えることのできる 数は， 学， 学及び 学の を除き，本学

において 得した 以 のものに いては，第34条第3項及び第4項，第34条の2第1項及び第2項 びに前条第1

項により本学において 得したものとみなし， は えることのできる 数と て60 を えないものとする。

4 前3項に関して必要な事項は，関 の学部規則で定める。

( 者の 業年 )

第 37条 第13条から第15条までの規定により 学する者の 業す き年数， す き科 及びその に いては，教

授会の議を経て，これを定める。

( )

第 38条 学長は，学生で 学部長の 認を得て 学部を する者があるときは， 学部の教授会の議を経て，許可す

ることがある。

( )

第 39条 学長は，学生で 学科を する者があるときは，教授会の議を経て，許可することがある。

第 3

( )

第 40条 第34条第1項 は第2項の規定に基づき， の 学 は 期 学に 学しようとする者は， 学部長の許可

を受けなければならない。

2 前項の許可を受けて 学した期間は，第22条の 業年 に算 するものとする。

( の許可)

第 41条 学生が， その他の理由により，3か月以 学を しようとするときは， 学部長の許可を得て 学する

ことができる。

2 前項の 学期間は，1年以 とする。ただし， 別の理由があると認めるときは，学部長は， に 年を えない

において 学期間の 長を認めることができる。当該 長に る期間が した において，これを に 長しようと

するときも， とする。

第 41条の 2 前条の規定にかか らず， 学部 学科の学生であ て，第60条第1項の規定により 学 科 科学

の 程に 期 学するときは， 学部長の許可を得て， 学することができる。

2 前項の 学期間は，4年以 とする。ただし， 別の理由があると認めるときは， 学部長は， に1年を えない

において 学期間の 長を認めることができる。当該 長に る期間が した において，これを に 長しよう

とするときも， とする。
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( の )

第 42条 前条の 学期間中にその理由が消滅したときは， 学部長の許可を得て， 学することができる。

( の 令)

第 43条 学生で， により3か月以 学を さ ることが 当と認められる者があるときは，学部長の申請により，

学長が 学を ずる。

( の取 )

第 44条 学の期間は， 算して3年を えることはできない。ただし，第41条の2に規定する学生の 学期間の 算に

いては，8年を として， 学部において別に定める。

2 学期間は， 学年数に算 しない。

第 4

( )

第 45条 学生が， 学しようとするときは，その理由を し， 学部長に い て許可を受けなければならない。

( に る )

第 46条 学生が， その他の理由により，成業の みがないと認められるときは，学部長の申請により，学長がこれを

除 する。

( 料 に る )

第 47条 学生が次の各号のいずれかに該当するときは，学部長がこれを除 する。

(1) 第18条 は第19条の規定により 学料の免除 は徴収猶予を申請した者で，免除 しくは徴収猶予が 許可にな た

もの は 部免除 しくは徴収猶予が許可にな たものが，その者に る納付す き 学料を納付期 に納付しないと

き。

(2) 授業料の納付を り， を受けても，納付期 の する学期の末日までに納付しないとき。

2 学 第12 条第1 項の規定により 学料 は授業料の 免の認定を取り消された者が，その者に る納付す き

学料 は授業料を納付期 に納付しないときは，当該認定に る年 末をも て学部長がこれを除 するものとする。

第 5 業 の

( 業 )

第 48条 業の要 は，第22条に定める期間 学し，124 ( 学部 学科にあ ては，188 。以下 じ。)以 を各

学部規則の定めるとこ により 得することとする。

2 前項の規定により 業の要 として 得す き124 のう ，第27条第2項の授業の により 得する 数は60

を えないものとする。ただし，124 を える 数を 業の要 としている においては， 条第1項に規

定する授業により64 ( 学部 学科にあ ては，128 )以 を 得しているときは，60 を えることができ

ることとする。

( の 授 )

第 49条 前条の規定により，学部 定の 程を めて本学を 業した者に しては，学 の学 を授 する。

第 6 授 業 料

(授業料の )

第 50条 授業料は，次の2期に分け，年額の2分の1に相当する額をそれ れその納付期間中に納付しなければならない。

期別 納付期間

前期(4月から9月まで) 4月1日から4月30日まで

後期(10月から3月まで) 10月1日から10月31日まで

2 前項の規定にかか らず，前期に る授業料を納付するときに，当該年 の後期に る授業料を て納付することがで

きる。

3 学年 の前期 は前期及び後期に る授業料に いては，第1項の規定にかか らず， 学を許可されるときに納付す

ることができる。

4 第1項の納付期間を経 した後において 学した者のその期の授業料は， 学の日の する月に納付しなければならない。

5 学年の中 において 業する者の授業料は，その 業の月までの分を，月割をも て 学する期の納付期間 に納付しな

ければならない。

6 学 第12 条第1 項の規定により授業料 免の認定を取り消された者の授業料は，取消しを した日から 算し

て14 日以 に納付しなければならない。

7 納の授業料は， 付しない。ただし，第2項 は第3項の規定により授業料を納付した者が，次の各号のいずれかに該

当する は，納付した者の申 により当該各号に定める授業料相当額を 付するものとする。

(1) 第2項の規定により授業料を納付した者が，後期に る授業料の納付期間前に 学 は第45条の規定により 学した

後期分の授業料に相当する額

(2) 第3項の規定により授業料を納付した者が， 学年 の前年 の末日までに 学を した 学年 の前期分

は前期分及び後期分の授業料に相当する額

(3) 第3項の規定により授業料を納付した者が， 学年 の前年 の末日までに 学年 の 日からの 学を申し ，第4

1条第1項の規定により 学を許可された 学年 の前期分 は前期分及び後期分の授業料に相当する額

(授業料の )

第 51条 経 理由により授業料を納付することが であり，か ，学業が である者その他 別な事 がある者に

しては，本 の申請により授業料の 額 は 部を免除することがある。

2 前項に規定する授業料の免除の取扱いに いては，別に定める。

(授業料の 月 )

第 52条 経 理由により授業料の納付期 までに授業料を納付することが であり，か ，学業が である者その他

別な事 がある者に しては，本 の申請により授業料の徴収猶予 は月割分納を許可することがある。

2 前項に規定する授業料の徴収猶予及び月割分納の取扱いに いては，別に定める。

( 者の授業料)

第 53条 学生が授業料の納付期 までに 学を許可された は授業料の徴収猶予を受けていた者が 学を許可された

は，月割計算により 学当月の 月( 学を する日が月の 日に当たる は，その月)から 学当月の前月まで

の授業料を免除する。

2 学中の者が 学した は， 学当月以後のその期の授業料を月割をも て 学の に納付しなければならない。

( 者 の授業料)

第 54条 第50条に定める期の中 において，第45条の規定により 学し，第55条の2第1項の規定により 学 しくは

懲戒 学を られ， は除 された者は，その期の授業料を納付しなければならない。ただし， し， しくは行

明とな たことにより除 された は第47条の規定により除 された は，その者に る未納の授業料の 額

を免除することがある。

2 授業料の徴収猶予 は月割分納を許可されている者が 学を許可された は，月割計算により 学の 月以後に納付す

き授業料の 額を免除することがある。

第 7

( )

第 55条 学生として に する行 があ たときは， 学部長等の により，学長は，これを することがある。

2 前項に関し必要な事項は， 学学生 規程(平成17年 2月17日 定)で定める。

( )

第 55条の 2 本学の規定に し，学生の本分を らない者があるときは， 定の 続により学長が懲戒する。
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( の )

第 42条 前条の 学期間中にその理由が消滅したときは， 学部長の許可を得て， 学することができる。

( の 令)

第 43条 学生で， により3か月以 学を さ ることが 当と認められる者があるときは，学部長の申請により，

学長が 学を ずる。

( の取 )

第 44条 学の期間は， 算して3年を えることはできない。ただし，第41条の2に規定する学生の 学期間の 算に

いては，8年を として， 学部において別に定める。

2 学期間は， 学年数に算 しない。

第 4

( )

第 45条 学生が， 学しようとするときは，その理由を し， 学部長に い て許可を受けなければならない。

( に る )

第 46条 学生が， その他の理由により，成業の みがないと認められるときは，学部長の申請により，学長がこれを

除 する。

( 料 に る )

第 47条 学生が次の各号のいずれかに該当するときは，学部長がこれを除 する。

(1) 第18条 は第19条の規定により 学料の免除 は徴収猶予を申請した者で，免除 しくは徴収猶予が 許可にな た

もの は 部免除 しくは徴収猶予が許可にな たものが，その者に る納付す き 学料を納付期 に納付しないと

き。

(2) 授業料の納付を り， を受けても，納付期 の する学期の末日までに納付しないとき。

2 学 第12 条第1 項の規定により 学料 は授業料の 免の認定を取り消された者が，その者に る納付す き

学料 は授業料を納付期 に納付しないときは，当該認定に る年 末をも て学部長がこれを除 するものとする。

第 5 業 の

( 業 )

第 48条 業の要 は，第22条に定める期間 学し，124 ( 学部 学科にあ ては，188 。以下 じ。)以 を各

学部規則の定めるとこ により 得することとする。

2 前項の規定により 業の要 として 得す き124 のう ，第27条第2項の授業の により 得する 数は60

を えないものとする。ただし，124 を える 数を 業の要 としている においては， 条第1項に規

定する授業により64 ( 学部 学科にあ ては，128 )以 を 得しているときは，60 を えることができ

ることとする。

( の 授 )

第 49条 前条の規定により，学部 定の 程を めて本学を 業した者に しては，学 の学 を授 する。

第 6 授 業 料

(授業料の )

第 50条 授業料は，次の2期に分け，年額の2分の1に相当する額をそれ れその納付期間中に納付しなければならない。

期別 納付期間

前期(4月から9月まで) 4月1日から4月30日まで

後期(10月から3月まで) 10月1日から10月31日まで

2 前項の規定にかか らず，前期に る授業料を納付するときに，当該年 の後期に る授業料を て納付することがで

きる。

3 学年 の前期 は前期及び後期に る授業料に いては，第1項の規定にかか らず， 学を許可されるときに納付す

ることができる。

4 第1項の納付期間を経 した後において 学した者のその期の授業料は， 学の日の する月に納付しなければならない。

5 学年の中 において 業する者の授業料は，その 業の月までの分を，月割をも て 学する期の納付期間 に納付しな

ければならない。

6 学 第12 条第1 項の規定により授業料 免の認定を取り消された者の授業料は，取消しを した日から 算し

て14 日以 に納付しなければならない。

7 納の授業料は， 付しない。ただし，第2項 は第3項の規定により授業料を納付した者が，次の各号のいずれかに該

当する は，納付した者の申 により当該各号に定める授業料相当額を 付するものとする。

(1) 第2項の規定により授業料を納付した者が，後期に る授業料の納付期間前に 学 は第45条の規定により 学した

後期分の授業料に相当する額

(2) 第3項の規定により授業料を納付した者が， 学年 の前年 の末日までに 学を した 学年 の前期分

は前期分及び後期分の授業料に相当する額

(3) 第3項の規定により授業料を納付した者が， 学年 の前年 の末日までに 学年 の 日からの 学を申し ，第4

1条第1項の規定により 学を許可された 学年 の前期分 は前期分及び後期分の授業料に相当する額

(授業料の )

第 51条 経 理由により授業料を納付することが であり，か ，学業が である者その他 別な事 がある者に

しては，本 の申請により授業料の 額 は 部を免除することがある。

2 前項に規定する授業料の免除の取扱いに いては，別に定める。

(授業料の 月 )

第 52条 経 理由により授業料の納付期 までに授業料を納付することが であり，か ，学業が である者その他

別な事 がある者に しては，本 の申請により授業料の徴収猶予 は月割分納を許可することがある。

2 前項に規定する授業料の徴収猶予及び月割分納の取扱いに いては，別に定める。

( 者の授業料)

第 53条 学生が授業料の納付期 までに 学を許可された は授業料の徴収猶予を受けていた者が 学を許可された

は，月割計算により 学当月の 月( 学を する日が月の 日に当たる は，その月)から 学当月の前月まで

の授業料を免除する。

2 学中の者が 学した は， 学当月以後のその期の授業料を月割をも て 学の に納付しなければならない。

( 者 の授業料)

第 54条 第50条に定める期の中 において，第45条の規定により 学し，第55条の2第1項の規定により 学 しくは

懲戒 学を られ， は除 された者は，その期の授業料を納付しなければならない。ただし， し， しくは行

明とな たことにより除 された は第47条の規定により除 された は，その者に る未納の授業料の 額

を免除することがある。

2 授業料の徴収猶予 は月割分納を許可されている者が 学を許可された は，月割計算により 学の 月以後に納付す

き授業料の 額を免除することがある。

第 7

( )

第 55条 学生として に する行 があ たときは， 学部長等の により，学長は，これを することがある。

2 前項に関し必要な事項は， 学学生 規程(平成17年 2月17日 定)で定める。

( )

第 55条の 2 本学の規定に し，学生の本分を らない者があるときは， 定の 続により学長が懲戒する。

－ 12 － － 13 －



2 懲戒は， ， 学及び懲戒 学とする。

3 学3か月以 に たるときは，その期間は，第22条の 業年 に算 しない。

4 前3項に関し必要な事項は， 学学生懲戒規則(平成16年4月1日 定)で定める。

第 3章

第 1

( の )

第 56条 程，前期 程及び 学 程に 学することのできる者は，次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 学を 業した者

(2) 第104条第7項の規定により学 の学 を授 された者

(3) において，学 教 における16年の 程を した者

(4) の学 が行う 教 における授業科 を が において することにより当該 の学 教 における16年

の 程を した者

(5) が において， の 学の 程(その 者が当該 の学 教 における16年の 程を したとされるものに

る。)を するものとして当該 の学 教 において 付けられた教 施 であ て， 部科学 が別に

定するものの当該 程を した者

(6) の 学その他の の学 その教 等の な に いて，当該 の政 は関 関の認 を

受けた者による を受けたもの はこれに ずるものとして 部科学 が別に 定するものに る。 において，

業年 が3年以 である 程を すること 当該 の学 が行う 教 における授業科 を が において す

ることにより当該 程を すること及び当該 の学 教 において 付けられた教 施 であ て前号の

定を受けたものにおいて 程を することを 。 により，学 の学 に相当する学 を授 された者

(7) 学 の 程( 業年 が4年以 であることその他の 部科学 が定める基 を たすものに る。)で 部

科学 が別に 定するものを 部科学 が定める日以後に した者

(8) 部科学 の 定した者( 和28年 部 第5号)

(9) 第102条第2項の規定により 学 に 学した者であ て，本学において， 学 における教 を受けるに さ し

い学 があると認めたもの

(10) 本学において， 別の 学 により， 学を 業した者と 等以 の学 があると認めた者で，22 に した

もの

( の )

第 57条 前条の規定にかか らず，次の各号のいずれかに該当する者であ て，本学の定める を な成 で 得した

と認めるものを，教授会の議を経て， 学さ ることができる。

(1) 学に3年以 学した者

(2) において学 教 における15年の 程を した者

(3) の学 が行う 教 における授業科 を が において することにより当該 の学 教 における15年

の 程を した者

(4) が において， の 学の 程(その 者が当該 の学 教 における15年の 程を したとされるものに

る。)を するものとして当該 の学 教 において 付けられた教 施 であ て， 部科学 が別に

定するものの当該 程を した者

2 前項に関して必要な事項は，関 の 科規則で定める。

( の )

第 58条 後期 程に 学することのできる者は，次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) の学 は 学 ( 第104条第3項の規定に基づき学 規則( 和28年 部 令第9号)第5条の2に規定す

る 学 をいう。以下 じ。)を する者

(2) において の学 は 学 に相当する学 を授 された者

(3) の学 が行う 教 における授業科 を が において し， の学 は 学 に相当する学 を授

された者

(4) が において， の 学 の 程を するものとして当該 の学 教 において 付けられた教 施 で

あ て， 部科学 が別に 定するものの当該 程を し， の学 は 学 に相当する学 を授 された

者

(5) 学本部に関する と日本 との間の協定の実施に う 別 和51年 第72号 第1条第

2項に規定する1972年 12月11日の 会 議に基づき された 学 第74条において「

学」という。 の 程を し， の学 に相当する学 を授 された者

(6) の学 ，第4号の 定を受けた教 施 は 学の教 程を し， 学 基 ( 和49年 部

令第28号)第16条の2に規定する 及び に相当するものに し， の学 を する者と 等以 の学 があ

ると認められた者

(7) 部科学 の 定した者(平成 年 部 第118号)

(8) 本学において， 別の 学 により， の学 は 学 を する者と 等以 の学 があると認めた者

で，24 に したもの

( の の )

第 59条 学 科 科学 の 程に 学することのできる者は，次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 学の 学， 学， 学 業年 が6年であるものに る。以下 じ。 は 学 業年 が6年であるものに

る。以下 じ。 を する 程を 業した者

(2) において，学 教 における18年の 程( の 程は 学， 学， 学 は 学)を した者

(3) の学 が行う 教 における授業科 を が において することにより当該 の学 教 における18年

の 程( の 程は 学， 学， 学 は 学)を した者

(4) が において， の 学の 程(その 者が当該 の学 教 における18年の 程( の 程は， 学，

学， 学 は 学)を したとされるものに る。)を するものとして当該 の学 教 において 付けら

れた教 施 であ て， 部科学 が別に 定するものの当該 程を した者

(5) の 学その他の の学 その教 等の な に いて，当該 の政 は関 関の認 を

受けた者による を受けたもの はこれに ずるものとして 部科学 が別に 定するものに る。 において，

業年 が5年以 である 程( 学， 学， 学 は 学を する 程に る。)を すること 当該 の学 が

行う 教 における授業科 を が において することにより当該 程を すること及び当該 の学 教

において 付けられた教 施 であ て前号の 定を受けたものにおいて 程を することを 。 により，

学 の学 に相当する学 を授 された者

(6) 部科学 の 定した者( 和30年 部 第39号)

(7) 第102条第2項の規定により 学 に 学した者であ て，本学において， 学 における教 を受けるに さ し

い学 があると認めたもの

(8) 本学において， 別の 学 により， 学の 学， 学， 学 は 学を する 程を 業した者と 等以

の学 があると認めた者で，24 に したもの

( の の )

第 60条 前条の規定にかか らず，次の各号のいずれかに該当する者であ て，本学の定める を な成 で 得した

と認めるものを，教授会の議を経て， 学さ ることができる。
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2 懲戒は， ， 学及び懲戒 学とする。

3 学3か月以 に たるときは，その期間は，第22条の 業年 に算 しない。

4 前3項に関し必要な事項は， 学学生懲戒規則(平成16年4月1日 定)で定める。

第 3章

第 1

( の )

第 56条 程，前期 程及び 学 程に 学することのできる者は，次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 学を 業した者

(2) 第104条第7項の規定により学 の学 を授 された者

(3) において，学 教 における16年の 程を した者

(4) の学 が行う 教 における授業科 を が において することにより当該 の学 教 における16年

の 程を した者

(5) が において， の 学の 程(その 者が当該 の学 教 における16年の 程を したとされるものに

る。)を するものとして当該 の学 教 において 付けられた教 施 であ て， 部科学 が別に

定するものの当該 程を した者

(6) の 学その他の の学 その教 等の な に いて，当該 の政 は関 関の認 を

受けた者による を受けたもの はこれに ずるものとして 部科学 が別に 定するものに る。 において，

業年 が3年以 である 程を すること 当該 の学 が行う 教 における授業科 を が において す

ることにより当該 程を すること及び当該 の学 教 において 付けられた教 施 であ て前号の

定を受けたものにおいて 程を することを 。 により，学 の学 に相当する学 を授 された者

(7) 学 の 程( 業年 が4年以 であることその他の 部科学 が定める基 を たすものに る。)で 部

科学 が別に 定するものを 部科学 が定める日以後に した者

(8) 部科学 の 定した者( 和28年 部 第5号)

(9) 第102条第2項の規定により 学 に 学した者であ て，本学において， 学 における教 を受けるに さ し

い学 があると認めたもの

(10) 本学において， 別の 学 により， 学を 業した者と 等以 の学 があると認めた者で，22 に した

もの

( の )

第 57条 前条の規定にかか らず，次の各号のいずれかに該当する者であ て，本学の定める を な成 で 得した

と認めるものを，教授会の議を経て， 学さ ることができる。

(1) 学に3年以 学した者

(2) において学 教 における15年の 程を した者

(3) の学 が行う 教 における授業科 を が において することにより当該 の学 教 における15年

の 程を した者

(4) が において， の 学の 程(その 者が当該 の学 教 における15年の 程を したとされるものに

る。)を するものとして当該 の学 教 において 付けられた教 施 であ て， 部科学 が別に

定するものの当該 程を した者

2 前項に関して必要な事項は，関 の 科規則で定める。

( の )

第 58条 後期 程に 学することのできる者は，次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) の学 は 学 ( 第104条第3項の規定に基づき学 規則( 和28年 部 令第9号)第5条の2に規定す

る 学 をいう。以下 じ。)を する者

(2) において の学 は 学 に相当する学 を授 された者

(3) の学 が行う 教 における授業科 を が において し， の学 は 学 に相当する学 を授

された者

(4) が において， の 学 の 程を するものとして当該 の学 教 において 付けられた教 施 で

あ て， 部科学 が別に 定するものの当該 程を し， の学 は 学 に相当する学 を授 された

者

(5) 学本部に関する と日本 との間の協定の実施に う 別 和51年 第72号 第1条第

2項に規定する1972年 12月11日の 会 議に基づき された 学 第74条において「

学」という。 の 程を し， の学 に相当する学 を授 された者

(6) の学 ，第4号の 定を受けた教 施 は 学の教 程を し， 学 基 ( 和49年 部

令第28号)第16条の2に規定する 及び に相当するものに し， の学 を する者と 等以 の学 があ

ると認められた者

(7) 部科学 の 定した者(平成 年 部 第118号)

(8) 本学において， 別の 学 により， の学 は 学 を する者と 等以 の学 があると認めた者

で，24 に したもの

( の の )

第 59条 学 科 科学 の 程に 学することのできる者は，次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 学の 学， 学， 学 業年 が6年であるものに る。以下 じ。 は 学 業年 が6年であるものに

る。以下 じ。 を する 程を 業した者

(2) において，学 教 における18年の 程( の 程は 学， 学， 学 は 学)を した者

(3) の学 が行う 教 における授業科 を が において することにより当該 の学 教 における18年

の 程( の 程は 学， 学， 学 は 学)を した者

(4) が において， の 学の 程(その 者が当該 の学 教 における18年の 程( の 程は， 学，

学， 学 は 学)を したとされるものに る。)を するものとして当該 の学 教 において 付けら

れた教 施 であ て， 部科学 が別に 定するものの当該 程を した者

(5) の 学その他の の学 その教 等の な に いて，当該 の政 は関 関の認 を

受けた者による を受けたもの はこれに ずるものとして 部科学 が別に 定するものに る。 において，

業年 が5年以 である 程( 学， 学， 学 は 学を する 程に る。)を すること 当該 の学 が

行う 教 における授業科 を が において することにより当該 程を すること及び当該 の学 教

において 付けられた教 施 であ て前号の 定を受けたものにおいて 程を することを 。 により，

学 の学 に相当する学 を授 された者

(6) 部科学 の 定した者( 和30年 部 第39号)

(7) 第102条第2項の規定により 学 に 学した者であ て，本学において， 学 における教 を受けるに さ し

い学 があると認めたもの

(8) 本学において， 別の 学 により， 学の 学， 学， 学 は 学を する 程を 業した者と 等以

の学 があると認めた者で，24 に したもの

( の の )

第 60条 前条の規定にかか らず，次の各号のいずれかに該当する者であ て，本学の定める を な成 で 得した

と認めるものを，教授会の議を経て， 学さ ることができる。

－ 14 － － 15 －



(1) 学( 学， 学， 学 は 学を する 程に る。)に4年以 学した者

(2) において学 教 における16年の 程( 学， 学， 学 は 学を する 程を ものに る。)を

した者

(3) の学 が行う 教 における授業科 を が において することにより当該 の学 教 における16年

の 程( 学， 学， 学 は 学を する 程を ものに る。)を した者

(4) が において， の 学の 程(その 者が当該 の学 教 における16年の 程( の 程は， 学，

学， 学 は 学)を したとされるものに る。)を するものとして当該 の学 教 において 付けら

れた教 施 であ て， 部科学 が別に 定するものの当該 程を した者

2 前項に関して必要な事項は，関 の 科規則で定める。

( )

第 61条 本学 学 の 程，前期 程 は 学 程を し， き続き後期 程 は 学 科 科学 の

程に 学を する者に いては，当該 科の定めるとこ により， の ， 学を許可する。

( 者 )

第 62条 学 の 学者の は，学則第27条の2第3号の規定により定める に基づき， 正か 当な により，

な を えて行うものとする。

2 学 の 学 者に する は，各 科において別に定める。

第2 業年

( 業年 )

第 63条 程の 業年 は，2年とする。

2 前項の規定にかか らず， 程においては， として実 の経 を する者に して教 を行う であ て，教

の必要があり，か ， 間と て 間その他 定の 間 は 期において授業 は を行う等の な

により教 を生じないときは，各 科の定めるとこ により， は学生の の 分に じ， 業

年 を1年以 2年未 の期間とすることができる。

3 前項に規定する 程を く 科， は学生の の 分及びその 業年 は，次のとおりとする。

間 学 科 間 (1年 )1年

4 学 科， 学 科， 間 学 科， 学 科，経 学 科，経 学 科，理学 科，

学 科 成 学 ， 学 科， 学 科， 学 科， 学 科，海事科学 科， 協

科及び科学 科の 程の 業年 は，前期 程 2年，後期 程 3年の 5年とする。

5 学 科 科学 の 程の 業年 は，4年とする。

6 経 学 科 経 学 の 学 程の 業年 は，2年とする。ただし，教 の必要があると認め

られるときは， 科の定めるとこ により，学生の の 分に じ， 業年 を1年以 2年未 の期間とす

ることができる。

7 学 科実 の 学 程(以下「 科 学 」という。)の 業年 は，3年とする。

( )

第 63条の 2 学 ( 学 を除く。)は，学則第27条の2第1号及び第2号の規定により定める に基づき，必

要な授業科 を ら するとともに学 の 成等に する (以下「 」という。)の計 を策定し，

に教 程を 成するものとする。

2 学 は，学則第27条の2第1号及び第2号の規定により定める に基づき，必要な授業科 を， 業 等と

し ， ら し， に教 程を 成するものとする。

( )

第 64条 学 の教 は，授業科 の授業及び によ て行うものとする。

2 学 においては，その を 成し得る実 な教 を行うよう 分 に じ事 ， ，

は に行 れる は その他の な により授業を行うものとする。

3 科において教 別の必要があると認められる には， 間その他 定の 間 は 期において授業 は

を行う等の 当な により教 を行うことができる。

4 各 科における授業科 ，その 数及び びにそれらの に いては，当該 科規則で定める。

( の )

第 65条 教 と認めるときは，他 学( の 学を 。)の 学 は 等( の 関を 。)との協

定に基づき，学生に当該 学の 学 は当該 等において必要な を受けさ ることがある。ただし，

程及び前期 程の学生に いては，当該 を受けさ る期間は，1年を えないものとする。

2 教 と認めるときは， の 学 は 等との協定に基づき，後期 程の学生に，本学と当該 の 学

は 等において， の を受けさ ることがある。

( のた の )

第 66条 前条の規定に基づき， の 学 は 関に 学しようとする者は， 科長の許可を受けなければなら

ない。

2 前項の許可を受けて 学した期間は，第63条の 業年 に算 する。

( の )

第 67条 程及び前期 程の 要 は，当該 程に2年( 間 学 科 間 (1年 )にあ

ては，1年)以 学し， 定の を 得し，か ，必要な を受けた ，当該 程の に じ は

定の に いての の成 の 及び に することとする。ただし， 学期間に関しては， れた業

を た者に いては，当該 程に1年以 学すれば りるものとする。

2 第75条において読み替えて する第36条 第2項を除く。 の規定により本学に 学する前に 得した 第56

条 は第57条の規定により 学 を した後， 得したものに る。 を本学において 得したものとみなす で

あ て，当該 の 得により本学の 程 は前期 程の教 程の 部を したと認めるときは，当該 数，

その 得に要した期間その他を して1年を えない で 科が定める期間 学したものとみなすことができる。

ただし，この においても，当該 程に なくとも1年以 学するものとする。

( の )

第 68条 程( 学 科 科学 の 程を除く。)の 要 は，後期 程に3年以 学し， 定の を

得し，か ，必要な を受けた ， の 及び に することとする。ただし， 学期間に関し

ては， れた 業 を た者に いては，当該 程に1年(2年未 の 学期間をも て 程 は前期 程を

した者にあ ては，当該 学期間を めて3年)以 学すれば りるものとする。

2 前項の規定にかか らず，施行規則第156条の規定により 学 の 学 に関し の学 しくは 学 を

する者と 等以 の学 があると認められた者 は 学 程を した者が， 程の後期3年の 程に 学し

た の 程の の要 は， 学 ( 学 を除く。以下この項において じ。)に3年( 学

基 第18条第1項の 科 学 の 程を した者にあ ては，2年)以 学し，必要な を受けた ，当該

学 の行う の 及び に することとする。ただし， 学期間に関しては， れた 業 を た者に

いては， 学 に1年( 業年 が1年以 2年未 の 学 程を した者にあ ては，3年から当該1

年以 2年未 の期間を じた期間)以 学すれば りるものとする。

3 学 科 科学 の 程の 要 は，当該 程に4年以 学し， 定の を 得し，か ，必要な

を受けた ， の 及び に することとする。ただし， 学期間に関しては， れた 業 を

た者に いては，当該 程に3年以 学すれば りるものとする。
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(1) 学( 学， 学， 学 は 学を する 程に る。)に4年以 学した者

(2) において学 教 における16年の 程( 学， 学， 学 は 学を する 程を ものに る。)を

した者

(3) の学 が行う 教 における授業科 を が において することにより当該 の学 教 における16年

の 程( 学， 学， 学 は 学を する 程を ものに る。)を した者

(4) が において， の 学の 程(その 者が当該 の学 教 における16年の 程( の 程は， 学，

学， 学 は 学)を したとされるものに る。)を するものとして当該 の学 教 において 付けら

れた教 施 であ て， 部科学 が別に 定するものの当該 程を した者

2 前項に関して必要な事項は，関 の 科規則で定める。

( )

第 61条 本学 学 の 程，前期 程 は 学 程を し， き続き後期 程 は 学 科 科学 の

程に 学を する者に いては，当該 科の定めるとこ により， の ， 学を許可する。

( 者 )

第 62条 学 の 学者の は，学則第27条の2第3号の規定により定める に基づき， 正か 当な により，

な を えて行うものとする。

2 学 の 学 者に する は，各 科において別に定める。

第2 業年

( 業年 )

第 63条 程の 業年 は，2年とする。

2 前項の規定にかか らず， 程においては， として実 の経 を する者に して教 を行う であ て，教

の必要があり，か ， 間と て 間その他 定の 間 は 期において授業 は を行う等の な

により教 を生じないときは，各 科の定めるとこ により， は学生の の 分に じ， 業

年 を1年以 2年未 の期間とすることができる。

3 前項に規定する 程を く 科， は学生の の 分及びその 業年 は，次のとおりとする。

間 学 科 間 (1年 )1年

4 学 科， 学 科， 間 学 科， 学 科，経 学 科，経 学 科，理学 科，

学 科 成 学 ， 学 科， 学 科， 学 科， 学 科，海事科学 科， 協

科及び科学 科の 程の 業年 は，前期 程 2年，後期 程 3年の 5年とする。

5 学 科 科学 の 程の 業年 は，4年とする。

6 経 学 科 経 学 の 学 程の 業年 は，2年とする。ただし，教 の必要があると認め

られるときは， 科の定めるとこ により，学生の の 分に じ， 業年 を1年以 2年未 の期間とす

ることができる。

7 学 科実 の 学 程(以下「 科 学 」という。)の 業年 は，3年とする。

( )

第 63条の 2 学 ( 学 を除く。)は，学則第27条の2第1号及び第2号の規定により定める に基づき，必

要な授業科 を ら するとともに学 の 成等に する (以下「 」という。)の計 を策定し，

に教 程を 成するものとする。

2 学 は，学則第27条の2第1号及び第2号の規定により定める に基づき，必要な授業科 を， 業 等と

し ， ら し， に教 程を 成するものとする。

( )

第 64条 学 の教 は，授業科 の授業及び によ て行うものとする。

2 学 においては，その を 成し得る実 な教 を行うよう 分 に じ事 ， ，

は に行 れる は その他の な により授業を行うものとする。

3 科において教 別の必要があると認められる には， 間その他 定の 間 は 期において授業 は

を行う等の 当な により教 を行うことができる。

4 各 科における授業科 ，その 数及び びにそれらの に いては，当該 科規則で定める。

( の )

第 65条 教 と認めるときは，他 学( の 学を 。)の 学 は 等( の 関を 。)との協

定に基づき，学生に当該 学の 学 は当該 等において必要な を受けさ ることがある。ただし，

程及び前期 程の学生に いては，当該 を受けさ る期間は，1年を えないものとする。

2 教 と認めるときは， の 学 は 等との協定に基づき，後期 程の学生に，本学と当該 の 学

は 等において， の を受けさ ることがある。

( のた の )

第 66条 前条の規定に基づき， の 学 は 関に 学しようとする者は， 科長の許可を受けなければなら

ない。

2 前項の許可を受けて 学した期間は，第63条の 業年 に算 する。

( の )

第 67条 程及び前期 程の 要 は，当該 程に2年( 間 学 科 間 (1年 )にあ

ては，1年)以 学し， 定の を 得し，か ，必要な を受けた ，当該 程の に じ は

定の に いての の成 の 及び に することとする。ただし， 学期間に関しては， れた業

を た者に いては，当該 程に1年以 学すれば りるものとする。

2 第75条において読み替えて する第36条 第2項を除く。 の規定により本学に 学する前に 得した 第56

条 は第57条の規定により 学 を した後， 得したものに る。 を本学において 得したものとみなす で

あ て，当該 の 得により本学の 程 は前期 程の教 程の 部を したと認めるときは，当該 数，

その 得に要した期間その他を して1年を えない で 科が定める期間 学したものとみなすことができる。

ただし，この においても，当該 程に なくとも1年以 学するものとする。

( の )

第 68条 程( 学 科 科学 の 程を除く。)の 要 は，後期 程に3年以 学し， 定の を

得し，か ，必要な を受けた ， の 及び に することとする。ただし， 学期間に関し

ては， れた 業 を た者に いては，当該 程に1年(2年未 の 学期間をも て 程 は前期 程を

した者にあ ては，当該 学期間を めて3年)以 学すれば りるものとする。

2 前項の規定にかか らず，施行規則第156条の規定により 学 の 学 に関し の学 しくは 学 を

する者と 等以 の学 があると認められた者 は 学 程を した者が， 程の後期3年の 程に 学し

た の 程の の要 は， 学 ( 学 を除く。以下この項において じ。)に3年( 学

基 第18条第1項の 科 学 の 程を した者にあ ては，2年)以 学し，必要な を受けた ，当該

学 の行う の 及び に することとする。ただし， 学期間に関しては， れた 業 を た者に

いては， 学 に1年( 業年 が1年以 2年未 の 学 程を した者にあ ては，3年から当該1

年以 2年未 の期間を じた期間)以 学すれば りるものとする。

3 学 科 科学 の 程の 要 は，当該 程に4年以 学し， 定の を 得し，か ，必要な

を受けた ， の 及び に することとする。ただし， 学期間に関しては， れた 業 を

た者に いては，当該 程に3年以 学すれば りるものとする。
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4 第75条において読み替えて する第36条 第2項を除く。 の規定により 学 科 科学 の 程に 学す

る前に 得した 第59条 は第60条の規定により 学 を した後， 得したものに る。 を本学において

得したものとみなす であ て，当該 の 得により 学 科 科学 の 程の教 程の 部を した

と認めるときは，当該 数，その 得に要した期間その他を して1年を えない で 科が定める期間 学し

たものとみなすことができる。

( の )

第 69条 学 程( 科 学 を除く。以下この条において じ。)の 要 は，当該 程に2年(2年以 の

業年 を定める 科， は学生の の 分にあ ては，当該 業年 )以 学し， 定の を 得

することとする。

2 学 程の 学期間に関しては，第75条の規定により認定された 学前の 得 ( 第102条第1項の規定に

より 学 を した後， 得したものに る。)を，当該 数，その 得に要した期間その他を して当該 程の

業年 の2分の1を えない で 科が定める期間 学したものとみなすことができる。ただし，この に

おいても，当該 程に なくとも1年以 学するものとする。

3 科 学 の 要 は，当該 程に3年以 学し， 定の を 得することとする。

4 科 学 の 学期間に いては，第75条の規定により認定された 学前の 得 ( 第102条第1項の規定により

学 を した後， 得したものに る。)を，当該 数，その 得に要した期間その他を して1年を えない

で 科が定める期間 学したものとみなすことができる。

5 科 学 は， 学の基 な学 を すると認める者に関しては，第3項に規定する 学期間に いては，前項の規定

により 学したものとみなす期間と て1年を えない で 科が認める期間 学したものと，第3項に規定す

る に いては，第74条, 第74条の2及び第75条の規定により 得したものとみなす 数と て30 を

えない で 科が認める を 得したものとみなすことができる。ただし，93 を える の 得を 要

とする は，その える部分の 数に り， 科が認める で，30 を えてみなすことができる。

6 認定 基 程(本学 科 学 以 の 科 学 のみと認定 成 協定を している 学の 程を

。)を して 科 学 に 学した者 はこれらの者と 等の学 を すると 科が認める者に関する前項，第74
条，第74条の2及び第75条の規定の に いては，「30 」とあるのは, 「46 」とする。

( )

第 70条 学 及び に関することは，学 規程に定めるとこ による。

( の に の授 )

第 71条 各 科において， 定の 程を した者に しては，その 程に じて しくは の学 は 学

を授 する。

2 前項の学 に関することは，学 規程に定めるとこ による。

第 3

( )

第 72条 第12条( 学期)，第14条( 学)，第15条( 学)，第16条( 学 )，第17条( 学 続)，第18条( 学

料の免除)(第2項を除く。)，第19条( 学料の徴収猶予等)，第20条( 等による 学料の免除)，第21条( )，第

22条( 業年 )(第1項，第2項及び第3項を除く。)，第24条( 学年 )，第27条(授業の )，第31条( の授 )，

第32条( の基 )(第2項及び第3項を除く。)，第33条(他学部の授業科 の )，第38条( 学部)，第39条(

学科)，第45条( 学)，第46条( 等による除 )，第47条( 学料等未納による除 )，第50条から第54条まで(授

業料)，第55条( )及び第55条の2(懲戒)の規定は， 学 に する。ただし，第24条を する において，

学 科 科学 の 程以 の 程にあ ては， 業年 を前期 程と後期 程に分ける。

( の の )

第 73条 学 学生の 科 の の に関しては，第29条第1項を する。この において，「学部規

則」とあるのは「 科規則」と読み替えるものとする。

(成 )

第 73条の 2 学 ( 学 を除く。)の成 基 に関しては，第30条を する。この において，「各学

部」とあるのは「各 科」と，「授業の 及び計 」とあるのは「授業及び の 及び計 」と読み替える

ものとする。

2 学 の成 基 に関しては，第30条を する。この において，「各学部」とあるのは「 学

」と読み替えるものとする。

( の授業 の )

第 74条 学 学生の他 学( の 学を 。)の 学 の授業科 の に関しては，第34条を する。この

において， 条第3項中「60 」とあるのは，「15 (ただし， 科 学 学生にあ ては30 )」と， 条第4

項中「及び の」とあるのは「， の」と，「当該教 程における授業科 を が において」とあるのは「当該

教 程における授業科 を が において さ る 及び 学の教 程における授業科 を」と， 条

第5項中「学部規則」とあるのは「 科規則」と読み替えるものとする。

( に の の に した授業 の の取 )

第 74条の 2 学 学生が 学期間中に の 学において した授業科 に いて 得した に関しては，第34条

の2を する。この において， 条第1項及び第2項中「 の 学 は 期 学」とあるのは「 の 学の

学 」と， 条第3項中「60 」とあるのは，「15 (ただし， 科 学 学生にあ ては30 )」と， 条第4

項中「学部規則」とあるのは「 科規則」と読み替えるものとする。

( 成 る の に る )

第 74条の 3 第83条の2の規定により 学 が 成する 別の 程における学 に いては，第35条を する。この

において， 条第1項中「 期 学 は 等 学 の 科における学 その他 部科学 が別に定める学 」と

あるのは「第83条の2の規定により 学 が 成する 別の 程( を する者が，第56条の規定により 学

に 学することができる者であるものに る。)における学 」と， 条第2項中「第34条第3項及び第4項 びに前条

第1項及び第2項」とあるのは「第74条の3において読み替えて する第34条第3項及び第4項 びに前条第1項及

び第2項」と，「60 」とあるのは「15 」と， 条第3項中「学部規則」とあるのは「 科規則」と読み替え

るものとする。

( の の )

第 75条 学 学生の 学前の 得 の認定に関しては，第36条(第2項を除く。)を する。この において，

条第1項中「 学 は 期 学」とあるのは「 学 」と， 条第3項中「前2項」とあるのは「第75条において読

み替えて する第1項」と，「第34条第3項及び第4項，第34条の2第1項及び第2項 びに前条第1項により本学

において 得したものとみなし， は えることのできる 数と て60 」とあるのは，「15 を えない

ものとし，か ，第75条において読み替えて する第34条第3項及び第4項，第34条の2第1項及び第2項 びに

前条第1項の規定により本学において 得したものとみなす 数と て20 (ただし， 学 学生( 科

学 学生を除く。)にあ ては15 ， 科 学 学生にあ ては30 )」と， 条第4項中「前3項」とあるのは

「第75条において読み替えて する第1項及び前項」と，「学部規則」とあるのは「 科規則」と読み替えるもの

とする。

( )

第 76条 学 学生の の 学 の 学に関しては，第40条を する。この において， 条第1項中「第34

－ 18 － － 19 －



4 第75条において読み替えて する第36条 第2項を除く。 の規定により 学 科 科学 の 程に 学す

る前に 得した 第59条 は第60条の規定により 学 を した後， 得したものに る。 を本学において

得したものとみなす であ て，当該 の 得により 学 科 科学 の 程の教 程の 部を した

と認めるときは，当該 数，その 得に要した期間その他を して1年を えない で 科が定める期間 学し

たものとみなすことができる。

( の )

第 69条 学 程( 科 学 を除く。以下この条において じ。)の 要 は，当該 程に2年(2年以 の

業年 を定める 科， は学生の の 分にあ ては，当該 業年 )以 学し， 定の を 得

することとする。

2 学 程の 学期間に関しては，第75条の規定により認定された 学前の 得 ( 第102条第1項の規定に

より 学 を した後， 得したものに る。)を，当該 数，その 得に要した期間その他を して当該 程の

業年 の2分の1を えない で 科が定める期間 学したものとみなすことができる。ただし，この に

おいても，当該 程に なくとも1年以 学するものとする。

3 科 学 の 要 は，当該 程に3年以 学し， 定の を 得することとする。

4 科 学 の 学期間に いては，第75条の規定により認定された 学前の 得 ( 第102条第1項の規定により

学 を した後， 得したものに る。)を，当該 数，その 得に要した期間その他を して1年を えない

で 科が定める期間 学したものとみなすことができる。

5 科 学 は， 学の基 な学 を すると認める者に関しては，第3項に規定する 学期間に いては，前項の規定

により 学したものとみなす期間と て1年を えない で 科が認める期間 学したものと，第3項に規定す

る に いては，第74条, 第74条の2及び第75条の規定により 得したものとみなす 数と て30 を

えない で 科が認める を 得したものとみなすことができる。ただし，93 を える の 得を 要

とする は，その える部分の 数に り， 科が認める で，30 を えてみなすことができる。

6 認定 基 程(本学 科 学 以 の 科 学 のみと認定 成 協定を している 学の 程を

。)を して 科 学 に 学した者 はこれらの者と 等の学 を すると 科が認める者に関する前項，第74
条，第74条の2及び第75条の規定の に いては，「30 」とあるのは, 「46 」とする。

( )

第 70条 学 及び に関することは，学 規程に定めるとこ による。

( の に の授 )

第 71条 各 科において， 定の 程を した者に しては，その 程に じて しくは の学 は 学

を授 する。

2 前項の学 に関することは，学 規程に定めるとこ による。

第 3

( )

第 72条 第12条( 学期)，第14条( 学)，第15条( 学)，第16条( 学 )，第17条( 学 続)，第18条( 学

料の免除)(第2項を除く。)，第19条( 学料の徴収猶予等)，第20条( 等による 学料の免除)，第21条( )，第

22条( 業年 )(第1項，第2項及び第3項を除く。)，第24条( 学年 )，第27条(授業の )，第31条( の授 )，

第32条( の基 )(第2項及び第3項を除く。)，第33条(他学部の授業科 の )，第38条( 学部)，第39条(

学科)，第45条( 学)，第46条( 等による除 )，第47条( 学料等未納による除 )，第50条から第54条まで(授

業料)，第55条( )及び第55条の2(懲戒)の規定は， 学 に する。ただし，第24条を する において，

学 科 科学 の 程以 の 程にあ ては， 業年 を前期 程と後期 程に分ける。

( の の )

第 73条 学 学生の 科 の の に関しては，第29条第1項を する。この において，「学部規

則」とあるのは「 科規則」と読み替えるものとする。

(成 )

第 73条の 2 学 ( 学 を除く。)の成 基 に関しては，第30条を する。この において，「各学

部」とあるのは「各 科」と，「授業の 及び計 」とあるのは「授業及び の 及び計 」と読み替える

ものとする。

2 学 の成 基 に関しては，第30条を する。この において，「各学部」とあるのは「 学

」と読み替えるものとする。

( の授業 の )

第 74条 学 学生の他 学( の 学を 。)の 学 の授業科 の に関しては，第34条を する。この

において， 条第3項中「60 」とあるのは，「15 (ただし， 科 学 学生にあ ては30 )」と， 条第4

項中「及び の」とあるのは「， の」と，「当該教 程における授業科 を が において」とあるのは「当該

教 程における授業科 を が において さ る 及び 学の教 程における授業科 を」と， 条

第5項中「学部規則」とあるのは「 科規則」と読み替えるものとする。

( に の の に した授業 の の取 )

第 74条の 2 学 学生が 学期間中に の 学において した授業科 に いて 得した に関しては，第34条

の2を する。この において， 条第1項及び第2項中「 の 学 は 期 学」とあるのは「 の 学の

学 」と， 条第3項中「60 」とあるのは，「15 (ただし， 科 学 学生にあ ては30 )」と， 条第4

項中「学部規則」とあるのは「 科規則」と読み替えるものとする。

( 成 る の に る )

第 74条の 3 第83条の2の規定により 学 が 成する 別の 程における学 に いては，第35条を する。この

において， 条第1項中「 期 学 は 等 学 の 科における学 その他 部科学 が別に定める学 」と

あるのは「第83条の2の規定により 学 が 成する 別の 程( を する者が，第56条の規定により 学

に 学することができる者であるものに る。)における学 」と， 条第2項中「第34条第3項及び第4項 びに前条

第1項及び第2項」とあるのは「第74条の3において読み替えて する第34条第3項及び第4項 びに前条第1項及

び第2項」と，「60 」とあるのは「15 」と， 条第3項中「学部規則」とあるのは「 科規則」と読み替え

るものとする。

( の の )

第 75条 学 学生の 学前の 得 の認定に関しては，第36条(第2項を除く。)を する。この において，

条第1項中「 学 は 期 学」とあるのは「 学 」と， 条第3項中「前2項」とあるのは「第75条において読

み替えて する第1項」と，「第34条第3項及び第4項，第34条の2第1項及び第2項 びに前条第1項により本学

において 得したものとみなし， は えることのできる 数と て60 」とあるのは，「15 を えない

ものとし，か ，第75条において読み替えて する第34条第3項及び第4項，第34条の2第1項及び第2項 びに

前条第1項の規定により本学において 得したものとみなす 数と て20 (ただし， 学 学生( 科

学 学生を除く。)にあ ては15 ， 科 学 学生にあ ては30 )」と， 条第4項中「前3項」とあるのは

「第75条において読み替えて する第1項及び前項」と，「学部規則」とあるのは「 科規則」と読み替えるもの

とする。

( )

第 76条 学 学生の の 学 の 学に関しては，第40条を する。この において， 条第1項中「第34

－ 18 － － 19 －



条第1項 は第2項」とあるのは「第74条」と，「 学部長」とあるのは「 科長」と， 条第2項中「第22

条」とあるのは「第63条」と読み替えるものとする。

( )

第 77条 学 学生の 学に関しては，第41条第1項，第42条，第43条及び第44条第2項を するほか，各 科規

則で定める。

第 4章

( )

第 77条の 2 各学部及び各 科において 成する教 程のほか，明 な 成 に基づき，学部 は 科の を

えた な で される ある教 を実施するため，学 の取得を とする学

を くことができる。

2 学 の実施に関し必要な事項は，別に定める。

第 5章

( )

第 78条 他の 学， 期 学( の 学 は 期 学を 。) は 等 学 との協定に基づき，当該 学( 学 を

。)， 期 学 は 等 学 の学生で，本学の授業科 は別に定める教 を しようとする者が

あるときは， 別 学生として許可することがある。

2 別 学生に いては，協定に定めるもののほか，関 の学部規則, 科規則等で定める。

( )

第 79条 他 学( の 学を 。)の 学 との協定に基づき，当該 学 の学生で，本学において を受けよう

とする者があるときは， 別 学生として許可することがある。

2 別 学生に いては，協定に定めるもののほか，関 の 科規則で定める。

( )

第 80条 本学が する1 は 数の授業科 を しようとする者があるときは，科 等 生として許可することがあ

る。

2 科 等 生に しては， を えることができる。

3 科 等 生に いては，関 の学部規則及び 科規則で定める。

( )

第 81条 本学が する1 は 数の授業科 を しようとする者があるときは， 生として許可することがある。

2 定の事項に いて しようとする者があるときは， 生として許可することがある。

3 本学学部 業者で， 定の 事項に いて しようとする者があるときは， 生として許可することがある。

4 生， 生及び 生に いては，それ れ関 の学部規則， 科規則及び 生規則で定める。

(授業料の )

第 82条 別 学生， 別 学生，科 等 生， 生， 生及び 生の授業料に いては，それ れの 学予

定期間に じ，3か月分 は6か月分に相当する額を当該期間における当 の月に納付するものとし， 学予定期間が3

か月未 は6か月未 であるときは，その期間分に相当する額を当該期間における当 の月に納付しなければならない。

( )

第 83条 で，第10条，第56条，第58条 は第59条の規定によらないで， 別学生として本学の学部 は

学 に 学を する者があるときは，教授会の議を経て許可する。

2 前項の学生で，学部 は 学 の 程を した者には，第49条 は第71条に定める学 を授 する。

第 6章 の

( の )

第 83条の 2 本学の学生以 の者を として， 第105条に規定する 別の 程 以下「 別の 程」という。 を 成

することができる。

2 別の 程の 成及び実施に関し必要な事項は，別に定める。

第 7章 授業料 料 料の

(授業料 料 料の )

第 84条 本学の授業料， 学料及び 定料(以下「授業料等」という。)の額は， 学における授業料， 学料， 定料

及び 料の額に関する規程(平成16年4月1日 定)に定められた額とする。

(授業料 の )

第84条の2 学生 実施要項( 和29年3月31日 部 定)に基づく 学生の授業料等に

いては，前条の規定にかか らず， 徴収とする。

2 別 学生及び 別 学生の授業料等に いては，第82条及び前条の規定にかか らず，第78条第1項 は第79

条第1項の協定に基づき， 徴収とすることができる。

3 科 等 生のう ，教 員 ( 和24年 第1号)第22条第2項 は第3項の規定に基づき本学に され

た教 員(以下「 教 員」という。)の 学料及び 定料に いては，前条の規定にかか らず， 徴収とするこ

とができる。

4 生及び 生のう ， 教 員の授業料等に いては，第82条及び前条の規定にかか らず， 徴収とするこ

とができる。

5 学長の 認に基づき のままで科 等 生， 生 は 生として 学した本学の 学 教員の授業料等は，第

82条及び前条の規定にかか らず， 徴収とする。

6 別学生の授業料等に いては，学長が認めたときは，前条の規定にかか らず， 徴収とすることができる。

第 8章 許

( の 許 授 の の取 )

第 85条 教員の免許 授 の 要 を取得しようとする者は，教 員免許 ( 和24年 第147号)及び教 員免

許 施行規則( 和29年 部 令第26号)に定める 要の を 得しなければならない。

2 前項の規定により 要 を取得できる教員の免許 の 類等に いては，関 の学部規則及び 科規則の定めるとこ

による。

附 則

1 この規則は，平成16年4月1日から施行する。ただし，別 第1学部の の規定中海事科学部の第3年次 学定員に る部分は，平成18年4月1

日から施行する。

2 学学則等を する規則(平成16年4月1日 定)第1条の規定による 前の 学学則(以下「 学則」という。)第2条第2項に規定する

学 科経 関 ， 関 及び政 会科学 は，改正後の 学教学規則(以下「 規則」という。)第4条第1項の規定にかか

らず，平成16年3月31日に当該 の前期 程 は後期 程に 学する者が当該 程に 学しなくなる日までの間，存続するものとする。

3 学則の規定により存続するものとされた学部の学科及び 科の のう ，平成16年3月31日において に学生が 学する学科 は は， 規

則第3条及び第4条第1項の規定にかか らず，平成16年3月31日に当該学科 しくは当該 の前期 程 は後期 程に 学する者が当該学科 は当

該 程に 学しなくなる日までの間，存続するものとする。

4 学 (平成15年 第112号) 則第17条の規定に基づき， 学において 学を 業するため は 学の 学 の 程を す

るため必要であ た教 程の を き続き本学において行うため，平成16年3月31日において に 学に 学する者(以下「 学者」という。)

が 学しなくなるまでの間，海事科学部及び 科学 科に次に る 程及び を く。

海事科学部 学 程， 学 程，海洋 学 程， 学 程

科学 科

前期2年の 程 学 ， 学 ，海洋 学 ， 学

後期3年の 程 海 科学 ，海洋 学
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条第1項 は第2項」とあるのは「第74条」と，「 学部長」とあるのは「 科長」と， 条第2項中「第22

条」とあるのは「第63条」と読み替えるものとする。

( )

第 77条 学 学生の 学に関しては，第41条第1項，第42条，第43条及び第44条第2項を するほか，各 科規

則で定める。

第 4章

( )

第 77条の 2 各学部及び各 科において 成する教 程のほか，明 な 成 に基づき，学部 は 科の を

えた な で される ある教 を実施するため，学 の取得を とする学

を くことができる。

2 学 の実施に関し必要な事項は，別に定める。

第 5章

( )

第 78条 他の 学， 期 学( の 学 は 期 学を 。) は 等 学 との協定に基づき，当該 学( 学 を

。)， 期 学 は 等 学 の学生で，本学の授業科 は別に定める教 を しようとする者が

あるときは， 別 学生として許可することがある。

2 別 学生に いては，協定に定めるもののほか，関 の学部規則, 科規則等で定める。

( )

第 79条 他 学( の 学を 。)の 学 との協定に基づき，当該 学 の学生で，本学において を受けよう

とする者があるときは， 別 学生として許可することがある。

2 別 学生に いては，協定に定めるもののほか，関 の 科規則で定める。

( )

第 80条 本学が する1 は 数の授業科 を しようとする者があるときは，科 等 生として許可することがあ

る。

2 科 等 生に しては， を えることができる。

3 科 等 生に いては，関 の学部規則及び 科規則で定める。

( )

第 81条 本学が する1 は 数の授業科 を しようとする者があるときは， 生として許可することがある。

2 定の事項に いて しようとする者があるときは， 生として許可することがある。

3 本学学部 業者で， 定の 事項に いて しようとする者があるときは， 生として許可することがある。

4 生， 生及び 生に いては，それ れ関 の学部規則， 科規則及び 生規則で定める。

(授業料の )

第 82条 別 学生， 別 学生，科 等 生， 生， 生及び 生の授業料に いては，それ れの 学予

定期間に じ，3か月分 は6か月分に相当する額を当該期間における当 の月に納付するものとし， 学予定期間が3

か月未 は6か月未 であるときは，その期間分に相当する額を当該期間における当 の月に納付しなければならない。

( )

第 83条 で，第10条，第56条，第58条 は第59条の規定によらないで， 別学生として本学の学部 は

学 に 学を する者があるときは，教授会の議を経て許可する。

2 前項の学生で，学部 は 学 の 程を した者には，第49条 は第71条に定める学 を授 する。

第 6章 の

( の )

第 83条の 2 本学の学生以 の者を として， 第105条に規定する 別の 程 以下「 別の 程」という。 を 成

することができる。

2 別の 程の 成及び実施に関し必要な事項は，別に定める。

第 7章 授業料 料 料の

(授業料 料 料の )

第 84条 本学の授業料， 学料及び 定料(以下「授業料等」という。)の額は， 学における授業料， 学料， 定料

及び 料の額に関する規程(平成16年4月1日 定)に定められた額とする。

(授業料 の )

第84条の2 学生 実施要項( 和29年3月31日 部 定)に基づく 学生の授業料等に

いては，前条の規定にかか らず， 徴収とする。

2 別 学生及び 別 学生の授業料等に いては，第82条及び前条の規定にかか らず，第78条第1項 は第79

条第1項の協定に基づき， 徴収とすることができる。

3 科 等 生のう ，教 員 ( 和24年 第1号)第22条第2項 は第3項の規定に基づき本学に され

た教 員(以下「 教 員」という。)の 学料及び 定料に いては，前条の規定にかか らず， 徴収とするこ

とができる。

4 生及び 生のう ， 教 員の授業料等に いては，第82条及び前条の規定にかか らず， 徴収とするこ

とができる。

5 学長の 認に基づき のままで科 等 生， 生 は 生として 学した本学の 学 教員の授業料等は，第

82条及び前条の規定にかか らず， 徴収とする。

6 別学生の授業料等に いては，学長が認めたときは，前条の規定にかか らず， 徴収とすることができる。

第 8章 許

( の 許 授 の の取 )

第 85条 教員の免許 授 の 要 を取得しようとする者は，教 員免許 ( 和24年 第147号)及び教 員免

許 施行規則( 和29年 部 令第26号)に定める 要の を 得しなければならない。

2 前項の規定により 要 を取得できる教員の免許 の 類等に いては，関 の学部規則及び 科規則の定めるとこ

による。

附 則

1 この規則は，平成16年4月1日から施行する。ただし，別 第1学部の の規定中海事科学部の第3年次 学定員に る部分は，平成18年4月1

日から施行する。

2 学学則等を する規則(平成16年4月1日 定)第1条の規定による 前の 学学則(以下「 学則」という。)第2条第2項に規定する

学 科経 関 ， 関 及び政 会科学 は，改正後の 学教学規則(以下「 規則」という。)第4条第1項の規定にかか

らず，平成16年3月31日に当該 の前期 程 は後期 程に 学する者が当該 程に 学しなくなる日までの間，存続するものとする。

3 学則の規定により存続するものとされた学部の学科及び 科の のう ，平成16年3月31日において に学生が 学する学科 は は， 規

則第3条及び第4条第1項の規定にかか らず，平成16年3月31日に当該学科 しくは当該 の前期 程 は後期 程に 学する者が当該学科 は当

該 程に 学しなくなる日までの間，存続するものとする。

4 学 (平成15年 第112号) 則第17条の規定に基づき， 学において 学を 業するため は 学の 学 の 程を す

るため必要であ た教 程の を き続き本学において行うため，平成16年3月31日において に 学に 学する者(以下「 学者」という。)

が 学しなくなるまでの間，海事科学部及び 科学 科に次に る 程及び を く。

海事科学部 学 程， 学 程，海洋 学 程， 学 程

科学 科

前期2年の 程 学 ， 学 ，海洋 学 ， 学

後期3年の 程 海 科学 ，海洋 学

－ 20 － － 21 －



5 前項に規定する 程及び における教 程の その他 学者の教 に関し必要な事項は，海事科学部教授会及び 科学 科教授会が定めるも

のとする。

附 則(平成17年3月17日)

1 この規則は，平成17年4月1日から施行する。ただし，別 第1学部の の規定中 科学部の第3年次 学定員に る部分は，平成19年4月1

日から施行する。

2 第34条第3項，第56条，第58条及び第59条の改正規定は，平成16年12月13日から する。

3 学部 学科及び 学科 びに 科学部 間 科学科， 間 科学科及び 間行 学科は，改正後の第3

条の規定にかか らず，平成17年3月31日に当該学科に 学する者が当該学科に 学しなくなる日までの間，存続するものとする。

4 学 科 学 ， 学 ， 会学 ， 学 ， 学 及び 学 は，改正後の第4条の規定にかか らず，平成17年3

月31日に当該 に 学する者が当該 に 学しなくなる日までの間，存続するものとする。

附 則(平成17年11月22日)

この規則は，平成17年12月1日から施行する。

附 則(平成17年12月20日)

1 この規則は，平成18年4月1日から施行し，改正後の第13条第1項第2号及び第56条第2号の規定に いては，平成17年10月1日から する。

2 この規則施行の に 学する者(以下「 学者」という。)及び平成18年4月1日以後において 学者の する年次に 学， 学 は 学する

者は，改正後の第26条の規定にかか らず，なお 前の による。

附 則(平成18年3月22日)

1 この規則は，平成18年4月1日から施行する。

2 この規則施行の に 学する者(以下「 学者」という。)及び平成18年4月1日以後において 学者の する年次に 学， 学 は 学する

者は，改正後の第47条の規定にかか らず，なお 前の による。

附 則(平成18年12月26日)

この規則は，平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成19年3月20日)

この規則は，平成19年3月20日から施行し，改正後の 学教学規則の規定は，平成19年3月1日から する。

附 則(平成19年3月20日)

1 この規則は，平成19年4月1日から施行する。

2 この規則施行の に 学する者(以下「 学者」という。)及び平成19年4月1日以後において 学者の する年次に 学， 学 は 学する

者に いては，改正後の第67条の規定を除き，なお 前の による。

3 学部 学科は，改正後の第3条の規定にかか らず，平成19年3月31日に当該学科に 学する者が当該学科に 学しなくなる日までの間，存続す

るものとする。

4 学 科 基 及び ， 間科学 科 学 ， 学 ， 間 科学 ， 間 科学 ，

間行 学 ， 間 成科学 ， 科学 及び 間 科学 ， 学 科 及び 会 びに

科学 科数学 ， 理学 ， 学 ，生 学 ， 科学 ， 学 ， 学 ， 学 ， 学 ，

学 ， 学 ， 学 ，生 学 ，生 学 ， 料生 学 ，海事 学 ，海

学 ， ，数 科学 ，分 科学 ， 科学 ， 科学 ， 科

学 ， 間 生科学 ， 料 科学 ，海事科学 ，生 科学 及び 生 科学 は，改正後の第4条の規定にかか ら

ず，平成19年3月31日に当該 に 学する者が当該 に 学しなくなる日までの間，存続するものとする。

附 則(平成19年3月27日)

この規則は，平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成19年12月25日)

この規則は，平成19年12月25日から施行する。

附 則(平成20年3月18日)

1 こ の規則は，平成20年4月1日から施行し，改正後の第4条第3項，第10条第8号，第11条第1項第5号，第13条第1項第2号及び第3号，第22

条第1 項，第56条第2号及び第8号，第58条第1号，第59条第6号，第68条第2項 びに第69条第2項及び第4項の規定は，平成19年12月26日か

ら する。ただし，別 第1学部の の規定中 学部及び海事科学部の第3年次 学定員に る部分は，平成22年4月1日から施行する。

2 学部 学科， 学科，生 学科，生 学科及び 料生 学科 びに海事科学部海事 学 程，海

学 程及び 程は，改正後の第3条の規定にかか らず，平成20年3月31日に当該学科 は 程に 学する者が当

該学科 は 程に 学しなくなる日までの間，存続するものとする。

3 経 学 科経 分 及び 経 政策 びに 学 科 ， 科学 及び 学 は，改正後

の第4条の規定にかか らず，平成20年3月31日に当該 に 学する者が当該 に 学しなくなる日までの間，存続するものとする。

附 則(平成21年3月18日)

この規則は，平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成22年3月23日)

1 この規則は，平成22年4月1日から施行する。

2 学 科 学 は，改正後の第4条第1項の規定にかか らず，平成22年3月31日に当該 に 学する者が当該 に 学しなくなる日

までの間，存続するものとする。

附 則(平成22年10月26日)

この規則は，平成22年10月26日から施行する。

附 則(平成23年3月22日)

この規則は，平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成24年3月21日)

1 この規則は，平成24年4月1日から施行する。

2 経 学 科 程 ，会計 ， 科学 及び 経 学 は，改正後の第4条第1項の規定にかか ら

ず，平成24年3月31日に当該 に 学する者が当該 に 学しなくなる日までの間，存続するものとする。

附 則(平成24年9月26日)

この規則は，平成24年9月26日から施行する。

附 則(平成25年3月27日)

1 この規則は，平成25年4月1日から施行する。

2 海事科学部海事 学科及び海洋 科学科は，改正後の 学教学規則(以下「 規則」という。)第3条の規定にかか ら

ず，平成25年3月31日に当該学科に 学する者が当該学科に 学しなくなる日までの間，存続するものとする。

3 間 学 科 ，教 学 ， 間行 及び 間 は，改正後の 規則第4条第1項の規定にかか らず，平成25

年3月31日に当該 に 学する者が当該 に 学しなくなる日までの間，存続するものとする。

附 則(平成25年10月29日)

この規則は，平成25年11月1日から施行する。

附 則(平成26年3月26日)

この規則は，平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成26年5月20日)

この規則は，平成26年5月20日から施行し，改正後の 学教学規則の規定は，平成26年4月1日から する。

附 則 平成27年3月23日

1 この規則は，平成27年4月1日から施行する。

2 理学部 科学科は，改正後の 学教学規則(以下「 規則」という。)第3条の規定にかか らず，平成27年3月31日に当該学科に 学する

者が当該学科に 学しなくなる日までの間，存続するものとする。

3 理学 科 程 科学 は， 規則第4条第1項の規定にかか らず，平成27年3月31日に当該 に 学する者が当該 に 学しな

くなる日までの間，存続するものとする。

4 平成27年 から平成29年 までの理学部の 学科及び 科学科の 定員，平成27年 から平成31年 までの 学部及び 学部 学科 びに 学

部の 学定員，平成27年 から平成36年 までのこれらの 定員 びに平成27年 の海事科学部 科学科，海洋 科学科，

学科，海事 学科及び海洋 科学科の 定員は， 規則別 の規定にかか らず， 則別 第1のとおり

とする。 則別 第1

5 平成27年 から平成28年 までの理学 科の 学 及び 科学 の 程の 別の 定員は， 規則別 の規定にかか らず， 則

別 第2に るとおりとする。 則別 第2

附 則(平成28年3月22日)

1 この規則は，平成28年4月1日から施行する。

2 この規則施行の に 学する者(以下「 学者」という。)及び平成28年4月1日以後において 学者の する年次に 学, 学 は 学する者

に いては,改正後の第26条の規定にかか らず,なお 前の による。

3 科学 科科学 及び別 の改正規定により 学定員を改める 程前期 程の の平成28年 の 定

員は，改正後の別 の規定にかか らず， 則別 に るとおりとする。 則別

附 則(平成28年6月21日)

この規則は，平成28年6月21日から施行し，改正後の 学教学規則の規定は，平成28年4月1日から する。

附 則(平成29年3月21日)

1 この規則は，平成29年4月1日から施行する。

2 学部 学科 びに 科学部 間 成学科， 間行 学科， 間 学科及び 間 学科は，改正後の第3条の規定にかか らず，平

成29年3月31日に当該学科に 学する者が当該学科に 学しなくなる日までの間，存続するものとする。

3 間科学部及び別 の改正規定により 学定員を改める学科の平成29年 から平成31年 までの 定員 びに学部の 定員の 計は，改正後の別

の規定にかか らず， 則別 第1のとおりとする。 則別 第1

4 別 の改正規定により 学定員を改める の平成29年 から平成31年 までの 定員及び 程の 定員の 計は，改正後の別 の規定にかか

らず， 則別 第2のとおりとする。 則別 第2

附 則(平成30年3月30日)

1 この規則は，平成30年4月1日から施行する。

2 学 科理 学 及び政 学 は，改正後の 学教学規則 以下「 規則」という。 第 4条第 1項の規定にかか らず，平成 30年 3月

31日に当該 に 学する者が当該 に 学しなくなる日までの間，存続するものとする。

3 平成30年 の 学部及び 学部 学科の 定員 びに 学部 定員は， 規則別 の規定にかか らず， 則別 第1に るとおりとする。

4 平成30年 から平成31年 までの別 の改正規定により 学定員を改める の 定員及び 程の 定員の 計は， 規則別 の規定にかか

らず， 則別 第2に るとおりとする。

附 則(平成31年2月26日)

この規則は，平成31年4月1日から施行する。

附 則(令和2年3月24日)

この規則は，令和2年4月1日から施行する。

附 則(令和2年7月28日)

この規則は，令和2年7月28日から施行する。

附 則(令和2年9月29日)

この規則は，令和2年9月29日から施行し，改正後の 学教学規則の規定は，令和2年6月30日から する。

附 則(令和2年12月1日)

この規則は，令和2年12月1日から施行し，改正後の 学教学規則の規定は，平成31年4月1日から する。

附 則(令和3年3月30日)

1 この規則は，令和3年4月1日から施行する。ただし，第13条の改正規定中， 学部に る部分は令和4年4月1日から，海洋政策科学部に る部分

は令和5年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の第19条，第20条，第47条及び第50条の規定は，令和3年3月30日から する。

3 海事科学部 科学科，海洋 科学科及び 学科は，改正後の第3 条の規定にかか らず，令和3 年3 月

31 日に当該学科に 学する者が当該学科に 学しなくなる日までの間，存続するものとする。

4 令和3 年 から令和5 年 までの海洋政策科学部海洋政策科学科，海事科学部 科学科，海洋 科学科及び

学科の 定員及び学部の 定員の 計は，改正後の別 の規定にかか らず， 則別 のとおりとする。

附 則(令和4年3月29日)

1 この規則は，令和4年4月1日から施行する。

2 この規則施行の にEU 成 を している者に いては，改正後の第77条の2の規定にかか らず，なお 前の によ
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5 前項に規定する 程及び における教 程の その他 学者の教 に関し必要な事項は，海事科学部教授会及び 科学 科教授会が定めるも

のとする。

附 則(平成17年3月17日)

1 この規則は，平成17年4月1日から施行する。ただし，別 第1学部の の規定中 科学部の第3年次 学定員に る部分は，平成19年4月1

日から施行する。

2 第34条第3項，第56条，第58条及び第59条の改正規定は，平成16年12月13日から する。

3 学部 学科及び 学科 びに 科学部 間 科学科， 間 科学科及び 間行 学科は，改正後の第3

条の規定にかか らず，平成17年3月31日に当該学科に 学する者が当該学科に 学しなくなる日までの間，存続するものとする。

4 学 科 学 ， 学 ， 会学 ， 学 ， 学 及び 学 は，改正後の第4条の規定にかか らず，平成17年3

月31日に当該 に 学する者が当該 に 学しなくなる日までの間，存続するものとする。

附 則(平成17年11月22日)

この規則は，平成17年12月1日から施行する。

附 則(平成17年12月20日)

1 この規則は，平成18年4月1日から施行し，改正後の第13条第1項第2号及び第56条第2号の規定に いては，平成17年10月1日から する。

2 この規則施行の に 学する者(以下「 学者」という。)及び平成18年4月1日以後において 学者の する年次に 学， 学 は 学する

者は，改正後の第26条の規定にかか らず，なお 前の による。

附 則(平成18年3月22日)

1 この規則は，平成18年4月1日から施行する。

2 この規則施行の に 学する者(以下「 学者」という。)及び平成18年4月1日以後において 学者の する年次に 学， 学 は 学する

者は，改正後の第47条の規定にかか らず，なお 前の による。

附 則(平成18年12月26日)

この規則は，平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成19年3月20日)

この規則は，平成19年3月20日から施行し，改正後の 学教学規則の規定は，平成19年3月1日から する。

附 則(平成19年3月20日)

1 この規則は，平成19年4月1日から施行する。

2 この規則施行の に 学する者(以下「 学者」という。)及び平成19年4月1日以後において 学者の する年次に 学， 学 は 学する

者に いては，改正後の第67条の規定を除き，なお 前の による。

3 学部 学科は，改正後の第3条の規定にかか らず，平成19年3月31日に当該学科に 学する者が当該学科に 学しなくなる日までの間，存続す

るものとする。

4 学 科 基 及び ， 間科学 科 学 ， 学 ， 間 科学 ， 間 科学 ，

間行 学 ， 間 成科学 ， 科学 及び 間 科学 ， 学 科 及び 会 びに

科学 科数学 ， 理学 ， 学 ，生 学 ， 科学 ， 学 ， 学 ， 学 ， 学 ，

学 ， 学 ， 学 ，生 学 ，生 学 ， 料生 学 ，海事 学 ，海

学 ， ，数 科学 ，分 科学 ， 科学 ， 科学 ， 科

学 ， 間 生科学 ， 料 科学 ，海事科学 ，生 科学 及び 生 科学 は，改正後の第4条の規定にかか ら

ず，平成19年3月31日に当該 に 学する者が当該 に 学しなくなる日までの間，存続するものとする。

附 則(平成19年3月27日)

この規則は，平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成19年12月25日)

この規則は，平成19年12月25日から施行する。

附 則(平成20年3月18日)

1 こ の規則は，平成20年4月1日から施行し，改正後の第4条第3項，第10条第8号，第11条第1項第5号，第13条第1項第2号及び第3号，第22

条第1 項，第56条第2号及び第8号，第58条第1号，第59条第6号，第68条第2項 びに第69条第2項及び第4項の規定は，平成19年12月26日か

ら する。ただし，別 第1学部の の規定中 学部及び海事科学部の第3年次 学定員に る部分は，平成22年4月1日から施行する。

2 学部 学科， 学科，生 学科，生 学科及び 料生 学科 びに海事科学部海事 学 程，海

学 程及び 程は，改正後の第3条の規定にかか らず，平成20年3月31日に当該学科 は 程に 学する者が当

該学科 は 程に 学しなくなる日までの間，存続するものとする。

3 経 学 科経 分 及び 経 政策 びに 学 科 ， 科学 及び 学 は，改正後

の第4条の規定にかか らず，平成20年3月31日に当該 に 学する者が当該 に 学しなくなる日までの間，存続するものとする。

附 則(平成21年3月18日)

この規則は，平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成22年3月23日)

1 この規則は，平成22年4月1日から施行する。

2 学 科 学 は，改正後の第4条第1項の規定にかか らず，平成22年3月31日に当該 に 学する者が当該 に 学しなくなる日

までの間，存続するものとする。

附 則(平成22年10月26日)

この規則は，平成22年10月26日から施行する。

附 則(平成23年3月22日)

この規則は，平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成24年3月21日)

1 この規則は，平成24年4月1日から施行する。

2 経 学 科 程 ，会計 ， 科学 及び 経 学 は，改正後の第4条第1項の規定にかか ら

ず，平成24年3月31日に当該 に 学する者が当該 に 学しなくなる日までの間，存続するものとする。

附 則(平成24年9月26日)

この規則は，平成24年9月26日から施行する。

附 則(平成25年3月27日)

1 この規則は，平成25年4月1日から施行する。

2 海事科学部海事 学科及び海洋 科学科は，改正後の 学教学規則(以下「 規則」という。)第3条の規定にかか ら

ず，平成25年3月31日に当該学科に 学する者が当該学科に 学しなくなる日までの間，存続するものとする。

3 間 学 科 ，教 学 ， 間行 及び 間 は，改正後の 規則第4条第1項の規定にかか らず，平成25

年3月31日に当該 に 学する者が当該 に 学しなくなる日までの間，存続するものとする。

附 則(平成25年10月29日)

この規則は，平成25年11月1日から施行する。

附 則(平成26年3月26日)

この規則は，平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成26年5月20日)

この規則は，平成26年5月20日から施行し，改正後の 学教学規則の規定は，平成26年4月1日から する。

附 則 平成27年3月23日

1 この規則は，平成27年4月1日から施行する。

2 理学部 科学科は，改正後の 学教学規則(以下「 規則」という。)第3条の規定にかか らず，平成27年3月31日に当該学科に 学する

者が当該学科に 学しなくなる日までの間，存続するものとする。

3 理学 科 程 科学 は， 規則第4条第1項の規定にかか らず，平成27年3月31日に当該 に 学する者が当該 に 学しな

くなる日までの間，存続するものとする。

4 平成27年 から平成29年 までの理学部の 学科及び 科学科の 定員，平成27年 から平成31年 までの 学部及び 学部 学科 びに 学

部の 学定員，平成27年 から平成36年 までのこれらの 定員 びに平成27年 の海事科学部 科学科，海洋 科学科，

学科，海事 学科及び海洋 科学科の 定員は， 規則別 の規定にかか らず， 則別 第1のとおり

とする。 則別 第1

5 平成27年 から平成28年 までの理学 科の 学 及び 科学 の 程の 別の 定員は， 規則別 の規定にかか らず， 則

別 第2に るとおりとする。 則別 第2

附 則(平成28年3月22日)

1 この規則は，平成28年4月1日から施行する。

2 この規則施行の に 学する者(以下「 学者」という。)及び平成28年4月1日以後において 学者の する年次に 学, 学 は 学する者

に いては,改正後の第26条の規定にかか らず,なお 前の による。

3 科学 科科学 及び別 の改正規定により 学定員を改める 程前期 程の の平成28年 の 定

員は，改正後の別 の規定にかか らず， 則別 に るとおりとする。 則別

附 則(平成28年6月21日)

この規則は，平成28年6月21日から施行し，改正後の 学教学規則の規定は，平成28年4月1日から する。

附 則(平成29年3月21日)

1 この規則は，平成29年4月1日から施行する。

2 学部 学科 びに 科学部 間 成学科， 間行 学科， 間 学科及び 間 学科は，改正後の第3条の規定にかか らず，平

成29年3月31日に当該学科に 学する者が当該学科に 学しなくなる日までの間，存続するものとする。

3 間科学部及び別 の改正規定により 学定員を改める学科の平成29年 から平成31年 までの 定員 びに学部の 定員の 計は，改正後の別

の規定にかか らず， 則別 第1のとおりとする。 則別 第1

4 別 の改正規定により 学定員を改める の平成29年 から平成31年 までの 定員及び 程の 定員の 計は，改正後の別 の規定にかか

らず， 則別 第2のとおりとする。 則別 第2

附 則(平成30年3月30日)

1 この規則は，平成30年4月1日から施行する。

2 学 科理 学 及び政 学 は，改正後の 学教学規則 以下「 規則」という。 第 4条第 1項の規定にかか らず，平成 30年 3月

31日に当該 に 学する者が当該 に 学しなくなる日までの間，存続するものとする。

3 平成30年 の 学部及び 学部 学科の 定員 びに 学部 定員は， 規則別 の規定にかか らず， 則別 第1に るとおりとする。

4 平成30年 から平成31年 までの別 の改正規定により 学定員を改める の 定員及び 程の 定員の 計は， 規則別 の規定にかか

らず， 則別 第2に るとおりとする。

附 則(平成31年2月26日)

この規則は，平成31年4月1日から施行する。

附 則(令和2年3月24日)

この規則は，令和2年4月1日から施行する。

附 則(令和2年7月28日)

この規則は，令和2年7月28日から施行する。

附 則(令和2年9月29日)

この規則は，令和2年9月29日から施行し，改正後の 学教学規則の規定は，令和2年6月30日から する。

附 則(令和2年12月1日)

この規則は，令和2年12月1日から施行し，改正後の 学教学規則の規定は，平成31年4月1日から する。

附 則(令和3年3月30日)

1 この規則は，令和3年4月1日から施行する。ただし，第13条の改正規定中， 学部に る部分は令和4年4月1日から，海洋政策科学部に る部分

は令和5年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の第19条，第20条，第47条及び第50条の規定は，令和3年3月30日から する。

3 海事科学部 科学科，海洋 科学科及び 学科は，改正後の第3 条の規定にかか らず，令和3 年3 月

31 日に当該学科に 学する者が当該学科に 学しなくなる日までの間，存続するものとする。

4 令和3 年 から令和5 年 までの海洋政策科学部海洋政策科学科，海事科学部 科学科，海洋 科学科及び

学科の 定員及び学部の 定員の 計は，改正後の別 の規定にかか らず， 則別 のとおりとする。

附 則(令和4年3月29日)

1 この規則は，令和4年4月1日から施行する。

2 この規則施行の にEU 成 を している者に いては，改正後の第77条の2の規定にかか らず，なお 前の によ

－ 22 － － 23 －



る。

3 令和4年 から令和9年 までの 学部及び 学部 学科 びに 学部の 学定員及び 定員は，別 の規定にかか らず， 則別 のとおりとする

附 則(令和4年5月24日)

この規則は，令和4年5月29日から施行する。

附 則(令和5年3月28日)

1 この規則は，令和5年4月1日から施行する。

2 学 科 科学 ， 科学 及び計算科学 は，改正後の第4条第1項の規定にかか らず，令和5年3月31日に当該

に 学する者が当該 に 学しなくなる日までの間，存続するものとする。

3 令和5年 から令和10年 までの 学部及び 学部 学科 びに 学部の 学定員及び 定員は，別 の規定にかか らず， 則別 のとおりとする

学部

学科別 計 学科別 計 学科別 計 学科別 計

学 部

学 部

経 学 部

経 学 部

学科

学

科学

理学 学

業 学

学科

学科

海洋政策科学部

数学科

定員

学科

学科

学科

も教 学科

経 学科

理学科

学科

年次 学定員

生学科

年次 学定員

学科

学科

分

経 学科

生 学科

学定員

学科

料 学科

学科

学科

学科

学科

学科

計

学 部
学科

生 科学科

生 科学科

学 部

海洋政策科学科

学科

学 部

間科学部

理 学 部
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る。

3 令和4年 から令和9年 までの 学部及び 学部 学科 びに 学部の 学定員及び 定員は，別 の規定にかか らず， 則別 のとおりとする

附 則(令和4年5月24日)

この規則は，令和4年5月29日から施行する。

附 則(令和5年3月28日)

1 この規則は，令和5年4月1日から施行する。

2 学 科 科学 ， 科学 及び計算科学 は，改正後の第4条第1項の規定にかか らず，令和5年3月31日に当該

に 学する者が当該 に 学しなくなる日までの間，存続するものとする。

3 令和5年 から令和10年 までの 学部及び 学部 学科 びに 学部の 学定員及び 定員は，別 の規定にかか らず， 則別 のとおりとする

学部

学科別 計 学科別 計 学科別 計 学科別 計

学 部

学 部

経 学 部

経 学 部

学科

学

科学

理学 学

業 学

学科

学科

海洋政策科学部

数学科

定員

学科

学科

学科

も教 学科

経 学科

理学科

学科

年次 学定員

生学科

年次 学定員

学科

学科

分

経 学科

生 学科

学定員

学科

料 学科

学科

学科

学科

学科

学科

計

学 部
学科

生 科学科

生 科学科

学 部

海洋政策科学科

学科

学 部

間科学部

理 学 部
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別 計 別 計 別 計 別 計 別 計 別 計 別 計 別 計 別 計 別 計

会

相関

間

年

間 学

学政 学

実

経 学 科 経 学

経 学

経 学

数学

理学

学

生 学

学

科学

成 学

学 科 学

学

学

学

学

学

学 科
学

料 生 学

生 科学

生 科学

海事科学 科 海事科学

政策

協 政策

協 政策

科学
科

科学

学

学 程

学 科

分

定 員学 定 員

程
程 程

程
前 期 後 期 前 期 後 期

学 科

学 科

間
学 科

学 科

経 学 科

学 程

理学 科

学 科

学 科

協 科

計

則

(平成16年4月1日 定)

改正 平成16年7月29日 平成16年12月21日

平成17年6月30日 平成17年12月28日

平成19年3月30日 平成20年3月18日

平成21年12月8日 平成23年3月31日

平成24年3月14日 平成25年3月27日

平成26年3月26日 平成26年9月30日

平成27年3月31日 平成28年3月31日

平成31年3月 5 日 令和 3年 3月 1 日

令和 3年9月 15 日

( )

第 1条 学 者は， 定の期日までに次の書類を しなければならない。

学 書

学 長の 書 はこれに る書類

その他の書類

( の )

第 2条 学 の の判定は，学 及び 学 長の 書 はこれに る書類の成 等を して行う。

( )

第 3条 学者は，次の により学長に し 書を しなければならない。

は， 学の学生として学業に み，本学の規 を ることを います。

(成 )

第 4条 授業科 の成 は，100 を として次の 分により し， ， ， 及び可を ， 可を とする。

90 以

80 以 90 未

70 以 80 未

可 60 以 70 未

可 60 未

2 ， ， ，可及び 可の 基 は，次の各号のとおりとする。

(1) 学 の を 成し， に れた成 を収めている。

(2) 学 の を 成し， れた成 を収めている。

(3) 学 の を 成し， な成 を収めている。

(4) 可 学 の を 成している。

(5) 可 学 の を 成していない。

( )

第 5条 学生は，学生 の 付を受け，これを 行し本学 員の請 があ たときは，い でも，これを しなければ

ならない。
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別 計 別 計 別 計 別 計 別 計 別 計 別 計 別 計 別 計 別 計

会

相関

間

年

間 学

学政 学

実

経 学 科 経 学

経 学

経 学

数学

理学

学

生 学

学

科学

成 学

学 科 学

学

学

学

学

学

学 科
学

料 生 学

生 科学

生 科学

海事科学 科 海事科学

政策

協 政策

協 政策

科学
科

科学

学

学 程

学 科

分

定 員学 定 員

程
程 程

程
前 期 後 期 前 期 後 期

学 科

学 科

間
学 科

学 科

経 学 科

学 程

理学 科

学 科

学 科

協 科

計

則

(平成16年4月1日 定)

改正 平成16年7月29日 平成16年12月21日

平成17年6月30日 平成17年12月28日

平成19年3月30日 平成20年3月18日

平成21年12月8日 平成23年3月31日

平成24年3月14日 平成25年3月27日

平成26年3月26日 平成26年9月30日

平成27年3月31日 平成28年3月31日

平成31年3月 5 日 令和 3年 3月 1 日

令和 3年9月 15 日

( )

第 1条 学 者は， 定の期日までに次の書類を しなければならない。

学 書

学 長の 書 はこれに る書類

その他の書類

( の )

第 2条 学 の の判定は，学 及び 学 長の 書 はこれに る書類の成 等を して行う。

( )

第 3条 学者は，次の により学長に し 書を しなければならない。

は， 学の学生として学業に み，本学の規 を ることを います。

(成 )

第 4条 授業科 の成 は，100 を として次の 分により し， ， ， 及び可を ， 可を とする。

90 以

80 以 90 未

70 以 80 未

可 60 以 70 未

可 60 未

2 ， ， ，可及び 可の 基 は，次の各号のとおりとする。

(1) 学 の を 成し， に れた成 を収めている。

(2) 学 の を 成し， れた成 を収めている。

(3) 学 の を 成し， な成 を収めている。

(4) 可 学 の を 成している。

(5) 可 学 の を 成していない。

( )

第 5条 学生は，学生 の 付を受け，これを 行し本学 員の請 があ たときは，い でも，これを しなければ

ならない。
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2 学生 は， 学したときに学長が 行する。

3 学生 を しない には，教 ， ， 書 その他学 施 の を許さないことがある。

4 学生 を したとき しくは に えなくな たとき， は 学等によりその 期間が経 したときは， か

に 行者に け て 付を受けなければならない。

5 学生は， 業， 学等により学 を れた は， かに学生 を 行者に 納しなければならない。

6 学生 の 付 続き及び 納は，学生の 学部 は 科において行うものとする。

( )

第 6条 学生が，3 間以 するときは，理由を し， を学部長 は 科長に しなければならない。

( )

第 7条 学生は， 学したときは， かに学生 を学部長 は 科長に しなければならない。

( )

第 8条 学生は，改 ，改 等， に があ たとき， は ( 者等の 等を 。)を したときは，

かに を学部長 は 科長に しなければならない。

第 9条 学 における 学 及び の判定に いては，第1条及び第2条の規定にかか らず，各 科において

定めるものとする。

2 学 における授業科 の成 に いては，第4条に定めるもののほか，必要があると認めるときは，各 科におい

て定めることができる。

( )

第 10条 学生は，毎年本学で行う を受けなければならない。

( )

第 11条 等の は，別 のとおりとする。

附 則

この 則は，平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成16年7月29日)

この 則は，平成16年7月29日から施行する。

附 則(平成16年12月21日)

この 則は，平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成17年6月30日)

この 則は，平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成17年12月28日)

この 則は，平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成19年3月30日)

この 則は，平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成20年3月18日)

この 則は，平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成21年12月8日)

この 則は，平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成23年3月31日)

1 この 則は，平成23年4月1日から施行する。

2 この 則施行の に 学する者 以下「 学者」という。 及び平成23年4月1日以後において 学者の する年次に 学，

学 は 学する者に いては，改正後の第4条の規定にかか らず，なお 前の による。

附 則(平成24年3月14日)

1 この 則は，平成24年4月1日から施行する。

2 この 則施行の に 学する者 以下「 学者」という。 及び平成24年4月1日以後において 学者の する年次に 学，

学 は 学する者に いては，なお 前の による。

附 則(平成25年3月27日)

この 則は，平成25年4月1日から施行し，改正後の別 第9号の改正規定(「 事項 明書」を「 」

に改める部分に る。)は，平成24年7月9日から する。

附 則(平成26年3月26日)

1 この 則は，平成26年4月1日から施行する。

2 この 則施行の に 学する者で 学 則の 部を改正する 則(平成24年3月14日 定) 則第2項の規定により，な

お 前の によるとされた者に るこの 則による改正後の 学 則の規定の に いては，第4条の規定にかか らず，

なお 前の による。

附 則(平成26年9月30日)

この 則は，平成26年10月1日から施行する。

附 則(平成27年3月31日)

この 則は，平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成28年3月31日)

この 則は，平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成31年3月 5 日)

この 則は，平成31年4月1日から施行する。

附 則(令和 3年 3月 1 日)

この 則は，令和3年4月1日から施行する。

附 則(令和 3年 9月 15日)

この 則は，令和4年4月1日から施行し， 8号の改正規定中生年月日に る部分は，平成30年4月1日から する。

1号 9号

－ 28 － － 29 －



2 学生 は， 学したときに学長が 行する。

3 学生 を しない には，教 ， ， 書 その他学 施 の を許さないことがある。

4 学生 を したとき しくは に えなくな たとき， は 学等によりその 期間が経 したときは， か

に 行者に け て 付を受けなければならない。

5 学生は， 業， 学等により学 を れた は， かに学生 を 行者に 納しなければならない。

6 学生 の 付 続き及び 納は，学生の 学部 は 科において行うものとする。

( )

第 6条 学生が，3 間以 するときは，理由を し， を学部長 は 科長に しなければならない。

( )

第 7条 学生は， 学したときは， かに学生 を学部長 は 科長に しなければならない。

( )

第 8条 学生は，改 ，改 等， に があ たとき， は ( 者等の 等を 。)を したときは，

かに を学部長 は 科長に しなければならない。

第 9条 学 における 学 及び の判定に いては，第1条及び第2条の規定にかか らず，各 科において

定めるものとする。

2 学 における授業科 の成 に いては，第4条に定めるもののほか，必要があると認めるときは，各 科におい

て定めることができる。

( )

第 10条 学生は，毎年本学で行う を受けなければならない。

( )

第 11条 等の は，別 のとおりとする。

附 則

この 則は，平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成16年7月29日)

この 則は，平成16年7月29日から施行する。

附 則(平成16年12月21日)

この 則は，平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成17年6月30日)

この 則は，平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成17年12月28日)

この 則は，平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成19年3月30日)

この 則は，平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成20年3月18日)

この 則は，平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成21年12月8日)

この 則は，平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成23年3月31日)

1 この 則は，平成23年4月1日から施行する。

2 この 則施行の に 学する者 以下「 学者」という。 及び平成23年4月1日以後において 学者の する年次に 学，

学 は 学する者に いては，改正後の第4条の規定にかか らず，なお 前の による。

附 則(平成24年3月14日)

1 この 則は，平成24年4月1日から施行する。

2 この 則施行の に 学する者 以下「 学者」という。 及び平成24年4月1日以後において 学者の する年次に 学，

学 は 学する者に いては，なお 前の による。

附 則(平成25年3月27日)

この 則は，平成25年4月1日から施行し，改正後の別 第9号の改正規定(「 事項 明書」を「 」

に改める部分に る。)は，平成24年7月9日から する。

附 則(平成26年3月26日)

1 この 則は，平成26年4月1日から施行する。

2 この 則施行の に 学する者で 学 則の 部を改正する 則(平成24年3月14日 定) 則第2項の規定により，な

お 前の によるとされた者に るこの 則による改正後の 学 則の規定の に いては，第4条の規定にかか らず，

なお 前の による。

附 則(平成26年9月30日)

この 則は，平成26年10月1日から施行する。

附 則(平成27年3月31日)

この 則は，平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成28年3月31日)

この 則は，平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成31年3月 5 日)

この 則は，平成31年4月1日から施行する。

附 則(令和 3年 3月 1 日)

この 則は，令和3年4月1日から施行する。

附 則(令和 3年 9月 15日)

この 則は，令和4年4月1日から施行し， 8号の改正規定中生年月日に る部分は，平成30年4月1日から する。

1号 9号

－ 28 － － 29 －
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則

( 16 4 1 )

改正 平成 16 年 7 月 29 日 平成 17 年 3 月 31 日

平成 18 年 2 月 17 日 平成 18 年 9 月 22 日
平成 19 年 3 月 30 日 平成 20 年 1 月 21 日
平成 20 年 3 月 31 日 平成 21 年 2 月 12 日

平成 21 年 3 月 11 日 平成 23 年 3 月 29 日
平成 23 年 9 月 27 日 平成 24 年 3 月 21 日
平成 25 年 3 月 27 日 平成 26 年 3 月 26 日
平成 26 年 6 月 9 日
平成 28 年 3 月 31 日
平成 29 年 3 月 31 日

平成 27 年 3 月 31 日
平成 28 年 11 月 30 日
平成 29 年 5 月 23 日

平成 29 年 9 月 22 日 平成 30 年 9 月 26 日
令和 2 年 2 月 25 日
令和 2 年 12 月 1 日
令和 3 年 3 月 30 日
令和 4 年 3 月 31 日

令和 2 年 3 月 31 日
令和 3 年 1 月 19 日
令和 3 年 9 月 27 日
令和 5 年 3 月 31 日

( )

第 1 条 この規則は， 学 学学則(平成 16 年 4 月 1 日 定)及び 学教学規則(平成 16

年 4 月 1 日 定)に基づき， 学 学 協 科(以下「 科」という。)に関し必要な事項

を定めるものとする。

( に る の )

第 1 条の 2 科は， 会の に しうる な を 成するため， ，学 及び実

を した教 を行うことを とする。

( )

第 2 条 科の 程は， 程とする。

2 程はこれを前期 2 年の 程(以下「前期 程」という。)及び後期 3 年の 程(以下「後期 程」と

いう。)に 分し，前期 程は，これを 程として取り扱うものとする。

( )

第 3 条 科に く 及び は，次の に るとおりとする。

政策

経

政策

計

経

経

日本経

協 政策

協

関

政 会

政

協 政策

教 協

－ 31 －



則

( 16 4 1 )

改正 平成 16 年 7 月 29 日 平成 17 年 3 月 31 日

平成 18 年 2 月 17 日 平成 18 年 9 月 22 日
平成 19 年 3 月 30 日 平成 20 年 1 月 21 日
平成 20 年 3 月 31 日 平成 21 年 2 月 12 日

平成 21 年 3 月 11 日 平成 23 年 3 月 29 日
平成 23 年 9 月 27 日 平成 24 年 3 月 21 日
平成 25 年 3 月 27 日 平成 26 年 3 月 26 日
平成 26 年 6 月 9 日
平成 28 年 3 月 31 日
平成 29 年 3 月 31 日

平成 27 年 3 月 31 日
平成 28 年 11 月 30 日
平成 29 年 5 月 23 日

平成 29 年 9 月 22 日 平成 30 年 9 月 26 日
令和 2 年 2 月 25 日
令和 2 年 12 月 1 日
令和 3 年 3 月 30 日
令和 4 年 3 月 31 日

令和 2 年 3 月 31 日
令和 3 年 1 月 19 日
令和 3 年 9 月 27 日
令和 5 年 3 月 31 日

( )

第 1 条 この規則は， 学 学学則(平成 16 年 4 月 1 日 定)及び 学教学規則(平成 16

年 4 月 1 日 定)に基づき， 学 学 協 科(以下「 科」という。)に関し必要な事項

を定めるものとする。

( に る の )

第 1 条の 2 科は， 会の に しうる な を 成するため， ，学 及び実

を した教 を行うことを とする。

( )

第 2 条 科の 程は， 程とする。

2 程はこれを前期 2 年の 程(以下「前期 程」という。)及び後期 3 年の 程(以下「後期 程」と

いう。)に 分し，前期 程は，これを 程として取り扱うものとする。

( )

第 3 条 科に く 及び は，次の に るとおりとする。

政策

経

政策

計

経

経

日本経

協 政策

協

関

政 会

政

協 政策

教 協

－ 31 －



( に る の )

第 3 条の 2 各 における 成に関する その他の教 の は，次のとおりとする。

(1) 政策

前期 程においては，経 学に基づき に関 る を に教 し， な 及び

をも て経 に る を 成することを とし，後期 程においては， 経 学を中 とし

て 協 に関する政策の 及び理 の に いて教 し， な 実 の 及び教 者

を 成することを とする。

(2) 協 政策

前期 程においては， な み及び の政 会の実 を まえ， な 協 に関

る政策及び理 を教 し， 会の に する を 成することを とし，後期 程にお

いては， 会科学の理 及び を教 し， な 実 の 及び教 者を 成するこ

とを とする。

(3) 協 政策

前期 程においては， の 会の 徴及び分 別協 を教 し， 実 な政策学

に る を 成することを とし，後期 程 においては， を 別 別に取

り ， 定の協 分 に関する 協 政策を教 し， な 実 の 及び教 者を 成

することを とする。

( )

第 4 条 科に 政策 別 を く。

第 5 条 除

( )

第 6 条 科に， 科長を く。

2 科長は， 科に関する事項を する。

3 科長の 期は，2 年とする。

( )

第 7 条 科に， 科長を く。

2 科長は， 科長の を する。

3 科長の 期は，2 年とする。ただし， 員が生じた の後 者の 期は，前 者の 期間とす

る。

4 科長の に関し必要な事項は，別に定める。

( )

第 8 条 に， 長を く。

2 長は， に関する事項を する。

3 長の 期は，2 年とする。ただし， 員が生じた の後 者の 期は，前 者の 期間とする。

4 長の に関し必要な事項は，別に定める。

( の )

第 9 条 科の前期 程に 学することのできる者は，次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 学を 業した者

(2) 学 教 ( 和 22 年 第 26 号)第 104 条第 7 項の規定により学 の学 を授 された者

(3) において，学 教 における 16 年の 程を した者

(4) の学 が行う 教 における授業科 を が において することにより当該 の学 教

における 16 年の 程を した者

(5) が において， の 学の 程(その 者が当該 の学 教 における 16 年の 程を し

たとされるものに る。)を するものとして当該 の学 教 において 付けられた教 施

であ て， 部科学 が別に 定するものの当該 程を した者

(6) の 学その他の の学 その教 等の な に いて，当該 の政 は

関 関の認 を受けた者による を受けたもの はこれに ずるものとして 部科学 が別に 定

するものに る。 において， 業年 が 3 年以 である 程を すること 当該 の学 が行う

教 における授業科 を が において することにより当該 程を すること及び当該 の学

教 において 付けられた教 施 であ て前号の 定を受けたものにおいて 程を するこ

とを 。 により，学 の学 に相当する学 を授 された者

(7) 学 の 程( 業年 が 4 年以 であることその他の 部科学 が定める基 を たすもの

に る。)で 部科学 が別に 定するものを 部科学 が定める日以後に した者

(8) 部科学 の 定した者( 和 28 年 部 第 5 号)

(9) 科において， 別の 学 により， 学を 業した者と 等以 の学 があると認めた者

で，22 に したもの

2 前項の規定にかか らず，次の各号のいずれかに該当する者であ て， 科の定める を な成

で 得したと認めるものを， 学 学 協 科教授会(以下「教授会」という。)の議を経

て， 科の前期 程に 学さ ることができる。

(1) 学に 3 年以 学した者

(2) において，学 教 における 15 年の 程を した者

(3) の学 が行う 教 における授業科 を が において することにより当該 の学 教

における 15 年の 程を した者

(4) が において， の 学の 程(その 者が当該 の学 教 における 15 年の 程を し

たとされるものに る。)を するものとして当該 の学 教 において 付けられた教 施

であ て， 部科学 が別に 定するものの当該 程を した者

( の )

第 10 条 科の後期 程に 学することのできる者は，次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) の学 は 学 を する者

(2) において の学 は 学 に相当する学 を授 された者

(3) の学 が行う 教 における授業科 を が において し， の学 は 学 に

相当する学 を授 された者

(4) が において， の 学 の 程を するものとして当該 の学 教 において 付け

られた教 施 であ て， 部科学 が別に 定するものの当該 程を し， の学 は

学 に相当する学 を授 された者

(5) 学本部に関する と日本 との間の協定の実施に う 別 和 51 年 第

72 号 第 1 条第 2 項に規定する 1972 年 12 月 11 日の 会 議に基づき された 学

の 程を し， の学 に相当する学 を授 された者

(6) の学 ，第 4 号の 定を受けた教 施 は 学の教 程を し， 学 基

( 和 49 年 部 令第 28 号)第 16 条の 2 に規定する 及び に相当するものに し， の学

を する者と 等以 の学 があると認められた者

(7) 部科学 の 定した者(平成 年 部 118 号)

(8) 科において， 別の 学 により， の学 は 学 を する者と 等以 の学

があると認めた者で，24 に したもの

( )

第 11 条 本学 学 の 程，前期 程 は 学 程を し， き続き後期 程に 学を

する者に いては， の ， 学さ る。

( )

第 11 条の 2 科を中 学した者 は除 された者が， 学を するときは，教授会の議を経て， 学

を許可することがある。

－ 32 － － 33 －



( に る の )

第 3 条の 2 各 における 成に関する その他の教 の は，次のとおりとする。

(1) 政策

前期 程においては，経 学に基づき に関 る を に教 し， な 及び

をも て経 に る を 成することを とし，後期 程においては， 経 学を中 とし

て 協 に関する政策の 及び理 の に いて教 し， な 実 の 及び教 者

を 成することを とする。

(2) 協 政策

前期 程においては， な み及び の政 会の実 を まえ， な 協 に関

る政策及び理 を教 し， 会の に する を 成することを とし，後期 程にお

いては， 会科学の理 及び を教 し， な 実 の 及び教 者を 成するこ

とを とする。

(3) 協 政策

前期 程においては， の 会の 徴及び分 別協 を教 し， 実 な政策学

に る を 成することを とし，後期 程 においては， を 別 別に取

り ， 定の協 分 に関する 協 政策を教 し， な 実 の 及び教 者を 成

することを とする。

( )

第 4 条 科に 政策 別 を く。

第 5 条 除

( )

第 6 条 科に， 科長を く。

2 科長は， 科に関する事項を する。

3 科長の 期は，2 年とする。

( )

第 7 条 科に， 科長を く。

2 科長は， 科長の を する。

3 科長の 期は，2 年とする。ただし， 員が生じた の後 者の 期は，前 者の 期間とす

る。

4 科長の に関し必要な事項は，別に定める。

( )

第 8 条 に， 長を く。

2 長は， に関する事項を する。

3 長の 期は，2 年とする。ただし， 員が生じた の後 者の 期は，前 者の 期間とする。

4 長の に関し必要な事項は，別に定める。

( の )

第 9 条 科の前期 程に 学することのできる者は，次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 学を 業した者

(2) 学 教 ( 和 22 年 第 26 号)第 104 条第 7 項の規定により学 の学 を授 された者

(3) において，学 教 における 16 年の 程を した者

(4) の学 が行う 教 における授業科 を が において することにより当該 の学 教

における 16 年の 程を した者

(5) が において， の 学の 程(その 者が当該 の学 教 における 16 年の 程を し

たとされるものに る。)を するものとして当該 の学 教 において 付けられた教 施

であ て， 部科学 が別に 定するものの当該 程を した者

(6) の 学その他の の学 その教 等の な に いて，当該 の政 は

関 関の認 を受けた者による を受けたもの はこれに ずるものとして 部科学 が別に 定

するものに る。 において， 業年 が 3 年以 である 程を すること 当該 の学 が行う

教 における授業科 を が において することにより当該 程を すること及び当該 の学

教 において 付けられた教 施 であ て前号の 定を受けたものにおいて 程を するこ

とを 。 により，学 の学 に相当する学 を授 された者

(7) 学 の 程( 業年 が 4 年以 であることその他の 部科学 が定める基 を たすもの

に る。)で 部科学 が別に 定するものを 部科学 が定める日以後に した者

(8) 部科学 の 定した者( 和 28 年 部 第 5 号)

(9) 科において， 別の 学 により， 学を 業した者と 等以 の学 があると認めた者

で，22 に したもの

2 前項の規定にかか らず，次の各号のいずれかに該当する者であ て， 科の定める を な成

で 得したと認めるものを， 学 学 協 科教授会(以下「教授会」という。)の議を経

て， 科の前期 程に 学さ ることができる。

(1) 学に 3 年以 学した者

(2) において，学 教 における 15 年の 程を した者

(3) の学 が行う 教 における授業科 を が において することにより当該 の学 教

における 15 年の 程を した者

(4) が において， の 学の 程(その 者が当該 の学 教 における 15 年の 程を し

たとされるものに る。)を するものとして当該 の学 教 において 付けられた教 施

であ て， 部科学 が別に 定するものの当該 程を した者

( の )

第 10 条 科の後期 程に 学することのできる者は，次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) の学 は 学 を する者

(2) において の学 は 学 に相当する学 を授 された者

(3) の学 が行う 教 における授業科 を が において し， の学 は 学 に

相当する学 を授 された者

(4) が において， の 学 の 程を するものとして当該 の学 教 において 付け

られた教 施 であ て， 部科学 が別に 定するものの当該 程を し， の学 は

学 に相当する学 を授 された者

(5) 学本部に関する と日本 との間の協定の実施に う 別 和 51 年 第

72 号 第 1 条第 2 項に規定する 1972 年 12 月 11 日の 会 議に基づき された 学

の 程を し， の学 に相当する学 を授 された者

(6) の学 ，第 4 号の 定を受けた教 施 は 学の教 程を し， 学 基

( 和 49 年 部 令第 28 号)第 16 条の 2 に規定する 及び に相当するものに し， の学

を する者と 等以 の学 があると認められた者

(7) 部科学 の 定した者(平成 年 部 118 号)

(8) 科において， 別の 学 により， の学 は 学 を する者と 等以 の学

があると認めた者で，24 に したもの

( )

第 11 条 本学 学 の 程，前期 程 は 学 程を し， き続き後期 程に 学を

する者に いては， の ， 学さ る。

( )

第 11 条の 2 科を中 学した者 は除 された者が， 学を するときは，教授会の議を経て， 学

を許可することがある。
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2 学に関し必要な事項は，別に定める。

( )

第 12 条 学 者に する ， 続等は，教授会の議を経て， 科長が定める。

( 業年 )

第 13 条 科の 業年 は，前期 程 2 年，後期 程 3 年の 5 年とする。

( 年 )

第 14 条 学生は，前期 程にあ ては 4 年，後期 程にあ ては 6 年を えて 学することはできない。

( )

第 15 条 科における教 は，授業科 の授業及び学 の 成等に する (以下「 」と

いう。)によ て行う。

2 科において教 別の必要があると認められる には， 間その他 定の 間 は 期におい

て授業 は を行う等の 当な により教 を行うことができる。

(授業 )

第 16 条 科の授業科 ， 数等は，別 第 1 及び別 第 2 のとおりとする。

2 前項に規定するもののほか， に授業科 を することがあり，その授業科 及び 数等は，

の 定める。

( の )

第 17 条 各授業科 の の計算は，次の基 による。

(1) 及び に いては，15 間の授業をも て 1 とする。

(2) 実 等に いては，30 間の授業をも て 1 とする。

( )

第 18 条 を 当する教員(以下「 教員」という。)は，教授会の議を経て， 科長が定める。

( )

第 19 条 第 29 条に規定する に した学生 とに， 委員を くことができる。

2 委員は， 教員を する。

( )

第 20 条 学生は， 教員の 認を得て， 学後 定の期日までに学 計 を 科長に し，許可を

受けなければならない。

(授業 の )

第 21 条 学生は， しようとする授業科 (他の の授業科 を 。)を 定の期日までに，

科長に け なければならない。

2 学生は，他の 科の授業科 は学部の 科 ( 基 科 を除く。以下 じ。)を しようと

するときは， 教員の 認を得た ， 科長を経て，当該 科長 は当該学部長の許可を受けなけ

ればならない。

3 前 2 項の規定により した他の は他の 科の授業科 に いて 得した は，教授会の

議を経て， て 12 を として，第 31 条に規定する として認めることができる。

( の授業 の )

第 22 条 学生は，教授会の議を経て， 科と協定を している他 学( の 学を 。以下

じ。)の 学 の授業科 を することができる。

2 前項の規定にかか らず， を得ない事 があるときは，学生は，教授会の議を経て，協定に基づか

ずに の 学の 学 の授業科 を することができる。

3 前 2 項の規定により した授業科 に いて 得した は，教授会の議を経て，8 (

により の 学の 学 において 得した にあ ては，10 )を と

して第 31 条に規定する として認めることができる。

( に の の に した授業 の の取 )

第 22 条の 2 学生が教授会の議を経て， 学期間中に 科と協定を している の 学の 学 にお

いて した授業科 に いて 得した を， 科において 得したものとみなすことができる。

2 前項の規定にかか らず， を得ない事 があるときは，学生が 学期間中に協定に基づかずに

の 学の 学 において した授業科 に いて 得した を，教授会の議を経て， 科において

得したものとみなすことができる。

3 前 2 項の規定により 得したものとみなすことができる 数は，前条第 3 項により 科において

得したものとみなす 数と て，8 ( により の 学の

学 において 得した にあ ては，10 )を として，第 31 条に規定する として認めること

ができる。

( の の )

第 23 条 教学規則第 75 条の規定に基づく 得 の認定は，教授会の議を経て行う。

2 得 の認定を受けようとする者は， 定の期日までに必要な書類を 科長に しなければな

らない。

3 第 1 項の規定により認定された 数は， 学及び 学の を除き，本学において 得した

以 のものに いては，10 を として第 31 条に規定する として認めることができる。

(授業 の )

第 23 条の 2 第 21 条第 3 項，第 22 条第 3 項，第 22 条の 2 第 3 項及び前条第 3 項に規定する の認定で

きる 計 数は，第 21 条から前条までの規定にかか らず 12 を とする。

( の )

第 24 条 学生は，教授会の議を経て，本学の他の 科 は 科と協定している他 学の 学 しく

は 等( の 関を 。)において を受けることができる。この において，当該

を受けることができる期間は，1 年を えないものとする。

( )

第 25 条 学生は，第 22 条及び前条の規定に基づき， の 学 は 関に 学しようとするときは，

科長の許可を受けなければならない。

2 前項の規定により 学した期間は，第 13 条に規定する 業年 に算 する。

( )

第 26 条 学期間は，1 年以 とする。ただし， 別の理由があると認めるときは， 科長は， に 年

を えない において 学期間の 長を認めることができる。当該 長に る期間が した に

おいて，これを に 長しようとするときも， とする。

2 学期間は， 算して前期 程にあ ては 2 年，後期 程にあ ては 3 年を えることはできない。

3 学期間は， 学年数に算 しない。

第 27 条 除

( の授 )

第 28 条 授業科 を し， に した者には， 定の を える。

2 は， ， しくは 等により， はこれらの により行う。

( の の )

第 29 条 の関 分 に関する理 等を判定するため， 及び学 の

の 認を行う。

2 前項の に しなければ， を することができない。

( の )

第 30 条 学 の 及び に いては， 学学 規程(平成 16 年 4 月 1 日 定)及び

学学 規程 協 科 則(平成 16 年 4 月 1 日 定)の定めるとこ による。
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2 学に関し必要な事項は，別に定める。

( )

第 12 条 学 者に する ， 続等は，教授会の議を経て， 科長が定める。

( 業年 )

第 13 条 科の 業年 は，前期 程 2 年，後期 程 3 年の 5 年とする。

( 年 )

第 14 条 学生は，前期 程にあ ては 4 年，後期 程にあ ては 6 年を えて 学することはできない。

( )

第 15 条 科における教 は，授業科 の授業及び学 の 成等に する (以下「 」と

いう。)によ て行う。

2 科において教 別の必要があると認められる には， 間その他 定の 間 は 期におい

て授業 は を行う等の 当な により教 を行うことができる。

(授業 )

第 16 条 科の授業科 ， 数等は，別 第 1 及び別 第 2 のとおりとする。

2 前項に規定するもののほか， に授業科 を することがあり，その授業科 及び 数等は，

の 定める。

( の )

第 17 条 各授業科 の の計算は，次の基 による。

(1) 及び に いては，15 間の授業をも て 1 とする。

(2) 実 等に いては，30 間の授業をも て 1 とする。

( )

第 18 条 を 当する教員(以下「 教員」という。)は，教授会の議を経て， 科長が定める。

( )

第 19 条 第 29 条に規定する に した学生 とに， 委員を くことができる。

2 委員は， 教員を する。

( )

第 20 条 学生は， 教員の 認を得て， 学後 定の期日までに学 計 を 科長に し，許可を

受けなければならない。

(授業 の )

第 21 条 学生は， しようとする授業科 (他の の授業科 を 。)を 定の期日までに，

科長に け なければならない。

2 学生は，他の 科の授業科 は学部の 科 ( 基 科 を除く。以下 じ。)を しようと

するときは， 教員の 認を得た ， 科長を経て，当該 科長 は当該学部長の許可を受けなけ

ればならない。

3 前 2 項の規定により した他の は他の 科の授業科 に いて 得した は，教授会の

議を経て， て 12 を として，第 31 条に規定する として認めることができる。

( の授業 の )

第 22 条 学生は，教授会の議を経て， 科と協定を している他 学( の 学を 。以下

じ。)の 学 の授業科 を することができる。

2 前項の規定にかか らず， を得ない事 があるときは，学生は，教授会の議を経て，協定に基づか

ずに の 学の 学 の授業科 を することができる。

3 前 2 項の規定により した授業科 に いて 得した は，教授会の議を経て，8 (

により の 学の 学 において 得した にあ ては，10 )を と

して第 31 条に規定する として認めることができる。

( に の の に した授業 の の取 )

第 22 条の 2 学生が教授会の議を経て， 学期間中に 科と協定を している の 学の 学 にお

いて した授業科 に いて 得した を， 科において 得したものとみなすことができる。

2 前項の規定にかか らず， を得ない事 があるときは，学生が 学期間中に協定に基づかずに

の 学の 学 において した授業科 に いて 得した を，教授会の議を経て， 科において

得したものとみなすことができる。

3 前 2 項の規定により 得したものとみなすことができる 数は，前条第 3 項により 科において

得したものとみなす 数と て，8 ( により の 学の

学 において 得した にあ ては，10 )を として，第 31 条に規定する として認めること

ができる。

( の の )

第 23 条 教学規則第 75 条の規定に基づく 得 の認定は，教授会の議を経て行う。

2 得 の認定を受けようとする者は， 定の期日までに必要な書類を 科長に しなければな

らない。

3 第 1 項の規定により認定された 数は， 学及び 学の を除き，本学において 得した

以 のものに いては，10 を として第 31 条に規定する として認めることができる。

(授業 の )

第 23 条の 2 第 21 条第 3 項，第 22 条第 3 項，第 22 条の 2 第 3 項及び前条第 3 項に規定する の認定で

きる 計 数は，第 21 条から前条までの規定にかか らず 12 を とする。

( の )

第 24 条 学生は，教授会の議を経て，本学の他の 科 は 科と協定している他 学の 学 しく

は 等( の 関を 。)において を受けることができる。この において，当該

を受けることができる期間は，1 年を えないものとする。

( )

第 25 条 学生は，第 22 条及び前条の規定に基づき， の 学 は 関に 学しようとするときは，

科長の許可を受けなければならない。

2 前項の規定により 学した期間は，第 13 条に規定する 業年 に算 する。

( )

第 26 条 学期間は，1 年以 とする。ただし， 別の理由があると認めるときは， 科長は， に 年

を えない において 学期間の 長を認めることができる。当該 長に る期間が した に

おいて，これを に 長しようとするときも， とする。

2 学期間は， 算して前期 程にあ ては 2 年，後期 程にあ ては 3 年を えることはできない。

3 学期間は， 学年数に算 しない。

第 27 条 除

( の授 )

第 28 条 授業科 を し， に した者には， 定の を える。

2 は， ， しくは 等により， はこれらの により行う。

( の の )

第 29 条 の関 分 に関する理 等を判定するため， 及び学 の

の 認を行う。

2 前項の に しなければ， を することができない。

( の )

第 30 条 学 の 及び に いては， 学学 規程(平成 16 年 4 月 1 日 定)及び

学学 規程 協 科 則(平成 16 年 4 月 1 日 定)の定めるとこ による。
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(成 )

第 30 条の 2 教学規則第 73 条の 2 に規定する成 基 に いては，別に定める。

( の )

第 31 条 前期 程の 要 は，前期 程に 2 年以 学し，別 第 1 の定めるとこ に て 30 以

を 得し，か ，必要な を受けた ， は 定の に いての の成 の 及

び に することとする。ただし， 学期間に関しては， れた業 を た者に いては，前

期 程に 1 年以 学すれば りるものとする。

( の )

第 32 条 程の 要 は，前期 程 は 程 後，後期 程に 3 年以 学し，別 第 2 の

定めるとこ に て 8 以 を 得し，か ，必要な を受けた ， の 及び

に することとする。ただし， 学期間に関しては， れた 業 を た者に いては，後期

程に 1 年(2 年未 の 学期間をも て 程，前期 程 は 学 程を した者にあ ては，

当該 学期間を めて 3 年)以 学すれば りるものとする。

( に たる の )

第 32 条の 2 学生は， 業を している等の事 により， 業年 を えて 定の期間に たり計

に教 程を し することを するときは， 科長の許可を得て，その計 な 以下

「長期 」という。 を行うことができる。

2 長期 に関し必要な事項は，別に定める。

( の授 )

第 33 条 定の 程を した者には，その 程に じ は の学 を授 する。

2 前項の学 を授 するに当た ては，次の 分に い， 分 の を付 するものとする。

の学 を授 する

政策 学 は経 学

協 政策 学， 学 は政 学

協 政策 学， 学 は経 学

の学 を授 する

政策 学 は経 学

協 政策 学 ， 学 は政 学

協 政策 学 ， 学 は経 学

( )

第 34 条 科と協定している他 学 学 の学生で， 科の 別 学生を する者は，別に定め

るとこ により， 学 を経由して， 科長に い るものとする。

2 別 学生の受 れの 期は，その しようとする授業科 が される学期の めとし， 期

間は，当該授業科 の 期間とする。

( )

第 35 条 科と協定している他 学 学 の学生で， 科において 別 学生として を受

けようとする者は，別に定めるとこ により， 学 を経由して 科長に い るものとする。

2 別 学生に関し必要な事項は，別に定める。

( )

第 36 条 科において， 定の 事項に いて することを する者があるときは，教授会の議

を経て， 生として 学を許可することがある。

2 生は， 科 当の教員の の下に を行うものとする。

3 生に関し必要な事項は，別に定める。

(雑 則)

第 37 条 この規則に定めるもののほか，この規則の実施に関し必要な事項は，教授会の議を経て， 科

長が定める。

附 則

1 この規則は，平成 16 年 4 月 1日から施行する。

2 この規則施行の に 学する者に いては，改正後の 学 学 協 科規則の規定にかか らず， 学学則等

を する規則(平成 16 年 4 月 1日 定)第 2 条の規定による 前の 学 学 協 科規則の規定の による。

3 前項に規定する者に して，改正後の授業科 を さ る必要が生じた の取扱いに いては，教授会が定める。

附 則(平成 16 年 7 月 29 日)

1 この規則は，平成 16 年 10 月 1 日から施行する。

2 この規則施行の に 学する者に いては，なお 前の による。

附 則(平成 17 年 3 月 31 日)

1 この規則は，平成 17 年 4 月 1日から施行する。

2 この規則施行の に 学する者に いては，なお 前の による。

3 前項に規定する者に して，改正後の授業科 を さ る必要が生じた の取扱いに いては，教授会が定める。

附 則(平成 18 年 2 月 17 日)

1 この規則は，平成 18 年 4 月 1日から施行し，改正後の第 10 条第 2 号の規定は平成 17 年 10 月 1日から， 条第 6 号の規定は平成

17 年 12 月 1 日から する。

2 この規則施行の に 学する者に いては，なお 前の による。

3 前項に規定する者に して，改正後の授業科 を さ る必要が生じた の取扱いに いては，教授会が定める。

附 則(平成 18 年 9 月 22 日)

1 この規則は，平成 18 年 10 月 1 日から施行する。

2 この規則施行の に 学する者に いては，なお 前の による。

附 則(平成 19 年 3 月 30 日)

1 この規則は，平成 19 年 4 月 1日から施行する。

2 この規則施行の に 学する者に いては，なお 前の による。

3 前項に規定する者に して，改正後の授業科 を さ る必要が生じた の取扱いに いては，教授会が定める。

附 則(平成 20 年 1 月 21 日)

この規則は，平成 20 年 3 月 31 日から施行し，改正後の第 9 条第 2 号の規定は，平成 19 年 12 月 26日から する。

附 則(平成 20 年 3 月 31 日)

1 この規則は，平成 20 年 4 月 1日から施行する。

2 この規則施行の に 学する者に いては，なお 前の による。

3 前項に規定する者に して，改正後の授業科 を さ る必要が生じた の取扱いに いては，教授会が定める。

附 則(平成 21 年 2 月 12 日)

この規則は，平成 21 年 2 月 16 日から施行する。

附 則(平成 21 年 3 月 11 日)

1 この規則は，平成 21 年 4 月 1日から施行する。

2 この規則施行の に 学する者に いては，なお 前の による。

3 前項に規定する者に して，改正後の授業科 を さ る必要が生じた の取扱いに いては，教授会が定める。

附 則(平成 23 年 3 月 29 日)

1 この規則は，平成 23 年 4 月 1日から施行する。

2 この規則施行の に 学する者に いては，改正後の別 第 1 の規定にかか らず，なお 前の による。

附 則(平成 23 年 9 月 27 日)

1 この規則は，平成 24 年 4 月 1日から施行する。

2 この規則施行の に 学する者に いては，なお 前の による。

附 則(平成 24 年 3 月 21 日)

この規則は，平成 24 年 4 月 1 日から施行する。

附 則(平成 25 年 3 月 27 日)

この規則は，平成 25 年 4 月 1 日から施行する。

附 則(平成 26 年 3 月 26 日)

1 この規則は，平成 26 年 4 月 1日から施行する。

2 この規則施行の に 学する者に いては，なお 前の による。

附 則(平成 26 年 6 月 9 日)

この規則は，平成 26 年 6 月 9 日から施行し，改正後の 学 学 協 科規則の規定は，平成 26 年 4 月 1 日から す

る。

附 則(平成 27 年 3 月 31 日)

1 この規則は，平成 27 年 4 月 1日から施行する。

2 この規則施行の に 学する者に いては，なお 前の による。

附 則(平成 28 年 3 月 31 日)

1 この規則は，平成 28 年 4 月 1日から施行する。

2 この規則施行の に 学する者に いては，なお 前の による。

附 則(平成 28 年 11 月 30 日)

1 この規則は，平成 28 年 11 月 30 日から施行する。

2 この規則の規定による改正前の 学 学 協 科規則第 6 条第 3 項の規定にかか らず，この規則施行の に
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(成 )

第 30 条の 2 教学規則第 73 条の 2 に規定する成 基 に いては，別に定める。

( の )

第 31 条 前期 程の 要 は，前期 程に 2 年以 学し，別 第 1 の定めるとこ に て 30 以

を 得し，か ，必要な を受けた ， は 定の に いての の成 の 及

び に することとする。ただし， 学期間に関しては， れた業 を た者に いては，前

期 程に 1 年以 学すれば りるものとする。

( の )

第 32 条 程の 要 は，前期 程 は 程 後，後期 程に 3 年以 学し，別 第 2 の

定めるとこ に て 8 以 を 得し，か ，必要な を受けた ， の 及び

に することとする。ただし， 学期間に関しては， れた 業 を た者に いては，後期

程に 1 年(2 年未 の 学期間をも て 程，前期 程 は 学 程を した者にあ ては，

当該 学期間を めて 3 年)以 学すれば りるものとする。

( に たる の )

第 32 条の 2 学生は， 業を している等の事 により， 業年 を えて 定の期間に たり計

に教 程を し することを するときは， 科長の許可を得て，その計 な 以下

「長期 」という。 を行うことができる。

2 長期 に関し必要な事項は，別に定める。

( の授 )

第 33 条 定の 程を した者には，その 程に じ は の学 を授 する。

2 前項の学 を授 するに当た ては，次の 分に い， 分 の を付 するものとする。

の学 を授 する

政策 学 は経 学

協 政策 学， 学 は政 学

協 政策 学， 学 は経 学

の学 を授 する

政策 学 は経 学

協 政策 学 ， 学 は政 学

協 政策 学 ， 学 は経 学

( )

第 34 条 科と協定している他 学 学 の学生で， 科の 別 学生を する者は，別に定め

るとこ により， 学 を経由して， 科長に い るものとする。

2 別 学生の受 れの 期は，その しようとする授業科 が される学期の めとし， 期

間は，当該授業科 の 期間とする。

( )

第 35 条 科と協定している他 学 学 の学生で， 科において 別 学生として を受

けようとする者は，別に定めるとこ により， 学 を経由して 科長に い るものとする。

2 別 学生に関し必要な事項は，別に定める。

( )

第 36 条 科において， 定の 事項に いて することを する者があるときは，教授会の議

を経て， 生として 学を許可することがある。

2 生は， 科 当の教員の の下に を行うものとする。

3 生に関し必要な事項は，別に定める。

(雑 則)

第 37 条 この規則に定めるもののほか，この規則の実施に関し必要な事項は，教授会の議を経て， 科

長が定める。

附 則

1 この規則は，平成 16 年 4 月 1日から施行する。

2 この規則施行の に 学する者に いては，改正後の 学 学 協 科規則の規定にかか らず， 学学則等

を する規則(平成 16 年 4 月 1日 定)第 2 条の規定による 前の 学 学 協 科規則の規定の による。

3 前項に規定する者に して，改正後の授業科 を さ る必要が生じた の取扱いに いては，教授会が定める。

附 則(平成 16 年 7 月 29 日)

1 この規則は，平成 16 年 10 月 1 日から施行する。

2 この規則施行の に 学する者に いては，なお 前の による。

附 則(平成 17 年 3 月 31 日)

1 この規則は，平成 17 年 4 月 1日から施行する。

2 この規則施行の に 学する者に いては，なお 前の による。

3 前項に規定する者に して，改正後の授業科 を さ る必要が生じた の取扱いに いては，教授会が定める。

附 則(平成 18 年 2 月 17 日)

1 この規則は，平成 18 年 4 月 1日から施行し，改正後の第 10 条第 2 号の規定は平成 17 年 10 月 1日から， 条第 6 号の規定は平成

17 年 12 月 1 日から する。

2 この規則施行の に 学する者に いては，なお 前の による。

3 前項に規定する者に して，改正後の授業科 を さ る必要が生じた の取扱いに いては，教授会が定める。

附 則(平成 18 年 9 月 22 日)

1 この規則は，平成 18 年 10 月 1 日から施行する。

2 この規則施行の に 学する者に いては，なお 前の による。

附 則(平成 19 年 3 月 30 日)

1 この規則は，平成 19 年 4 月 1日から施行する。

2 この規則施行の に 学する者に いては，なお 前の による。

3 前項に規定する者に して，改正後の授業科 を さ る必要が生じた の取扱いに いては，教授会が定める。

附 則(平成 20 年 1 月 21 日)

この規則は，平成 20 年 3 月 31 日から施行し，改正後の第 9 条第 2 号の規定は，平成 19 年 12 月 26日から する。

附 則(平成 20 年 3 月 31 日)

1 この規則は，平成 20 年 4 月 1日から施行する。

2 この規則施行の に 学する者に いては，なお 前の による。

3 前項に規定する者に して，改正後の授業科 を さ る必要が生じた の取扱いに いては，教授会が定める。

附 則(平成 21 年 2 月 12 日)

この規則は，平成 21 年 2 月 16 日から施行する。

附 則(平成 21 年 3 月 11 日)

1 この規則は，平成 21 年 4 月 1日から施行する。

2 この規則施行の に 学する者に いては，なお 前の による。

3 前項に規定する者に して，改正後の授業科 を さ る必要が生じた の取扱いに いては，教授会が定める。

附 則(平成 23 年 3 月 29 日)

1 この規則は，平成 23 年 4 月 1日から施行する。

2 この規則施行の に 学する者に いては，改正後の別 第 1 の規定にかか らず，なお 前の による。

附 則(平成 23 年 9 月 27 日)

1 この規則は，平成 24 年 4 月 1日から施行する。

2 この規則施行の に 学する者に いては，なお 前の による。

附 則(平成 24 年 3 月 21 日)

この規則は，平成 24 年 4 月 1 日から施行する。

附 則(平成 25 年 3 月 27 日)

この規則は，平成 25 年 4 月 1 日から施行する。

附 則(平成 26 年 3 月 26 日)

1 この規則は，平成 26 年 4 月 1日から施行する。

2 この規則施行の に 学する者に いては，なお 前の による。

附 則(平成 26 年 6 月 9 日)

この規則は，平成 26 年 6 月 9 日から施行し，改正後の 学 学 協 科規則の規定は，平成 26 年 4 月 1 日から す

る。

附 則(平成 27 年 3 月 31 日)

1 この規則は，平成 27 年 4 月 1日から施行する。

2 この規則施行の に 学する者に いては，なお 前の による。

附 則(平成 28 年 3 月 31 日)

1 この規則は，平成 28 年 4 月 1日から施行する。

2 この規則施行の に 学する者に いては，なお 前の による。

附 則(平成 28 年 11 月 30 日)

1 この規則は，平成 28 年 11 月 30 日から施行する。

2 この規則の規定による改正前の 学 学 協 科規則第 6 条第 3 項の規定にかか らず，この規則施行の に
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科長である者の 期の 期は，平成 29 年 3 月 31 日とする。

附 則(平成 29 年 3 月 31 日)

1 この規則は，平成 29 年 4 月 1日から施行する。

2 この規則施行の に 学する者に いては，なお 前の による。

附 則(平成 29 年 5 月 23 日)

この規則は，平成 29 年 5 月 23 日から施行し，改正後の第 9 条第 1 項第 6 号の規定は，平成 28 年 4月 1 日から する。

附 則(平成 29 年 9 月 22 日)

この規則は，平成 29 年 10 月 1 日から施行する。

附 則(平成 30 年 9 月 26 日)

この規則は，平成 30 年 10 月 1 日から施行する。

附 則(令和 2 年 2 月 25 日)

1 この規則は，令和 2 年 2 月 25 日から施行し 改正後の 学 学 協 科の規定は 平成 31 年 4 月 1 日から する。

2 平成 31 年 3 月 31 日に に 学する者に いては，なお 前の による。

附 則(令和 2 年 3 月 31 日)

1 この規則は，令和 2 年 4 月 1日から施行する。

2 この規則施行の に 学する者に いては，なお 前の による。

附 則(令和 2 年 12 月 1 日)

この規則は，令和 2 年 12 月 1日から施行し，改正後の 学 学 協 科規則の規定は，平成 31 年 4 月 1 日から す

る。

附 則(令和 3 年 1 月 19 日)

1 この規則は，令和 3 年 2 月 1日から施行する。

2 この規則施行の に 長である者の 期の 期は，令和 3 年 3 月 31 日とする。

附 則(令和 3 年 3 月 30 日)

1 この規則は，令和 3 年 4 月 1日から施行する。

附 則(令和 3 年 9 月 27 日)

1 この規則は，令和 3 年 9 月 27日から施行し，改正後の 学 学 協 科規則の規定は，令和 3 年 4 月 1 日から す

る。

2 令和 3 年 3月 31 日に に 学する者 以下「 学者」という。 及び令和 3 年 4 月 1 日以後において 学者の する年次に 学

する者に いては，なお 前の による。

附 則(令和 4 年 3 月 31 日)

1 この規則は, 令和 4 年 4 月 1日から施行する。

2 令和 4 年 3月 31 日に に 学する者 以下「 学者」という。 及び令和 4 年 4 月 1 日以後において 学者の する年次に 学

する者に いては，なお 前の による。

附 則(令和 5 年 3 月 31 日)

この規則は，令和 5 年 4 月 1 日から施行する。
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科長である者の 期の 期は，平成 29 年 3 月 31 日とする。

附 則(平成 29 年 3 月 31 日)

1 この規則は，平成 29 年 4 月 1日から施行する。

2 この規則施行の に 学する者に いては，なお 前の による。

附 則(平成 29 年 5 月 23 日)

この規則は，平成 29 年 5 月 23 日から施行し，改正後の第 9 条第 1 項第 6 号の規定は，平成 28 年 4月 1 日から する。

附 則(平成 29 年 9 月 22 日)

この規則は，平成 29 年 10 月 1 日から施行する。

附 則(平成 30 年 9 月 26 日)

この規則は，平成 30 年 10 月 1 日から施行する。

附 則(令和 2 年 2 月 25 日)

1 この規則は，令和 2 年 2 月 25 日から施行し 改正後の 学 学 協 科の規定は 平成 31 年 4 月 1 日から する。

2 平成 31 年 3 月 31 日に に 学する者に いては，なお 前の による。

附 則(令和 2 年 3 月 31 日)

1 この規則は，令和 2 年 4 月 1日から施行する。

2 この規則施行の に 学する者に いては，なお 前の による。

附 則(令和 2 年 12 月 1 日)

この規則は，令和 2 年 12 月 1日から施行し，改正後の 学 学 協 科規則の規定は，平成 31 年 4 月 1 日から す

る。

附 則(令和 3 年 1 月 19 日)

1 この規則は，令和 3 年 2 月 1日から施行する。

2 この規則施行の に 長である者の 期の 期は，令和 3 年 3 月 31 日とする。

附 則(令和 3 年 3 月 30 日)

1 この規則は，令和 3 年 4 月 1日から施行する。

附 則(令和 3 年 9 月 27 日)

1 この規則は，令和 3 年 9 月 27日から施行し，改正後の 学 学 協 科規則の規定は，令和 3 年 4 月 1 日から す

る。

2 令和 3 年 3月 31 日に に 学する者 以下「 学者」という。 及び令和 3 年 4 月 1 日以後において 学者の する年次に 学

する者に いては，なお 前の による。

附 則(令和 4 年 3 月 31 日)

1 この規則は, 令和 4 年 4 月 1日から施行する。

2 令和 4 年 3月 31 日に に 学する者 以下「 学者」という。 及び令和 4 年 4 月 1 日以後において 学者の する年次に 学

する者に いては，なお 前の による。

附 則(令和 5 年 3 月 31 日)

この規則は，令和 5 年 4 月 1 日から施行する。
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(平成 16 年 4 月 1 日 定)
改正 平成 17 年 3 月 3 1 日 平成 18 年 2 月 17 日

平成 19 年 3 月 3 0 日 平成 20 年 3 月 3 1 日

平成 21 年 3 月 3 1 日 平成 24 年 12 月 6 日

平成 27 年 3 月 3 1 日 平成 29 年 5 月 23 日

令和 2 年 12 月 1 日

( )

第 1 条 この規程は， 学 学 協 科規則(平成 16 年 4 月 1 日 定)第 3 6 条第 3 項の規定

に基づき， 学 学 協 科(以下「 科」という。)の 生に関する必要な事項を定め

るものとする。

( )

第 2 条 生として 学することのできる者は，次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 学を 業した者

(2) 学 教 ( 和 22 年 第 26 号)第 104 条第 7 項の規定により学 の学 が授 された者

(3 ) において，学 教 における 16 年の 程を した者

(4) 部科学 の 定した者( 和 28 年 部 第 5 号)
(5) 科において， 学を 業した者と 等以 の学 があると認めた者

( の )

第 3 条 生の 学の 期は，4 月 1 日及び 10 月 1 日とする。ただし， 学 学 協 科

教授会(以下「教授会」という。)の議を経て， に必要と認めたときは，この りでない。

( )

第 4 条 生として 学を する者は， 定の期日までに， 定料を納付した ，次の各号に る

書類を 学 学 協 科長(以下「 科長」という。)に しなければならない。

(1) 生 書( 定の )
(2) 計 書

(3 ) 書( 定の )
(4) 学 の成 明書及び 業 明書 は 明書

(5) ( 前 3 月以 に したもの)
(6 ) 替 受付 明書( 定の )
(7) その他 科において必要と認める書類

2 会 等( を 。以下 じ。)に している者は，前項各号に る書類のほか，次の各号に

る書類を しなければならない。

(1) のための 生を するものであることを した本 の 書

(2) 会 等の事業 の のためにその者を するものでないことを した 長の 書

(3 ) のまま 生として 学することに いての 長の 書

3 日本に している にあ ては，第1項各号及び前項各号に る書類のほか， の し

日前 3 0日以 に 成されたものに る。 はこれに る書類を しなければならない。

( )

第 5 条 学 者に する は，書類 及び により行う。

2 前項の規定にかか らず，必要と認めたときは， 学 学 協 科教授会(以下「教授会」

という。)の議を経て， を することができる。
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(1) のための 生を するものであることを した本 の 書

(2) 会 等の事業 の のためにその者を するものでないことを した 長の 書

(3 ) のまま 生として 学することに いての 長の 書

3 日本に している にあ ては，第1項各号及び前項各号に る書類のほか， の し

日前 3 0日以 に 成されたものに る。 はこれに る書類を しなければならない。

( )

第 5 条 学 者に する は，書類 及び により行う。

2 前項の規定にかか らず，必要と認めたときは， 学 学 協 科教授会(以下「教授会」

という。)の議を経て， を することができる。
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( 料 授業料)

第 6 条 に した者は， 定の期日までに 学料及び授業料を納付しなければならない。

( )

第 7 条 生の 期間は，1 年以 とする。ただし， 別の理由により き続き を い た者に

いては，教授会の議を経て，1 年を として 期間の 長を許可することがある。この にお

ける 期間は，当 の 期間と 続して 長 2 年までとする。

( )

第 8 条 生は， 教員の の下で を行うものとする。

2 生は， 教員の 認を得て， に関 のある授業を することができる。ただし， に

しては，当該授業科 の 当教員の許可を受けなければならない。

( の )

第 9 条 事項に いて 明を い た者には， 明書を 付する。

( )

第 10 条 生が 学しようとするときは， 教員を経て， 科長に い て許可を受けなければな

らない。

( )

第 11 条 生が次の各号のいずれかに該当するときは，教授会の議を経て， 科長がこれを除 す

る。

(1) その他の理由により成業の みがないと認められるとき。

(2) 授業料納付の を たとき。

(雑 則)

第 12 条 この規程に定めるもののほか，この規程の実施に関し必要な事項は，教授会が定める。

附 則

この規程は，平成 16 年 4 月 1 日から施行する。

附 則 平成 17 年 3 月 31 日

この規程は，平成 17 年 4 月 1 日から施行する。

附 則 平成 18 年 2 月 17 日

この規程は，平成 18 年 2 月 17 日から施行し，改正後の 学 学 協 科 生規程の規定は，平成

17 年 10 月 1 日から する。

附 則 平成 19 年 3 月 30 日

この規程は，平成 19 年 4 月 1 日から施行する。

附 則 平成 20 年 3 月 31 日

この規程は，平成 20 年 3 月 3 1 日から施行し，改正後の第 2 条第 2 号の規定は，平成 19 年 12 月 26 日から す

る。

附 則 平成 21 年 3 月 31 日

この規程は，平成 21 年 4 月 1 日から施行する。

附 則 平成24年12月6日

この規程は，平成 24 年 12 月 6 日から施行し，改正後の第 条第 項の規定は，平成 24 年 7 月 9 日から する。

附 則 平成 27 年 3 月 31 日

この規程は，平成 27 年 4 月 1 日から施行する。

附 則 平成 29 年 5 月 23 日

この規程は，平成 29 年 5 月 23 日から施行する。

附 則 令和 2 年 12 月 1 日

この規程は，令和 2 年 12 月 1 日から施行し，改正後の 学 学 協 科 生規程の規定は，平成

3 1 年 4 月 1 日から する。

学 学 協 科規則第 3 5 条の規定に基づき，他 学 学 から 別 学生の受 れ

の があ たときは，他 学 学 との協定に基づき，教授会の議を経て，当該学生が 学 協

科において を受けることを許可する。

受 れの 期及び 期間

別 学生の受 れの 期は，4 月及び 10 月とする。期間は 則として 1 年以 とする。ただし，

必要と認めたときは，教授会の議を経て期間を することができる。

授業料等の免除

他 学 学 との協定に基づき，授業料， 学料及び 定料を 徴収とすることができる。

授業科 の

別 学生は， 教員及び授業科 当教員の 認を得て， に関 のある授業科 を す

ることができる。

許可の取消し

別 学生が次のいずれかに該当するときは，受 れの許可を取り消すことがある。

成業の みがないと認められるとき。

本学の 規則に し， は学生の本分に する行 があると認められるとき。

附 則

この 規は，2004 年 4 月 1 日から施行する。

附 則

この 規は，2007 年 10 月 1 日から施行する。

附 則

この 規は，2015 年 4 月 1 日から施行する。

－ 44 － － 45 －



( 料 授業料)

第 6 条 に した者は， 定の期日までに 学料及び授業料を納付しなければならない。

( )

第 7 条 生の 期間は，1 年以 とする。ただし， 別の理由により き続き を い た者に

いては，教授会の議を経て，1 年を として 期間の 長を許可することがある。この にお

ける 期間は，当 の 期間と 続して 長 2 年までとする。

( )

第 8 条 生は， 教員の の下で を行うものとする。

2 生は， 教員の 認を得て， に関 のある授業を することができる。ただし， に

しては，当該授業科 の 当教員の許可を受けなければならない。

( の )

第 9 条 事項に いて 明を い た者には， 明書を 付する。

( )

第 10 条 生が 学しようとするときは， 教員を経て， 科長に い て許可を受けなければな

らない。

( )

第 11 条 生が次の各号のいずれかに該当するときは，教授会の議を経て， 科長がこれを除 す

る。

(1) その他の理由により成業の みがないと認められるとき。

(2) 授業料納付の を たとき。

(雑 則)

第 12 条 この規程に定めるもののほか，この規程の実施に関し必要な事項は，教授会が定める。

附 則

この規程は，平成 16 年 4 月 1 日から施行する。

附 則 平成 17 年 3 月 31 日

この規程は，平成 17 年 4 月 1 日から施行する。

附 則 平成 18 年 2 月 17 日

この規程は，平成 18 年 2 月 17 日から施行し，改正後の 学 学 協 科 生規程の規定は，平成

17 年 10 月 1 日から する。

附 則 平成 19 年 3 月 30 日

この規程は，平成 19 年 4 月 1 日から施行する。

附 則 平成 20 年 3 月 31 日

この規程は，平成 20 年 3 月 3 1 日から施行し，改正後の第 2 条第 2 号の規定は，平成 19 年 12 月 26 日から す

る。

附 則 平成 21 年 3 月 31 日

この規程は，平成 21 年 4 月 1 日から施行する。

附 則 平成24年12月6日

この規程は，平成 24 年 12 月 6 日から施行し，改正後の第 条第 項の規定は，平成 24 年 7 月 9 日から する。

附 則 平成 27 年 3 月 31 日

この規程は，平成 27 年 4 月 1 日から施行する。

附 則 平成 29 年 5 月 23 日

この規程は，平成 29 年 5 月 23 日から施行する。

附 則 令和 2 年 12 月 1 日

この規程は，令和 2 年 12 月 1 日から施行し，改正後の 学 学 協 科 生規程の規定は，平成

3 1 年 4 月 1 日から する。

学 学 協 科規則第 3 5 条の規定に基づき，他 学 学 から 別 学生の受 れ

の があ たときは，他 学 学 との協定に基づき，教授会の議を経て，当該学生が 学 協

科において を受けることを許可する。

受 れの 期及び 期間

別 学生の受 れの 期は，4 月及び 10 月とする。期間は 則として 1 年以 とする。ただし，

必要と認めたときは，教授会の議を経て期間を することができる。

授業料等の免除

他 学 学 との協定に基づき，授業料， 学料及び 定料を 徴収とすることができる。

授業科 の

別 学生は， 教員及び授業科 当教員の 認を得て， に関 のある授業科 を す

ることができる。

許可の取消し

別 学生が次のいずれかに該当するときは，受 れの許可を取り消すことがある。

成業の みがないと認められるとき。

本学の 規則に し， は学生の本分に する行 があると認められるとき。

附 則

この 規は，2004 年 4 月 1 日から施行する。

附 則

この 規は，2007 年 10 月 1 日から施行する。

附 則

この 規は，2015 年 4 月 1 日から施行する。
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2010 年 12 月 1 日 定

学 学 協 科規則第 3 4 条の規定に基づき， 学 協 科 以下「 科」と

いう。 と協定している他 学 学 の 学を 。以下 じ。 から 別 学生の受 れ が

あ たときは，教授会の議を経て， 別 学生として受 れを許可する。

受 期及び 期間

別 学生の受 期は，学期の めとする。期間は 則として 1 年以 とする。ただし，必要と認め

るときは，教授会の議を経て期間を することができる。

授業料等の免除

他 学 学 との協定に基づき，授業料， 学料及び 定料を 徴収とすることができる。

許可の取消し

別 学生が次のいずれかに該当すると認められる は，許可を取り消すことがある。

成業の みがないと認められるとき。

本学の 規則に し， は学生の本分に する行 があると認められるとき。

附 則

この 規は，2011 年 4 月 1 日から施行する。

附 則

この 規は，2015 年 4 月 1 日から施行する。

Ⅲ
履
修
関  

係
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2010 年 12 月 1 日 定

学 学 協 科規則第 3 4 条の規定に基づき， 学 協 科 以下「 科」と

いう。 と協定している他 学 学 の 学を 。以下 じ。 から 別 学生の受 れ が

あ たときは，教授会の議を経て， 別 学生として受 れを許可する。

受 期及び 期間

別 学生の受 期は，学期の めとする。期間は 則として 1 年以 とする。ただし，必要と認め

るときは，教授会の議を経て期間を することができる。

授業料等の免除

他 学 学 との協定に基づき，授業料， 学料及び 定料を 徴収とすることができる。

許可の取消し

別 学生が次のいずれかに該当すると認められる は，許可を取り消すことがある。

成業の みがないと認められるとき。

本学の 規則に し， は学生の本分に する行 があると認められるとき。

附 則

この 規は，2011 年 4 月 1 日から施行する。

附 則

この 規は，2015 年 4 月 1 日から施行する。

Ⅲ
履
修
関  

係
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(日 )

1.

学 学 協 科 ( 日本 ) 程前期 程 以下 「前期 程」と

いう で取得することのできる学 の 号は次のとおりである。

 学

 経 学

 学

 政 学

各教員のもとで取得可 な学 に いては 「別 」を

2. の

( 1)  基本 要

前期 程において の学 を取得するためには 次の基本 要 を たさなければな

らない。

 2 年間以 の 学

 8 以 の 得

 22 以 の 得

 の 及び の 則として までに に必要な 30
を 得しておかなければいけない。

なお 及び に いては 科規則の別 第 1 に されているので これを

のこと。

は 成 けた の であり 必 8 の は 教

員の日本 の を する。 き続き 教員の を することを 則とす

る。この他 当教員が認める に 以 の を することができるが

要 には されない。

関 経 政策

計 協 政 会 実

各 Special Lecture に いては 当教員が でなければ であ ても

できる。

海 実 に いては 教員 であ ても でき

るが 要 にはそれ れ 2 のみ算 できる。

( 2)  2 年未 での に いては 「 期 に関する 規」 のこと。

3. の

学 を取得しようとする 2 の 22 の中に 政策 別

以下 という。 の 科 4 ただし Academic Writing は除く を

めなければならない。

経 学 を取得しようとする 2 の 22 の中に 「 経

学 」及び「 経 学 」の 2 科 4 を めなければならない。ただし

会 別 により 学した者は 経 学 科が している「基 経 学」

「基 経 学」の 得により それ れ「 経 学 」「

経 学 」を 得したものとみなす。

の「Microeconomics」 「Macroeconomics」の 得による読み替えはで

きない。
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(日 )

1.

学 学 協 科 ( 日本 ) 程前期 程 以下 「前期 程」と

いう で取得することのできる学 の 号は次のとおりである。

 学

 経 学

 学

 政 学

各教員のもとで取得可 な学 に いては 「別 」を

2. の

( 1)  基本 要

前期 程において の学 を取得するためには 次の基本 要 を たさなければな

らない。

 2 年間以 の 学

 8 以 の 得

 22 以 の 得

 の 及び の 則として までに に必要な 30
を 得しておかなければいけない。

なお 及び に いては 科規則の別 第 1 に されているので これを

のこと。

は 成 けた の であり 必 8 の は 教

員の日本 の を する。 き続き 教員の を することを 則とす

る。この他 当教員が認める に 以 の を することができるが

要 には されない。

関 経 政策

計 協 政 会 実

各 Special Lecture に いては 当教員が でなければ であ ても

できる。

海 実 に いては 教員 であ ても でき

るが 要 にはそれ れ 2 のみ算 できる。

( 2)  2 年未 での に いては 「 期 に関する 規」 のこと。

3. の

学 を取得しようとする 2 の 22 の中に 政策 別

以下 という。 の 科 4 ただし Academic Writing は除く を

めなければならない。

経 学 を取得しようとする 2 の 22 の中に 「 経

学 」及び「 経 学 」の 2 科 4 を めなければならない。ただし

会 別 により 学した者は 経 学 科が している「基 経 学」

「基 経 学」の 得により それ れ「 経 学 」「

経 学 」を 得したものとみなす。

の「Microeconomics」 「Macroeconomics」の 得による読み替えはで

きない。
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4. の を に る の

に

( 1)  要 数 の算 に いて

得した 協 科前期 程以 の の を 要 数に算 する は

次の規定に なければならない。

及び 要 数算 に いては「別 」を のこと。

A 本 科が する の 及び本学他 科の て 12
を として算 できる。

B 協定のある別 に されている他 学 学 科の て 8
を として算 できる。 により の

学の 学 において 得した にあ ては 10
C の A B を て 12 を算 の とする。

D 別 の日本 と の する科 は 科 とも を 得し

ても らかの科 しか 要 とならない。また 読み替えもできない。

( 2)  学部の科 の

  できる学部の科 は 科 基 科 を除く に る。

  学部の科 を 要 に算 することはできない。

( 3)  他の 科 学部 他 学の 学 科における授業科 の

他の 科 学部 他 学の 学 科の を しようとする は

本 科及び の 科 学部の許可を得なければならない。

  本 科 授業科 と の他 科 授業科 を 得しても 則

として 要 に算 することはできない。また の本 科 授業科 に読み

替えることもできない。

  で される科 であ ても 学 を取得するために必要な

科 4 に算 することはできない。

  本 科の「 経 学 」と経 学 科の「基 経 学」を 取

得している 「基 経 学」の は 要 に算 できない。

  本 科の「 経 学 」と経 学 科の「基 経 学」を 取

得している 「基 経 学」の は 要 に算 できない。

( 4)  協 科前期 程以 の を 要 に算 することはできない。

5. の

教員の たす な 割は次のとおりである。

A 前期 程学生の授業科 に いての

B の それに関 る の 及び

C その他 学 の申請な 学生の の に関 る 業

教員は本 科学生の を する 要な存 であり に 必要があ

る。 には教授会が各学生の 教員を 定するが 学生は 教員に き を

ることができる。あらかじめ各教員と の 2023 年 4 月 17 日までに を受ける

ことを する教員に き 第 3 までを め 教 に すること。

教員の は 1 年生の後期 で認められている。 教員の を する

には 可 な り 教員に相 し 受 予定教員の を得た で 2023 年 8 月 25
日までに教 に「 教員 」を すること。

なお 教員の の相 に き必要があれば 「な でも相 」を してくださ

い。

6. の

( 1)  のしかた

授業科 ( 及び実 ) は をしていなければ その の認定を受ける

ことができない。授業の は 要なものなので 各授業科 の を 認し 毎学

期 の授業に し に する授業を めること。また 教員に 分相 し

認した で 毎学期 4 月 10 月中 に授業科 の を行 なければならない。

また した科 の 取消は 取消期間中に W e b で行 なければならな

い。 中 の 取消は 毎学期の 間割に する期 までに教 で行 なければ

ならない。

( 2)  計 書 計 書 書の 成

「 協 科における に関する申 」に定めるとおり 各年次の 4 月末

までに 教員が 成する 計 書を 認の 計 書を 成し 年 4 月に

書を 教員に する。

の は別 を のこと。

7.

は別 を のこと。

8. に

中 科 は 学 に 協 を するための基 科 である。中 科 として

関 会 経 学 経 学

計 協 政 学 の 8 科 を している。 年生

の前期に受 できるように て前期に されている。 分の 以 の科 もいく

か受 することを する。

9. の に

「 要 」に い すること。

10. の に

前期 程に する学生は 次の要 のもとで 本 科 程後期 程 以下 「後

期 程」という に 学することができる。

を すること は 可

で「 」 は「 」の成 をあ ること

前期 程の 要 を て たしていること

後期 程の受 教員が 認すること      

期 学 学等の理由により 9 月に した も の要 を た ば

10 月に後期 程 日本 に 学することができる。

ただし 前期 程を 期 後 程後期 程に 学するためには の

が 9 0 以 あることを要する。 しくは 「 程前期 程における 期 に関す

る 規」を すること。

業し 後期 程 の 学を する者で 長期 を する は本 科

を の 申請すること。
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4. の を に る の

に

( 1)  要 数 の算 に いて

得した 協 科前期 程以 の の を 要 数に算 する は

次の規定に なければならない。

及び 要 数算 に いては「別 」を のこと。

A 本 科が する の 及び本学他 科の て 12
を として算 できる。

B 協定のある別 に されている他 学 学 科の て 8
を として算 できる。 により の

学の 学 において 得した にあ ては 10
C の A B を て 12 を算 の とする。

D 別 の日本 と の する科 は 科 とも を 得し

ても らかの科 しか 要 とならない。また 読み替えもできない。

( 2)  学部の科 の

  できる学部の科 は 科 基 科 を除く に る。

  学部の科 を 要 に算 することはできない。

( 3)  他の 科 学部 他 学の 学 科における授業科 の

他の 科 学部 他 学の 学 科の を しようとする は

本 科及び の 科 学部の許可を得なければならない。

  本 科 授業科 と の他 科 授業科 を 得しても 則

として 要 に算 することはできない。また の本 科 授業科 に読み

替えることもできない。

  で される科 であ ても 学 を取得するために必要な

科 4 に算 することはできない。

  本 科の「 経 学 」と経 学 科の「基 経 学」を 取

得している 「基 経 学」の は 要 に算 できない。

  本 科の「 経 学 」と経 学 科の「基 経 学」を 取

得している 「基 経 学」の は 要 に算 できない。

( 4)  協 科前期 程以 の を 要 に算 することはできない。

5. の

教員の たす な 割は次のとおりである。

A 前期 程学生の授業科 に いての

B の それに関 る の 及び

C その他 学 の申請な 学生の の に関 る 業

教員は本 科学生の を する 要な存 であり に 必要があ

る。 には教授会が各学生の 教員を 定するが 学生は 教員に き を

ることができる。あらかじめ各教員と の 2023 年 4 月 17 日までに を受ける

ことを する教員に き 第 3 までを め 教 に すること。

教員の は 1 年生の後期 で認められている。 教員の を する

には 可 な り 教員に相 し 受 予定教員の を得た で 2023 年 8 月 25
日までに教 に「 教員 」を すること。

なお 教員の の相 に き必要があれば 「な でも相 」を してくださ

い。

6. の

( 1)  のしかた

授業科 ( 及び実 ) は をしていなければ その の認定を受ける

ことができない。授業の は 要なものなので 各授業科 の を 認し 毎学

期 の授業に し に する授業を めること。また 教員に 分相 し

認した で 毎学期 4 月 10 月中 に授業科 の を行 なければならない。

また した科 の 取消は 取消期間中に W e b で行 なければならな

い。 中 の 取消は 毎学期の 間割に する期 までに教 で行 なければ

ならない。

( 2)  計 書 計 書 書の 成

「 協 科における に関する申 」に定めるとおり 各年次の 4 月末

までに 教員が 成する 計 書を 認の 計 書を 成し 年 4 月に

書を 教員に する。

の は別 を のこと。

7.

は別 を のこと。

8. に

中 科 は 学 に 協 を するための基 科 である。中 科 として

関 会 経 学 経 学

計 協 政 学 の 8 科 を している。 年生

の前期に受 できるように て前期に されている。 分の 以 の科 もいく

か受 することを する。

9. の に

「 要 」に い すること。

10. の に

前期 程に する学生は 次の要 のもとで 本 科 程後期 程 以下 「後

期 程」という に 学することができる。

を すること は 可

で「 」 は「 」の成 をあ ること

前期 程の 要 を て たしていること

後期 程の受 教員が 認すること      

期 学 学等の理由により 9 月に した も の要 を た ば

10 月に後期 程 日本 に 学することができる。

ただし 前期 程を 期 後 程後期 程に 学するためには の

が 9 0 以 あることを要する。 しくは 「 程前期 程における 期 に関す

る 規」を すること。

業し 後期 程 の 学を する者で 長期 を する は本 科

を の 申請すること。
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取 可

経 学及び 学

学及び 学

本

政 学及び 学

学

中

の を の の

科 は算 できない。

他 他 科 他 学 の 学 を 。 要 数算

計 12

計で

12

学 経 学 科等 学 他 科

協定 学

は 学と

して認めら

れた 学

計 10

学 学等 計 8

学 政策 科 10

計 8学 科 10

学 協 科 10

日 の p . 46 の 4. の D を すること。

日本

会 Social Research Methods for Development

経 学
Microeconomics

経 学

経 学
Macroeconomics

経 学

計 経 分 Econometrics

計 Statistics

Monetary Theory

経 Environmental Economics

会 Socio-Economic Development Theory

経 Economic Development Studies

政 学 Introduction to Political Analysis

8 22

NGO

I

II

Issues in Peace and Development I
Issues in Peace and Development II
International Relations
Introduction to International Human Rights 
Law 
Japanese ODA  
Introduction to International Environmental 
Law
Introduction to International Cooperation Law
Development Management
Human Capital Development
International Development Cooperation
Social Research Methods for Development

22 8 3

I

II

Introduction to International Cooperation Law
Law of the International Civil Service 
Issues in Peace and Development I
Issues in Peace and Development II
International Relations
Law and Economic Development
Development Management
Human Capital Development
International Development Cooperation
Social Research Methods for Development
Political Development

22 5 6

Local Government  
International Relations
Japanese Politics
Introduction to Political Analysis

22 8 3
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I

II

II( )

International Relations 
Issues in Peace and Development I
Issues in Peace and Development II
Political Development 

22 9 2

I

II

Issues in Peace and Development I
Issues in Peace and Development II
International Relations
Political Development
Law and Economic Development
Economic Development Studies 
Development Management
Human Capital Development
International Development Cooperation
Social Research Methods for Development

22 8 3

取 の の

1 2

16 14 2- 6

        4        4

Ⅰ 2

Ⅰ 2

     2

Ⅱ 2

Ⅱ 2

   4

    2

2     4 1- 3    2 6

*

* 5 6

N G O 等 *

* * 5 6

*

5 6

*

*

30 32
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取 の の
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14 12 4- 8

  4

    

  4

  4

  

  4

  2

  2

2

I 2

  2

( )   2

I n t r o d u c t i o n  t o  L a w  o f  
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2
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2

2

  2

2

2
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B u i l d i n g 2

2   4

* *

* * *
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年 の

  

  

    

        30
                       

  

    

  

  

                               

                          

  

   

  

   

4 15 7 15

9

10

学 学 協 科( 日本 ) 後期 程で取得することのできる学

の 号は次のとおりである。

学

経 学

学

政 学

取 の

後期 程において の学 を取得するためには 次の基本 要 をみたさなけれ

ばならない。

3 年間以 の 学

   8 の 得

の

は の

の 及び の

は 科規則第 29 条に定める学 の

の 認として行う。

に

3-1 の に いては 毎学期 4 月 10 月中 に Web で を行

なければならない。

3-2 に いては 実施要項を 認すること。

3-3 に いては 実施要項を 認すること。 1 月前までに

と海 続きを教 で行うこと。

3-4 海 に いては実施要項を 認すること。 1 月前までに と

海 続きを教 で行うこと。

3-5 の が実施される は に 間割を するので

を行うこと。

3-6 教員からの により 以 の 要 に算 できない本 科前期 程

の科 を する は Web で はできない。それらの科 の を

する は 前期 程の 間割に された 期間中に「 」を

教 まで すること。

成 を

の 成

  「 協 科における に関する申 」に定めるとおり 各年次の 4
月末までに 教員が 成する 計 書を 認の 計 書を 成し

年 4 月に 書を 教員に する。

取

を し を受けるためには あらかじめ は
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に しなければならない。 は の 及び実施に

いては 「 」実施 則及び「 」

実施要項に定めてあるので 読すること。

の に

  「 要 」に い すること。

に る に

学 学 協 科における に関する申 に基づき，学生の

に いて次のとおりとする。

1. 本 科における に いては 本 科の

に い 学生の を し 学 の 成等に関する の

以下 計 を に策定してこれを行う。

2. 教員は 程前期 程及び 程後期 程に 学する学生に して「

計 書」を 成し の 及び びに 年間の の をあら

かじめ明 するものとする。「 計 書」は する学生 とに 成する。

3. 「 計 書」は 4月 学学生に いては4月末 10月 学学生に いては10月

末及び 学が1年経 する とに 成する。 学 年 からは 「 計 書」に基

づく の 等も し 成する。

4. 学生は 教員が明 する「 計 書」に基づき の

等を した「 計 書」を 成し 教員に する。 えて 学生

は 教員が明 する「 計 書」及び が 成した「 計 書」に基づ

く の に き 年毎に「 書」を して 教員に する。

5 教員は 学生毎の「 計 書」を 学生が 成する「 計 書」及び「

書」と に し 教 に する。

6 年 の 中で「 計 」を す き理由が生じた は 改めて「 計

書」を 成するものとする。学生は された「 計 書」に基づき 「

計 書」を改めて 成する。

7.教 は 「 計 書」「 計 書」及び「 書」の を学生毎に

後 3年間 存し 3年を経 した で するものとする。
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に る成 に る

令和 2 年 3 月 4 日 定

第 条 この 規は， 学 学 協 科規則第 3 0 条の 2 に基づき，成 基 を定める。

成

第 条 本 科における授業科 の成 は， 100 90 ， 89 80 ， 79 70 ，

可 6 9 6 0 及び 可 6 0 未 によ て行い， ， ， 及び可をも て とし， 可を

とする。

前項の成 を行うにあたり， 基 は次の各号のとおりとする。

(1) 学 の を 成し， に れた成 を収めている。

(2) 学 の を 成し， れた成 を収めている。

(3 ) 学 の を 成し， な成 を収めている。

(4) 可 学 の を 成している。

(5) 可 学 の を 成していない。

成 の

第 条 各授業科 の成 の は，当該授業を 当する教員が， において明 するもの

とする。

附 則

この 規は，令和 2 年 4 月 1 日から施行する。

成 に る

協 科授業科 受 者 各

本 科授業科 の成 認定に いては 以下のことに してください。

成 に る 者の に

本 科では 成 に当た ては受 者の 別 事 による を 認めており

ま 。 て 以下のようなことは認められま 。

認定された成 の 。

後期 程 学等を理由とする 可等の を受けた成 の 可 の 等。

成 における 類 事項の 。

以 の成 の に いては 可を けてもらう の要請 等。

成 に

本 科の成 は相 ではなく です。 て 授業によ ては

可 可の割 が きく なります。 し の授業に いての 基 に

いては 各教員により な基 により行 れています。 基 に いては 各教員に

明の がありますので 明な がありましたら 当教員に なくお 下さい。

成 に る し に

本 科では 成 から 2 間以 を申し て期間として 定します。 は

教 に え付け 各教員による 2 間以 の を 付けています。しかしながら

のように 成 の は 受 者 の事 によ ては 可 ですので 成

の が認められるのは 当該成 に明らかな りがある に られます。

後に 成 は あくまで各受 者の学業の として えられるのであり

の 会 いは 事 により えられる ではありま 。「 い成 」をとる

ための の は 教員の をよく理 し それに て 学を ことです。

この に して 学に でいただければ いです。

2014 年 10 月 22 日

協 科 教 委員長
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(5) 可 学 の を 成していない。

成 の

第 条 各授業科 の成 の は，当該授業を 当する教員が， において明 するもの

とする。

附 則

この 規は，令和 2 年 4 月 1 日から施行する。

成 に る

協 科授業科 受 者 各

本 科授業科 の成 認定に いては 以下のことに してください。

成 に る 者の に

本 科では 成 に当た ては受 者の 別 事 による を 認めており

ま 。 て 以下のようなことは認められま 。

認定された成 の 。

後期 程 学等を理由とする 可等の を受けた成 の 可 の 等。
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いては 各教員により な基 により行 れています。 基 に いては 各教員に

明の がありますので 明な がありましたら 当教員に なくお 下さい。

成 に る し に

本 科では 成 から 2 間以 を申し て期間として 定します。 は

教 に え付け 各教員による 2 間以 の を 付けています。しかしながら

のように 成 の は 受 者 の事 によ ては 可 ですので 成

の が認められるのは 当該成 に明らかな りがある に られます。

後に 成 は あくまで各受 者の学業の として えられるのであり

の 会 いは 事 により えられる ではありま 。「 い成 」をとる

ための の は 教員の をよく理 し それに て 学を ことです。

この に して 学に でいただければ いです。

2014 年 10 月 22 日

協 科 教 委員長
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の成 に る し に の

                         平成 25 年 11 月 6 日 教授会 定

協 科において している授業科 の成 に いて 次のとおり申し てができるも

のとする。申し て 続きに いて以下のとおり定める。

し の

学生は受 した授業科 の成 に いて 当該授業科 の成 基 等に らして があ

る は 本 科長に申し てを行い 当該授業科 の 当教員に 明を めることができるもの

とする。

し の

成 に する申し ては 成 後 則として 間以 に行うこととし 申し てを行う

授業科 当教員 申し ての 及びその理由等を 定の に し 本 科教 に

することとする。

し の

申し てを受け付けた本 科教 は当該授業科 の 当教員に 定の を 付し 当該授業

科 の 当教員は成 に いて かに 定の により本 科教 を じ 申し てた学

生に し を行うものとする。

また 本 科教 から 定の を て本 科長に することにより，その を す

る。

に る

2010 年 10 月 6 日 定

第 条 この 規は，本 科授業科 の を 。 における に関す

る取り扱いに いて定める。

第 条 は 則として行 ないが，学生が次の各号の に該当し， 科長，教 委員長及び

当教員が協議の ，教授会の議を経て行うものとする。ただし，教授会の議を経ることができない

は事後 認とする。

(1) 等以 の の による き

(2) の い は な

(3 ) 関の は な

(4) 及び の事

(5) その他 を得ない事由

前項第 号に規定する きの期間は， 日から 別 の日までとする。

第 条 の い は，当該事実 生後， に 協 科教 に 等により の ，

則として，当該 後 日以 日，日 日及び 日を除く。 に 定の に 書

は 明書等を 付して 科長に するものとする。

第 条 実施の可 及び実施 期等に いては， かに 等により するものとする。

附 則

この 規は，2010 年 9 月 1 日から施行する。
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年  月  日

学 学

協 科長

程 前期 程 後期 程

学 号

               

下 の と お り を 許 可 い ま す。

日 年  月  日          分       分

の 類 (1)   (2)期末   (3)その他            

科          教員

理  由

       

当教員

日 年  月  日          分       分

                           当教員               

に る に る に る

2011 年 2 月 2 日 教授会 定

2015 年 3 月 4 日 教授会改正

本 科授業科 の 等において 正行 が 生した ，次のとおり取り扱うこととする。

正行 を した教員からの があ た 教 委員長によ て された

委員会による をうけて 教授会の議を経て以下の を することができる。

書を さ る。

当該学期の を除く成 は を として 可とする。

前項の は， 学学生懲戒規則に基づく懲戒 ， 学または懲戒 学 を

ない。

正行 の

以下の行 は 正行 とみなされるが これに 定されない。

他 になりすまして受 すること。そのように すること。

の み をすること。

受 者 で の をすること。

が許可されていない 書 な を し，または をして受 に

こと。

他科 ですでに 認定を受けた 等を すること。

を改 すること。

授業中に する 学期末 な 成 の と

なるあら る において 他 の

等 未 を ない の 部または 部を すること。

学 に いても の取扱いとする。
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年  月  日

学 学
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学 号
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前項の は， 学学生懲戒規則に基づく懲戒 ， 学または懲戒 学 を

ない。

正行 の

以下の行 は 正行 とみなされるが これに 定されない。

他 になりすまして受 すること。そのように すること。

の み をすること。

受 者 で の をすること。

が許可されていない 書 な を し，または をして受 に

こと。

他科 ですでに 認定を受けた 等を すること。

を改 すること。

授業中に する 学期末 な 成 の と

なるあら る において 他 の

等 未 を ない の 部または 部を すること。

学 に いても の取扱いとする。
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に

学 の において 正行 とは 他 の 成 な を 分の 成 と偽 て する

ことを します。 者としては も ず き行 であり 行 の と され

る も なくありま 。

協 科に学 学生 に いても 学 を す者の基本 として また 当 科 い

ては 学 の 成員として 正行 を に けることが められます。

に る

正行 が された は 以下の り 協 科の「 等における 正行 に する

に関する申し 」および 学の学生懲戒規則に基づき 当該行 の 正の程 に じ

た な処分が下されます。

に る に る に る

授業 の に した の り取

り る

を した の た に され

た に る を 授 の を る る

を さ る

の を 成 を し 可 る

の 則に た を

「申し 」の II. にあるように 「授業 に る

成 の る る に の

を の

た を る 」はす て処分の となります。学 も に まれます。

他 の 成 を 分のものと偽 て することが ですが 「 成 」とは

理 事実関 等 によ ては による のあら

る部分が になります。 の さえ しなければ ないとか い を

するのは ないとする え もありますが 学 の では 則として 成 の ての部分

に いて は認められま 。

このことは をされる にもする にも らにも当てはまります。 則として 分が す

る成 によ ては での のあら る部分に いて 他 の 等を 分の

であるかのように する行 をしてはいけま 。

処分の となる 正行 としては 以下のようなものが られます。

他 の 成した な を 分の成 として する行 およびその 。

部を しても許されま 。

な における を明 しない また な によらない

および な い え 。

他 の 成 に された分 の要 を な において

すること。

基本 には とは 分の え を 分の で するものですが は他 の成 の

に み ることで さ ていくものですから 分の え を いたり 理したりするうえで

他 の 成 に 及することは か ない です。それでは うすれば を ことができる

のでし うか 基本は の の の の部分を したか を明 することです。これらを明

していなければ する が か たとしても と されてしまいます。 のあるなし

にかか らず と なされ 則の となるのですから 続きに うことは に 要なことです。

したが て まずは

を明 する。

の書いた 等を のものか明 することなく すれば と されるのです

から を明 することは の基本中の基本です。 を書く には 者 書

年 収書 が必 です。後 の の には を

けて 号 号を するのを れないようにしてください。

また 事実関 等を間 に する い る きの は した

だけでなく その が した を明 する必要があります。

の書き は学 分 によ て いがありますので しくは 教員 科 当教員に 認して

ください。

を けるためには を明 しただけでは 分ではありま 。「 の部分を」 したのかも

明 する必要があります。そのためには
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の書いた 等を のものか明 することなく すれば と されるのです
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けて 号 号を するのを れないようにしてください。

また 事実関 等を間 に する い る きの は した
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の で 部分を明 したうえで 号

によ ては行 号 を付す。

い を する には 「」 で ります。また を だ を する には

部分を で 部 を で ります。長い 和 の 行以

が とされていますが 分 によ て なります の は で らずに 行 か

ら さ てまとめて します これを と びます 。

で 成された い でも その が 者 のものであ たり 規で な

であ たりする には を ける必要があります。 に されている

の はその必要はありま が が であるか が であるかは 分 の によ

て なるので しまし う。

い え の 分の でまとめて の該当 の を明

し 必要なら を いる。

他 の の を する には前項で た 続きをとりますが をあな

たなりの 成と でまとめる にも その を こから取 てきたかを明 する必要があります。

この に ける きことは 分の でまとめる に の を なしにそのまま

てしまうことです。 の を 分の の 部として に すると 前項で た な

しの にあたり と なされることがあります。したが て 分の で い えて 要

する にも の を うならば「 」に当たるのだと 得 に を いるように が

けてください。 該当 の で の はほ けられます。

も とも 実 に てみると に きずられるため する に 成

を に してしまうことはよくあることで にならないように い えるのは と しい

ものです。また の程 であれば と なされるかは には できま 。 科

学が 行している学生 では「 の い えが に す ること」は

にあたるとしています1。 の程 であれば「 に す 」に当たるのかは明 ではありま が

中の 要な を そのままに いて じ 理 成で を 成している には に

あたると なされる可 が いので しまし う2。

料

1 Office of Assessment, Teaching and Learning Curtin University of Technology, Academic Integrity 
at Curtin: Student Guidelines for Avoiding Plagiarism, East Perth: Lamb Print, 2010, p.4. 
2 Indiana University Writing Tutorial Services,“Plagiarism: What It is and How to Recognize and 
Avoid It”
http://www.indiana.edu/~wts/pamphlets/plagiarism.shtml (accessed in July 2010); 
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http://tlt.its.psu.edu/plagiarism/tutorial/paraphrase (accessed in July 2010);

「 の書き (2) を ける」
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http://tlt.its.psu.edu/plagiarism/tutorial

University of Pittsburg English Literature Program, “Avoiding Plagiarism”
http://www.englishlit.pitt.edu/lit_plagiarism.html#A
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の で 部分を明 したうえで 号

によ ては行 号 を付す。

い を する には 「」 で ります。また を だ を する には

部分を で 部 を で ります。長い 和 の 行以

が とされていますが 分 によ て なります の は で らずに 行 か

ら さ てまとめて します これを と びます 。

で 成された い でも その が 者 のものであ たり 規で な

であ たりする には を ける必要があります。 に されている

の はその必要はありま が が であるか が であるかは 分 の によ

て なるので しまし う。

い え の 分の でまとめて の該当 の を明

し 必要なら を いる。

他 の の を する には前項で た 続きをとりますが をあな

たなりの 成と でまとめる にも その を こから取 てきたかを明 する必要があります。

この に ける きことは 分の でまとめる に の を なしにそのまま

てしまうことです。 の を 分の の 部として に すると 前項で た な

しの にあたり と なされることがあります。したが て 分の で い えて 要

する にも の を うならば「 」に当たるのだと 得 に を いるように が

けてください。 該当 の で の はほ けられます。

も とも 実 に てみると に きずられるため する に 成

を に してしまうことはよくあることで にならないように い えるのは と しい

ものです。また の程 であれば と なされるかは には できま 。 科

学が 行している学生 では「 の い えが に す ること」は

にあたるとしています1。 の程 であれば「 に す 」に当たるのかは明 ではありま が

中の 要な を そのままに いて じ 理 成で を 成している には に

あたると なされる可 が いので しまし う2。

料

1 Office of Assessment, Teaching and Learning Curtin University of Technology, Academic Integrity 
at Curtin: Student Guidelines for Avoiding Plagiarism, East Perth: Lamb Print, 2010, p.4. 
2 Indiana University Writing Tutorial Services,“Plagiarism: What It is and How to Recognize and 
Avoid It”
http://www.indiana.edu/~wts/pamphlets/plagiarism.shtml (accessed in July 2010); 
Penn State University, “Plagiarism Tutorial for Students: Inappropriate Paraphrase” 
http://tlt.its.psu.edu/plagiarism/tutorial/paraphrase (accessed in July 2010);

「 の書き (2) を ける」

http://melisande.cs.kyoto-wu.ac.jp/eguchi/memo/plagiarism.html (accessed in July 2010)。 実 に

された学生の を に な の と の に いて

かり すく した 事。他 の えを 分の でまとめる り がよく からないという

にと て よい になるでし う。

に関する は よりも に く存 します。 も ですので

以下の で に いて学 でください。

学経 学部「 成 の に関する 」

http://www.econ.kobe-u.ac.jp/doc/insei/lectureplan_gs/test_gs/files/report-hyosetsu.pdf

学 協 科「 の における 事項」

http://www.kyorin-u.ac.jp/univ/graduate/international/student/check/pdf/check_sheet.pdf

学 協 科「 の 事項」

http://www.kyorin-u.ac.jp/univ/graduate/international/student/check/

学日 「Keio Interactive Tutorial on Information Education (KITIE) 
を理 する」

http://project.lib.keio.ac.jp/kitie/cite/copyright/index.html

「 の書き (2) を ける」

http://melisande.cs.kyoto-wu.ac.jp/eguchi/memo/plagiarism.html

Plagiarism.org, “Resources”
http://www.plagiarism.org/plag_resources.html

Office of Assessment, Teaching and Learning Curtin University of Technology, Academic Integrity at 
Curtin: Student Guidelines for Avoiding Plagiarism, East Perth: Lamb Print, 2010

http://academicintegrity.curtin.edu.au/global/studentbook.cfm

Indiana University Writing Tutorial Services, “Plagiarism: What It is and How to Recognize and 
Avoid It”
http://www.indiana.edu/~wts/pamphlets/plagiarism.shtml

Penn State University, “Plagiarism Tutorial for Students”
http://tlt.its.psu.edu/plagiarism/tutorial

University of Pittsburg English Literature Program, “Avoiding Plagiarism”
http://www.englishlit.pitt.edu/lit_plagiarism.html#A
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書

に いて しく書かれた和書は ありま が し すい以下の には に

いて の 及がなされています。

される 業 の書き え 2002 年

学 の 日本 部 2005 年

  

りに

の に い 他 の を に り り して 等を 成する事

が に くようにな てきました。また な い えの を らないが えに

に他 の を する事 も なくありま 。しかし の 員と

して 「 らなか た」は しま 。

ただし 本 中でも れたように の の書き 等は分 によ て いがあるので

教員 科 当教員に 認するようにしてください。また をも て と判 するかの理 も

教員によ て なるので 明な は必ず教員に いあ るようにしてください。

の をするのは 学 生の と 得 と なされる可 のある行 を けること

と 明な は教員に い ることを づけるようにしまし う。

学 学 協 科規則別 第 の規定による海 実 とは，学生の教 に す

る で， 学 協 科 以下，「本 科」という。 に された教員 以

下「 当教員」という。 の と の下， 定期間，海 において行うものである。

当教員は，海 実 を本 科の授業科 2 として行うことができる。

当教員は，海 実 の ，期間， ， 認定 を明 した で，本 科教 委員会に，

実施許可を申請する。申請は 則として 予定日の 2 月前までに行う。

海 実 は，教 委員会及び教授会の議を経て，本 科の授業科 として認定される。 し，海

実 を実施する学期に は 学する者に いては，下 に定める成 の期日以 に

日がある は，本 科の授業科 としては を認めない。

海 実 の期間に いては，10 日間以 とする。 し，当該期間には， での事前または事後

実 の期間を めることができる。

海 実 を受 する学生は，海 行 に必ず するものとする。

海 実 を受 する学生は，教 において， 学生 理 O S S M A の 続きを

1 月以 前に行ない，その に いて理 するものとする。また， 定の事後 書を 後

1 間以 に するものとする。

海 実 の成 は，期間の 日を 学期に されたものとして取り扱う。 し，当該学

期において は 学する者の成 に いては， 当教員は， は 学する月の前月の教

委員会の 7 日前 当該期日が 業日の は 業 日 までに教 に するものとする。

附 則

この要項は，2022 年 10 月 1 日から施行する。
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書

に いて しく書かれた和書は ありま が し すい以下の には に

いて の 及がなされています。

される 業 の書き え 2002 年

学 の 日本 部 2005 年

  

りに

の に い 他 の を に り り して 等を 成する事

が に くようにな てきました。また な い えの を らないが えに

に他 の を する事 も なくありま 。しかし の 員と

して 「 らなか た」は しま 。

ただし 本 中でも れたように の の書き 等は分 によ て いがあるので

教員 科 当教員に 認するようにしてください。また をも て と判 するかの理 も

教員によ て なるので 明な は必ず教員に いあ るようにしてください。

の をするのは 学 生の と 得 と なされる可 のある行 を けること

と 明な は教員に い ることを づけるようにしまし う。

学 学 協 科規則別 第 の規定による海 実 とは，学生の教 に す

る で， 学 協 科 以下，「本 科」という。 に された教員 以

下「 当教員」という。 の と の下， 定期間，海 において行うものである。

当教員は，海 実 を本 科の授業科 2 として行うことができる。

当教員は，海 実 の ，期間， ， 認定 を明 した で，本 科教 委員会に，

実施許可を申請する。申請は 則として 予定日の 2 月前までに行う。

海 実 は，教 委員会及び教授会の議を経て，本 科の授業科 として認定される。 し，海

実 を実施する学期に は 学する者に いては，下 に定める成 の期日以 に

日がある は，本 科の授業科 としては を認めない。

海 実 の期間に いては，10 日間以 とする。 し，当該期間には， での事前または事後

実 の期間を めることができる。

海 実 を受 する学生は，海 行 に必ず するものとする。

海 実 を受 する学生は，教 において， 学生 理 O S S M A の 続きを

1 月以 前に行ない，その に いて理 するものとする。また， 定の事後 書を 後

1 間以 に するものとする。

海 実 の成 は，期間の 日を 学期に されたものとして取り扱う。 し，当該学

期において は 学する者の成 に いては， 当教員は， は 学する月の前月の教

委員会の 7 日前 当該期日が 業日の は 業 日 までに教 に するものとする。

附 則

この要項は，2022 年 10 月 1 日から施行する。
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学 学 協 科規則別 第 1 ，別 第 2 及び の規定による

とは，学生の教 ないし に する ないし実 として， 受

関 業等 以下「受 」という。 の と の下， 定期間，学生が を行うものであ

る。

  学 協 科 以下，「本 科」という。 に された教員 以下「 当教員」とい

う。 は， を本 科の授業科 2 として行うことができる。

の

の実施に当た ては， 則として受 と本 科との間で に

関する協定を するものとする。当該協定には，下 から に定める事項を める。ただし，

事 によりこれによりがたい には，教授会の議を経て，下 の 実施計 書

の 成をも てこれに えることができる。

の許可

本実施要項に基づき を行う には， 当教員は， を受 する

学生 以下「受 生」という。 の ，受 ，当該受 において受 生の を 当す

る 者， の ，実施期間， の を明 した 日程及び必要

に じて下 から に関 る事項を明 した 実施計 書を 成し，本 科

教 委員会に申請する。申請は 則として 実施 日の 2 月前までに行う。

本 科の授業科 として行う の実施期間は， 則として 2 間 実 10 日 以

とする。

は， 実施計 書に基づき，教 委員会及び教授会の議を経て，本 科の授

業科 として 認される。 し， を実施する学期に は 学する者に いては，

下 に定める成 の期日以 に 日がある は，本 科の授業科 としては を認

めない。

の

の が 以 の は前項の 認を行 ない。 の は 教 委員会

は 当教員に の 期を する。 当教員がこの に関 らず

を実施する は その に いて教 委員会 教授会において 分な 明を行う。

  認の後に が 以 とな た 当教員は を する。教授

会の 認の後に の が た または の 等により し た が予

される は 教 委員会は 当教員に の中 を する。 当教員がこの に

関 らず を実施する は その に いて教 委員会 教授会において 分

な 明を行う。

の

受 生は，受 期間中に り得た受 の 及び業 の を第 者に らしてはならない。

の

は受 生の を とする。受 生は 学長に して 書を する

とともに 理に関する 策 を 認する。受 生が 書に した は

教授会の議を経て を さ ることができる。

  の実施中は 毎日 かさず 日 に し 受 の

者の を得るものとする。

  受 の によらない事 等により受 生の受けた 及び受 生の は により生

じた受 の に いては，受 生の により処理するものとする。また，受 生は，必ず 行

受 が の は，学生教 及び に関する

等に しなければならない。

の

受 生は，別 の 書を教 委員会に しなければならない。

の

受 は，受 生が を したときは，別 の 定書を

教 委員会に するものとする。 し，当該 定書に いては，受 に 定の がある に

は，受 の 定書をも て えることができる。

成

受 生の成 に いては， 当教員が 書及び 定書に基づき行う。

の成 は，期間の 日を 学期に されたものとして取り扱う。

し，当該学期において は 学する者の成 に いては， 当教員は， は 学する

月の前月の教 委員会の 7 日前 当該期日が 業日の は 業 日 までに教 に するも

のとする。

の

この要項に定めるもののほか， の実施に関して必要な事項は，教 委員会の議

を経て，別に定める。

受 生は 教 において 学生 理 OSSMA の 続きを 1 月以 前

に行ない その に いて理 すること。また 定の事後 書を 後 1 間以 に す

ること。

附 則

この要項は，2007 年 4 月 1 日から施行する。

附 則

この要項は，2015 年 4 月 1 日から施行する。

附 則

この要項は，2018 年 12 月 5 日から施行する。

附 則

この要項は，2022 年 10 月 1 日から施行する。

附 則 令和 5年 3月 1日

この要項は，2023 年 4 月 1 日から施行する。

別
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学 学 協 科規則別 第 1 ，別 第 2 及び の規定による

とは，学生の教 ないし に する ないし実 として， 受

関 業等 以下「受 」という。 の と の下， 定期間，学生が を行うものであ

る。

  学 協 科 以下，「本 科」という。 に された教員 以下「 当教員」とい

う。 は， を本 科の授業科 2 として行うことができる。

の

の実施に当た ては， 則として受 と本 科との間で に

関する協定を するものとする。当該協定には，下 から に定める事項を める。ただし，

事 によりこれによりがたい には，教授会の議を経て，下 の 実施計 書

の 成をも てこれに えることができる。

の許可

本実施要項に基づき を行う には， 当教員は， を受 する

学生 以下「受 生」という。 の ，受 ，当該受 において受 生の を 当す

る 者， の ，実施期間， の を明 した 日程及び必要

に じて下 から に関 る事項を明 した 実施計 書を 成し，本 科

教 委員会に申請する。申請は 則として 実施 日の 2 月前までに行う。

本 科の授業科 として行う の実施期間は， 則として 2 間 実 10 日 以

とする。

は， 実施計 書に基づき，教 委員会及び教授会の議を経て，本 科の授

業科 として 認される。 し， を実施する学期に は 学する者に いては，

下 に定める成 の期日以 に 日がある は，本 科の授業科 としては を認

めない。

の

の が 以 の は前項の 認を行 ない。 の は 教 委員会

は 当教員に の 期を する。 当教員がこの に関 らず

を実施する は その に いて教 委員会 教授会において 分な 明を行う。

  認の後に が 以 とな た 当教員は を する。教授

会の 認の後に の が た または の 等により し た が予

される は 教 委員会は 当教員に の中 を する。 当教員がこの に

関 らず を実施する は その に いて教 委員会 教授会において 分

な 明を行う。

の

受 生は，受 期間中に り得た受 の 及び業 の を第 者に らしてはならない。

の

は受 生の を とする。受 生は 学長に して 書を する

とともに 理に関する 策 を 認する。受 生が 書に した は

教授会の議を経て を さ ることができる。

  の実施中は 毎日 かさず 日 に し 受 の

者の を得るものとする。

  受 の によらない事 等により受 生の受けた 及び受 生の は により生

じた受 の に いては，受 生の により処理するものとする。また，受 生は，必ず 行

受 が の は，学生教 及び に関する

等に しなければならない。

の

受 生は，別 の 書を教 委員会に しなければならない。

の

受 は，受 生が を したときは，別 の 定書を

教 委員会に するものとする。 し，当該 定書に いては，受 に 定の がある に

は，受 の 定書をも て えることができる。

成

受 生の成 に いては， 当教員が 書及び 定書に基づき行う。

の成 は，期間の 日を 学期に されたものとして取り扱う。

し，当該学期において は 学する者の成 に いては， 当教員は， は 学する

月の前月の教 委員会の 7 日前 当該期日が 業日の は 業 日 までに教 に するも

のとする。

の

この要項に定めるもののほか， の実施に関して必要な事項は，教 委員会の議

を経て，別に定める。

受 生は 教 において 学生 理 OSSMA の 続きを 1 月以 前

に行ない その に いて理 すること。また 定の事後 書を 後 1 間以 に す

ること。

附 則

この要項は，2007 年 4 月 1 日から施行する。

附 則

この要項は，2015 年 4 月 1 日から施行する。

附 則

この要項は，2018 年 12 月 5 日から施行する。

附 則

この要項は，2022 年 10 月 1 日から施行する。

附 則 令和 5年 3月 1日

この要項は，2023 年 4 月 1 日から施行する。

別
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学 学 協 科規則第 条の規定に定める学 の の 認として行う

及び とは， を めた学生の を さ るために， 学 協

科 以下 「本 科」という。 に された教員の の下，行うものである。

及び は， する学生の 教員が 当する。 教員の の下で，

を行う教員 以下「 」という。 なくとも 委員 者 を

ことが ましい の ， に した で 学生に を行 る。

   学生は実施にあた て 教員と 分相 の ，実施 間前までに「 ，

， 受 申請書」を教 に するものとする。本 科は に いて， を

科 に する。

教員は， の を うる り し， 判定を行う。

は， をはじめとする 程前期 程のまとめと づけられ， 程

後期 程 以下「後期 程」という。 年次での実施を とする。 は， の

を に するためのものであり，後期 程 年次以 の実施を とする。

学 学 協 科規則第 条の規定に定める学 の の 認として行う

とは， の 前における の 成 を な とし， の い

の 成を 実なものにするためのものであり， 程後期 程 年次前期 則として，

を する前の学期 での を とする。

は， する学生の 教員が 当する。 教員の の下で， を行う教員

以下「 」という。 なくとも 委員 者 を ことが まし

い の ， に した で 学生に を行 る。 実施日の 間前までに実施

要項を 科 に するものとする。

学生は 実施にあた ては 教員と 分相 の ，実施 間前までに「

， ， 受 申請書」を教 に するものとする。本 科は に

いて， を 科 に する。

教員は， と協議の ， 判定を行う。

学 学 協 科規則別 第 及び の規定による 海 とは， に

程後期 程 2 年次に海 で， ら計 を て実施するものである。 海 には，

関での学 な ， 関等での な実 等が まれ，海 の 者との

を じた ， である 協 に関する 及び各 を収

し， の の 等に てさ ることを とする。

学 協 科 以下「本 科」という。 に された教員は， 海 を本

科の授業科 2 として行うことができる。

海 の実施を する学生は， 海 の ，期間， ，及び の実施が

の の 等にいかに するかに き した「 海 実施計 書 」を 教

員に する。 教員は，当該実施計 書 が学生の であると判 する には，

成 の を した で，本 科教 委員会に，実施許可を申請する。申請は 則として

予定日の 2 月前までに行う。

海 は，教 委員会及び教授会の議を経て，本 科の授業科 として認定される。 し，

海 を実施する学期に は 学する者に いては，下 に定める成 の期日以

に 日がある は，本 科の授業科 としては を認めない。

海 の期間に いては， 則として，10 日間以 とする。 し，当該期間には， で

の事前または事後実 の期間を めることができる。

海 を実施する学生は，海 行 に必ず するものとする。また，必要に じ

て予 も で受けるものとする。

海 を実施する学生は，教 において， 学生 理 O S S M A の 続き

を 1 月以 前に行ない，その に いて理 するものとする。また， 定の事後 書を

後 1 間以 に するものとする。

海 を実施した学生は， 後 2 間以 に 書を 教員に するものとする。

海 の成 は，期間の 日を 学期に されたものとして取り扱う。 し，当

該学期において は 学する者の成 に いては， 教員は， は 学する月の前月

の教 委員会の 7 日前 当該期日が 業日の は 業 日 までに教 に するものとする。
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学 学 協 科規則第 条の規定に定める学 の の 認として行う
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以下「 」という。 なくとも 委員 者 を ことが まし
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要項を 科 に するものとする。

学生は 実施にあた ては 教員と 分相 の ，実施 間前までに「

， ， 受 申請書」を教 に するものとする。本 科は に

いて， を 科 に する。

教員は， と協議の ， 判定を行う。

学 学 協 科規則別 第 及び の規定による 海 とは， に

程後期 程 2 年次に海 で， ら計 を て実施するものである。 海 には，

関での学 な ， 関等での な実 等が まれ，海 の 者との

を じた ， である 協 に関する 及び各 を収

し， の の 等に てさ ることを とする。

学 協 科 以下「本 科」という。 に された教員は， 海 を本

科の授業科 2 として行うことができる。

海 の実施を する学生は， 海 の ，期間， ，及び の実施が

の の 等にいかに するかに き した「 海 実施計 書 」を 教

員に する。 教員は，当該実施計 書 が学生の であると判 する には，

成 の を した で，本 科教 委員会に，実施許可を申請する。申請は 則として

予定日の 2 月前までに行う。

海 は，教 委員会及び教授会の議を経て，本 科の授業科 として認定される。 し，

海 を実施する学期に は 学する者に いては，下 に定める成 の期日以

に 日がある は，本 科の授業科 としては を認めない。

海 の期間に いては， 則として，10 日間以 とする。 し，当該期間には， で

の事前または事後実 の期間を めることができる。

海 を実施する学生は，海 行 に必ず するものとする。また，必要に じ

て予 も で受けるものとする。

海 を実施する学生は，教 において， 学生 理 O S S M A の 続き

を 1 月以 前に行ない，その に いて理 するものとする。また， 定の事後 書を

後 1 間以 に するものとする。

海 を実施した学生は， 後 2 間以 に 書を 教員に するものとする。

海 の成 は，期間の 日を 学期に されたものとして取り扱う。 し，当

該学期において は 学する者の成 に いては， 教員は， は 学する月の前月

の教 委員会の 7 日前 当該期日が 業日の は 業 日 までに教 に するものとする。
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実施

予定施 等

実施期間 予定

本 が の の にいかに するかな 実施の

教員

成 の 教員が

の に る

2012 年 6 月 6 日 教授会 定

2012 年 9 月 5 日 教授会改正

2015 年 3 月 4 日 教授会改正

2019 年 3 月 6 日 教授会改正

この申 は， 学 学 協 科規則第 22 条，第 22 条の 2，第 24 条及び第 25 条に規

定する の 学 は 関 以下「 学 等」 の 学に関し必要な事項を定めるものとする。

の 学 等とは， 学 協 科 以下「本 科」という。 と協定している学 授

を する 学 はこれに相当する教 関とする。ただし，協定していない 学 等であ て

も，本教授会が 当と認めた は， 学を認めることがある。

の 学 等に 学しようとする者は，次の書類を しなければならない。ただし，必要に じ

てその他の書類の を めることがある。

学許可申請書

学 等の 学許可書 は 書の し

学計 書 協定が い

の 学 等で 得した授業科 の 認定を受けようとする者は，次の申請書類を 学期間

後 2 間以 に 科長に しなければならない。

認定申請書

科

得した授業科 の

及び に いて， 以 の で 成されたものは日本 または を 付するこ

と。

なお，当該科 の成 明書 学 等の長が 成したもの が 行され次第 かに， 科長

に しなければならない。成 明書の がない ， は認定されない。

の 学 等で 得した授業科 の 数は次の計算 によ て，認定基 数に 算する。認

定基 数を基に本 科の 以 の授業科 の 数 8 に

より 得した授業科 の にあ ては，10 を として 認定する。

認定基 数の計算

認定基 数 1 の授業 間数 分 授業 数 本 科の基 授業 間

本 科の基 授業 間

科 別 基 授業 間

6 75 分 1

当該授業科 の は「他 学 得科 」または「 得科 」と

し，成 は「認定」とする。

に 得 みの本 科の授業科 と の 学 等の授業科 の授業 が であると認められ

る は， 則としてその授業科 を除 して認定基 数を算 する。

得 の認定を受けた授業科 と，本 科の授業科 の授業 が であると認められる

は，本 科において当該授業科 を し 得しても 要 数には算 されない。

の 学 等を中 学 懲戒 学及び除 を除く。 した も， 得した授業科 の を認

定することができる により 学した は，10 を として認定

することができる 。

の 学 等で 得した授業科 の 認定は，教 委員会， 委員会及び教授会の議を経て

行う。

この申 に基づき， の 学 等で 得した の認定に関して必要な事項は，教 委員会及

び 委員会が別に定める。
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実施

予定施 等

実施期間 予定

本 が の の にいかに するかな 実施の

教員

成 の 教員が

の に る

2012 年 6 月 6 日 教授会 定

2012 年 9 月 5 日 教授会改正

2015 年 3 月 4 日 教授会改正

2019 年 3 月 6 日 教授会改正

この申 は， 学 学 協 科規則第 22 条，第 22 条の 2，第 24 条及び第 25 条に規

定する の 学 は 関 以下「 学 等」 の 学に関し必要な事項を定めるものとする。

の 学 等とは， 学 協 科 以下「本 科」という。 と協定している学 授

を する 学 はこれに相当する教 関とする。ただし，協定していない 学 等であ て

も，本教授会が 当と認めた は， 学を認めることがある。

の 学 等に 学しようとする者は，次の書類を しなければならない。ただし，必要に じ

てその他の書類の を めることがある。

学許可申請書

学 等の 学許可書 は 書の し

学計 書 協定が い

の 学 等で 得した授業科 の 認定を受けようとする者は，次の申請書類を 学期間

後 2 間以 に 科長に しなければならない。

認定申請書

科

得した授業科 の

及び に いて， 以 の で 成されたものは日本 または を 付するこ

と。

なお，当該科 の成 明書 学 等の長が 成したもの が 行され次第 かに， 科長

に しなければならない。成 明書の がない ， は認定されない。

の 学 等で 得した授業科 の 数は次の計算 によ て，認定基 数に 算する。認

定基 数を基に本 科の 以 の授業科 の 数 8 に

より 得した授業科 の にあ ては，10 を として 認定する。

認定基 数の計算

認定基 数 1 の授業 間数 分 授業 数 本 科の基 授業 間

本 科の基 授業 間

科 別 基 授業 間

6 75 分 1

当該授業科 の は「他 学 得科 」または「 得科 」と

し，成 は「認定」とする。

に 得 みの本 科の授業科 と の 学 等の授業科 の授業 が であると認められ

る は， 則としてその授業科 を除 して認定基 数を算 する。

得 の認定を受けた授業科 と，本 科の授業科 の授業 が であると認められる

は，本 科において当該授業科 を し 得しても 要 数には算 されない。

の 学 等を中 学 懲戒 学及び除 を除く。 した も， 得した授業科 の を認

定することができる により 学した は，10 を として認定

することができる 。

の 学 等で 得した授業科 の 認定は，教 委員会， 委員会及び教授会の議を経て

行う。

この申 に基づき， の 学 等で 得した の認定に関して必要な事項は，教 委員会及

び 委員会が別に定める。
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の に る の に る

学 学 協 科と 学 学 政策 科との間において， 科の学

生が相 学 学 前期 程 の授業科 を し， を取得することを相 に認めることに

したので，ここに協定書を取り す。

できる授業科 及び 数は， 前期 程 の科 とし，10 以 とする。

できる授業科 は， 則として によ て行う科 のみとし， ， 等は ま

ない。

学生の 分は， 別 学生とする。

受け れ 別 学生の授業料， 学料及び 定料は徴収しないものとする。

この協定に関する事 取扱要 に いては，別に定める。

この協定の改 に いては，その 協議する。

この協定は，平成 16 年 4 月 1 日から実施する。

協定 の かしとして，協定書 2 を 成し，各 1 を するものとする。

平成 16 年 4 月 1 日

学 学 協 科長

   

学 学 政策 科長

   

の に る の に る

学 学 協 科と 学 学 科との間において， 科の学生

が相 学 学 前期 程 の授業科 を し， を取得することを相 に認めることに し

たので，ここに協定書を取り す。

できる授業科 及び 数は， 前期 程 の科 とし，10 以 とする。

できる授業科 は， 則として によ て行う科 のみとし， ， 等は ま

ない。

学生の 分は 別 学生とする。

受け れ 別 学生の授業料， 学料及び 定料は徴収しないものとする。

この協定に関する事 取扱要 に いては，別に定める。

この協定の改 に いては，その 協議する。

この協定は，平成 16 年 4 月 1 日から実施する。

協定 の かしとして，協定書 2 を 成し，各 1 を するものとする。

平成 16 年 4 月 1 日

学 学 協 科長

   

学 学 科長

中
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の に る の に る

学 学 協 科と 学 学 政策 科との間において， 科の学

生が相 学 学 前期 程 の授業科 を し， を取得することを相 に認めることに

したので，ここに協定書を取り す。

できる授業科 及び 数は， 前期 程 の科 とし，10 以 とする。

できる授業科 は， 則として によ て行う科 のみとし， ， 等は ま

ない。

学生の 分は， 別 学生とする。

受け れ 別 学生の授業料， 学料及び 定料は徴収しないものとする。

この協定に関する事 取扱要 に いては，別に定める。

この協定の改 に いては，その 協議する。

この協定は，平成 16 年 4 月 1 日から実施する。

協定 の かしとして，協定書 2 を 成し，各 1 を するものとする。

平成 16 年 4 月 1 日

学 学 協 科長

   

学 学 政策 科長

   

の に る の に る

学 学 協 科と 学 学 科との間において， 科の学生

が相 学 学 前期 程 の授業科 を し， を取得することを相 に認めることに し

たので，ここに協定書を取り す。

できる授業科 及び 数は， 前期 程 の科 とし，10 以 とする。

できる授業科 は， 則として によ て行う科 のみとし， ， 等は ま

ない。

学生の 分は 別 学生とする。

受け れ 別 学生の授業料， 学料及び 定料は徴収しないものとする。

この協定に関する事 取扱要 に いては，別に定める。

この協定の改 に いては，その 協議する。

この協定は，平成 16 年 4 月 1 日から実施する。

協定 の かしとして，協定書 2 を 成し，各 1 を するものとする。

平成 16 年 4 月 1 日

学 学 協 科長

   

学 学 科長

中
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の に る の に る

学 学 協 科と 学 学 協 科との間において， 科の学生が

相 学 学 前期 程 の授業科 を し， を取得することを相 に認めることに した

ので，ここに協定書を取り す。

できる授業科 及び 数は， 前期 程 の科 とし，10 以 とする。

できる授業科 は， 則として によ て行う科 のみとし， ， 等は ま

ない。

学生の 分は 別 学生とする。

受け れ 別 学生の授業料， 学料及び 定料は徴収しないものとする。

この協定に関する事 取扱要 に いては，別に定める。

この協定の改 に いては，その 協議する。

この協定は，平成 17 年 4 月 1 日から実施する。

協定 の かしとして，協定書 2 を 成し，各 1 を するものとする。

平成 17 年 3 月 1 日

学 学 協 科長

   

学 学 協 科長

Ⅳ
学
位
関  

係
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の に る の に る

学 学 協 科と 学 学 協 科との間において， 科の学生が

相 学 学 前期 程 の授業科 を し， を取得することを相 に認めることに した

ので，ここに協定書を取り す。

できる授業科 及び 数は， 前期 程 の科 とし，10 以 とする。

できる授業科 は， 則として によ て行う科 のみとし， ， 等は ま

ない。

学生の 分は 別 学生とする。

受け れ 別 学生の授業料， 学料及び 定料は徴収しないものとする。

この協定に関する事 取扱要 に いては，別に定める。

この協定の改 に いては，その 協議する。

この協定は，平成 17 年 4 月 1 日から実施する。

協定 の かしとして，協定書 2 を 成し，各 1 を するものとする。

平成 17 年 3 月 1 日

学 学 協 科長

   

学 学 協 科長

Ⅳ
学
位
関  

係
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(平成16年4月1日 定)

改正 平成16年12月28日 平成17年12月20日

平成19年3月20日 平成20年3月18日

平成21年3月18日 平成22年3月23日

平成23年11月24日 平成25年4月23日

平成25年10月29日 平成27年3月31日

平成27年9月29日

平成29年3月21日

令和 3年 3月30日

令和 5年3月28日

平成28年3月22日

平成30年3月30日

令和 4年 3月29日

( )

第1条 学 規則( 和28年 部 令第9号)第13条第1項の規定により， 学(以下「本学」という。)が授 する

学 に いては， 学教学規則(平成16年4月1日 定。以下「教学規則」という。)に定めるもののほか，この

規程の定めるとこ による。

( )

第2条 本学において授 する学 は，学 ， ， 及び 学 とする。

( の の授 の )

第3条 学 の学 は，本学を 業した者に授 する。

( の の授 の )

第4条 の学 は，次の各号のいずれかに該当する者に授 する。

(1) 本学 学 科(以下「 科」という。)の 程を した者

(2) 科の 程の前期 程を した者

( の の授 の )

第5条 の学 は， 科の 程を した者に授 する。

2 の学 は，次の要 を たす者にも授 する。

(1) 科において前項に該当する者と 等以 の学 があると 認されたこと。(この 認を以下「学 の 認」とい

う。)

(2) 科において行う の 及び に したこと。

( の授 の )

第6条 学 は，次の各号のいずれかに該当する者に授 する。

(1) 科の 学 の 程(次号の 程を除く。)を した者

(2) 科の 科 学 の 程を した者

( の 者の )

第7条 科に 学する者の学 は教学規則第67条に規定する 定の に いての の成 は，当該 科

長に するものとする。

2 は，学 ， 及び 書とともに しなければならない。

3 学 は， の は1 ，1 を， の は1 ，3 を するものとする。ただし， として他の

を付 して することを ない。

4 のため必要があるときは， の数を し， は の 本， しくは 本等の 料その他を さ

ることがある。

5 第1項に定める の成 (以下「 の成 」という。)の に関することは，各 科において別に定める。
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(平成16年4月1日 定)

改正 平成16年12月28日 平成17年12月20日

平成19年3月20日 平成20年3月18日

平成21年3月18日 平成22年3月23日

平成23年11月24日 平成25年4月23日

平成25年10月29日 平成27年3月31日

平成27年9月29日

平成29年3月21日

令和 3年 3月30日

令和 5年3月28日

平成28年3月22日

平成30年3月30日

令和 4年 3月29日

( )

第1条 学 規則( 和28年 部 令第9号)第13条第1項の規定により， 学(以下「本学」という。)が授 する

学 に いては， 学教学規則(平成16年4月1日 定。以下「教学規則」という。)に定めるもののほか，この

規程の定めるとこ による。

( )

第2条 本学において授 する学 は，学 ， ， 及び 学 とする。

( の の授 の )

第3条 学 の学 は，本学を 業した者に授 する。

( の の授 の )

第4条 の学 は，次の各号のいずれかに該当する者に授 する。

(1) 本学 学 科(以下「 科」という。)の 程を した者

(2) 科の 程の前期 程を した者

( の の授 の )

第5条 の学 は， 科の 程を した者に授 する。

2 の学 は，次の要 を たす者にも授 する。

(1) 科において前項に該当する者と 等以 の学 があると 認されたこと。(この 認を以下「学 の 認」とい

う。)

(2) 科において行う の 及び に したこと。

( の授 の )

第6条 学 は，次の各号のいずれかに該当する者に授 する。

(1) 科の 学 の 程(次号の 程を除く。)を した者

(2) 科の 科 学 の 程を した者

( の 者の )

第7条 科に 学する者の学 は教学規則第67条に規定する 定の に いての の成 は，当該 科

長に するものとする。

2 は，学 ， 及び 書とともに しなければならない。

3 学 は， の は1 ，1 を， の は1 ，3 を するものとする。ただし， として他の

を付 して することを ない。

4 のため必要があるときは， の数を し， は の 本， しくは 本等の 料その他を さ

ることがある。

5 第1項に定める の成 (以下「 の成 」という。)の に関することは，各 科において別に定める。
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( の 者の )

第8条 科長は，前条の規定による の があ たときは，教授会において当該 科の教授のう から2

以 の 委員を 定して， の を行 るものとする。

2 科長は，前条の規定による は の成 の があ たときは，教授会において当該 科の教授及び

教授のう から2 以 の 委員を 定して， は の成 の を行 るものとする。ただし，

なくとも教授1 を めなければならない。

3 教授会において のため必要があると認めるときは， の にあ ては第1項の 委員のほか，当該

科の教授以 の 科の教員 は他の 学 しくは 等の教員等を， は の成 の にあ ては

前項の 委員のほか，当該 科の教授及び 教授以 の 科の教員 は他の 学 しくは 等の教員等を

委員に えることができる。

4 教授会において のため必要があると認めるときは，当該 科の教授以 の者( は の成 の の

ため必要があると認めるときは，当該 科の教授及び 教授以 の者)にも を委 することができる。

( の 者の )

第9条 委員及び前条第4項の規定により を委 された者は，学 は の成 を中 として，これに関

ある科 に いて， は により を行う。

2 の期日は，その する。

( を 者の の )

第10条 第5条第2項の規定による学 申請者の学 は， 料57,000 を え，学 申請書， 及び

書とともに，その申請に じた 科長を経て学長に するものとする。

2 本条の規定による の に いては，第7条第3項及び第4項の規定を する。

( を 者の )

第11条 学長は，前条第1項の規定による学 の があ たときは，当該 科長にその の を付 し，

科長は，第8条の規定に じて の を，第9条の規定に じて を行 るものとする。

2 前項の学 は，それを受理した日から1年以 に を するものとする。ただし， 別の理由があるときは，

科長は，教授会の議を経て 期 を 長することができる。

( を 者の の )

第12条 科長は，前条第1項の規定により学長から を付 されたときは，教授会において学 申請者の学

の 認を行 るものとする。

2 学 の 認は， は による の に基づいて行う。ただし，学 申請者の学 ，業 等に基づいて学 の

認を行うことができる は， を することができる。

3 学 の 認のため必要があるときは，学 申請者にその 書， その他を さ ることがある。

4 教授会が学 の 認の議 をする には，第15条第2項の規定を する。

( 者の の の )

第13条 科の 程において 定の期間 学し， 定の を 得し，か ，必要な の 成等に する

を受けて 学した者が， 学しないで学 の授 を受けようとするときは，前3条の規定による。

2 前項に該当する者が， 学後5年以 に学 を して を受けるときは，第5条第1項に該当する者と 等以

の学 を するものとみなす。

( 料の )

第14条 された は 及び納 した 料は，その理由のいか を ず しない。

2 された の成 の に関することは，各 科において別に定める。

( の 授 の )

第15条 科長は， 科に 学する者に いては， 及び の に基づいて，また第12条の規

定により学 を 認された者及び第13条第2項に該当する者に いては， 及び の に基づいて，

教授会において学 を授 す きか かの 議を行 るものとする。

2 前項の教授会は，当該教授会 成員の3分の2以 の があることを要し，学 を授 す きものと議 するには，

の により， 者の3分の2以 の 成があることを要する。

( 授 の )

第16条 科長は， しくは の学 は 学 を授 す きものに いて，教授会の議を経て，学長に申

請するものとする。

2 前項の申請に当た ては，次に る事項を した書類を えるものとする。

(1) 授 しようとする学 ( 分 の を付 したもの)

(2) 授 しようとする年月日

(3) の は，第5条第1項 は第2項のいずれの規定によるかの別

(4) の は， 及び は の の要

(5) の は， 及び は を 当した 関に関する事項

(6) 第5条第2項による の は，学 の 認の 及び学 の 認を 当した 関に関する事項

3 科長は， しくは の学 は 学 を授 す きでない者に いては，教授会の議を経て，その を

学長に申請するものとする。

( の授 )

第17条 学長は，第3条に規定する者に しては，学 を 付して学 の学 を授 する。

2 学長は，前条に規定する申請に基づき， しくは の学 は 学 の授 をす きか かを 定し，当該

学 を授 す きものと 定した者に しては，学 を 付して当該学 を授 し，当該学 を授 できないと 定

した者に しては，その を する。

3 前項の規定により の学 を授 したときは，学 に し， 部科学 に する。

( の )

第18条 本学は， の学 を授 したときは，当該 の学 を授 した日から3月以 に，当該 の学 の授 に

る の の要 及び の の要 を の により する。

( の )

第19条 の学 を授 された者は，当該 の学 を授 された日から1年以 に，当該 の学 の授 に る

の を しなければならない。ただし，当該 の学 を授 される前に に したときは，この りではな

い。

2 前項の規定にかか らず， の学 を授 された者は，当該教授会の議を経て， を得ない理由があると認められ

た は，当該 の学 の授 に る の に えてその を要 したものを することができる。この

において，本学は，その の を めに じて に するものとする。

3 の学 を授 された者が行う前2項の規定による は， 則として 学学 成 の により行

うものとする。

( の )

第20条 学 の学 を授 するに当た ては，別 第1に る 分 の を付 するものとする。

2 は の学 を授 するに当た ては，別 第2に る 分 の を付 するものとする。

3 学 の は，別 第3に るとおりとする。

4 教学規則第65条第2項の規定に基づき， の を受けた者に の学 を授 するに当た ては，

により授 する を付 するものとする。

( の )
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( の 者の )

第8条 科長は，前条の規定による の があ たときは，教授会において当該 科の教授のう から2

以 の 委員を 定して， の を行 るものとする。

2 科長は，前条の規定による は の成 の があ たときは，教授会において当該 科の教授及び

教授のう から2 以 の 委員を 定して， は の成 の を行 るものとする。ただし，

なくとも教授1 を めなければならない。

3 教授会において のため必要があると認めるときは， の にあ ては第1項の 委員のほか，当該

科の教授以 の 科の教員 は他の 学 しくは 等の教員等を， は の成 の にあ ては

前項の 委員のほか，当該 科の教授及び 教授以 の 科の教員 は他の 学 しくは 等の教員等を

委員に えることができる。

4 教授会において のため必要があると認めるときは，当該 科の教授以 の者( は の成 の の

ため必要があると認めるときは，当該 科の教授及び 教授以 の者)にも を委 することができる。

( の 者の )

第9条 委員及び前条第4項の規定により を委 された者は，学 は の成 を中 として，これに関

ある科 に いて， は により を行う。

2 の期日は，その する。

( を 者の の )

第10条 第5条第2項の規定による学 申請者の学 は， 料57,000 を え，学 申請書， 及び

書とともに，その申請に じた 科長を経て学長に するものとする。

2 本条の規定による の に いては，第7条第3項及び第4項の規定を する。

( を 者の )

第11条 学長は，前条第1項の規定による学 の があ たときは，当該 科長にその の を付 し，

科長は，第8条の規定に じて の を，第9条の規定に じて を行 るものとする。

2 前項の学 は，それを受理した日から1年以 に を するものとする。ただし， 別の理由があるときは，

科長は，教授会の議を経て 期 を 長することができる。

( を 者の の )

第12条 科長は，前条第1項の規定により学長から を付 されたときは，教授会において学 申請者の学

の 認を行 るものとする。

2 学 の 認は， は による の に基づいて行う。ただし，学 申請者の学 ，業 等に基づいて学 の

認を行うことができる は， を することができる。

3 学 の 認のため必要があるときは，学 申請者にその 書， その他を さ ることがある。

4 教授会が学 の 認の議 をする には，第15条第2項の規定を する。

( 者の の の )

第13条 科の 程において 定の期間 学し， 定の を 得し，か ，必要な の 成等に する

を受けて 学した者が， 学しないで学 の授 を受けようとするときは，前3条の規定による。

2 前項に該当する者が， 学後5年以 に学 を して を受けるときは，第5条第1項に該当する者と 等以

の学 を するものとみなす。

( 料の )

第14条 された は 及び納 した 料は，その理由のいか を ず しない。

2 された の成 の に関することは，各 科において別に定める。

( の 授 の )

第15条 科長は， 科に 学する者に いては， 及び の に基づいて，また第12条の規

定により学 を 認された者及び第13条第2項に該当する者に いては， 及び の に基づいて，

教授会において学 を授 す きか かの 議を行 るものとする。

2 前項の教授会は，当該教授会 成員の3分の2以 の があることを要し，学 を授 す きものと議 するには，

の により， 者の3分の2以 の 成があることを要する。

( 授 の )

第16条 科長は， しくは の学 は 学 を授 す きものに いて，教授会の議を経て，学長に申

請するものとする。

2 前項の申請に当た ては，次に る事項を した書類を えるものとする。

(1) 授 しようとする学 ( 分 の を付 したもの)

(2) 授 しようとする年月日

(3) の は，第5条第1項 は第2項のいずれの規定によるかの別

(4) の は， 及び は の の要

(5) の は， 及び は を 当した 関に関する事項

(6) 第5条第2項による の は，学 の 認の 及び学 の 認を 当した 関に関する事項

3 科長は， しくは の学 は 学 を授 す きでない者に いては，教授会の議を経て，その を

学長に申請するものとする。

( の授 )

第17条 学長は，第3条に規定する者に しては，学 を 付して学 の学 を授 する。

2 学長は，前条に規定する申請に基づき， しくは の学 は 学 の授 をす きか かを 定し，当該

学 を授 す きものと 定した者に しては，学 を 付して当該学 を授 し，当該学 を授 できないと 定

した者に しては，その を する。

3 前項の規定により の学 を授 したときは，学 に し， 部科学 に する。

( の )

第18条 本学は， の学 を授 したときは，当該 の学 を授 した日から3月以 に，当該 の学 の授 に

る の の要 及び の の要 を の により する。

( の )

第19条 の学 を授 された者は，当該 の学 を授 された日から1年以 に，当該 の学 の授 に る

の を しなければならない。ただし，当該 の学 を授 される前に に したときは，この りではな

い。

2 前項の規定にかか らず， の学 を授 された者は，当該教授会の議を経て， を得ない理由があると認められ

た は，当該 の学 の授 に る の に えてその を要 したものを することができる。この

において，本学は，その の を めに じて に するものとする。

3 の学 を授 された者が行う前2項の規定による は， 則として 学学 成 の により行

うものとする。

( の )

第20条 学 の学 を授 するに当た ては，別 第1に る 分 の を付 するものとする。

2 は の学 を授 するに当た ては，別 第2に る 分 の を付 するものとする。

3 学 の は，別 第3に るとおりとする。

4 教学規則第65条第2項の規定に基づき， の を受けた者に の学 を授 するに当た ては，

により授 する を付 するものとする。

( の )
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第21条 本学において学 の授 を受けた者が，学 の を いるときは， 学の を付 するものとする。

( の に の取消し)

第22条 しくは の学 は 学 を授 された者が， 正の により当該学 の授 を受けた事実が判

明したときは，学長は，当該教授会及び教 議会の議を経て，その学 を取り消し，学 を さ ，か ，

その を する。

2 しくは の学 は 学 を授 された者が，その を す行 があ たときは，前項の規定に じて

その学 を取り消すことができる。

3 教授会が前2項の規定による議 をする には，第15条第2項の規定を する。

( )

第23条 学 ，学 その他の は，別 のとおりとする。

( 則)

第24条 この規程の施行に必要な事項は，各学部 は各 科においてこれを定める。

附 則

1 この規程は，平成16年4月1日から施行する。

2 学教学規則 平成16年4月1日 定 則第4項に規定する海事科学部の 程を 業した者に授 する学 に付 する 分 の は，別

の規定にかか らず，海事科学 は 学とするものとする。

附 則(平成16年12月28日)

この規程は，平成17年1月1日から施行する。

附 則(平成17年12月20日)

この規程は，平成18年3月1日から施行する。

附 則(平成19年3月20日)

1 この規程は，平成19年4月1日から施行する。

2 この規程施行の に 学する者(以下「 学者」という。)及び平成19年4月1日以後において 学者の する年次に 学， 学 は 学

する者に いては，改正後の別 の規定にかか らず，なお 前の による。

附 則(平成20年3月18日)

1 この規程は，平成20年4月1日から施行する。

2 この規程施行の に 学する者(以下 学者 という )及び平成20年4月1日以後において 学者の する年次に 学， 学 は 学する

者に いては，改正後の別 の規定にかか らず，なお 前の による。

附 則(平成21年3月18日)

1 この規程は，平成21年4月1日から施行する。

2 学 科及び 学 科が存続する間，この規程による改正後の第8条第1項中「教授会」とあるの は「教授会 は 科委員会(以下「教

授会等」という。)」と， 条第3項及び第4項 びに第11条から 第22条までの中「教授会」とあるのは「教授会等」と読み替えて する。

附 則(平成22年3月23日)

この規程は，平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成23年11月24日)

この規程は，平成23年11月24日から施行する。

附 則(平成25年4月23日)

1 この規程は，平成25年4月23日から施行する。

2 この規程による改正後の 学学 規程(以下「 学 規程」という。)第18条の規定は，平成25年4月1日以後に の学 を授 した

に いて し， 日前に の学 を授 した に いては，なお 前の による。

3 学 規程第19条の規定は，平成25年4月1日以後に の学 を授 された者に いて し， 日前に の学 を授 された者に いては，

なお 前の による。

附 則(平成25年10月29日)

この規程は，平成25年11月1日から施行する。

附 則(平成27年3月31日)

この規程は，平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成27年9月29日)

この規程は，平成27年9月29日から施行する。

附 則(平成28年3月22日)

この規程は，平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成 29年3月21日)

1  この規程は，平成29年4月1日から施行する。

2 この規程施行の に 学する者(以下「 学者」という。)及び平成29年4月1日以後において 学者の する年次に 学， 学 は 学

する者に いては，改正後の別 第1の規定にかか らず，なお 前の による。

附 則(平成30年3月30日)

この規程は，平成30年4月1日から施行する。

附 則(令和 3年3月30日)

1  この規程は，令和3年4月1日から施行する。

2 この規程施行の に 学する者(以下「 学者」という。)及び令和3 年4 月1 日以後において 学者の する年次に 学， 学 は 学す

る者に いては，改正後の別 第1 の規定にかか らず，なお 前の による。

附 則(令和 4年3月29日)

1  この規程は，令和4年4月1日から施行する。

2 この規程施行の にEU 成 を している者に いては，改正後の第20条の規定にかか らず，なお 前の による。

附 則(令和 5年3月28日)

この規程は，令和5年4月1日から施行する。

第1(第20条第1 係)

学 の学 に付 する 分 の

学部 等 分 の

学部 学

間科学部 学 は教 学

学部 学

経 学部 経 学

経 学部 経 学 は 学

理学部 理学

学部 学科 学

学部 学科 学， 生学 は 学

学部 学

学部 学

海洋政策科学部 海洋政策科学 は 学

第2(第20条第2 係)

は の学 に付 する 分 の

科
分 の

学 科 学 学 は学

学 科 学 学

間 学 科 学 ，教 学 は理学 学 ，教 学 は理学

学 科 学 は政 学 学 は政 学

経 学 科 経 学 経 学

経 学 科 経 学 は 学 経 学 は 学

理学 科 理学 理学 は学

学 科 は 学 学 は 学

学 科 学 学

学 科 学 学 は学

学 科 学 は 学 学， 学，学 は計算科学

学 科 学 学 は学

海事科学 科 海事科学 海事科学， 学 は学

協 科 学，経 学， 学 は政 学 学 ， 学，政 学 は経 学

科学

科
科学 科学

第3(第20条第3 係)

学 の

科 学 の

学 科 ( )

経 学 科 経 学 ( )

以下，
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第21条 本学において学 の授 を受けた者が，学 の を いるときは， 学の を付 するものとする。

( の に の取消し)

第22条 しくは の学 は 学 を授 された者が， 正の により当該学 の授 を受けた事実が判

明したときは，学長は，当該教授会及び教 議会の議を経て，その学 を取り消し，学 を さ ，か ，

その を する。

2 しくは の学 は 学 を授 された者が，その を す行 があ たときは，前項の規定に じて

その学 を取り消すことができる。

3 教授会が前2項の規定による議 をする には，第15条第2項の規定を する。

( )

第23条 学 ，学 その他の は，別 のとおりとする。

( 則)

第24条 この規程の施行に必要な事項は，各学部 は各 科においてこれを定める。

附 則

1 この規程は，平成16年4月1日から施行する。

2 学教学規則 平成16年4月1日 定 則第4項に規定する海事科学部の 程を 業した者に授 する学 に付 する 分 の は，別

の規定にかか らず，海事科学 は 学とするものとする。

附 則(平成16年12月28日)

この規程は，平成17年1月1日から施行する。

附 則(平成17年12月20日)

この規程は，平成18年3月1日から施行する。

附 則(平成19年3月20日)

1 この規程は，平成19年4月1日から施行する。

2 この規程施行の に 学する者(以下「 学者」という。)及び平成19年4月1日以後において 学者の する年次に 学， 学 は 学

する者に いては，改正後の別 の規定にかか らず，なお 前の による。

附 則(平成20年3月18日)

1 この規程は，平成20年4月1日から施行する。

2 この規程施行の に 学する者(以下 学者 という )及び平成20年4月1日以後において 学者の する年次に 学， 学 は 学する

者に いては，改正後の別 の規定にかか らず，なお 前の による。

附 則(平成21年3月18日)

1 この規程は，平成21年4月1日から施行する。

2 学 科及び 学 科が存続する間，この規程による改正後の第8条第1項中「教授会」とあるの は「教授会 は 科委員会(以下「教

授会等」という。)」と， 条第3項及び第4項 びに第11条から 第22条までの中「教授会」とあるのは「教授会等」と読み替えて する。

附 則(平成22年3月23日)

この規程は，平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成23年11月24日)

この規程は，平成23年11月24日から施行する。

附 則(平成25年4月23日)

1 この規程は，平成25年4月23日から施行する。

2 この規程による改正後の 学学 規程(以下「 学 規程」という。)第18条の規定は，平成25年4月1日以後に の学 を授 した

に いて し， 日前に の学 を授 した に いては，なお 前の による。

3 学 規程第19条の規定は，平成25年4月1日以後に の学 を授 された者に いて し， 日前に の学 を授 された者に いては，

なお 前の による。

附 則(平成25年10月29日)

この規程は，平成25年11月1日から施行する。

附 則(平成27年3月31日)

この規程は，平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成27年9月29日)

この規程は，平成27年9月29日から施行する。

附 則(平成28年3月22日)

この規程は，平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成 29年3月21日)

1  この規程は，平成29年4月1日から施行する。

2 この規程施行の に 学する者(以下「 学者」という。)及び平成29年4月1日以後において 学者の する年次に 学， 学 は 学

する者に いては，改正後の別 第1の規定にかか らず，なお 前の による。

附 則(平成30年3月30日)

この規程は，平成30年4月1日から施行する。

附 則(令和 3年3月30日)

1  この規程は，令和3年4月1日から施行する。

2 この規程施行の に 学する者(以下「 学者」という。)及び令和3 年4 月1 日以後において 学者の する年次に 学， 学 は 学す

る者に いては，改正後の別 第1 の規定にかか らず，なお 前の による。

附 則(令和 4年3月29日)

1  この規程は，令和4年4月1日から施行する。

2 この規程施行の にEU 成 を している者に いては，改正後の第20条の規定にかか らず，なお 前の による。

附 則(令和 5年3月28日)

この規程は，令和5年4月1日から施行する。

第1(第20条第1 係)

学 の学 に付 する 分 の

学部 等 分 の

学部 学

間科学部 学 は教 学

学部 学

経 学部 経 学

経 学部 経 学 は 学

理学部 理学

学部 学科 学

学部 学科 学， 生学 は 学

学部 学

学部 学

海洋政策科学部 海洋政策科学 は 学

第2(第20条第2 係)

は の学 に付 する 分 の

科
分 の

学 科 学 学 は学

学 科 学 学

間 学 科 学 ，教 学 は理学 学 ，教 学 は理学

学 科 学 は政 学 学 は政 学

経 学 科 経 学 経 学

経 学 科 経 学 は 学 経 学 は 学

理学 科 理学 理学 は学

学 科 は 学 学 は 学

学 科 学 学

学 科 学 学 は学

学 科 学 は 学 学， 学，学 は計算科学

学 科 学 学 は学

海事科学 科 海事科学 海事科学， 学 は学

協 科 学，経 学， 学 は政 学 学 ， 学，政 学 は経 学

科学

科
科学 科学

第3(第20条第3 係)

学 の

科 学 の

学 科 ( )

経 学 科 経 学 ( )

以下，
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則

(平成 16 年 4 月 1 日 定)

改正 平成 18 年 9 月 22 日 平成 19 年 3 月 30 日

平成 21 年 6 月 9 日 平成 24 年 12 月 6 日

平成 28 年 9 月 30 日 平成 29 年 9 月 22 日

( )

第 1 条 この 則は， 学学 規程 平成 16 年 4 月 1 日 定 以下「規程」という。 第 24 条の規定

に基づき， 学 学 協 科 以下「 科」という。 において規程の施行に必要な事

項を定めるものとする。

( の に の )

第 2 条 規程第 7 条第 1 項に規定する 及び 定の に いての の成 以下

という。 の 期 は，1 月 3 1 日とする。ただし， 政策 別 の者， 教員の認め

る理由により 期 までに は 以下これらを「 等 という。 を

しなか た者及び 等の は に しなか た者は，次年 の 7 月 15 日までに

等を することができる。

2   等を しようとする者は，前項に規定する 等 期 の 3 月前までに 教員の

認を経て， 等の を 協 科長 以下「 科長」という。 に け なければな

らない。

( 者の の )

第 3 条 規程第 7 条第 1 項の規定により を しようとする者は，次の各号に る書類及び

料等を 科長に するものとする。

(1) 学

(2)
( 3 ) 学 の 要

(4) 学

(5) 書

2 の 期間は，4 月 1 日から 6 月 20 日まで及び 10 月 1 日から 12 月 20 日までとする。

( を 者の の )

第 4 条 規程第 5 条第 2 項に規定する 程を経ない者の学 の は，規程第 10 条に基づき行う

ものとする。

2 前項に定めるもののほか， 程を経ない者の学 の に関し必要な事項は，別に定める。

( 5 年 の者の の )

第 5 条 規程第 13 条第 2 項に規定する 学後 5 年以 の者の学 の は，規程第 10 条に基づき行

うものとする。

2 前項に定めるもののほか， 学後 5 年以 の者の学 の に関し必要な事項は，別に定める。

( の )

第 6 条 規程第 8 条第 2 項及び第 3 項に規定する の 委員は， 教員を めて 3 とし，

の 委員は， 教員を めて 2 とする。

2 学 学 協 科教授会 以下「教授会」という。 において のため必要があると

認めるときは，前項に規定する の 委員のう の 1 教員を除く。 を次の各号に

る者に えることができる。

(1) 本学の他の教 に された教授 は 教授

(2) 他 学の 学 は 等の教員等

( の )

第 7 条 規程第 8 条第 1 項に規定する の 委員は， 教員を めて 3 とする。

2 教授会において のため必要があると認めるときは， 教員が 教授である を除き，前項に

規定する 委員のう の 1 を次の各号に る者を えることができる。

(1) 本 科に された 教授

(2) 本学の他の教 に された教授 は 教授

( 3 ) 他 学の 学 は 等の教員等

3 教授会において のため必要があると認めるときは，第 1 項に規定する 委員に本 科に

された教授 は前項各号に規定する者を えることができる。

4 規程第 11 条第 1 項に規定する の 委員に いては，別に定める。

( の 日 )

第 8 条 規程第 9 条に規定する の は，2 月 21 日から 3 月 10 日までの期間 に行うものとす

る。ただし，第 2 条第 1 項ただし書により 等を した者に いては，8 月 10 日から 月 3 1
日までの期間 に行う。

2 規程第 9 条に規定する の は， の 後 1 月以 に行う。

3 委員は， を中 として，これに関 ある科 に いて， により を行う。

( を 者に る の )

第 9 条 規程第 5 条第 2 項に規定する 程を経ない者(規程第 13 条第 2 項に規定する 学後 5 年以

の者を 。以下 じ。)に する ， 及び学 の 認は，規程第 11 条，第 12 条及び第 13
条に基づき行うものとする。

2 前項に定めるもののほか， 程を経ない者の ， 及び学 の 認に関し必要な事項は，

別に定める。

  附 則

この 則は，平成 16 年 4 月 1 日から施行する。

附 則 (平成 18 年 9 月 22 日)

1 この 則は，平成 18 年 10 月 1 日から施行する。

2 この 則則施行の に 学する者に いては，なお 前の による。

附 則(平成 19 年 3 月 30 日)

この 則は，平成 19 年 4 月 1 日から施行する。

附 則(平成 21 年 6 月 9 日)

この 則は，平成 21 年 6 月 9 日から施行する。

附 則(平成24年12月6日)

この 則は，平成24年12月 6 日から施行する。

附 則(平成28年9月30日)

この 則は，平成 28 年 10 月 1 日から施行する。

附 則(平成29年9月22日)

この 則は，平成 29 年 10 月 1 日から施行する。
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則

(平成 16 年 4 月 1 日 定)

改正 平成 18 年 9 月 22 日 平成 19 年 3 月 30 日

平成 21 年 6 月 9 日 平成 24 年 12 月 6 日

平成 28 年 9 月 30 日 平成 29 年 9 月 22 日

( )

第 1 条 この 則は， 学学 規程 平成 16 年 4 月 1 日 定 以下「規程」という。 第 24 条の規定

に基づき， 学 学 協 科 以下「 科」という。 において規程の施行に必要な事

項を定めるものとする。

( の に の )

第 2 条 規程第 7 条第 1 項に規定する 及び 定の に いての の成 以下

という。 の 期 は，1 月 3 1 日とする。ただし， 政策 別 の者， 教員の認め

る理由により 期 までに は 以下これらを「 等 という。 を

しなか た者及び 等の は に しなか た者は，次年 の 7 月 15 日までに

等を することができる。

2   等を しようとする者は，前項に規定する 等 期 の 3 月前までに 教員の

認を経て， 等の を 協 科長 以下「 科長」という。 に け なければな

らない。

( 者の の )

第 3 条 規程第 7 条第 1 項の規定により を しようとする者は，次の各号に る書類及び

料等を 科長に するものとする。

(1) 学

(2)
( 3 ) 学 の 要

(4) 学

(5) 書

2 の 期間は，4 月 1 日から 6 月 20 日まで及び 10 月 1 日から 12 月 20 日までとする。

( を 者の の )

第 4 条 規程第 5 条第 2 項に規定する 程を経ない者の学 の は，規程第 10 条に基づき行う

ものとする。

2 前項に定めるもののほか， 程を経ない者の学 の に関し必要な事項は，別に定める。

( 5 年 の者の の )

第 5 条 規程第 13 条第 2 項に規定する 学後 5 年以 の者の学 の は，規程第 10 条に基づき行

うものとする。

2 前項に定めるもののほか， 学後 5 年以 の者の学 の に関し必要な事項は，別に定める。

( の )

第 6 条 規程第 8 条第 2 項及び第 3 項に規定する の 委員は， 教員を めて 3 とし，

の 委員は， 教員を めて 2 とする。

2 学 学 協 科教授会 以下「教授会」という。 において のため必要があると

認めるときは，前項に規定する の 委員のう の 1 教員を除く。 を次の各号に

る者に えることができる。

(1) 本学の他の教 に された教授 は 教授

(2) 他 学の 学 は 等の教員等

( の )

第 7 条 規程第 8 条第 1 項に規定する の 委員は， 教員を めて 3 とする。

2 教授会において のため必要があると認めるときは， 教員が 教授である を除き，前項に

規定する 委員のう の 1 を次の各号に る者を えることができる。

(1) 本 科に された 教授

(2) 本学の他の教 に された教授 は 教授

( 3 ) 他 学の 学 は 等の教員等

3 教授会において のため必要があると認めるときは，第 1 項に規定する 委員に本 科に

された教授 は前項各号に規定する者を えることができる。

4 規程第 11 条第 1 項に規定する の 委員に いては，別に定める。

( の 日 )

第 8 条 規程第 9 条に規定する の は，2 月 21 日から 3 月 10 日までの期間 に行うものとす

る。ただし，第 2 条第 1 項ただし書により 等を した者に いては，8 月 10 日から 月 3 1
日までの期間 に行う。

2 規程第 9 条に規定する の は， の 後 1 月以 に行う。

3 委員は， を中 として，これに関 ある科 に いて， により を行う。

( を 者に る の )

第 9 条 規程第 5 条第 2 項に規定する 程を経ない者(規程第 13 条第 2 項に規定する 学後 5 年以

の者を 。以下 じ。)に する ， 及び学 の 認は，規程第 11 条，第 12 条及び第 13
条に基づき行うものとする。

2 前項に定めるもののほか， 程を経ない者の ， 及び学 の 認に関し必要な事項は，

別に定める。

  附 則

この 則は，平成 16 年 4 月 1 日から施行する。

附 則 (平成 18 年 9 月 22 日)

1 この 則は，平成 18 年 10 月 1 日から施行する。

2 この 則則施行の に 学する者に いては，なお 前の による。

附 則(平成 19 年 3 月 30 日)

この 則は，平成 19 年 4 月 1 日から施行する。

附 則(平成 21 年 6 月 9 日)

この 則は，平成 21 年 6 月 9 日から施行する。

附 則(平成24年12月6日)

この 則は，平成24年12月 6 日から施行する。

附 則(平成28年9月30日)

この 則は，平成 28 年 10 月 1 日から施行する。

附 則(平成29年9月22日)

この 則は，平成 29 年 10 月 1 日から施行する。
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則に る

則 則 第 4 条 を 者の

の 係

学学 規程 以下「規程」という。 第 5 条第 2 項の規定により の を受けよう

とする者は，次の各号に る書類を 協 科長 以下「 科長」という。 に するも

のとする。

(1) 学 申請書

(2)
( 3 ) 学 の 要

(4) 学

(5) 書

( 6 ) 業 書

(7) 協 科 以下「本 科」という。 に された教員の 書

前項に規定する学 申請は， 行うことができる。

教授会は， された学 の受理に関する のため，予 委員会を する。

予 委員会は，当該学 を した教員を 3 の委員で 成し，そのう ， なくと

も 2 は本 科に された教授とする。なお，教授会において予 のために必要があると認

めるときは，予 委員に次の各号に る者を てることができる。

(1) 本 科に された 教授

(2) 本学の他の教 に された教授 は 教授

( 3 ) 他 学の 学 は 等の教授 は 教授

教授会は，予 委員会の に基づき，当該学 を受理す きか かを 定する。

則第 5 条 5 年 の者の の 係

規程第 13 条第 2 項の規定により の を受けようとする者は，次の各号に る書類を

科長に するものとする。

(1) 学 申請書

(2)
( 3 ) 学 の 要

(4) 学

(5) 書

( 6 ) 業 書

(7) 本 科に された教員の 書

前項の規定は， 学中に本 科が実施する に した者のみに する。

本条に規定する学 申請は，本 科 学後 5 年以 に 行うことができる。

則第 7 条 の 係

規程第 5 条第 2 項及び第 13 条第 2 項に基づき された の 委員に いては，当該学

を した教員を めて 3 以 とする。

則第 9 条 を 者( 5 年 の者を )に る の

係

則第 4 条及び第 5 条の規定に基づく学 申請者に する学 の 及び は， 則第 7 条

に規定する 委員が行う。なお， 委員が必要と認めるときは， 期間 に の 会を行

い，当該申請者に学 の を行 ることができる。

規程第 10 条第 2 項の規定による学 の 認は，当該申請者の学 及び業 等に関する 委員の判

に基づき，教授会が行う。なお， 委員が必要と認めるときは，学 申請者に して は

による を行うことができる。

前 2 項に規定する ， 及び学 の 認は，教授会が学 の受理を 定してから 1 年

以 に しなければならない。ただし， 別な理由があるときは，教授会は 期 を 長するこ

とができる。

附 則

この 規は，2004 年 4 月 1 日から施行する。

附 則

この 規は，2007 年 4 月 1 日から施行する。

附 則

この 規は，2016 年 10 月 1 日から施行する。

第 14 条第 2 に る

された 定の に いての の成 は，その理由のいか を ず しない。

附 則

この 規は，2007 年 4 月 1 日から施行する。

則第 28 条第 2 に る

及び に ずる 別学生の

は， した科 に関する を さ ，それに いて を実施し， した に

えるものとする。

附 則

この 規は，2004 年 4 月 1 日から施行する。
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に基づき，教授会が行う。なお， 委員が必要と認めるときは，学 申請者に して は

による を行うことができる。

前 2 項に規定する ， 及び学 の 認は，教授会が学 の受理を 定してから 1 年

以 に しなければならない。ただし， 別な理由があるときは，教授会は 期 を 長するこ
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授 に る

学 協 科は の が められる 業を うために必要な を に

け で できる を てることを としている。

この を 成するため 以下に した に て の学 を授 する。

学の に基づき 以下に した に て当該学 を授 する。

本 科に 定の期間 学し 本 科および他 科等により 成された 教 を じ

て に必要な を 得し 等の および に すること。

学の に え までに 本 科学生が 成す き は次

のとおりとする。

会あるいは学 において な 割を えるように く かな教 と に

学に関する を に ける。

会において生じている な事 に して な判 を下すため 学を基 として

理 に分 できる。

な の理 に め い な を できる。

学の に基づき 以下に した に て当該学 を授 する。

本 科に 定の期間 学し 本 科および他 科等により 成された 教 を じ

て に必要な を 得し 等の および に すること。

学の に え までに 本 科学生が 成す き は次

のとおりとする。

会あるいは学 において な 割を えるように く かな教 と に 経

学に関する を に ける。

会において生じている な事 に して な判 を下すため 経 学を基 として

理 に分 できる。

な の理 に め い な を できる。

学の に基づき 以下に した に て当該学 を授 する。

本 科に 定の期間 学し 本 科および他 科等により 成された 教 を じ

て に必要な を 得し 等の および に すること。

学の に え までに 本 科学生が 成す き は次

のとおりとする。

会あるいは学 において な 割を えるように く かな教 と に

学に関する を に ける。

会において生じている な事 に して な判 を下すため 学を基 として

理 に分 できる。

な の理 に め い な を できる。

学の に基づき 以下に した に て当該学 を授 する。

本 科に 定の期間 学し 本 科および他 科等により 成された 教 を じ

て に必要な を 得し 等の および に すること。

学の に え までに 本 科学生が 成す き は次

のとおりとする。

会あるいは学 において な 割を えるように く かな教 と に 政

学に関する を に ける。

会において生じている な事 に して な判 を下すため 政 学を基 として

理 に分 できる。

な の理 に め い な を できる。
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授 に る

学 協 科は の が められる 業を うために必要な を に
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学に関する を に ける。
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学 協 科は して を行うために必要な 次の を に け

会の に できる を てることを としている。

この を 成するため 以下に した に て の学 を授 する。

学の に基づき 以下に した に て当該学 を授 する。

本 科に 定の期間 学し 本 科および他 科等により 成された 教 を じ

て に必要な を 得し 等の および に すること。

学の に え までに 本 科学生が 成す き は次

のとおりとする。

会あるいは学 において な 割を えるように く かな教 と に

学 経 学 学 政 学等の学 な分 に関する を に ける。

の を乗り え の い を して 定し を 行することが

できる。

な の理 に め い な を できる。

学の に基づき 以下に した に て当該学 を授 する。

本 科に 定の期間 学し 本 科および他 科等により 成された 教 を じ

て に必要な を 得し 等の および に すること。

学の に え までに 本 科学生が 成す き は次

のとおりとする。

会あるいは学 において な 割を えるように く かな教 と に

経 学を中 として経 学に関する を に ける。

の を乗り え の い を して 定し を 行することが

できる。

な の理 に め い な を できる。

学の に基づき 以下に した に て当該学 を授 する。

本 科に 定の期間 学し 本 科および他 科等により 成された 教 を じ

て に必要な を 得し 等の および に すること。

学の に え までに 本 科学生が 成す き は次

のとおりとする。

会あるいは学 において な 割を えるように く かな教 と に

学等 会科学の理 及び を に ける。

の を乗り え の い を して 定し を 行することが

できる。

な の理 に め い な を できる。

学の に基づき 以下に した に て当該学 を授 する。

本 科に 定の期間 学し 本 科および他 科等により 成された 教 を じ

て に必要な を 得し 等の および に すること。

学の に え までに 本 科学生が 成す き は次

のとおりとする。

会あるいは学 において な 割を えるように く かな教 と に 政

学等 会科学の理 及び を に ける。

の を乗り え の い を して 定し を 行することが

できる。

な の理 に め い な を できる。
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会の に できる を てることを としている。

この を 成するため 以下に した に て の学 を授 する。

学の に基づき 以下に した に て当該学 を授 する。

本 科に 定の期間 学し 本 科および他 科等により 成された 教 を じ

て に必要な を 得し 等の および に すること。

学の に え までに 本 科学生が 成す き は次

のとおりとする。

会あるいは学 において な 割を えるように く かな教 と に

学 経 学 学 政 学等の学 な分 に関する を に ける。

の を乗り え の い を して 定し を 行することが

できる。

な の理 に め い な を できる。

学の に基づき 以下に した に て当該学 を授 する。

本 科に 定の期間 学し 本 科および他 科等により 成された 教 を じ
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のとおりとする。
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て に必要な を 得し 等の および に すること。

学の に え までに 本 科学生が 成す き は次

のとおりとする。

会あるいは学 において な 割を えるように く かな教 と に 政

学等 会科学の理 及び を に ける。

の を乗り え の い を して 定し を 行することが

できる。

な の理 に め い な を できる。

－ 92 － － 93 －



の

平成 年 月 日 教授会 定

平成 年 月 日 教授会改正

学 学 協 科は 学 に いて 科の に基づ

き 以下の基 により に する。

なお この基 に定めるもののほか 分 において必要なものは当該 が定める。

の

の にあた ては，次に る各項 を 基 として する。

な学 の

な学 から た の明 さ

な学 から た 定の さ

な学 から た の の さ

く した 料の取扱いの さ

く した 行 の取扱いの さ

の明

の さ

成の

の

の にあた ては，次に る各項 を 基 として する。
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の明 さ
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の さ

料の取扱いの さ

行 の取扱いの さ

の明

の さ
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の に の の成 ( )の

定の に いての の成 の にあた ては，次に る各項 を 基 として
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は 定の に いての の成 以下「 」という。 の を受けよう
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日本 明 10. 5 を基 とする， ， 書き，1 行 3 8 以 ，1 3 0
行以

T i m e s  N e w  R o m a n 12 を基 とする， ， 書き，1 27 行以

， に いては， の にとら れる必要はない。
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経 学 の 及び

日本 の で 18 以
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の で 3 0 以

学 政 学 学 の
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4 には，必ず要 を 付すること。要 の長さは， 2 の により，1 以 とす

る。
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は， 年月日， ， 科 ， ， 教員 ，学 号及び を明 した

を付し， にして 1 部を すること。あ て， は 3 部の ，

は 2 部の を， を付けずに にして すること。また 要 の に

学 号 を の を 1 部 すること。
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Format of Thesis  

                  

    S a m p l e  

は，日本 は で し， 則として と で 成すること。

が他 による の は当該 の を認める。

  成
Format

要

部
1 original 

of master’s
thesis

(including 
summary)

要

部
3 copies of 
master’s

thesis
(including 

summary)

要

部
1 page of 
summary

  
Contents

Front cover (hard cover)
○ に と の を ること

Paste the copy of title page.

Title page ○ ○ の を て すること

Refer to the sample above.
要 Summary ○ ○   ○ 以 で 成 within one page

次 本

table of contents,
text, footnotes, 
endnotes, 
diagrams

○ ○

日本

経 学 18 以

学 政 学 学 27 以

English
Economics: more than 20 pages
Laws, Political Science and
International Studies: more than 30 
pages

Single-side printing
Reference ○ ○

Back cover (hard cover)
○ り 等は 要。

There is no need to paste anything.
   1 部 する要 に いては， に 学 号 を して すること。

Regarding the summary, please write your department, student ID number and your name on
the upper right.

              
              Department of 

            学 号
              Student ID Number
       
              Name

  要 Summary

年 月 日

Date of Submission

Title

協 科
Graduate School of International 
Cooperation Studies 

Department
教員 Academic Adviser

学 号 Student ID Number
Name

年 月 日

Date of Submission

Title

協 科
Graduate School of International 
Cooperation Studies 

Department
教員 Academic Adviser

学 号 Student ID Number
Name

Department
政策 Department of Economic Development and Policies

協 政策 Department of International Cooperation Policy Studies
協 政策 Department of Regional Cooperation Policy Studies

教員の
Job Title of
Academic Adviser

教授 教授 Professor / Associate Professor

要 部
1 original of master’s thesis

(including summary)

要 部
3 copies of master’s thesis

(including summary)

要 部

1 page of summary

各項 の

係 の に の

の は， 教員の にしたが て に「 」を する

こと。

の取り下 は， 教員の 認を得た ， 実施日の前日までに「 取下

」を すること。

は， まで し替えることができない。ただし， で 正を された

部分に いては， 委員 員の 認を得た で の 部を し替えることができる。なお， し

替え期 は， 実施日から 間以 とし， し替え部分「 し替え 」とあ て

教 に し し替えを行うこと。 期 日が 業日の は，その次の業 日とする。
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則

学 学 協 科規則第 29 条に規定する に いて，以下のとおり定め

る。

Ⅰ の

の の り る

  科

      科 は，「 経 学」と「 経 学」の 2 科 とする。 は日本 及び

の ， は日本 しくは の で する。 で することもできる。

      「 経 学」と「 経 学」の 2 科 に すること。ただし，以下のとおり読替

  を実施する。

協 科 以下「本 科」という。 程前期 程 以下「前期 程」という。

学中 は本 科 程後期 程 以下「後期 程」という。 に 学 学後に，「

経 学 」 は の「Microeconomics」を し「 (S)」を取得した者は「

経 学」を，「 経 学 」 は の「Macroeconomics」を し

「 (S)」を取得した者は「 経 学」を，それ れ「 」として読み替え，免除するこ

とができる。

なお，前期 程 学中に 科 を 得 みで「 (A )」，「 (B )」 は「可(C )」を取得し

ている であ ても，後期 程に 学 学後に 科 を することは可 とする。

2006 年 以前の前期 程 学者に いては，前期 程 学中の 得 み科 による読替は行 な

い。

他 学 で と 等の科 を 等の成 で に取得している者は，教授会の議を経て免除すること

ができる。

前期 程に 会 別 により 学した者が，経 学 科が している「基 経

学」，「基 経 学」を 得している ，「基 経 学」で「 」を取得した

者は「 経 学 」で「 」を取得した者として扱い，「基 経 学」で「 」を

取得した者は「 経 学 」で「 」を取得した者として扱う。

なお，前期 程 学中に 科 を 得 みで「 」，「 」 は「可」を取得している

であ ても，後期 程に 学 学後に 科 を することは可 とする。

  において，2007 2010 年 の前期 程 学者に いては，読替 科 を し「

(A)」か 「 (S)」相当を取得した者は，それ れ「 (S)」を取得した者として扱う。

が「 (S)」相当であるか うかに いては， 定 により教 で 会すること。

2011 年 以 2007 2010 年

経 学

経 学

は

Microeconomics (S)

経 学

は

Microeconomics

か

「 」相当

(A) か
「 (S)」相当

経 学

経 学

は

Macroeconomics (S)

経 学

は

Macroeconomics

か

「 」相当

(A) か
「 (S)」相当

    年 2 。 学中であれば， の でも受 可 である。申請期 が 日の は，その次の業 日と

する。

5 月第 3 日 受 申請期間 4 月 1 日 10 日

11 月第 3 日 受 申請期間 10 月 1 日 10 日

    受 数は しない。

Ⅱ [ ] の

の の り る

  科

    科 は，「 経 学」，「 経 学」，「 経 」の 3 科 とする。

は日本 及び の ， は日本 しくは の で する。 で することもできる。

  「 経 学」，「 経 学」，「 経 」のいずれか 2 科 に すること。

  前期 程 学中 は後期 程に 学 学後に「 経 学 」 は の

「Microeconomics」を し「 (S)」 は「 (A)」を取得した者は「 経 学」を，

「 経 学 」 は の「Macroeconomics」を し「 (S)」 は「

(A)」を取得した者は「 経 学」を，「 経 」 は の

「Economic development studies」を し「 (S)」 は「 (A)」を取得した者は「 経

」を，それ れ「 」として読み替え，免除することができる。

なお，前期 程 学中に 科 を 得 みで「 (B )」 は「可(C )」を取得している

であ ても，後期 程に 学 学後に 科 を することは可 とする。

2006 年 以前の前期 程 学者に いては，前期 程 学中の 得 み科 による読替は行 な

い。

他 学 で と 等の科 を 等の成 で に取得している者は，教授会の議を経て免除すること

ができる。

前期 程に 会 別 により 学した者が，経 学 科が している「基 経

学」，「基 経 学」を 得している ，それ れ，「基 経 学」を

し「 」 は「 」を取得した者は「 経 学 」を し「 」 は「 」を取得し

た者として扱い，「基 経 学」を し「 」 は「 」を取得した者は「

経 学 」を し「 」 は「 」を取得した者として扱う。

なお，前期 程 学中に 科 を みで「 」 は「可」を取得している であ

ても，後期 程に 学 学後に 科 を することは可 とする。

2007 年 以

経 学 経 学

は

Microeconomics

は

(S) は (A)
経 学 経 学

は

Macroeconomics

は

(S) は (A)
経 経

は

Economic development studies

は

(S) は (A)
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日

    年 2 。 学中であれば， の でも受 可 である。申請期 が 日の は，その次の業 日と

する。

5 月第 3 日 受 申請期間 4 月 1 日 10 日

11 月第 3 日 受 申請期間 10 月 1 日 10 日

    受 数は しない。

[ ] の

の

  は， 則として， の 続きに て行 れる。これによ て， の関 分 に関する

理 ， の の 実 ，及び 成の 程 を判定する。

  は， の要 で 成された 以下，「 」という。 及び によ て

行う。ただし， の により される 委員会が必要と認める には， を すことが

できる。この ， 委員会は， のための を学生に する。

の 以下，「 」という。 は，学生がこれを 定し， 教員の 認を得な

ければならない。この 認を受けた学生は， 則として後期 程 学 学後， 年から 1 年 のう

に， ， 要 それ れ 3 部 とともに 受 申請書 以下，「受

申請書」という。 を教 に する。

受 申請書の を受けて，教授会においてすみ かに 委員会を する。 委員会は とな

る 教員を 3 で 成され， の と を行う。 委員会には， なくと

も 2 以 の本 科に された教員が する。

は，受 申請書が された後，2 か月以 に行 れるものとする。 の日程は，

委員会が 定する。

の は， 委員会の を受けて，教授会の議を経て 定する。

の 者は， 教員の のもとに， を することができる。

を する は，受 申請書を しなければならない。

  教員は， が の を すものとなるか， は の 成部分となる

ことを し ， を 定する。

の分 は，日本 では，本 25,000 30,000 程 ， では，本 7,000 10,000
程 とする。また， 要の分 は， 教員の のもとに 定する。これらの は，日本 で

は A4 40 30 行， では A4 12 ，27 行とする。

附 則

この実施 則は，2009 年 月 1 日から施行する。

この実施 則施行の に 学する者に いては，なお 前の による。

附 則

この実施 則は，2015 年 4 月 1 日から施行する。

附 則

この実施 則は，2016 年 10 月 1 日から施行する。

附 則

この実施 則は，2018 年 4 月 1 日から施行し，2018 年 以 に本 科後期 程に 学 学する学生に する。前期 程の

学年 は ない。

附 則

この実施 則は，2018 年 10 月 1 日から施行し，改正後の ， に いては，2018 年 以 に本 科後期 程に 学 学す

る学生に する。前期 程の 学年 は ない。改正後の に いては，この実施 則施行 で している ての本

科後期 程学生 政策 別 学生を に する。

「 学 学 協 科 程後期 程 政策 別 実施 則」は，2018 年 9 月 3 0
日をも て する。

則に る

1997 年 11 月 5 日 科委員会

「学 に付 する の分 の 」を しようとする は，必要な 科 を たに受 し さなけ

ればならない。
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の分 は，日本 では，本 25,000 30,000 程 ， では，本 7,000 10,000
程 とする。また， 要の分 は， 教員の のもとに 定する。これらの は，日本 で

は A4 40 30 行， では A4 12 ，27 行とする。
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この実施 則施行の に 学する者に いては，なお 前の による。
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科後期 程学生 政策 別 学生を に する。
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学 学 協 科規則第 29 条に規定する の受 申請 続き及び受 免除申請 続き

に いて，以下のとおり定める。

Ⅰ [ ] の

受 申請

を受けようとする者は，前も て 科 の受 申請をしなければならない。

申 請 期 間 5 月 受 者は 4 月 1 日 10 日，11 月 受 者は 10 月 1 日 10 日の間に 定の に の

うえ教 に すること。申請期 が 業日の は，その次の業 日とする。

申 請 別 1 を する。

の実施

    実施日 5 月第 3 日，11 月第 3 日とする。

間 1 科 に き 2 間 120 分 とする。

則として 書等は 定しない。

科

経 学， 経 学， 経

受 免除申請

の受 免除 を受けようとする者は，受 免除申請をしなければならない。

申 請 期 間 5 月 の受 免除申請は 4 月 1 日 10 日，11 月 の受 免除申請は 10 月 1 日 10 日の間に

定の に のうえ教 に すること。申請期 が 業日の は，その次の業 日とする。

申 請 別 2 を する。

申 請 申請にあた ては， 別 2 とともに，受 免除申請に る 得 み科 の成 が さ

れた成 明書を すること。なお，他 学 得科 による免除申請を行うにあた ては，当

該科 の を て すること。

そ の 他 受 免除 が 可であ た に え，受 免除申請と に受 申請をすることは

ない。また，受 免除申請の 数に はない。

Ⅱ の

申請 期

    申請 期は， 則として 程後期 程 学 学後， 年から 1 年 の間とする。 期は，申請

及び の において 学中であれば とするが， 分 教員の を受けて 定すること。

申請

    申請は，別 3 を すること。

受 申請書と に， ， 要それ れ 3 部を教 に する。

申請にあた ては， 教員の をうけ， 認を得ること。なお，申請をした後， の中 を める

は， 教員の 認を得て，申請取り下 別 を すること。

附 則

この要項は，2009 年 月 1 日から施行する。

この要項施行の に 学する者に いては，なお 前の による。

附 則

この要項は，2016 年 10 月 1 日から施行する。

附 則

この要項は，2018 年 10 月 1 日から施行し，改正後の に いては，2018 年 以 に本 科後期 程に 学

学する学生に する。前期 程の 学年 は ない。改正後の に いては，この要項施行 で している

ての本 科後期 程学生 政策 別 学生を に する。
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学 学 協 科規則第 29 条に規定する の受 申請 続き及び受 免除申請 続き
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Ⅰ [ ] の
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定の に のうえ教 に すること。申請期 が 業日の は，その次の業 日とする。

申 請 別 2 を する。

申 請 申請にあた ては， 別 2 とともに，受 免除申請に る 得 み科 の成 が さ

れた成 明書を すること。なお，他 学 得科 による免除申請を行うにあた ては，当

該科 の を て すること。

そ の 他 受 免除 が 可であ た に え，受 免除申請と に受 申請をすることは

ない。また，受 免除申請の 数に はない。

Ⅱ の

申請 期

    申請 期は， 則として 程後期 程 学 学後， 年から 1 年 の間とする。 期は，申請

及び の において 学中であれば とするが， 分 教員の を受けて 定すること。

申請

    申請は，別 3 を すること。

受 申請書と に， ， 要それ れ 3 部を教 に する。

申請にあた ては， 教員の をうけ， 認を得ること。なお，申請をした後， の中 を める

は， 教員の 認を得て，申請取り下 別 を すること。

附 則

この要項は，2009 年 月 1 日から施行する。

この要項施行の に 学する者に いては，なお 前の による。

附 則

この要項は，2016 年 10 月 1 日から施行する。

附 則

この要項は，2018 年 10 月 1 日から施行し，改正後の に いては，2018 年 以 に本 科後期 程に 学

学する学生に する。前期 程の 学年 は ない。改正後の に いては，この要項施行 で している

ての本 科後期 程学生 政策 別 学生を に する。
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別 F o r m  1
年  月  日

D a t e :                      

受 申請書
A pp l i c a t i o n f or m  f o r t he D oc t or a l  Q ua l i f yi ng  E xa m i na t i on

学 学
協 科長

T o  t h e  D e a n  o f  G S I C S ,
          K o b e  U n i v e r s i t y

学 号/ S t u d e n t I D N u m b e r                     

  / N a m e                                   

下 のとおり 受 を申請します。
I  h e r e b y  a p p l y  f o r  t h e  d o c t o r a l  q u a l i f y i n g  e x a m i n a t i o n .

受 科 E x a m i n a t i o n s u b j e c t s t o  b e  t a k e n
受 科 に✓を けること

T i c k t h e  e x a m i n a t i o n s u b j e c t s
受 科

E x a m i n a t i o n  S u b j e c t s

経 学 M i c r o e c o n o m i c s

経 学 M a c r o e c o n o m i c s

経 E c o n o m i c  D e v e l o p m e n t  S t u d i e s

学 D e g r e e t o  b e  o b t a i n e d
学 に✓を けること

T i c k t h e d e g r e e
する学

D o c t o r a l  d e g r e e

経 学 D o c t o r  o f  P h i l o s o p h y  i n  E c o n o m i c s

学 D o c t o r  o f  P h i l o s o p h y

          教員 / S i g n a t u r e  o f A p p l i c a n t ’ s  A c a d e m i c  A d v i s e r

                                                                                              
         

2018

別 F o r m  2
年  月  日

D a t e :

受 免除申請書
A pp l i c a t i o n f or m  f or  t he  e xe m pt i o n of  D oc t or a l  Q ua l i f y i ng E x a m i na t i on

学 学
協 科長

T o  t h e  D e a n  o f  G S I C S , 
K o b e  U n i v e r s i t y

学 号/ S t u d e n t  I D  N u m b e r                         

  / N a m e                                      

下 のとおり の免除を申請します。
   I  h e r e b y  a p p l y  f o r  t h e  e x e m p t i o n  f r o m  t h e  d o c t o r a l  q u a l i f y i n g  e x a m i n a t i o n .

免除申請科 E x a m i n a t i o n  s u b j e c t s  f o r  t h e  e x e m p t i o n
受 科

E x a m i n a t i o n  S u b j e c t s
認定する 授業科 等

S u b j e c t s  t o  b e  a p p r o v e d
その成 (別 明書のとおり) 

G r a d e  (a s  i n  t h e  t r a n s c r i p t )
経 学

M i c r o e c o n o m i c s
経 学

M a c r o e c o n o m i c s  
経

E c o n o m i c  D e v e l o p m e n t  S t u d i e s

学 D e g r e e  t o  b e  o b t a i n e d
学 に✓を けること

T i c k  t h e  d e g r e e
する学

D o c t o r a l  d e g r e e

経 学 D o c t o r  o f  P h i l o s o p h y  i n  E c o n o m i c s

学 D o c t o r  o f  P h i l o s o p h y

教員 / S i g n a t u r e  o f  A p p l i c a n t ’ s  A c a d e m i c  A d v i s e r

                                               

2018
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別 F o r m  1
年  月  日
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学 学
協 科長
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学 D o c t o r  o f  P h i l o s o p h y

          教員 / S i g n a t u r e  o f A p p l i c a n t ’ s  A c a d e m i c  A d v i s e r

                                                                                              
         

2018

別 F o r m  2
年  月  日

D a t e :

受 免除申請書
A pp l i c a t i o n f or m  f or  t he  e xe m pt i o n of  D oc t or a l  Q ua l i f y i ng E xa m i na t i on

学 学
協 科長

T o  t h e  D e a n  o f  G S I C S , 
K o b e  U n i v e r s i t y

学 号/ S t u d e n t  I D  N u m b e r                         

  / N a m e                                      

下 のとおり の免除を申請します。
   I  h e r e b y  a p p l y  f o r  t h e  e x e m p t i o n  f r o m  t h e  d o c t o r a l  q u a l i f y i n g  e x a m i n a t i o n .

免除申請科 E x a m i n a t i o n  s u b j e c t s  f o r  t h e  e x e m p t i o n
受 科

E x a m i n a t i o n  S u b j e c t s
認定する 授業科 等

S u b j e c t s  t o  b e  a p p r o v e d
その成 (別 明書のとおり) 

G r a d e  (a s  i n  t h e  t r a n s c r i p t )
経 学

M i c r o e c o n o m i c s
経 学

M a c r o e c o n o m i c s  
経

E c o n o m i c  D e v e l o p m e n t  S t u d i e s

学 D e g r e e  t o  b e  o b t a i n e d
学 に✓を けること

T i c k  t h e  d e g r e e
する学

D o c t o r a l  d e g r e e

経 学 D o c t o r  o f  P h i l o s o p h y  i n  E c o n o m i c s

学 D o c t o r  o f  P h i l o s o p h y

教員 / S i g n a t u r e  o f  A p p l i c a n t ’ s  A c a d e m i c  A d v i s e r

                                               

2018
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別 F o r m  3
年  月  日

D a t e :

受 申請書

A p p l i c a t i o n  F o r m  f o r  D o c t o r a l  Q u a l i f y i n g  E x a m i n a t i o n  

学 学

協 科長

T o  t h e  D e a n  o f  G S I C S ,
K o b e  U n i v e r s i t y

学 号/ S t u d e n t  I D  N u m b e r
  / N a m e

受 を申請します。

I  h e r e b y  s u b m i t  m y  p a p e r  f o r  t h e  e x a m i n a t i o n  t o  b e c o m e  a  d o c t o r a l  c a n d i d a t e .

T i t l e  o f  p a p e r :

                                                  

する分   する分 に○を けること

C i r c l e  t h e  d e g r e e  t o  b e  o b t a i n e d

    学 D o c t o r  o f  L a w s
政 学 D o c t o r  o f  P h i l o s o p h y  i n  P o l i t i c a l  S c i e n c e  
学    D o c t o r  o f  P h i l o s o p h y

  経 学 D o c t o r  o f  P h i l o s o p h y  i n  E c o n o m i c s

N o t e s
(1) 以下の者を除いて ※ 取得を する者は本 を すること。

            経 学 は学 経 学 の学 取得を する者 か

            2018 年 4 月 日本 は 2018 年 10 月 以 に 学した者

       
(1) T h i s  f o r m  s h o u l d  b e  u s e d  b y  a l l  s t u d e n t s  t o  b e c o m e  a  d o c t o r a l  c a n d i d a t e , e x c e p t  f o r
t h o s e  s t u d e n t s  w h o :

             o b t a i n  a  D o c t o r  o f  P h i l o s o p h y  i n  E c o n o m i c s  o r  D o c t o r  o f  P h i l o s o p h y  (f o r  e c o n o m i c s  
s t u d e n t s ) ;  a n d

             w e r e  a d m i t t e d  a f t e r  A p r i l  2018 (J a p a n e s e  c o u r s e ) o r  O c t o b e r  2018 (E n g l i s h  c o u r s e )
        

教員 / S i g n a t u r e  o f  A p p l i c a n t ' s  A c a d e m i c  A d v i s e r
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別 F o r m  3
年  月  日

D a t e :

受 申請書

A p p l i c a t i o n  F o r m  f o r  D o c t o r a l  Q u a l i f y i n g  E x a m i n a t i o n  

学 学

協 科長

T o  t h e  D e a n  o f  G S I C S ,
K o b e  U n i v e r s i t y

学 号/ S t u d e n t  I D  N u m b e r
  / N a m e

受 を申請します。

I  h e r e b y  s u b m i t  m y  p a p e r  f o r  t h e  e x a m i n a t i o n  t o  b e c o m e  a  d o c t o r a l  c a n d i d a t e .

T i t l e  o f  p a p e r :

                                                  

する分   する分 に○を けること

C i r c l e  t h e  d e g r e e  t o  b e  o b t a i n e d

    学 D o c t o r  o f  L a w s
政 学 D o c t o r  o f  P h i l o s o p h y  i n  P o l i t i c a l  S c i e n c e  
学    D o c t o r  o f  P h i l o s o p h y

  経 学 D o c t o r  o f  P h i l o s o p h y  i n  E c o n o m i c s
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1995 年 12 月 6 日 科委員会 定

2007 年 4 月 1 日 改正

2015 年 3 月 4 日 改正

2016 年 9 月 7 日 改正

教員は， 成の 及び を行う。

教員の申し により 委員を 2 まで，教授会の議を経て することができる。 教

員及び 委員によ て， 委員会を 成する。

委員は， 教員を する。

委員は， 協 科に された教授 は 教授とする。なお，必要があるときは，本

学の他の教 に された教員 は，他 学の 学 は 等の教員等に委 することが

できる。

委員会は， 成の に いて協議する。

1995 年 12 月 6 日 科委員会 定

2007 年 9 月 5 日 改正

2015 年 3 月 4 日 改正

2016 年 9 月 7 日 改正

2023 年 3 月 1 日 改正

学学 規程 協 科 則第 7 条第 2 項の に いて，以下のとおり定める。

教員が教授会において の を めた ， 委員 3 以 ( 1 ， 2 以

)を する。 委員は 委員会を 成する。

委員のう ， なくとも 2 は， 協 科 以下「本 科」という。 に された教

授とする。

なお，必要のあるときは，次の者に 委員を委 することができる。

本 科に された 教授

本学の他の教 に された教授 は 教授

他 学の 学 は 等の教員等

前項の規定のう ，本 科以 に する 委員 の委 に いては，教授会の議を経ることと

する。

委員会は の ( ， )を行い， を教授会において する。

を受けた教授会は， 号授 の可 に き， で議 する。
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1995 年 12 月 6 日 科委員会 定

2007 年 4 月 1 日 改正

2015 年 3 月 4 日 改正

2016 年 9 月 7 日 改正

教員は， 成の 及び を行う。

教員の申し により 委員を 2 まで，教授会の議を経て することができる。 教
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委員会は， 成の に いて協議する。

1995 年 12 月 6 日 科委員会 定

2007 年 9 月 5 日 改正

2015 年 3 月 4 日 改正

2016 年 9 月 7 日 改正

2023 年 3 月 1 日 改正

学学 規程 協 科 則第 7 条第 2 項の に いて，以下のとおり定める。

教員が教授会において の を めた ， 委員 3 以 ( 1 ， 2 以

)を する。 委員は 委員会を 成する。

委員のう ， なくとも 2 は， 協 科 以下「本 科」という。 に された教

授とする。

なお，必要のあるときは，次の者に 委員を委 することができる。

本 科に された 教授

本学の他の教 に された教授 は 教授

他 学の 学 は 等の教員等

前項の規定のう ，本 科以 に する 委員 の委 に いては，教授会の議を経ることと

する。

委員会は の ( ， )を行い， を教授会において する。

を受けた教授会は， 号授 の可 に き， で議 する。
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協 科 学中に学 の を い る者は，この 成要 に て書類を 成し，書類 に当

た ては，あらかじめ 教員に 書類の を受け， 認を得ること。

期間に いて，3 月 の は10 月1 日から12 月20 日までとし，9 月 の は4 月1 日から

6 月20 日までとする。

なお， 期 日が 業日の は，その次の業 日とする。

また， 期 日以 は受け付けないので すること。

1 学

2
3 書

4 学

5 の要

6 期申請書 期 者のみ

成

1 学

1 成すること。 定の を 付する。

2
1 成すること。 定の を 付する。 があれば 付してもよい。

3 の要

1 1 成すること。 定の を 付する。

2 は， ， 書きとする。

3 日本 は で し， 等を すること。

4 日本 の 3 ,000 6 ,000 ， の は12 で 1,000 2,000 でまとめること。

4 学

1 でないこと。ただし，学 の 部に の が まれる には，学 が である

か かに いて， 教員が判 する。

2 日本 は で すること。ただし， に教授会の議を経て認めた は，この りではない。

3 の 等

A 4 を い， 等で し，それを したものを すること。

日本 明 10. 5 を基 とする， ， 書き，1行 3 5 以 ，1 3 5 行以

T i m e s  N e w  R o m a n 12 を基 とする， ， 書き，1 27 行以

， に いては， の にとら れる必要はない。

4 の分 は 次 本 を て以下のとおりとする。

，要 及び は まない。

経 学 の

日本 の で 80 以   の で 100 以

学 政 学 学 の

日本 の で 13 0 以   の で 200 以

5 の に いて

は， 年月日， ， 科 ， ， 教員 ，学 号及び

を明 した を付し， にしたものを4 すること。

後 は， により で1 は2 すること。 部数は別 する。

学 授 定後 は， により1部 すること。

5 書

1 成すること。 定の を 付する。

6 期申請書 期 者のみ

1 成すること。 定の を 付する。

の

1 は 行の書 は学 等の 以下「 」という。 に して行うこと。

2 は 則として学 そのものを すること。

3 等によるもので， 読できるものが 定されている であ ても， 学，その他の学 関

等に されたものに いては， として扱うことができる。

なお，学 の に いては， 学学 規程第19 条のとおり規定されている。

附 則

この要 は，2004年4月 日から施行する。

附 則

この要 は，2007年10月 日から施行する。

附 則

この要 は，2008年4月1日から施行する。

附 則

この要 は，2010年4月1日から施行する。

附 則

この要 は，2016年10月1日から施行する。

附 則

この要 は，2017年 4月 5日から施行し，改正後の 学 学 協 科 要 は，2017年 4月 1日か

ら する。

( の )

第 19条 の学 を授 された者は，当該 の学 を授 された日から1年以 に，当該 の学 の授

に る の を しなければならない。ただし，当該 の学 を授 される前に に したときは，

この りではない。

2 前項の規定にかか らず， の学 を授 された者は，当該教授会の議を経て， を得ない理由があると

認められた は，当該 の学 の授 に る の に えてその を要 したものを することが

できる。この において，本学は，その の を めに じて に するものとする。

3 の学 を授 された者が行う前 2項の規定による は， 則として 学学 成 の

により行うものとする。
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協 科 学中に学 の を い る者は，この 成要 に て書類を 成し，書類 に当
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期間に いて，3 月 の は10 月1 日から12 月20 日までとし，9 月 の は4 月1 日から

6 月20 日までとする。

なお， 期 日が 業日の は，その次の業 日とする。

また， 期 日以 は受け付けないので すること。

1 学

2
3 書

4 学

5 の要

6 期申請書 期 者のみ

成

1 学

1 成すること。 定の を 付する。

2
1 成すること。 定の を 付する。 があれば 付してもよい。

3 の要

1 1 成すること。 定の を 付する。

2 は， ， 書きとする。

3 日本 は で し， 等を すること。

4 日本 の 3 ,000 6 ,000 ， の は12 で 1,000 2,000 でまとめること。

4 学

1 でないこと。ただし，学 の 部に の が まれる には，学 が である

か かに いて， 教員が判 する。

2 日本 は で すること。ただし， に教授会の議を経て認めた は，この りではない。

3 の 等

A 4 を い， 等で し，それを したものを すること。

日本 明 10. 5 を基 とする， ， 書き，1行 3 5 以 ，1 3 5 行以

T i m e s  N e w  R o m a n 12 を基 とする， ， 書き，1 27 行以

， に いては， の にとら れる必要はない。

4 の分 は 次 本 を て以下のとおりとする。

，要 及び は まない。

経 学 の

日本 の で 80 以   の で 100 以

学 政 学 学 の

日本 の で 13 0 以   の で 200 以

5 の に いて

は， 年月日， ， 科 ， ， 教員 ，学 号及び

を明 した を付し， にしたものを4 すること。

後 は， により で1 は2 すること。 部数は別 する。

学 授 定後 は， により1部 すること。

5 書

1 成すること。 定の を 付する。

6 期申請書 期 者のみ

1 成すること。 定の を 付する。

の

1 は 行の書 は学 等の 以下「 」という。 に して行うこと。

2 は 則として学 そのものを すること。

3 等によるもので， 読できるものが 定されている であ ても， 学，その他の学 関

等に されたものに いては， として扱うことができる。

なお，学 の に いては， 学学 規程第19 条のとおり規定されている。

附 則

この要 は，2004年4月 日から施行する。

附 則

この要 は，2007年10月 日から施行する。

附 則

この要 は，2008年4月1日から施行する。

附 則

この要 は，2010年4月1日から施行する。
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この要 は，2016年10月1日から施行する。

附 則

この要 は，2017年 4月 5日から施行し，改正後の 学 学 協 科 要 は，2017年 4月 1日か

ら する。

( の )

第 19条 の学 を授 された者は，当該 の学 を授 された日から1年以 に，当該 の学 の授

に る の を しなければならない。ただし，当該 の学 を授 される前に に したときは，

この りではない。

2 前項の規定にかか らず， の学 を授 された者は，当該教授会の議を経て， を得ない理由があると

認められた は，当該 の学 の授 に る の に えてその を要 したものを することが

できる。この において，本学は，その の を めに じて に するものとする。

3 の学 を授 された者が行う前 2項の規定による は， 則として 学学 成 の

により行うものとする。
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Format for Doctoral Dissertations

は 本して すること。

* For submitting a doctoral dissertation in a simple bookbinding.

                  

    Sample

    

成 Format Contents

Front cover (hard cover)

に と の を ること Glue a copy of title page to the front 
cover. The information written on the front cover and title page should be 
identical.

Title page の を て すること Refer to the sample above.

要 Summary 日本 3,000 6,000 12 で 1,000 2,000
About 1,000 to 2,000 words in 12point font

次 本

Table of contents,
text, footnotes, 
endnotes, diagrams

日本

経 学 80 以

学 政 学 学 130 以

English
Doctor of Philosophy in Economics: more than 100 pages
Doctor of Laws, Doctor of Philosophy in Political Science and Doctor of 
Philosophy : more than 200 pages

Single-side Printing

References

Back cover (hard cover)
り 等は 要。There is no need to attach anything to the back cover.

年 月 日

Submitted Date

Title

科 Faculty
Department

教員 Academic Adviser
学 号 Student No.

Name

年 月 日

Date of Submission

Title

協 科

Graduate School of International 
Cooperation Studies 

Department
教員 Academic Adviser

学 号 Student ID Number
Full Name

年 月 日

Date of Submission

Title

協 科

Graduate School of International 
Cooperation Studies 

Department
教員 Academic Adviser

学 号 Student ID Number
Full Name

Department
政策 Department of Economic Development and Policies

協 政策 Department of International Cooperation Policy Studies
協 政策 Department of Regional Cooperation Policy Studies

教員の

Job Title of
Academic Adviser

教授 教授 Professor / Associate Professor

Front Cover Title Page

各項 の The correct written format for each section

に る に る

2011 年 1 月 5 日 教授会 定

2015 年 3 月 4 日 教授会改正

2016 年 9 月 7 日 教授会改正

2018 年 3 月 7 日 教授会改正

第 条 この 規は， 学 学 協 科規則第 3 1条ただし書に定める れた業 を た者

に る 程前期 程 以下「前期 程」という。 の 学期間の による 程の 以下「

期 」という。 に関し，必要な事項を定めるものとする。

の

第 条 期 は，次の 類とする。

(1) 年 前期 程における 学期間が 年

(2) 年 前期 程における 学期間が 年

第 条 期 を する者は， 期 の を得るため，「前期 程 期 申請書」及び

「 計 書」を 教員の 認を得て， 学 協 科長 以下「 科長」という。 申

請するものとする。

前項の規定にかか らず， 協定 学 以下「 協定 学」とい

う。 からの受 学生に いては， 期 の ではあるが申請 続を免除する。

協定 学 の 学生のう ，授業料相 徴収協定により 学中のまま される学生に

いては， 期 の としないものとする。

第 項の申請期 は， 月 期 者は前年の 月 日，

月 期 者は 月 日 申請期 日が 業日の は 業 日 とする。

第 条 期 の の の判定は，教授会の議を経て行う。

期 の 判定の は， 月 期 者は前年の 月中 ， 月 期 者は

月中 に，申請者に する。

の

第 条 期 の が りと判定された者は， 科長に は を

することができる。

の

第 条 期 の認定を受けることができる者は，次に各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 程の に必要な を な成 で 得 得 の75%以 が「 」 は「 」である

こと し， は の が80 以 ある者

(2) に関した 学会 等で な業 をあ ていると 教員が認めた者

  なお， (1)及び(2)のいずれの においても， 期 後， 程後期 程に 学するため

には， の が90 以 あることを要する。

協定 学の 学生 学生 受 学生 に る 期 の要 に いては，前項の規定に

かか らず，別に定める。

の取消し

第 条 期 の が りと判定された者が，申請を取り消す には， かに け なけれ

ばならない。

雑 則

第 条 この 規に定めるもののほか， 期 に関して必要な事項は，別に定める。

附 則  この 規は，2011年4月1日から施行する。

附 則  この 規は，2015年4月1日から施行する。

附 則  この 規は，2016年10月1日から施行する。

附 則  この 規は，2018年4月1日から施行する。
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の

第 条 期 は，次の 類とする。

(1) 年 前期 程における 学期間が 年

(2) 年 前期 程における 学期間が 年

第 条 期 を する者は， 期 の を得るため，「前期 程 期 申請書」及び

「 計 書」を 教員の 認を得て， 学 協 科長 以下「 科長」という。 申

請するものとする。

前項の規定にかか らず， 協定 学 以下「 協定 学」とい

う。 からの受 学生に いては， 期 の ではあるが申請 続を免除する。

協定 学 の 学生のう ，授業料相 徴収協定により 学中のまま される学生に

いては， 期 の としないものとする。

第 項の申請期 は， 月 期 者は前年の 月 日，

月 期 者は 月 日 申請期 日が 業日の は 業 日 とする。

第 条 期 の の の判定は，教授会の議を経て行う。

期 の 判定の は， 月 期 者は前年の 月中 ， 月 期 者は

月中 に，申請者に する。

の

第 条 期 の が りと判定された者は， 科長に は を

することができる。

の

第 条 期 の認定を受けることができる者は，次に各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 程の に必要な を な成 で 得 得 の75%以 が「 」 は「 」である

こと し， は の が80 以 ある者

(2) に関した 学会 等で な業 をあ ていると 教員が認めた者

  なお， (1)及び(2)のいずれの においても， 期 後， 程後期 程に 学するため

には， の が90 以 あることを要する。

協定 学の 学生 学生 受 学生 に る 期 の要 に いては，前項の規定に

かか らず，別に定める。

の取消し

第 条 期 の が りと判定された者が，申請を取り消す には， かに け なけれ

ばならない。

雑 則

第 条 この 規に定めるもののほか， 期 に関して必要な事項は，別に定める。

附 則  この 規は，2011年4月1日から施行する。

附 則  この 規は，2015年4月1日から施行する。

附 則  この 規は，2016年10月1日から施行する。

附 則  この 規は，2018年4月1日から施行する。
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の

に係る に る

2011 年 1 月 5 日 教授会 定

2014 年 3 月 5 日 教授会改正

2016 年 9 月 7 日 教授会改正

第 条 この申 は， 学 学 協 科 程前期 程における 期 に関する 規

第 条第 項に基づき， 協定 学 以下「 協定 学」とい

う。 の 学生に る 期 の 事項を申し るものである。

第 条 この申 において「 学生」とは， 協定 学 する 学生 授業料相 徴収

協定により， 学中のまま される学生を除く。 及び 協定 学から受け れをする受 学生

をいう。

第 条 学生は， 協定 学での 後， に本 科に 学し， 年間以 し，

は を しなければならない。 当該学生は，その を 学前に書 に

て しなければならない。

の

第 条 学生に いては， 協定 学での学業成 ，本 科での学業成 ， は

及び に関した 学会 等で な業 をあ ていると 教員が認めた者

受 学生に いては，本 科での学業成 ， は 及び に関した

学会 等で な業 をあ ていると 教員が認めた者

附 則

この申 は，2011 年 4 月 1 日から施行する。

附 則

この申 は，2014 年 4 月 1 日から施行する。

附 則

この申 は，2016 年 10 月 1 日から施行する。

年 の に

程後期 程 学後， 期 学または 得 学をした者は， 学後 年以 であれば，「学 の

認」 学学 規定第 条 項 か こ書き を経た者として，学 学 授 申請をする

ことができる 学学 規程第 条，学 規程 科 則第 条 。その 等の 続に関しては 程

に ずる。なお，「学 の 認」に いては，学 規程 条に基づいて行う 学 規程 科

則第 条 。

な 程 の 続と じ ただし， 料が必要 だが，授 される学 は

程を経ない者と じ い る となる。

者 次の は に該当する者。

期 学者 年 月以前に 程後期 程に 学/ 学した者のう ， 学中に下 の条

を たした者

年間以 の 学

は の

得 学者

年 月 年 月に 程後期 程に 学/ 学した者のう ， 学中に下 の条

を たした者

年間以 の 学

の取得

， ， の中から 計 の取得

は の

年 月 年 月に 程後期 程に 学/ 学した者のう ， 学中に下 の条

を たした者

年間以 の 学

の取得

の取得

， ， ， 海 ， の中か

ら 計 の取得

は の
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の

に係る に る

2011 年 1 月 5 日 教授会 定

2014 年 3 月 5 日 教授会改正

2016 年 9 月 7 日 教授会改正

第 条 この申 は， 学 学 協 科 程前期 程における 期 に関する 規

第 条第 項に基づき， 協定 学 以下「 協定 学」とい

う。 の 学生に る 期 の 事項を申し るものである。

第 条 この申 において「 学生」とは， 協定 学 する 学生 授業料相 徴収

協定により， 学中のまま される学生を除く。 及び 協定 学から受け れをする受 学生

をいう。

第 条 学生は， 協定 学での 後， に本 科に 学し， 年間以 し，

は を しなければならない。 当該学生は，その を 学前に書 に

て しなければならない。

の

第 条 学生に いては， 協定 学での学業成 ，本 科での学業成 ， は

及び に関した 学会 等で な業 をあ ていると 教員が認めた者

受 学生に いては，本 科での学業成 ， は 及び に関した

学会 等で な業 をあ ていると 教員が認めた者

附 則

この申 は，2011 年 4 月 1 日から施行する。

附 則

この申 は，2014 年 4 月 1 日から施行する。

附 則

この申 は，2016 年 10 月 1 日から施行する。

年 の に

程後期 程 学後， 期 学または 得 学をした者は， 学後 年以 であれば，「学 の

認」 学学 規定第 条 項 か こ書き を経た者として，学 学 授 申請をする

ことができる 学学 規程第 条，学 規程 科 則第 条 。その 等の 続に関しては 程

に ずる。なお，「学 の 認」に いては，学 規程 条に基づいて行う 学 規程 科

則第 条 。

な 程 の 続と じ ただし， 料が必要 だが，授 される学 は

程を経ない者と じ い る となる。

者 次の は に該当する者。

期 学者 年 月以前に 程後期 程に 学/ 学した者のう ， 学中に下 の条

を たした者

年間以 の 学

は の

得 学者

年 月 年 月に 程後期 程に 学/ 学した者のう ， 学中に下 の条

を たした者

年間以 の 学

の取得

， ， の中から 計 の取得

は の

年 月 年 月に 程後期 程に 学/ 学した者のう ， 学中に下 の条

を たした者

年間以 の 学

の取得

の取得

， ， ， 海 ， の中か

ら 計 の取得

は の
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年 月以 に 程後期 程に 学/ 学した者のう ， 学中に下 の条 を たした者

年間以 の 学

の取得

， ， の

は の

期

学後 年以

期 は下 の り。

月 学者 学 年後の 月 日まで。

月 学者 学 年後の 月 日まで。

なお， 期 日が 業日の は，その次の業 日とする。

書類 は教 に い ること

学 申請書 科長 ，学長

書

の要

請 のための 書

の 期申請書 者のみ

業 書

学

料 書類に えて すること

57,000

Ⅴ
学
生
関  

係
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年間以 の 学

の取得

， ， の

は の
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学 申請書 科長 ，学長

書

の要

請 のための 書

の 期申請書 者のみ
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学

料 書類に えて すること

57,000
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係
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に る授業料 料 料 料の に る

(平成 16年 4月 1 日 定)

改正 平成 17 年 3月 31 日  平成 19年 3月 30日

平成 20 年 3月 18 日  平成 21年 3 月 25 日

平成 23 年 6月 28 日  平成 25年 3 月 27 日

平成 26 年 3月 26 日  平成 26年 9 月 30 日

平成 27 年 3月 31 日  平成 30年 3 月 30 日

平成 30 年 9月 20 日  令和 2 年 3 月 24 日

( )

第 1 条 この規程は， 学 学会計規則(平成 16 年 4 月 1 日 定)第 52 条の規定に基づき，

学(以下「本学」という。)における授業料， 学料， 定料及び 料の額に関し必要な事項を定

めるものとする。

(授業料 料 料の )

第 2 条 本学において徴収する授業料( にあ ては， 料。以下 じ。)， 学料( にあ

ては， 料。以下 じ。)及び 定料の額は，次の のとおりとする。

分 授業料 学料 定料

学部 年額 53 5,800 282,000 17,000
学 の 科( 学 科実

を除く。)
年額 53 5,800 282,000 3 0,000

学 科実 年額 804,000 282,000 3 0,000

乗 実 科 6 か月に き 26 7,900 16 9,200 18,000

年額 73 ,200 3 1,200 1,6 00

中等教 学 の後期 程 年額 115,200 56 ,400 9,800

別 学 の 等部 年額 4,800 2,000 2,500

科 等 生 生 1 に き 14,800 28,200 9,800

生 月額 29,700 84,6 00 9,800

別 学生 1 に き 14,800

別 学生 月額 29,700

2 学教学規則(以下「教学規則」という。)第 22 条第 4 項(教学規則第 72 条において する

を 。)の規定により，本学の 業年 は 業年 を えて 定の期間に たり計 に教

程を して 業 は 程を することを認められた者から徴収する授業料の年額は，当該 学を認め

られた期間(以下「長期 学期間」という。)に り，前項の規定にかか らず， 項に規定する授業料の

年額に本学の 業年 は 業年 に相当する年数を乗じて得た額を長期 学期間の年数で除した

額(その額に 10 未 の 数があるときは，これを り るものとする。)とする。

[ 学教学規則(以下「教学規則」という。)第 22 条第 4 項]

3 学部において， 書類等による (以下「第 の 」という。)を行い，その 者に

り学 その他による (以下「第 の 」という。)を行う の 定料の額に いては，

第 1 項の規定にかか らず，第 の に る額は 4,000 とし，第 の に る額は

13,000 とする。

4 学 科実 において，第 の を行い，その 者に り第 の を

行う の 定料の額に いては，第 1 項の規定にかか らず，第 の に る額は 7,000 と

し，第 の に る額は 23,000 とする。

5

6
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に る授業料 料 料 料の に る

(平成 16年 4月 1 日 定)
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第 1 条 この規程は， 学 学会計規則(平成 16 年 4 月 1 日 定)第 52 条の規定に基づき，

学(以下「本学」という。)における授業料， 学料， 定料及び 料の額に関し必要な事項を定

めるものとする。

(授業料 料 料の )

第 2 条 本学において徴収する授業料( にあ ては， 料。以下 じ。)， 学料( にあ

ては， 料。以下 じ。)及び 定料の額は，次の のとおりとする。

分 授業料 学料 定料

学部 年額 53 5,800 282,000 17,000
学 の 科( 学 科実

を除く。)
年額 53 5,800 282,000 3 0,000

学 科実 年額 804,000 282,000 3 0,000

乗 実 科 6 か月に き 26 7,900 16 9,200 18,000

年額 73 ,200 3 1,200 1,6 00

中等教 学 の後期 程 年額 115,200 56 ,400 9,800

別 学 の 等部 年額 4,800 2,000 2,500

科 等 生 生 1 に き 14,800 28,200 9,800

生 月額 29,700 84,6 00 9,800

別 学生 1 に き 14,800

別 学生 月額 29,700

2 学教学規則(以下「教学規則」という。)第 22 条第 4 項(教学規則第 72 条において する

を 。)の規定により，本学の 業年 は 業年 を えて 定の期間に たり計 に教

程を して 業 は 程を することを認められた者から徴収する授業料の年額は，当該 学を認め

られた期間(以下「長期 学期間」という。)に り，前項の規定にかか らず， 項に規定する授業料の

年額に本学の 業年 は 業年 に相当する年数を乗じて得た額を長期 学期間の年数で除した

額(その額に 10 未 の 数があるときは，これを り るものとする。)とする。

[ 学教学規則(以下「教学規則」という。)第 22 条第 4 項]

3 学部において， 書類等による (以下「第 の 」という。)を行い，その 者に

り学 その他による (以下「第 の 」という。)を行う の 定料の額に いては，

第 1 項の規定にかか らず，第 の に る額は 4,000 とし，第 の に る額は

13,000 とする。

4 学 科実 において，第 の を行い，その 者に り第 の を

行う の 定料の額に いては，第 1 項の規定にかか らず，第 の に る額は 7,000 と

し，第 の に る額は 23,000 とする。

5

6
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7 学部の 学， 学 は 学に る 定料の額は，第 1 項の規定にかか らず，30,000 とする。

ただし， 学において，第 の を行い，その 者に り第 の を行う の

定料の額に いては，第 の に る額は 7,000 とし，第 の に る額は 23,000

とする。

8 学， 学 は 学をした者に る授業料の額は，当該者の する年次の 学者に る額と

額とする。

9 学 基 ( 和 49 年 部 令第 28 号)第 16 条ただし書の規定により， 学 科の 程

を し， き続き当該 学 学 科の 程に 学した者の授業料の額に いては，当該者の

する年次の 学者に る額と 額とする。

料の

第 3 条 本学において徴収する 料の額は，次の のとおりとする。

分 学生 等の 料

が の 学生 月額 4,700

月額 5,900
， ， ， (

15 未 ), 会

月額 18,000

( 15 以 ) 月額 21,000

が の 会 ( ) 月額 9,500

会 ( ) 月額 11,900
( ) 月額 45,000

( ) 月額 49,000

2 この条に定めるもののほか， 料の額に関し必要な事項は，別に定める。

  附 則
この規程は，平成 16年 4月 1日から施行する。

附 則(平成 17 年 3 月 31 日)
この規程は，平成 17年 3月 31 日から施行し，平成 17 年 に る授業料から する。

附 則(平成 19 年 3 月 30 日)
この規程は，平成 19年 4月 1日から施行する。

附 則(平成 20 年 3 月 18 日)
この規程は，平成 20年 4月 1日から施行し，改正後の 学における授業料， 学料， 定料及び 料の額

に関する規程の規定は，平成 19 年 12 月 26 日から する。
附 則(平成 21 年 3 月 25 日)

この規程は，平成 21年 4月 1日から施行する。
附 則(平成 23 年 6 月 28 日)

この規程は，平成 23年 6月 28 日から施行する。
附 則(平成 25 年 3 月 27 日)

この規程は，平成 25年 4月 1日から施行する。
附 則(平成 26 年 3 月 26 日)

この規程は，平成 26年 4月 1日から施行する。
附 則(平成 26 年 9 月 30 日)

この規程は，平成 26年 10 月 1 日から施行する。
附 則(平成 27 年 3 月 31日

この規程は，平成 27年 4月 1日から施行する。
附 則(平成 30 年 3 月 30 日)

この規程は，平成 30年 4月 1日から施行する。
附 則(平成 30 年 9 月 20 日)

この規程は，平成 30年 10 月 1 日から施行する。
附 則(令和 2 年 3 月 24 日)

この規程は，令和 2 年 4月 1日から施行する。

第 2 条第 5 項，第 6 項は， 学 に関する条項のため

授業料 取

(平成 16 年 4 月 1 日 定)

改正 平成 17年 3月 17 日 平成 19年 3 月 22 日

平成 20年 3月 18 日 平成 20年 7 月 15 日

平成 23年 3月 31 日 令和 2 年 3 月 24 日

令和 3 年 3月 31 日

第 1章 則

( )

第 1 条 この規程は， 学教学規則(平成 16 年 4 月 1 日 定。以下「教学規則」という。)第 51 条第

2 項及び第 52 条第 2 項(教学規則第 72 条において する を 。)の規定に基づき， 学(以下

「本学」という。)の授業料の免除 びに徴収猶予及び月割分納(以下「授業料の免除等」という。)の取

扱いに いて定めるものとする。

2 学等における 学の に関する 令和 年 第 8 号。以下「 」という。 に基づく授業

料の免除等に いては，関 令の定めるとこ による。

( 者)

第 2 条 授業料の免除等の となる者は，次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1)  本学の学部の学生( 別 学生， 別 学生，科 等 生， 生， 生及び 生を除く。

以下 じ。)及び乗 実 科の学生のう ，令和 年 前期 は後期の授業料の免除等において， 額

は 額免除を受けた者で， に基づく 以下「 」という。 に申請を行 た者 に

よる の とならないことが明らかで申請を行 なか た者を 。 のう ，授業料の免除等を

する者

(2) 本学の 学 の学生( 別 学生， 別 学生，科 等 生， 生， 生及び 生を除

く。以下 じ。)本学の学部及び 学 の学生( 別 学生， 別 学生，科 等 生， 生，

生及び 生を除く。以下 じ。)

( 許可)

第 3 条 授業料の免除等を受けようとする者(授業料の徴収猶予を受けようとする であ て，学生が

行 明であるときは，学生に る者)は，各期(教学規則第 50 条第 1 項に規定する前期及び後期をい

う。以下 じ。) とに学長に申請しなければならない。ただし， 学部(1 年次生を除く。)，海洋政策科

学部(1 年次生を除く。)， 学 科， 学 科，海事科学 科 は乗 実 科(以下「 学部等」

という。)に する者は， 学部等の長を経て学長に申請しなければならない。

2 学長は，前項の規定による申請があ たときは， 学学生委員協議会(以下「学生委員協議会」と

いう。)の議を経て当該期分の授業料の免除等を許可することができる。

( 可 )

第 4 条 授業料の免除等の免除実施可 額及び 基 及び実施要項は，別に定める。

( 者に係る授業料)

第 5 条 授業料の免除等の申請者は，授業料の免除等の許可 は 許可の 定がなされるまでの間，当該

授業料の納付を要しない。

第 2章 授業料の

( に る )

第 6 条 学生が経 理由により授業料を納付することが であり，か ，学業が であると認めら

れる は，授業料の 額 は 額を免除することができる。

2 前項の規定により授業料の免除を受けようとする者は，各期 との 定の日までに次の書類をも て

申請しなければならない。

(1) 授業料免除申請書
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7 学部の 学， 学 は 学に る 定料の額は，第 1 項の規定にかか らず，30,000 とする。

ただし， 学において，第 の を行い，その 者に り第 の を行う の

定料の額に いては，第 の に る額は 7,000 とし，第 の に る額は 23,000

とする。

8 学， 学 は 学をした者に る授業料の額は，当該者の する年次の 学者に る額と

額とする。

9 学 基 ( 和 49 年 部 令第 28 号)第 16 条ただし書の規定により， 学 科の 程

を し， き続き当該 学 学 科の 程に 学した者の授業料の額に いては，当該者の

する年次の 学者に る額と 額とする。

料の

第 3 条 本学において徴収する 料の額は，次の のとおりとする。

分 学生 等の 料

が の 学生 月額 4,700

月額 5,900
， ， ， (

15 未 ), 会

月額 18,000

( 15 以 ) 月額 21,000

が の 会 ( ) 月額 9,500

会 ( ) 月額 11,900
( ) 月額 45,000

( ) 月額 49,000

2 この条に定めるもののほか， 料の額に関し必要な事項は，別に定める。

  附 則
この規程は，平成 16年 4月 1日から施行する。
附 則(平成 17 年 3 月 31 日)

この規程は，平成 17年 3月 31 日から施行し，平成 17 年 に る授業料から する。
附 則(平成 19 年 3 月 30 日)

この規程は，平成 19年 4月 1日から施行する。
附 則(平成 20 年 3 月 18 日)

この規程は，平成 20年 4月 1日から施行し，改正後の 学における授業料， 学料， 定料及び 料の額
に関する規程の規定は，平成 19 年 12 月 26 日から する。

附 則(平成 21 年 3 月 25 日)
この規程は，平成 21年 4月 1日から施行する。
附 則(平成 23 年 6 月 28 日)

この規程は，平成 23年 6月 28 日から施行する。
附 則(平成 25 年 3 月 27 日)

この規程は，平成 25年 4月 1日から施行する。
附 則(平成 26 年 3 月 26 日)

この規程は，平成 26年 4月 1日から施行する。
附 則(平成 26 年 9 月 30 日)

この規程は，平成 26年 10 月 1 日から施行する。
附 則(平成 27 年 3 月 31日

この規程は，平成 27年 4月 1日から施行する。
附 則(平成 30 年 3 月 30 日)

この規程は，平成 30年 4月 1日から施行する。
附 則(平成 30 年 9 月 20 日)

この規程は，平成 30年 10 月 1 日から施行する。
附 則(令和 2 年 3 月 24 日)

この規程は，令和 2 年 4月 1日から施行する。

第 2 条第 5 項，第 6 項は， 学 に関する条項のため

授業料 取

(平成 16 年 4 月 1 日 定)

改正 平成 17年 3月 17 日 平成 19年 3 月 22 日

平成 20年 3月 18 日 平成 20年 7 月 15 日

平成 23年 3月 31 日 令和 2 年 3 月 24 日

令和 3 年 3月 31 日

第 1章 則

( )

第 1 条 この規程は， 学教学規則(平成 16 年 4 月 1 日 定。以下「教学規則」という。)第 51 条第

2 項及び第 52 条第 2 項(教学規則第 72 条において する を 。)の規定に基づき， 学(以下

「本学」という。)の授業料の免除 びに徴収猶予及び月割分納(以下「授業料の免除等」という。)の取

扱いに いて定めるものとする。

2 学等における 学の に関する 令和 年 第 8 号。以下「 」という。 に基づく授業

料の免除等に いては，関 令の定めるとこ による。

( 者)

第 2 条 授業料の免除等の となる者は，次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1)  本学の学部の学生( 別 学生， 別 学生，科 等 生， 生， 生及び 生を除く。

以下 じ。)及び乗 実 科の学生のう ，令和 年 前期 は後期の授業料の免除等において， 額

は 額免除を受けた者で， に基づく 以下「 」という。 に申請を行 た者 に

よる の とならないことが明らかで申請を行 なか た者を 。 のう ，授業料の免除等を

する者

(2) 本学の 学 の学生( 別 学生， 別 学生，科 等 生， 生， 生及び 生を除

く。以下 じ。)本学の学部及び 学 の学生( 別 学生， 別 学生，科 等 生， 生，

生及び 生を除く。以下 じ。)

( 許可)

第 3 条 授業料の免除等を受けようとする者(授業料の徴収猶予を受けようとする であ て，学生が

行 明であるときは，学生に る者)は，各期(教学規則第 50 条第 1 項に規定する前期及び後期をい

う。以下 じ。) とに学長に申請しなければならない。ただし， 学部(1 年次生を除く。)，海洋政策科

学部(1 年次生を除く。)， 学 科， 学 科，海事科学 科 は乗 実 科(以下「 学部等」

という。)に する者は， 学部等の長を経て学長に申請しなければならない。

2 学長は，前項の規定による申請があ たときは， 学学生委員協議会(以下「学生委員協議会」と

いう。)の議を経て当該期分の授業料の免除等を許可することができる。

( 可 )

第 4 条 授業料の免除等の免除実施可 額及び 基 及び実施要項は，別に定める。

( 者に係る授業料)

第 5 条 授業料の免除等の申請者は，授業料の免除等の許可 は 許可の 定がなされるまでの間，当該

授業料の納付を要しない。

第 2章 授業料の

( に る )

第 6 条 学生が経 理由により授業料を納付することが であり，か ，学業が であると認めら

れる は，授業料の 額 は 額を免除することができる。

2 前項の規定により授業料の免除を受けようとする者は，各期 との 定の日までに次の書類をも て

申請しなければならない。

(1) 授業料免除申請書
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(2) 学生 は当該学生の学 を として している者(以下「学 者」という。)の の

長の 得 明書

(3) その他本学において必要と認める書類

( に る )

第7条 学生が次の各号のいずれかに該当する 別な事 により授業料を納付することが しく であ

ると認められる は，当該理由の 生した日の する期の 期に納付す き授業料の 額 は 額を免

除することができる。ただし，当該理由 生の 期が当該期の授業料の納付期 以前であり，か ，当該

学生が当該期分の授業料を納付していないときは，当該期分の授業料の 額 は 額を免除することがで

きる。

(1) 各期 との授業料の納期前 6 月以 ( 学した日の する期分の授業料の免除に る は， 学前

1 年以 )において学 者が し， は学生 しくは学 者が 等の (以下「 」と

いう。)を受けた

(2) 前号に ずる であ て，本学が相当と認める理由があるとき。

2 前項の規定により授業料の免除を受けようとする者は，各期 との 定の日までに次の書類をも て

申請しなければならない。

(1) 授業料免除申請書

(2) 学生 は学 者の の 長の 得 明書

(3) 学 者の を 明する書類(学 者が したことにより免除を受けようとする者に

る。)

(4) 学生 は学 者の の 長の 明書( を受けたことにより免除を受けよう

とする者に る。)

(5) その他本学において必要と認める書類

第 3章 授業料の 月

( )

第 8 条 学生が次の各号のいずれかに該当する は，授業料の徴収を猶予することができる。

(1) 経 理由により納付期 までに授業料を納付することが であり，か ，学業が であると

認められる

(2) 行 明の

(3) 学生 は学 者が を受け，納付期 までに授業料を納付することが であると認められ

る

(4) その他 を得ない事 により納付期 までに授業料を納付することが であると認められる

2 前項の規定により授業料の徴収猶予を受けようとする者は，各期 との 定の日までに次の書類をも

て申請しなければならない。

(1) 授業料徴収猶予申請書

(2) 学生 は学 者の の 長の 得 明書

(3) その他本学において必要と認める書類

3 授業料の徴収猶予の期間は，前期分に いては 8 月末日まで，後期分に いては 2 月末日までとする。

(月 )

第 9 条 前条第 1 項第 1 号，第 3 号 は第 4 号に該当する であ て， 別の事 のあるときは，授業

料を月割分納さ ることができる。

2 前項の規定により授業料の月割分納をしようとする者は，各期 との 定の日までに次の書類をも

て申請しなければならない。

(1) 授業料月割分納申請書

(2) 学生 は学 者の の 長の 得 明書

(3) その他本学において必要と認める書類

3 授業料の月割分納額は，授業料の年額の 12 分の 1 に相当する額(以下「月割計算額」という。)とし，

毎月 5 日までに納付するものとする。

第 4章 許可の取消し

(許可の取消し)

第 10 条 授業料の免除等を許可されている者が次の各号のいずれかに該当するときは，学長は，学生委

員協議会の議を経て授業料の免除等の許可を取り消すことができる。

(1) 授業料の免除等の理由が消滅したことが判明したとき。

(2) 申請が虚偽の事実に基づくものであることが判明したとき。

(3) 教学規則第 55 条の 2 に規定する懲戒処分を受けたとき。

(許可を取り消された者に係る授業料)

第 11 条 前条の規定により授業料の免除等の許可を取り消された者は，次の各号に定める授業料を納付

しなければならない。

(1) 授業料の免除の許可を取り消された者は，月割計算額に，その許可を取り消された月からその期の

末月までの月数を乗じて得た額の授業料。ただし，申請が虚偽の事実に基づくものであることが判明した

ことにより免除の許可を取り消された者は，当該期分の授業料

(2) 授業料の徴収猶予の許可を取り消された者は，当該期分の授業料

(3) 授業料の月割分納の許可を取り消された者は，未納の授業料

第 5章 雑 則

(雑 則)

第 12 条 この規程に定めるもののほか，授業料の免除等の取扱いに関し必要な事項は，別に定める。

附 則

この規程は，平成 16年 4月 1日から施行する。

附 則(平成 17 年 3 月 17 日)

この規程は，平成 17年 4月 1日から施行する。

附 則(平成 19 年 3 月 22 日)

この規程は，平成 19年 4月 1日から施行する。

附 則(平成 20 年 3 月 18 日)

この規程は，平成 20年 4月 1日から施行する。

附 則(平成 20 年 7 月 15 日)

この規程は，平成 20年 7月 15 日から施行する。

附 則(平成 23 年 3 月 31 日)

この規程は，平成 23年 4月 1日から施行する。

附 則(令和 2 年 3 月 24 日)

この規程は，令和 2 年 4 月 1日から施行する。

附 則(令和 3 年 3 月 31 日)

1 この規程は，令和 3 年 4月 1 日から施行する。

2 海事科学部が存続する間，改正後の第 3 条第 1 項中「海洋政策科学部」とあるのは「海洋政策科学部及び海事科

学部」と読み替えるものとする。
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(2) 学生 は当該学生の学 を として している者(以下「学 者」という。)の の

長の 得 明書

(3) その他本学において必要と認める書類

( に る )

第7条 学生が次の各号のいずれかに該当する 別な事 により授業料を納付することが しく であ

ると認められる は，当該理由の 生した日の する期の 期に納付す き授業料の 額 は 額を免

除することができる。ただし，当該理由 生の 期が当該期の授業料の納付期 以前であり，か ，当該

学生が当該期分の授業料を納付していないときは，当該期分の授業料の 額 は 額を免除することがで

きる。

(1) 各期 との授業料の納期前 6 月以 ( 学した日の する期分の授業料の免除に る は， 学前

1 年以 )において学 者が し， は学生 しくは学 者が 等の (以下「 」と

いう。)を受けた

(2) 前号に ずる であ て，本学が相当と認める理由があるとき。

2 前項の規定により授業料の免除を受けようとする者は，各期 との 定の日までに次の書類をも て

申請しなければならない。

(1) 授業料免除申請書

(2) 学生 は学 者の の 長の 得 明書

(3) 学 者の を 明する書類(学 者が したことにより免除を受けようとする者に

る。)

(4) 学生 は学 者の の 長の 明書( を受けたことにより免除を受けよう

とする者に る。)

(5) その他本学において必要と認める書類

第 3章 授業料の 月

( )

第 8 条 学生が次の各号のいずれかに該当する は，授業料の徴収を猶予することができる。

(1) 経 理由により納付期 までに授業料を納付することが であり，か ，学業が であると

認められる

(2) 行 明の

(3) 学生 は学 者が を受け，納付期 までに授業料を納付することが であると認められ

る

(4) その他 を得ない事 により納付期 までに授業料を納付することが であると認められる

2 前項の規定により授業料の徴収猶予を受けようとする者は，各期 との 定の日までに次の書類をも

て申請しなければならない。

(1) 授業料徴収猶予申請書

(2) 学生 は学 者の の 長の 得 明書

(3) その他本学において必要と認める書類

3 授業料の徴収猶予の期間は，前期分に いては 8 月末日まで，後期分に いては 2 月末日までとする。

(月 )

第 9 条 前条第 1 項第 1 号，第 3 号 は第 4 号に該当する であ て， 別の事 のあるときは，授業

料を月割分納さ ることができる。

2 前項の規定により授業料の月割分納をしようとする者は，各期 との 定の日までに次の書類をも

て申請しなければならない。

(1) 授業料月割分納申請書

(2) 学生 は学 者の の 長の 得 明書

(3) その他本学において必要と認める書類

3 授業料の月割分納額は，授業料の年額の 12 分の 1 に相当する額(以下「月割計算額」という。)とし，

毎月 5 日までに納付するものとする。

第 4章 許可の取消し

(許可の取消し)

第 10 条 授業料の免除等を許可されている者が次の各号のいずれかに該当するときは，学長は，学生委

員協議会の議を経て授業料の免除等の許可を取り消すことができる。

(1) 授業料の免除等の理由が消滅したことが判明したとき。

(2) 申請が虚偽の事実に基づくものであることが判明したとき。

(3) 教学規則第 55 条の 2 に規定する懲戒処分を受けたとき。

(許可を取り消された者に係る授業料)

第 11 条 前条の規定により授業料の免除等の許可を取り消された者は，次の各号に定める授業料を納付

しなければならない。

(1) 授業料の免除の許可を取り消された者は，月割計算額に，その許可を取り消された月からその期の

末月までの月数を乗じて得た額の授業料。ただし，申請が虚偽の事実に基づくものであることが判明した

ことにより免除の許可を取り消された者は，当該期分の授業料

(2) 授業料の徴収猶予の許可を取り消された者は，当該期分の授業料

(3) 授業料の月割分納の許可を取り消された者は，未納の授業料

第 5章 雑 則

(雑 則)

第 12 条 この規程に定めるもののほか，授業料の免除等の取扱いに関し必要な事項は，別に定める。

附 則

この規程は，平成 16年 4月 1日から施行する。

附 則(平成 17 年 3 月 17 日)

この規程は，平成 17年 4月 1日から施行する。

附 則(平成 19 年 3 月 22 日)

この規程は，平成 19年 4月 1日から施行する。

附 則(平成 20 年 3 月 18 日)

この規程は，平成 20年 4月 1日から施行する。

附 則(平成 20 年 7 月 15 日)

この規程は，平成 20年 7月 15 日から施行する。

附 則(平成 23 年 3 月 31 日)

この規程は，平成 23年 4月 1日から施行する。

附 則(令和 2 年 3 月 24 日)

この規程は，令和 2 年 4 月 1日から施行する。

附 則(令和 3 年 3 月 31 日)

1 この規程は，令和 3 年 4月 1 日から施行する。

2 海事科学部が存続する間，改正後の第 3 条第 1 項中「海洋政策科学部」とあるのは「海洋政策科学部及び海事科

学部」と読み替えるものとする。
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(平成 16年 4月 1 日 定)

( )

第 1 条 この規程は， 学の学生に する 及び事後 等に いて定めるものとする。

( )

第2条 は， & 理部 (以下「 理部 」と

いう。)が行う。

( の )

第 3 条 は，定期 及び とする。

2 定期 は，毎学年定期に行うものとする。

3 は， & 理部 長(以下「 理部 長」

という。)が必要と認めたときに行うものとする。

( の )

第 4 条 学生は， を受けなければならない。

2 学生は， を受けなか たときは， 理部 長の定める期間 に，当該 と 等の実施

項 を 明書を 理部 に しなければならない。

3 前項の規定による 明書を できないときは， 理部 長に申し て を受けなければ

ならない。

( の の )

第 5 条 理部 長は， の を別 により 分し，学部長等(各学部長及び各 科長をいう。

以下 じ。)に するとともに，学生に するものとする。ただし， のない者に いては，学生 の

を することができる。

( )

第 6 条 学部長等は， の ， のため生 規正 は を要する者があるときは， 理部

長と協議の ，当該学生の に必要な を行 なければならない。

2 の ， のある者は，前項の に なければならない。

( の )

第 7 条 のため 学中の者が 学しようとするときは，学部長等を経て， 理部 長に申し て，

を受けなければならない。

( の )

第 8 条 第 3 条の を受けた者が， 明書を必要とするときは，これを 行することがある。

附 則

この規程は，平成 16 年 4月 1 日から施行する。

則(令和4年3月30日)

この規程は，令和 4年 4 月 1日から施行する。

判定 分

生

規

正

の

A (要 業) 授業を 必要のあるもの

B (要 業) 授業に を える必要のあるもの

C (要 ) 授業をほ 平 に行 てもよいもの

D ( ) く平 の生 でよいもの

の

1 (要 ) による の 行 を必要とするもの

2 (要 ) による の 行 を必要としないが，定期 に の を必要とするもの

3 ( ) による は間 の 行 を く必要としないもの
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(平成 16年 4月 1 日 定)

( )

第 1 条 この規程は， 学の学生に する 及び事後 等に いて定めるものとする。

( )

第2条 は， & 理部 (以下「 理部 」と

いう。)が行う。

( の )

第 3 条 は，定期 及び とする。

2 定期 は，毎学年定期に行うものとする。

3 は， & 理部 長(以下「 理部 長」

という。)が必要と認めたときに行うものとする。

( の )

第 4 条 学生は， を受けなければならない。

2 学生は， を受けなか たときは， 理部 長の定める期間 に，当該 と 等の実施

項 を 明書を 理部 に しなければならない。

3 前項の規定による 明書を できないときは， 理部 長に申し て を受けなければ

ならない。

( の の )

第 5 条 理部 長は， の を別 により 分し，学部長等(各学部長及び各 科長をいう。

以下 じ。)に するとともに，学生に するものとする。ただし， のない者に いては，学生 の

を することができる。

( )

第 6 条 学部長等は， の ， のため生 規正 は を要する者があるときは， 理部

長と協議の ，当該学生の に必要な を行 なければならない。

2 の ， のある者は，前項の に なければならない。

( の )

第 7 条 のため 学中の者が 学しようとするときは，学部長等を経て， 理部 長に申し て，

を受けなければならない。

( の )

第 8 条 第 3 条の を受けた者が， 明書を必要とするときは，これを 行することがある。

附 則

この規程は，平成 16 年 4月 1 日から施行する。

則(令和4年3月30日)

この規程は，令和 4年 4 月 1日から施行する。

判定 分

生

規

正

の

A (要 業) 授業を 必要のあるもの

B (要 業) 授業に を える必要のあるもの

C (要 ) 授業をほ 平 に行 てもよいもの

D ( ) く平 の生 でよいもの

の

1 (要 ) による の 行 を必要とするもの

2 (要 ) による の 行 を必要としないが，定期 に の を必要とするもの

3 ( ) による は間 の 行 を く必要としないもの
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(平成 17年 2月 17日 定)

改正 平成 23 年 3月 31 日 平成 25 年 6月 25 日

( )

第 1 条 この規程は， 学教学規則(平成 16 年 4 月 1 日 定)第 55 条第 2 項の規定に基づき，

学(以下「本学」という。)の学生及び学生 の に関し必要な事項を定めるものとする。

( の )

第2条 は，学生及び学生 のう ，次の各号のいずれかに該当するものに いて行うものとする。

(1) 学 において，次のいずれかに該当すると認められるもの

規 は 規 の学会から を受けたもの

その他これらに ずる学会等から い を受けたもの

(2) 本学 認 の において，次のいずれかに該当すると認められるもの

規 の 会， 会， 会等(以下「 会等」という。)において な成 を め，

は い を受けたもの

は 規 の 会等において な成 を めたもの

関等から を受ける等 い を受けたもの

業年 に当たる者で， 学中の において に な があ たもの

(3) 会 において，次のいずれかに該当すると認められるもの

等において， 関等から を受ける等 会 に に い を受けたも

の

， ， 等に したことにより， 関等から を受ける等 会

に に い を受けたもの

その他 会 において に い を受けたもの

(4) 前各号に るもののほか， に れた業 ， 等があ たと認められるもの

( 者の )

第 3 条 各学部長，各 科長，各 の 教員等は，前条各号のいずれかに該当すると認め

られる学生 は学生 (以下「 者」という。)がある は，別 第 1 により学長に す

るものとする。

( 者の )

第 4 条 学長は，前条の規定に基づき された 者に いて，学生委員協議会の議を経て，

される者(以下「 者」という。)を 定する。

( の )

第 5 条 は，学長が別 第 2 の を授 することにより行う。

2 前項の に えて， を することができる。

( の )

第 6 条 は， 者が 定された後， かに行うものとする。ただし，第 2 条第 2 号に該当する

に いては， 則として毎年 3 月に行うものとする。

( )

第 7 条 に関する事 は，学 部学生 において処理する。

(雑 則)

第8条 この規程に定めるもののほか，学生及び学生 の の実施に関し必要な事項は，別に定める。

附 則

この規程は，平成 17 年 4月 1 日から施行し，施行日以後の学生及び学生 の に いて する。

附 則(平成 23 年 3 月 31 日)

この規程は，平成 23 年 4月 1 日から施行する。

附 則(平成 25 年 6 月 25 日)

この規程は，平成 25 年 7月 1 日から施行する。

別

に る

                                 (平成 20 年 7 月 9 日学生委員協議会 定)

改正 平成 23 年 3 月 2 日学生委員協議会 平成 28 年 3 月 2 日学生委員協議会

令和 2 年 3 月 4 日学生委員協議会 令和  3 年 3 月 4 日学生委員協議会

令和 4 年 12 月 7 日学生委員協議会                

この申 は， 学学生 規程 平成 年 月 日 定。以下「規程」という。 第 条の

規定に基づき，学生の に関する 事項を申し るものである。

規程第 条第 号 規 は 規 の学会から を受けたもの の 基 は，   

次の ， のす てを たす とする。

    学会に いて

  a されている 規 の学会であること。なお，海 の学会に いても 学会と 等     

の要 を たしていること。

     b  学会が 委員会等を し 正な を行 ていること。

    者に いて

     a  学会が した 等の受 者であること。

     b  受 を受けた の であること。

なお，学会が する「 」 「 」 会議に付 して された「各

の 」及び各 が する学 関 の えば での ， 協会等の学

は 則として該当しないが，受 が 数の 等で され 会 に されたもの

に いては 別 する。

規程第 条第 号 その他これらに ずる学会等から い を受けたもの の 基 は，    

次のとおりとする。

    が 等の な学 に され，その の であり，    

か ，当該 が 数の 等で され 会 に されたものであること。

  規程第 条第 号 は 規 の 会等において な成 を めたもの の

基 は次の のいずれかの条 を たすものとする。

   規 の 会等において したもの はそれに する成 であること。 し 者

が から されたと明 に判 できない までに したものを とす

る。

   規 の 会等とは は 日本の の 会等であり 下部 及

び 学 会 は該当しないものとする。その 会等において ま

でに したもの はそれに する成 であること。

  規程第 条第 号 第 号及び第 号の 基 は 各号のとおりとする。

規程第 条の 期間は， 則として 月 日から 月 日までとする。

規程第 条各号の 期間は， 則として 期間前の 年間に受 または い を受けた   

ものとする。

の 者

    の 者は 則として 期間の で本学に する学生とする。ただし 期間の

において 業等により学 を れている者に いても が 期間 の 学中になした業 により

受 は い 等を受けた は の として するものとする。
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(平成 17年 2月 17日 定)

改正 平成 23 年 3月 31 日 平成 25 年 6月 25 日

( )

第 1 条 この規程は， 学教学規則(平成 16 年 4 月 1 日 定)第 55 条第 2 項の規定に基づき，

学(以下「本学」という。)の学生及び学生 の に関し必要な事項を定めるものとする。

( の )

第2条 は，学生及び学生 のう ，次の各号のいずれかに該当するものに いて行うものとする。

(1) 学 において，次のいずれかに該当すると認められるもの

規 は 規 の学会から を受けたもの

その他これらに ずる学会等から い を受けたもの

(2) 本学 認 の において，次のいずれかに該当すると認められるもの

規 の 会， 会， 会等(以下「 会等」という。)において な成 を め，

は い を受けたもの

は 規 の 会等において な成 を めたもの

関等から を受ける等 い を受けたもの

業年 に当たる者で， 学中の において に な があ たもの

(3) 会 において，次のいずれかに該当すると認められるもの

等において， 関等から を受ける等 会 に に い を受けたも

の

， ， 等に したことにより， 関等から を受ける等 会

に に い を受けたもの

その他 会 において に い を受けたもの

(4) 前各号に るもののほか， に れた業 ， 等があ たと認められるもの

( 者の )

第 3 条 各学部長，各 科長，各 の 教員等は，前条各号のいずれかに該当すると認め

られる学生 は学生 (以下「 者」という。)がある は，別 第 1 により学長に す

るものとする。

( 者の )

第 4 条 学長は，前条の規定に基づき された 者に いて，学生委員協議会の議を経て，

される者(以下「 者」という。)を 定する。

( の )

第 5 条 は，学長が別 第 2 の を授 することにより行う。

2 前項の に えて， を することができる。

( の )

第 6 条 は， 者が 定された後， かに行うものとする。ただし，第 2 条第 2 号に該当する

に いては， 則として毎年 3 月に行うものとする。

( )

第 7 条 に関する事 は，学 部学生 において処理する。

(雑 則)

第8条 この規程に定めるもののほか，学生及び学生 の の実施に関し必要な事項は，別に定める。

附 則

この規程は，平成 17 年 4月 1 日から施行し，施行日以後の学生及び学生 の に いて する。

附 則(平成 23 年 3 月 31 日)

この規程は，平成 23 年 4月 1 日から施行する。

附 則(平成 25 年 6 月 25 日)

この規程は，平成 25 年 7月 1 日から施行する。

別

に る

                                 (平成 20 年 7 月 9 日学生委員協議会 定)

改正 平成 23 年 3 月 2 日学生委員協議会 平成 28 年 3 月 2 日学生委員協議会

令和 2 年 3 月 4 日学生委員協議会 令和  3 年 3 月 4 日学生委員協議会

令和 4 年 12 月 7 日学生委員協議会                

この申 は， 学学生 規程 平成 年 月 日 定。以下「規程」という。 第 条の

規定に基づき，学生の に関する 事項を申し るものである。

規程第 条第 号 規 は 規 の学会から を受けたもの の 基 は，   

次の ， のす てを たす とする。

    学会に いて

  a されている 規 の学会であること。なお，海 の学会に いても 学会と 等     

の要 を たしていること。

     b  学会が 委員会等を し 正な を行 ていること。

    者に いて

     a  学会が した 等の受 者であること。

     b  受 を受けた の であること。

なお，学会が する「 」 「 」 会議に付 して された「各

の 」及び各 が する学 関 の えば での ， 協会等の学

は 則として該当しないが，受 が 数の 等で され 会 に されたもの

に いては 別 する。

規程第 条第 号 その他これらに ずる学会等から い を受けたもの の 基 は，    

次のとおりとする。

    が 等の な学 に され，その の であり，    

か ，当該 が 数の 等で され 会 に されたものであること。

  規程第 条第 号 は 規 の 会等において な成 を めたもの の

基 は次の のいずれかの条 を たすものとする。

   規 の 会等において したもの はそれに する成 であること。 し 者

が から されたと明 に判 できない までに したものを とす

る。

   規 の 会等とは は 日本の の 会等であり 下部 及

び 学 会 は該当しないものとする。その 会等において ま

でに したもの はそれに する成 であること。

  規程第 条第 号 第 号及び第 号の 基 は 各号のとおりとする。

規程第 条の 期間は， 則として 月 日から 月 日までとする。

規程第 条各号の 期間は， 則として 期間前の 年間に受 または い を受けた   

ものとする。

の 者

    の 者は 則として 期間の で本学に する学生とする。ただし 期間の

において 業等により学 を れている者に いても が 期間 の 学中になした業 により

受 は い 等を受けた は の として するものとする。
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規程第 条第 号，第 号及び第 号による 者の は，学生委員協議会に の学生   

委員会 以下「 委員会」という。 が行う。

規程第 条第 号による 者の は，学生委員協議会に の 委員会が行う。

前項第 号の 委員会委員の は，次のとおりとする。

  学 分 間科学 会科学 ， 科学 ，生 学 の学生委

員から各

   学 部長

   その他， 委員会委員長が必要と認めた関 分 の教員

者の

規程第 条第 号 による 者は， 程 とする。

規程第 条第 号 以 の 者は，それ れ とする。

附則

この申 は，平成 年 月 日から施行する。

学学生 の実施に関する申 平成 年 月 日学生委員協議会 定 は， する。

附則

この申 は 平成 年 月 日に施行し 平成 年 月 日から する。

附則

この申 は 平成 年 月 日に施行し 平成 年 月 日から する。

附則

この申 は 令和 年 月 日に施行し 令和 年 月 日から する。

附則

この申 は 令和 年 月 日に施行し 令和 年 月 日から する。

附則

この申 は 令和 年 月 日に施行し 令和 年 月 日から する。

則
(平成 16年 4月 1 日 定)

改正 平成 17 年 3月 17 日 平成 19 年 12月 25日

平成 22 年 3月 23 日 平成 27 年 3月 31 日

( )

第 1 条 この規則は， 学教学規則(平成 16 年 4 月 1 日 定)第 55 条の 2(第 72 条において する

を 。)に規定する学生の懲戒に いて必要な事項を定めるものとする。

( )

第2条 懲戒は，本学の規定に し，学生としての本分を らない者があるときに行 れるものとする。

( の )

第 3 条 懲戒の は，次のとおりとする。

(1) 書により を え， を戒めること。

(2) 学 期 は 期とし，この間の 及び次の行 を すること。

本学の施 及び を すること 本学が 行した を いて，本学の 理する

計算 及び を することを み， に を られない り，本学の学

生 は 学生 に することを除く。 。

本学の 認 の に すること。

(3) 懲戒 学 令により 学さ ， 学を認めないこと。

( の )

第 4 条 懲戒の となりうる行 があ たと認めるときは，当該行 を行 た学生の 学部の教授会

(以下「教授会」という。)は，その事実関 を し，懲戒処分の要 等に いて 議するものとする。

2 学長が した理事は，前項の 及び 議に し，必要があると認めるときは，教授会に し

を ることができる。

3 教授会は，懲戒処分の必要があると認めたときは，事実関 に いての 書及び懲戒処分 を

成し，学長に懲戒の 議を行 なければならない。

( の に係 る の )

第 5 条 懲戒の となりうる行 が， なる学部 は 科に する 数の学生によ て き こさ

れた は，教授会は，事実関 の 及び 議に して，相 に し， するものとする。

( )

第 6 条 教授会は，第 4 条第 1 項の事実関 の を行うに当たり，当該学生にその を し，

は 書による 明の 会を えなければならない。

2 当該学生は， 明の ，必要な を し， の を めることができるとともに， を

し，その を受けることができる。

3 明の 会を えられたにもかか らず，正当な理由もなく当該学生が し， は 明書を し

なか た は，この を したものとみなす。

( の )

第 7 条 学長は，第 4 条第 3 項により教授会から 議があ たときは，教 議会(以下「 議会」

という。)の議を経て，懲戒処分を 定する。

2 議会は，前項の 議において必要があると認め，改めて事実関 の 及び 議を行う におい

ては，前条の規定を する。

( の )

第 8 条 学長は，懲戒処分を 定した は，当該学生に しなければならない。

2 懲戒処分の は，処分理由を した懲戒処分書を当該学生に 付することにより行う。ただし，

付の 可 な には，他の 当な により する。

( の )

第 9 条 懲戒の 日は，懲戒処分書の 付日とする。ただし， をえない は，この りでない。
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規程第 条第 号，第 号及び第 号による 者の は，学生委員協議会に の学生   

委員会 以下「 委員会」という。 が行う。

規程第 条第 号による 者の は，学生委員協議会に の 委員会が行う。

前項第 号の 委員会委員の は，次のとおりとする。

  学 分 間科学 会科学 ， 科学 ，生 学 の学生委

員から各

   学 部長

   その他， 委員会委員長が必要と認めた関 分 の教員

者の

規程第 条第 号 による 者は， 程 とする。

規程第 条第 号 以 の 者は，それ れ とする。

附則

この申 は，平成 年 月 日から施行する。

学学生 の実施に関する申 平成 年 月 日学生委員協議会 定 は， する。

附則

この申 は 平成 年 月 日に施行し 平成 年 月 日から する。

附則

この申 は 平成 年 月 日に施行し 平成 年 月 日から する。

附則

この申 は 令和 年 月 日に施行し 令和 年 月 日から する。

附則

この申 は 令和 年 月 日に施行し 令和 年 月 日から する。

附則

この申 は 令和 年 月 日に施行し 令和 年 月 日から する。

則
(平成 16年 4月 1 日 定)

改正 平成 17 年 3月 17 日 平成 19 年 12月 25日

平成 22 年 3月 23 日 平成 27 年 3月 31 日

( )

第 1 条 この規則は， 学教学規則(平成 16 年 4 月 1 日 定)第 55 条の 2(第 72 条において する

を 。)に規定する学生の懲戒に いて必要な事項を定めるものとする。

( )

第2条 懲戒は，本学の規定に し，学生としての本分を らない者があるときに行 れるものとする。

( の )

第 3 条 懲戒の は，次のとおりとする。

(1) 書により を え， を戒めること。

(2) 学 期 は 期とし，この間の 及び次の行 を すること。

本学の施 及び を すること 本学が 行した を いて，本学の 理する

計算 及び を することを み， に を られない り，本学の学

生 は 学生 に することを除く。 。

本学の 認 の に すること。

(3) 懲戒 学 令により 学さ ， 学を認めないこと。

( の )

第 4 条 懲戒の となりうる行 があ たと認めるときは，当該行 を行 た学生の 学部の教授会

(以下「教授会」という。)は，その事実関 を し，懲戒処分の要 等に いて 議するものとする。

2 学長が した理事は，前項の 及び 議に し，必要があると認めるときは，教授会に し

を ることができる。

3 教授会は，懲戒処分の必要があると認めたときは，事実関 に いての 書及び懲戒処分 を

成し，学長に懲戒の 議を行 なければならない。

( の に係 る の )

第 5 条 懲戒の となりうる行 が， なる学部 は 科に する 数の学生によ て き こさ

れた は，教授会は，事実関 の 及び 議に して，相 に し， するものとする。

( )

第 6 条 教授会は，第 4 条第 1 項の事実関 の を行うに当たり，当該学生にその を し，

は 書による 明の 会を えなければならない。

2 当該学生は， 明の ，必要な を し， の を めることができるとともに， を

し，その を受けることができる。

3 明の 会を えられたにもかか らず，正当な理由もなく当該学生が し， は 明書を し

なか た は，この を したものとみなす。

( の )

第 7 条 学長は，第 4 条第 3 項により教授会から 議があ たときは，教 議会(以下「 議会」

という。)の議を経て，懲戒処分を 定する。

2 議会は，前項の 議において必要があると認め，改めて事実関 の 及び 議を行う におい

ては，前条の規定を する。

( の )

第 8 条 学長は，懲戒処分を 定した は，当該学生に しなければならない。

2 懲戒処分の は，処分理由を した懲戒処分書を当該学生に 付することにより行う。ただし，

付の 可 な には，他の 当な により する。

( の )

第 9 条 懲戒の 日は，懲戒処分書の 付日とする。ただし， をえない は，この りでない。
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( の )

第 10 条 教授会は， 期 学の学生に いて，その 日から 算して 6 月を経 した後， 学の 除

が 当であると認めたときは，学長に 学の 除を 議することができる。

2 学長は，前項の 議に基づき， 学を 除する。

( )

第 11 条 懲戒処分を受けた者は，事実 認， 事実の その他の正当な理由があるときは，懲戒の

日から 算して 14 日以 に， 書により学長に 議申 てを行うことができる。

2 学長は，前項の 議申 てがあ たときは， の要 を 議会に付議するものとする。

3 議会が の必要があると認めたときは，学長は，教授会に を要請するものとする。

附 則

1 この規則は，平成 16年 4月 1日から施行する。

2 この規則の施行前に 学学則等を する規則(平成 16 年 4月 1 日 定)の規定による 前の 学学生懲戒規則の規

定によりなされた処分その他の行 は，この規則の規定によりなされた処分その他の行 とみなす。

附 則(平成 17 年 3 月 17 日)

この規則は，平成 17 年 4月 1 日から施行する。

附 則(平成 19 年 12 月 25 日)

この規則は，平成 19 年 12月 25日から施行する。

附 則(平成 22 年 3 月 23 日)

この規則は，平成 22年 4月 1 日から施行し，改正後の 学学生懲戒規則の規定は，施行日以後に第 7 条第 1 項の規定により

定される懲戒処分から する。

  附 則(平成 27 年 3 月 31日)

この規則は，平成 27 年 4月 1 日から施行する。

則に る

(平成 16年 4月 1 日教 議会 定)

学学生懲戒規則に定める 続の 正 ， 明 を るに当た ては，懲戒処分に該当する行 そ

れ もあらかじめ明 に 定しておくことが まれることから，次の申 を行うものとする。

1 懲戒の となりうる行 は，次の行 とする。

(1) 学生の本分に する な 行

(2) 本学の教 員 は学生に する 行

(3) 本学の施 の な 行

(4) 本学の教 に する な 行

(5) その他前各号に ずる行

2 教 関としての 学のなす懲戒は，教 な から に行 れなければならず，学生の

な に しては， に な が えられなければならない。

3 申 第 1 項は，懲戒 行 を 定し，その明 を ることを とし， されてきたその

を するものではない。

海
外
渡
航
に

関
す
る
こ
と

Ⅴ（2）
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( の )

第 10 条 教授会は， 期 学の学生に いて，その 日から 算して 6 月を経 した後， 学の 除

が 当であると認めたときは，学長に 学の 除を 議することができる。

2 学長は，前項の 議に基づき， 学を 除する。

( )

第 11 条 懲戒処分を受けた者は，事実 認， 事実の その他の正当な理由があるときは，懲戒の

日から 算して 14 日以 に， 書により学長に 議申 てを行うことができる。

2 学長は，前項の 議申 てがあ たときは， の要 を 議会に付議するものとする。

3 議会が の必要があると認めたときは，学長は，教授会に を要請するものとする。

附 則

1 この規則は，平成 16年 4月 1日から施行する。

2 この規則の施行前に 学学則等を する規則(平成 16 年 4月 1 日 定)の規定による 前の 学学生懲戒規則の規

定によりなされた処分その他の行 は，この規則の規定によりなされた処分その他の行 とみなす。

附 則(平成 17 年 3 月 17 日)

この規則は，平成 17 年 4月 1 日から施行する。

附 則(平成 19 年 12 月 25 日)

この規則は，平成 19 年 12月 25日から施行する。

附 則(平成 22 年 3 月 23 日)

この規則は，平成 22年 4月 1 日から施行し，改正後の 学学生懲戒規則の規定は，施行日以後に第 7 条第 1 項の規定により

定される懲戒処分から する。

  附 則(平成 27 年 3 月 31日)

この規則は，平成 27 年 4月 1 日から施行する。

則に る

(平成 16年 4月 1 日教 議会 定)

学学生懲戒規則に定める 続の 正 ， 明 を るに当た ては，懲戒処分に該当する行 そ

れ もあらかじめ明 に 定しておくことが まれることから，次の申 を行うものとする。

1 懲戒の となりうる行 は，次の行 とする。

(1) 学生の本分に する な 行

(2) 本学の教 員 は学生に する 行

(3) 本学の施 の な 行

(4) 本学の教 に する な 行

(5) その他前各号に ずる行

2 教 関としての 学のなす懲戒は，教 な から に行 れなければならず，学生の

な に しては， に な が えられなければならない。

3 申 第 1 項は，懲戒 行 を 定し，その明 を ることを とし， されてきたその

を するものではない。

海
外
渡
航
に

関
す
る
こ
と
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－ 128 －



                             

策の基本 則

学生の海 に しては な が予 されうることから 科としては の

事前 明 と事後 を くすが 基本 には する学生本 が各 を した

うえで な判 と行 を する 則を する。また各 に えた

の付 は 可 である。

本 では のように 学生の海 本学が する海

を除く の を 科の関 の いに じて下 の 類に分類し それ れに

き 科として必要な事前 事後 及び学生本 に ないし す き事

前 事後 に いて を ている。

海 の に じた学生本 及び 科の

事前 事後

学生本 の 科の 学生本 の 科の

学生 理

OSSMA

Plus に基づく

海

海

OSSMA Plus OSSMA Plus

以 の学

事

海

事 海

行

等

事前 策

学生による

海 する学生は 海 の に関 らず 学 教 理

GEMs による海 の を し も て における の

の の に える。

えて 学生 理 OSSMA Plus に基づく海 をする学生に いて

は OSSMA Plus 続きが必要である。

に する も 海 の は必要なので するこ

と。

科による

学生 理 OSSMA Plus に基づく とその他の学事 に

いて 科から学生に して 別 の「 」を する。「

」は 海 の 策に いての基本 な の明 と

の 海 行 の ないし 予 の い

要 書類の 付 な の を でいる。
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策の基本 則

学生の海 に しては な が予 されうることから 科としては の

事前 明 と事後 を くすが 基本 には する学生本 が各 を した

うえで な判 と行 を する 則を する。また各 に えた

の付 は 可 である。

本 では のように 学生の海 本学が する海

を除く の を 科の関 の いに じて下 の 類に分類し それ れに

き 科として必要な事前 事後 及び学生本 に ないし す き事

前 事後 に いて を ている。

海 の に じた学生本 及び 科の

事前 事後

学生本 の 科の 学生本 の 科の

学生 理

OSSMA

Plus に基づく

海

海

OSSMA Plus OSSMA Plus

以 の学

事

海

事 海

行

等

事前 策

学生による

海 する学生は 海 の に関 らず 学 教 理

GEMs による海 の を し も て における の

の の に える。

えて 学生 理 OSSMA Plus に基づく海 をする学生に いて

は OSSMA Plus 続きが必要である。

に する も 海 の は必要なので するこ

と。

科による

学生 理 OSSMA Plus に基づく とその他の学事 に

いて 科から学生に して 別 の「 」を する。「

」は 海 の 策に いての基本 な の明 と

の 海 行 の ないし 予 の い

要 書類の 付 な の を でいる。
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別 1
学生の海 に関する 策

学生の海 は 則のもとで実施します。以下の を に が りな

いか 認のうえ し か な行 に めてください。

に いての

  の に いて 認しましたか それ の な ( な )を
しましたか

  と日本との 関 を していますか で 日 は していま

か

  の な政 を 認しましたか

  期間中に の 教 年中行事な の するおそれのある可

はありま か

  の の に いて 中の を 認しましたか

で な を しましたか

で な を 認しましたか

で 間 かない 行 しない を かない からの の な

  基本 な を 認しましたか

予

の ( 期 日本との の な )は 認しましたか

  で 行している はありま か
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別

                          

                          以

           以

第

教 or or教
委員長 or 学生 委

員長 or 教員

策会議

科長 科長

教 委員長 学生 委員
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長 教 長
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教 教 委員長に

よる

策本部の

受 関 会 等から

収 学

学生 策

学生 との 学生

の の 理 と

の

関 関との 者会
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OSSMA Plus に

本学及び本 科が する下 の に する学生は 学生

理 OSSMA Plus の が 付けられており 必ず行う必要

がある。

にあた ては 日本を する 1 月前までに申請を行うこと。

OSSMA Plus

海 実

海 本学及び本 科が するものに る

海

学 協定に基づく

学 協定に基づく 学

その他 本学が する海

大学プログラム（本学が企画・実施する海外派遣プログラム）で海外へ渡航する学生さんへ

To:  Students taking part in K obe U niversity study abroad programs

神戸大学理事（教育・グローバル）・副学長

大村 直人

From: Executive V ice President / In Charge of Education and Internationaliz ation

O M U RA Naoto

本学では、海外渡航中の危機管理対策として、日本エマージェンシーアシスタンス㈱（以下EAJ）と

契約し、大学プログラム（本学が企画・実施する海外派遣プログラム）で海外へ渡航する学生全員に、

「留学生危機管理サービス O verseas Student Safety M anagement Assistance Plus」（以下

O SSM A Plus）と、 O SSM A Plus会員専用上乗せ海外旅行保険に加入することを義務付けています。

O SSM A Plus や上乗せ海外旅行保険の概要については、別紙パンフレットをご覧ください。また、海

外渡航前の危機管理オリエンテーションを開催いたします。危機管理オリエンテーションへの参加は

義務ですので、担当係からの指示に従い出席してください。

  

As a risk-management measure, K obe U niversity signed a risk management assistance 

contract with Emergency Assistance Japan (EAJ). All students, participating in K obe U niversity 

study abroad programs, must subscribe to the “ O verseas Student Safety M anagement 

Assistance Plus (O SSM A Plus)”  of EAJ. For details about O SSM A Plus, please read the 

attached brochure. As a subscriber, it is mandatory for you to attend an orientation for risk 

management before leaving Japan. Please follow the instruction from the person in charge at 

your faculty/graduate school and attend the orientation.
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書

学長

学生 は この 学が実施する にて海 を

行うにあたり 下 の事項を することを いたします。 事項に した は

学が の 取り消し 次 以 の海 等 の を えない

な の をと ても 議申 いたしま 。

の 者として 学の が 定した後も 関の

事 によ ては 受 が許可されない もあることを すること。

に必要な 続きに いては事前に 分 認し らの において行うこと。

の を すること。また 関において当該 関の 規則を し

に うこと。

の 関の事 あるいは 学の判 により の中 期

中 が 定された は かに うこと。

学が する 理会 の に すること。また にあ

た ての 続き等に いては 学の に うこと。

は て のもとで行う 則を すること。

期間中 事 な の事 による に いて 学および

関は を いま 。

関で取得した成 生 の な の を海 の

のためまたは学生の を るために 学が 関から を受けることに す

ること。

にあたり する は 続き 理の の

ため 関 行会 会 会 理会 と される が

あることに すること。また 理会 の を した に

理会 に した に関 する に いても 学

理の関 者に される があることに すること。

年  月  日

学 号                 

学部/ 科                

学生                 

は に し 学生本 が 事項を することを いたします。

年  月  日

           

続                    

事 後 書

                          年  月  日

期間

中に事 等の に

しましたか

しなか た

した

  を てください

中にな らかの にか

かりましたか

かか ていない

かか た

  を てください

な らかの の を

じていますか

じていない

じている

   を てください

その他 中の 理に

いて の付いたことがあれば

由に してください

教 認 教 委員長 認 学生 委員長 認
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の

の の の 令 に る授業 の

に

1 関の の において する授業

次の(1) は(2)のいずれかに該当する ，当日のその後に する授業(定期 を )を

とする。

(1) JR 日本 ( ， 本

及び 本 のう 2 が に した

(2) 16 及び36 が に した

ただし，次の は授業を実施する。

前6 までに， 関が 行した は，1 の授業から実施する。

前10 までに， 関が 行した は， 後1 以 に する授業から実施する。

後2 までに， 関が 行した は， 後5 以 に する授業から実施する。

2 の の

に ただし ， ， に る は 別 が された ，当日のその後

に する授業 定期 を を とする。

なお， が に された は， が まれている にこの取扱いを する。

ただし，次の は授業を実施する。

(1) 前6 までに， が 除された は，1 の授業から実施する。

(2) 前 10 までに， が 除された は， 後 1 以 に する授業から実施する。

(3) 後2 までに， が 除された は， 後5 以 に する授業から実施する。

3 の 令の

各 ， ， ， の に 等から

が 令された ，当該 で当日のその後に する ての授業 定期 を を

とする。ただし， 前6 までに が 除された は， の授業か

ら実施する。

4 の

関の ， の ， の 令が事前に予 される は，

学 ，うり ，各学部及び各 科の 等により，あらかじめ する

ものとする。

( ) 1. 関の とは，事 ， ， ，その他の理由により が されて

関が 行 になり， 学が な をいう。

2. は，「 が する 」によるものとする。

3. の 及び 除， の 令及び 除の 認は，

等の による。

4. は 等の 数の授業に いては，授業を行うことがある。ただし，

の 令の は除く。

5.このほか，必要な事項は各学部 は各 科において別に定める。

6.この申 は， 授業及び 部 授業の実施にあた て するものとする。

7.この申 は，令和4年4月1日から する。
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に

い い な は， 別な を除き，す て によ てなされます。 は， 協

科 1 にあり， ， ， をはじめ， 学 びに の 等各 の をするので，

下 の は， しのないよう してください。

に

1 学 生

付

学生 の ， 及び改 は の 等による 事項の 等があ た は，

付を教 に申し てください。

2 学定期乗

学学 に 学する

学定期乗 は， の り から本学 学学 の り との間を に

より 学する に できます。 にあた ては，まず 明書 行 で「 学 明書」

付 を 行してください。次に必要事項を して，教 に してください。

   関

     J R 日本 海

日本 行 下 下

行

   関

明

海

の定期 は，月 にな ているとこ もあるので， の 期を し， にな

らないようにしてください。

学学 以 の に 学する

学 ， 学学 以 の 受 ，実 及び実 のために 学する があります。 科長

がその必要を認めたときには， 学定期乗 が できます。申 期間 に教 い てく

ださい。

なお， のためには， 学定期乗 は できま 。

学定期乗 が となる

次の は， 学定期乗 が となり， の 3 に相当する を徴収されるだけ

でなく， 学及び他の学生に し がかかりますので， 正は に行 ないようにしてくださ

い。

， ，年令， 間 は 学の事実を偽 て し したとき

学定期乗 の に された事項を消し は改 して したとき

がなくな てから したとき

期間の 前 は 後に したとき

学生 を 行していないとき

間の 続していない 2 以 の 学定期乗 は 乗 を して，その各 に

された 間と 間との間を で乗 したとき

その他 正乗 の として したとき

学定期乗 行 の 期間は，当該年 年間 りですので，年 とに 付を受けてく

ださい。

3 学生 割 学割

学割 は，割当 数の で，学生 の 由な として することを前 としたもので

なく， 学 の経 を し，学 教 の に することを として実施されている

です。

学割 は，実 学 な で， 100k m を えて 行する ， 乗 に て

できます。

割 は， J R とも 間の 2 割 ， 期間は， 行日から 3 か月間です。

申 み及び 付

申 み及び 付は， 第 学 1 の学生 に している「 明書 行 」で

定の を行 てください。

付 数

付 数は，1 年間 4 月 年 3 月 15 までとな ていますので，計 をたてて してく

ださい。 乗 を する 学割 は 1 で みます

4 学 明書 成 明書

申 み及び 付は， 第 学 1 の学生 に している「 明書 行 」で

定の を行 てください。

5 明書

学 を した は，学 が授 されると に 等に するための 明書

を 行します。

6 学生 明書

の 期間 長， 請等に必要な 学生 明書の 付を する は，教

申し でください。

7 学生 明書

長申請に必要な 学生 明書の 付を する は，教 申し

でください。

授業料の に

授業料は年額を前期と後期に分け，それ れ次の期間 に， 替により納付することになります。

前 期  4 月 1 日 4 月 30 日

後 期  10 月 1 日 10 月 31 日

授業料 に

経 な理由によ て授業料の納付が で，か ，学業成 が な者に いては，本 の申請に基

づき のうえ，授業料の 額 は 額が免除される があります。

免除者の は，学期 とに行 れ，申請に関する 続き等の は，各 科において 及び

学 でお ら します。

また，学 者の ，あるいは本 は学 者が 等の を受けたことにより，授業料

の納付が しく な も，免除を申請することができますので，該当者は，学生 学生

に申し てください。

なお，授業料を納期までに 額を納付することができないときは，徴収猶予等が許可されることがあり

ますので，学生 学生 で 定の 続により い てください。
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に

い い な は， 別な を除き，す て によ てなされます。 は， 協

科 1 にあり， ， ， をはじめ， 学 びに の 等各 の をするので，

下 の は， しのないよう してください。

に
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明
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4 学 明書 成 明書

申 み及び 付は， 第 学 1 の学生 に している「 明書 行 」で
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に

学業 であり経 理由によ て 学が である者に する 学 があります。

1 行政 日本学生

行政 日本学生 は， の 成と教 の 会 等の に て， 学業とも

れた者であ て，経 理由により 学が な者に して 学 を することにより， 学の

を行う 学事業 関です。

2 間等の 学

，日本学生 の 学 のほかに， 間 学 等による 学 があ

ります。

なお， に いては「学生生 」の経 生 等の項を してください。

があるな の理由により 日 の 学 学生生 にな らかの を えている の相

を行 ています。 が相 にのり に する の の 等 必

要に じた を します。

                               078- 803- 5258

の に

， では 及び 等のために，許可者以 の は

とな ております。 による を する者は， 策委員会の許可を受けなければ

なりま 。 続きは， 定の 期 4 月下 に申請書を教 してください。ただし，申請

は年 1 りで，許可基 により 認されない もあります。 しくは， により します。

また， 等のための 等 に する必要が生じた は， する 3 日前までに教

申し てください。

なお， の は に されておりますので， りの に してください。

教 は学生 で 書の 付と受付をしていますので をしてください。

の に

間  月 8 45 12 15，13 00 17 00
日  日， の 日，本学 日 5 月 15 日 ，12 月 28 日 1 月 4 日， 日

に

書 には 由にお りください。

の みは ください。

は 当日 のみです。

で「当日 」に ください。 学生 を ります。

の に

U n i t e d  N a t i o n s  D e p o s i t o r y  L i b r a r y
がその を く 中の に ら るために，関 料を ， 料で する

書 です。 で 405 ，日本では 14 に けられています。

の各 関も 書 をと ており，当 は W T O 関 と I MO
海事 の 書 でもあります。

間  平日 8 45 12 15，13 00 17 00

に

は 当日 のみです。

1 にて「当日 」に ください。 学生 を る。

協 科学生学 書

この 書は，本 科 生の学 での を し， 科 の きとして生かしていくた

めに収 するものである。 期間のものも 。

学 号 教員

期間 は月日 年  月  日      年  月  日

  行き

  等

  者 等

  

分   学生 員 員

  そ の 他

  可 可                                               年   月   日
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書 です。 で 405 ，日本では 14 に けられています。

の各 関も 書 をと ており，当 は W T O 関 と I MO
海事 の 書 でもあります。

間  平日 8 45 12 15，13 00 17 00

に

は 当日 のみです。

1 にて「当日 」に ください。 学生 を る。

協 科学生学 書

この 書は，本 科 生の学 での を し， 科 の きとして生かしていくた

めに収 するものである。 期間のものも 。

学 号 教員
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分   学生 員 員
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に る に

第 の にあり の 員が され

による 別相 に じています。また 学 での

及び を しています。また の 及び

の が されています。

間 は 月 日除く の です。

  

   の にあり 会科学 すな 経 経 の学部生 学

生及び 学 協 科の学生を に と を

する業 を しています。 別相 には 会科学 学部 学 の 会であ

る 会会員が当た ており 間 は 月 日除く の

その な業 は次の りです。

学年を ず学生からの 別相 に じ その後の も行う。

に関する書 を し学生の に する。

が されており 学生が に できる

よう する。

  に関する の収 に め 学生のために ならび

に 料 を行う。 で 及び 料を しています

  

  相 http://www.kobe-u.com/ryoso/student/job/

に

    学生が 学中に みな を し 業 に いて 業 を

のこと。この を じて の に関する が し以後の

学生生 の 実を期するものです。 相 では 業が学

を さず で する での 学生からの相 に じ

のための をしています。 の は他に 各学部教 が となるもの

関 及び の のものがあります。

   

   は 前にあ て 分 を

における 学の の を し 業生の づくり 学生の

を としています。

神
戸
大
学
大
学
院
国
際
協
力
研
究
科

院
生
協
議
会
等
に
関
す
る
こ
と

Ⅴ（4）
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改正 2016 年 6 月 16 日

第 章 則

第 条 本会は 学 学 協 科 生協議会 以下 「 生協議会」と す と す

る。

第 条 本会は 事 を以下に く。

6 57- 8501 2- 1  学 学 協 科 第 第 学

第 条 本会の は 「 協 科学生間の を にし の改 を ること 及び

学に存 する な に し 学生 の を さ ることを とする。

第 条 本会は前条の を 成するために 以下の を行う。

(1) 学 に する学生 の の と

(2) 各 の の

(3 ) の の の

(4) その他 成に必要な

第 章

第 条 生協議会は 学 学 協 科学生をも て 成される。

第 条 会員は 学 に 3 00 を会 として納 しなければならない。 し 正規生 生

別 学生等 はその りではない。

会 の納 は 学年 のみとし それ以 納 の はない。

納 された会 はいかなる事 があ ても しない。

会 の徴収に関する事項は 会で 定するものとする。

第 条 学 学 協 科 の 学と に 会を したものとみなす。

第 条 会員が次の各号の に該当する には 会したものとする。

(1) 正規生として する会員が 程を した 。

(2) 正規生として する会員が 期間を した 。

(3 ) 会員が 学等 をした 。
－ 143 －
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第 章

の

第 条 本会に 以下の 員を く。

議長

議長 1
会計 1

行委員 12
学生 行委員 4

の

第 条 前条に定める のう 議長 議長 会計は 程後期 程 年次の学生から

する。しかし 員の は 程後期 程 年次の学生数に されることから 議長の に

関してのみ を認めるものとする。

前条に定める のう 議長 議長 会計に し他の学年より がある その り

ではない。

議長 議長及びその他の 員は 相 に ることはできない。

他 学からの 程後期 程 の 学者は 部 学者と 等に 員 の を認められる。

その 学者が 学し 員に されるまでの間 部 学者から の 員を 定するものと

する。

の

第 条 議長は 本会の として会 を し 学 との を行う。また 行委員会の議

長を めるものとする。

議長は 議長を し 議長に事 があるとき は議長が けたときは 議長にあらかじめ

定された によ て その を 行する。

会計は 生協議会会員より納 された会 の 理を行う。

行委員は 行委員会に し その他の 員の を行う。

(1) 行委員は 程前期 程の各学年より ず された計 によ て 成される。

(2) 行委員は 則として各 の を るものとする。

学生 行委員は 学生会員の として に 事項の を る 割を い の

を行うとともに 行委員 その他の 員の を行う。

の

第 条 員の 期は後 の 員が され 業 後から 年間とする。

(1) 期は 程後期 程の 部 学者が 定し 員ないし の 員を 後とする。

(2) 員が を した それを ない。

(3 ) 行委員の 期は 則として 程前期 程に 学した年の 月から 年 月までの 年

間とする。

員は を得ない事 によりその を うすることが とな た かに議長に

し 後 者を し議長の 認を得る を する。後 者の 期は 前 者の 期間とする。

員は は 期 の後においても 後 者が するまでは その を行 なければ

ならない。

第 章

の

第 条 本会の 会は 定期 会及び 会とする。

の 成

第 条 会は 会員をも て 成する。

の

第 条 会は この規 に定めるもののほか 本会の に関する 要な事項を議 し 会の

議 は ての議 に する。

の

第 条 定期 会は 第 条に定める 員のう 議長 議長 会計の 後 月以 前期学

期中に する。

定期 会は 次の各号を 議し 認する。

(1)前年 の業 及び会計

(2) 年 員の

(3 ) 年 の業 計

(4)その他 要事項

会は 次の各号の に該当する に する。

(1)議長が必要と認めたとき

(2) 学者を除く 会員の 6 分の 1 以 から会議の たる事項を し 議請 があ たとき

の

第 条 会は 議長が する。

議長は 前条 項第 号の規定による請 があ たときは その請 があ た日から 日以

に 会を しなければならない。

会を するときは 会議の たる事項及びその びに日 及び を して 会日

の 日前までに 書をも て しなければならない。

の

第 条 会の議長は 行委員会の議長とする。

の

第 条 会は 学者を除く会員の 分の 以 の がなければ 会することができない。

の

第 条 会の議事は この規 に定めるもののほか した会員の 数をも て し 可

数のときは 議長の するとこ による。

の

第 条 会員は 会において 各 の議 を する。
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第 章

の

第 条 本会に 以下の 員を く。
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議長 1
会計 1

行委員 12
学生 行委員 4

の

第 条 前条に定める のう 議長 議長 会計は 程後期 程 年次の学生から

する。しかし 員の は 程後期 程 年次の学生数に されることから 議長の に

関してのみ を認めるものとする。

前条に定める のう 議長 議長 会計に し他の学年より がある その り

ではない。

議長 議長及びその他の 員は 相 に ることはできない。

他 学からの 程後期 程 の 学者は 部 学者と 等に 員 の を認められる。

その 学者が 学し 員に されるまでの間 部 学者から の 員を 定するものと

する。

の

第 条 議長は 本会の として会 を し 学 との を行う。また 行委員会の議

長を めるものとする。

議長は 議長を し 議長に事 があるとき は議長が けたときは 議長にあらかじめ

定された によ て その を 行する。

会計は 生協議会会員より納 された会 の 理を行う。

行委員は 行委員会に し その他の 員の を行う。

(1) 行委員は 程前期 程の各学年より ず された計 によ て 成される。

(2) 行委員は 則として各 の を るものとする。

学生 行委員は 学生会員の として に 事項の を る 割を い の

を行うとともに 行委員 その他の 員の を行う。

の

第 条 員の 期は後 の 員が され 業 後から 年間とする。

(1) 期は 程後期 程の 部 学者が 定し 員ないし の 員を 後とする。

(2) 員が を した それを ない。

(3 ) 行委員の 期は 則として 程前期 程に 学した年の 月から 年 月までの 年

間とする。

員は を得ない事 によりその を うすることが とな た かに議長に

し 後 者を し議長の 認を得る を する。後 者の 期は 前 者の 期間とする。

員は は 期 の後においても 後 者が するまでは その を行 なければ

ならない。

第 章

の

第 条 本会の 会は 定期 会及び 会とする。

の 成

第 条 会は 会員をも て 成する。

の

第 条 会は この規 に定めるもののほか 本会の に関する 要な事項を議 し 会の

議 は ての議 に する。

の

第 条 定期 会は 第 条に定める 員のう 議長 議長 会計の 後 月以 前期学

期中に する。

定期 会は 次の各号を 議し 認する。

(1)前年 の業 及び会計

(2) 年 員の

(3 ) 年 の業 計

(4)その他 要事項

会は 次の各号の に該当する に する。

(1)議長が必要と認めたとき

(2) 学者を除く 会員の 6 分の 1 以 から会議の たる事項を し 議請 があ たとき

の

第 条 会は 議長が する。

議長は 前条 項第 号の規定による請 があ たときは その請 があ た日から 日以

に 会を しなければならない。

会を するときは 会議の たる事項及びその びに日 及び を して 会日

の 日前までに 書をも て しなければならない。

の

第 条 会の議長は 行委員会の議長とする。

の

第 条 会は 学者を除く会員の 分の 以 の がなければ 会することができない。

の

第 条 会の議事は この規 に定めるもののほか した会員の 数をも て し 可

数のときは 議長の するとこ による。

の

第 条 会員は 会において 各 の議 を する。
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の

第 条 を得ない理由のため 会に できない会員は 委 による 議 を する。

委 する会員は 受 者を 定しなければならない。 定がなされていない 議長は受

者として委 されたものとみなす。

の

第 条 会の議事に いては 会で 認された事項を した議事 を 成し しなければ

ならない。

第 章

の 成

第 条 行委員会は 第 条で定めた 員をも て 成する。

の

第 条 行委員会は この規 で別に定めるもののほか 次の を する。

(1) 生協議会の 行 関であり 会が されない における な 定 関である。

(2) を要する 定を必要とする 会の を たずに議長の 認のもと 行委員会で

事項に して する を する。しかし その は当該事項の 定に いて しなけれ

ばならない。

(3 )その他 会の議 を要しない会 の 行に関する事項を 定する。

の

第 条 行委員会は 議長が必要と認めるときに する。

の

第 条 行委員会には 第 条 第 条 第 条 及び第 条の規定を する。この

において これら規定中の「 会」は「 行委員会」「会員」は「 員」と読み替えるものとす

る。

第 章

の 成

第 条 本会の は 納 された会 によ て 成される。

の

第 条 本会の経 は をも て する。

生協議会の のために 員及び会員が た に関しては 関に関しての

み する。

必要経 として 議長の 認を受けた に関しては経 として される。

を受ける者は 会計に かに し を受けなければならない。

に して会計は 会計 書にその の を する。

の

第 条 本会の で前条に定めるもの以 の を処分する には 会における議 を要す

る。

第 条 会計 は 員 の の に実施され 会計が 明 を うものとする。

第 条 本会の事業 及び 算は 議長が事業 書 会計が収 算書を 成し 毎会計年

後に後 の 員 年 の 会で しなければならない。

年

第 条 本会の会計年 は 後 の 員 定後 業 後とし 毎年 月 日に まり

年 日に たことを会計 書に さなければならない。

第 章 の

の

第 条 この規 の 及び改正は 会における議 を要する。

附則 この規 は 2016 年 9 月 1 日から施行する。
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の

第 条 を得ない理由のため 会に できない会員は 委 による 議 を する。

委 する会員は 受 者を 定しなければならない。 定がなされていない 議長は受

者として委 されたものとみなす。

の

第 条 会の議事に いては 会で 認された事項を した議事 を 成し しなければ

ならない。

第 章

の 成

第 条 行委員会は 第 条で定めた 員をも て 成する。

の

第 条 行委員会は この規 で別に定めるもののほか 次の を する。

(1) 生協議会の 行 関であり 会が されない における な 定 関である。

(2) を要する 定を必要とする 会の を たずに議長の 認のもと 行委員会で

事項に して する を する。しかし その は当該事項の 定に いて しなけれ

ばならない。

(3 )その他 会の議 を要しない会 の 行に関する事項を 定する。

の

第 条 行委員会は 議長が必要と認めるときに する。

の

第 条 行委員会には 第 条 第 条 第 条 及び第 条の規定を する。この

において これら規定中の「 会」は「 行委員会」「会員」は「 員」と読み替えるものとす

る。

第 章

の 成

第 条 本会の は 納 された会 によ て 成される。

の

第 条 本会の経 は をも て する。

生協議会の のために 員及び会員が た に関しては 関に関しての

み する。

必要経 として 議長の 認を受けた に関しては経 として される。

を受ける者は 会計に かに し を受けなければならない。

に して会計は 会計 書にその の を する。

の

第 条 本会の で前条に定めるもの以 の を処分する には 会における議 を要す

る。

第 条 会計 は 員 の の に実施され 会計が 明 を うものとする。

第 条 本会の事業 及び 算は 議長が事業 書 会計が収 算書を 成し 毎会計年

後に後 の 員 年 の 会で しなければならない。

年

第 条 本会の会計年 は 後 の 員 定後 業 後とし 毎年 月 日に まり

年 日に たことを会計 書に さなければならない。

第 章 の

の

第 条 この規 の 及び改正は 会における議 を要する。

附則 この規 は 2016 年 9 月 1 日から施行する。
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則

平成 12 年 4 月 24 日 定

第 1 条

本会は 学 学 協 会と する。

第 2 条

本会は 学 協 科学生の学 の ，及びその成 の を とする。

第 3 条

本会は，次に定める会員をも て する。

(1) 本学 協 科に する 学 生

(2) 本学 協 科に する 生

( 3 ) その他，本会の 委員会において，会員として 当であると認められた者。

第 4 条

会員は会の に必要な会 を納めなければならない。

第 5 条 雑 の

本会は，第 2 条の を 成するために， 協 以下， とする

を毎年 1 以 行する。

第 6 条 の

第 3 条において定められた本会の会員は本会の 行する に することができ， ，その を受け

る。

第 7 条 の

(1) に する は，本会の定めた 続きに基づき，本規 第 3 条に該当する者よりこれを する。

(2) 前項の は，本学 協 科の教員の を き， 当と認められたものを する。

第 8 条

(1) 本会は会員から 委員会を する。

委員会は， 会会長 1 ， 会長 ，その他 の 委員から 成される。

(2) 委員会は前項の 委員をも て 成し，本会の ， の ，会計 理にあたる。

( 3 ) 委員の 期は 1 年とする。 し， を ない。

第 9 条 の 成

第 8 条に定める 委員会は 会を年 1 する。必要がある ， する。 会は，委 を

した会員を めた会員 数の 数の をも て成 する。

第 10 条

次に定める各項のいずれかに該当する事項は， 会に付さなければならない。

(1) 及び会計

(2) 委員会の改

( 3 ) 本規 の改正

(4) その他，本会の ， に関 る 要事項

第 11 条

会の 議は， 会員の 数による。 会に しない会員は，書 により他の 会員にその議

を委 することができる。

第 12 条

本会の は，会 及び ，その他をも てする。

第 13 条

(1) 本会の会計年 は，毎年 4 月 1 日に まり 年 3 月 3 1 日に る。

(2) 委員会は， 会で会計 をしなければならない。

第 14 条

本会は，本学 協 科の教員 員に を委 し， を受けることができる。

第 15 条

本会に関する事 は，本学 協 科 に く。

第 16 条

本規 の改正は， 委員会の 議により 会において行い，会員 数の 数の 成をも てする。

   号 号

学

学

学

学

学

学

学

学
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則

平成 12 年 4 月 24 日 定

第 1 条

本会は 学 学 協 会と する。

第 2 条

本会は 学 協 科学生の学 の ，及びその成 の を とする。

第 3 条

本会は，次に定める会員をも て する。

(1) 本学 協 科に する 学 生

(2) 本学 協 科に する 生

( 3 ) その他，本会の 委員会において，会員として 当であると認められた者。

第 4 条

会員は会の に必要な会 を納めなければならない。

第 5 条 雑 の

本会は，第 2 条の を 成するために， 協 以下， とする

を毎年 1 以 行する。

第 6 条 の

第 3 条において定められた本会の会員は本会の 行する に することができ， ，その を受け

る。

第 7 条 の

(1) に する は，本会の定めた 続きに基づき，本規 第 3 条に該当する者よりこれを する。

(2) 前項の は，本学 協 科の教員の を き， 当と認められたものを する。

第 8 条

(1) 本会は会員から 委員会を する。

委員会は， 会会長 1 ， 会長 ，その他 の 委員から 成される。

(2) 委員会は前項の 委員をも て 成し，本会の ， の ，会計 理にあたる。

( 3 ) 委員の 期は 1 年とする。 し， を ない。

第 9 条 の 成

第 8 条に定める 委員会は 会を年 1 する。必要がある ， する。 会は，委 を

した会員を めた会員 数の 数の をも て成 する。

第 10 条

次に定める各項のいずれかに該当する事項は， 会に付さなければならない。

(1) 及び会計

(2) 委員会の改

( 3 ) 本規 の改正

(4) その他，本会の ， に関 る 要事項

第 11 条

会の 議は， 会員の 数による。 会に しない会員は，書 により他の 会員にその議

を委 することができる。

第 12 条

本会の は，会 及び ，その他をも てする。

第 13 条

(1) 本会の会計年 は，毎年 4 月 1 日に まり 年 3 月 3 1 日に る。

(2) 委員会は， 会で会計 をしなければならない。

第 14 条

本会は，本学 協 科の教員 員に を委 し， を受けることができる。

第 15 条

本会に関する事 は，本学 協 科 に く。

第 16 条

本規 の改正は， 委員会の 議により 会において行い，会員 数の 数の 成をも てする。

   号 号

学

学

学

学

学

学

学

学
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料

                       2007年6月27日 委員会 定

2013年6月26日 委員会改正

      2013年7月12日 委員会改正

料 及び 行 を できる者は 本学の教員 を

生及び本 科にて される授業に している学生とする。

料 を しようとするときは 分 明書等を する。

料 の 料の しは行 ない。ただし 部の 料を除き 及び

CD-ROM等の の での を い るものに に 定の事項を のうえで 当

日中か 学 に ての を許可するほか 定された教科書類に いては

に 定の事項を のうえで 月間の を行うことができる。 に いては 他の

者の予 がない り 期間を 長できる。

料 には 末または 書等以 の

みを する。

料 の 間は 毎日10 30分から11 45分まで 12 45分から17 15分までとす

る。ただし 日 日 日 の 日 年末年 の 日 その他 料 の 理

で必要のとき とする。

この要項に した者は 料 の を は する。 料 の 料

は 施 を しくは した者は その を しなければならない。

附 則

この要項は 2007 年 平成 19 年 6 月 27 日から施行する。

附 則

この要項は 2013 年 平成 25 年 6 月 26 日から施行する。

附 則

この要項は 2013 年 平成 25 年 7 月 12 日から施行する。
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料

                       2007年6月27日 委員会 定

2013年6月26日 委員会改正

      2013年7月12日 委員会改正

料 及び 行 を できる者は 本学の教員 を

生及び本 科にて される授業に している学生とする。

料 を しようとするときは 分 明書等を する。

料 の 料の しは行 ない。ただし 部の 料を除き 及び

CD-ROM等の の での を い るものに に 定の事項を のうえで 当

日中か 学 に ての を許可するほか 定された教科書類に いては

に 定の事項を のうえで 月間の を行うことができる。 に いては 他の

者の予 がない り 期間を 長できる。

料 には 末または 書等以 の

みを する。

料 の 間は 毎日10 30分から11 45分まで 12 45分から17 15分までとす

る。ただし 日 日 日 の 日 年末年 の 日 その他 料 の 理

で必要のとき とする。

この要項に した者は 料 の を は する。 料 の 料

は 施 を しくは した者は その を しなければならない。

附 則

この要項は 2007 年 平成 19 年 6 月 27 日から施行する。

附 則

この要項は 2013 年 平成 25 年 6 月 26 日から施行する。

附 則

この要項は 2013 年 平成 25 年 7 月 12 日から施行する。
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第 章 則

第 条 この は 会と する。

第 条 この は たる事 を に く。

たる

第 条 この は 理事会の 議によ て たる事 を必要な に くことができる。

第 章 業

第 条 この は 会員相 の を行い を るとともに 学 学 以

下「 学」という。 経 学部 経 学部 学部及び 学 経 学 科 経 学

科 学 科 協 科 びに経 経 における教 及び の 成

を り も て学 教 の に することを とする。

業

第 条 この は 前条の を 成するため 次の事業を行う。

会員 の と 理

会員相 の 及び

会 及び 会 の 行

  経 経 に関する 及び に する 成

経 経 に関する の 及 のための 会及び 会の に する

成

   学の教 施 の に する 成

   前各号に定めるほか この の を 成するために必要な事業

前項の事業は 日本 で行うものとする。

第 章

第 条 この の会員は 正会員 会員 別会員及び 会員の とする。

第 条 正会員になる をも 者は 次のとおりである。

   学の前 たる 等 業学 の 業者

   学の前 たる 業 学 学 部の 業者

   学の前 たる 経 学 第 学部 経 学 部及び 経 計

第 本科の 業者

   学経 学部 経 学部及び 学部の 業者

   学 学 経 学 科 経 学 科 学 科及び 協 科の 者

   前各号の 学 に 学した者

第 条 会員になる をも 者は 次のとおりである。

       学経 学部 経 学部及び 学部の 学生 びに 学 学 経 学 科 経

学 科 学 科及び 協 科の 学生

第 条 別会員になる をも 者は 次のとおりである。

   等 業学 の教 にあ た者

   業 学 予科 学 部の教 にあ た者

   経 学 予科 経 学 部の教 にあ た者

   学経 学部 経 学部及び 学部の教 にある者及び教 にあ た者

   学 学 経 学 科 経 学 科 学 科及び 協 科の教 に

ある者及び教 にあ た者

   学経 経 の前 たる 業 及び経 科 の 員であ

た者

   学経 経 の 員及び 員であ た者

   前各号の 学 及び において 前各号以 の教 員及び教 員であ た者

   学 会科学 学部等事 部の部長の にある者

第 10 条 会員は 理事会の により 会において 認された者である。

第 11 条 正会員 会員及び 別会員にな うとする者は 理事会において定める 会申 書を

し 理事会の 認を受けなければならない。

第 12 条 正会員及び 会員は この の事業 に経 に生じる に てるため 会し

た 及び毎年 会において別に定める会 を なければならない。

     会員及び 別会員は 会 の い を ない。

第 13 条 正会員 会員及び 別会員は理事会において定める 会 を して にい で

も 会することができる。

第 14 条 会員が次の各号の に該当する は 会の 議によ て 当該会員を除 するこ

とができる。

   この定 その他の規則に したとき

   この の を け は に する行 をしたとき

   その他除 す き正当な事由があるとき

の

第 15 条 会員が 前 条の のほか 次の各号のいずれかに該当する には その を

する。

  第 条の い を 年以 行しなか たとき

   す ての 員が したとき

   当該会員が し は会員である が したとき

前項第 号により を した会員が 会申 書を し 会 を納 したときは 会

員の を する。

第 16 条以下
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第 章 則

第 条 この は 会と する。

第 条 この は たる事 を に く。
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を り も て学 教 の に することを とする。

業

第 条 この は 前条の を 成するため 次の事業を行う。

会員 の と 理

会員相 の 及び

会 及び 会 の 行
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   学経 経 の前 たる 業 及び経 科 の 員であ
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   前各号の 学 及び において 前各号以 の教 員及び教 員であ た者

   学 会科学 学部等事 部の部長の にある者

第 10 条 会員は 理事会の により 会において 認された者である。

第 11 条 正会員 会員及び 別会員にな うとする者は 理事会において定める 会申 書を
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第 13 条 正会員 会員及び 別会員は理事会において定める 会 を して にい で
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第 14 条 会員が次の各号の に該当する は 会の 議によ て 当該会員を除 するこ

とができる。

   この定 その他の規則に したとき

   この の を け は に する行 をしたとき

   その他除 す き正当な事由があるとき

の

第 15 条 会員が 前 条の のほか 次の各号のいずれかに該当する には その を

する。

  第 条の い を 年以 行しなか たとき

   す ての 員が したとき
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